
令和 3 年度 事業計画・事業実績評価報告 

１．施設の概要と職員体制 

部

署

名 

理事長室 

室長 

住所 

電話・FAX 

メールアドレス

操木 豊 
国立市北 3-7-1 社会福祉法人国立ひまわり保育園内 

TEL042(572)2721・ FAX042(571)8521 

kuriki@kunitachihoikukai.jp 

２．今年度の実施事業 
令和３年度計画 令和３年度報告（実施結果） 結果自己評価 

【主な業務】 

第一に、理事長から示された 

令和３年度の重点方針 

(1) 待機児解消などの社会的要

請に応える。

(2)「新保育所保育指針」に基

づく保育改革の推進

(3) 職員が、可能な限り働き続

けられる保育園を目指し職員

の処遇改善の推進。

(4) 改訂「職員配置基準」に基

づく保育園運営

(5) 予算の厳格な執行

以上の法人改革の具現化に向

け、理事長を補佐する。

第二に、理事長からの特命業務

に全力を傾注する。 

(1)「卒園は子どもの成長のゴ

ールではない」との意識のも

と法人及び各園と小学校との

連携を深める。

・保育は小学校教育との連携を

図る（新保育所保育指針）、

小学校は幼児教育・保育との

連携を図る（新学習指導要

領）「やらなければならない

もの」の意識を一層高める。

・井上先生を講師に迎え、子ど

もたちの自主性を引き出し育

む保育の充実と、子どもたち

の「遊びたい」活動意欲を高

める。そして、小学校での学

習意欲(主体的・対話的で深

い学びへと繋げていく保育を

更に充実させる。

・各保育園と近隣小学校との連

携作り及び強化を図る。

・教育機関出身者による組織的

な各園への指導、助言、援助

を推進する。

(2) 保育士確保のため養成校と

の更なる連携強化を図る。

【主な業務】 

第一について 

(2)について

概ね計画通り実施できた。

(3)について

概ね計画通り実施できた。

(4)について

概ね計画通り実施できた。

第二について 

(1)について

・小学校との連携限られた条

件の中で「できることに取り

組む」との意識のもと、各園

の創意工夫が見られた。

・自主性を引き出す保育等保

育改革への意識は以前より高

まっている。小学校の学びに

繋がる保育への工夫も感じら

れた。

(2)について

コロナ禍の影響で養成校の訪

問はできなかった。電話やメ

ールでの連携を図ったが十分

とは言えない。た。

(3)について。

先行園を中心に自主性を育む

放送教育の充実は図ることが

できた。

評価 5  ○4  3  2  1 

第二についての理由 

(1) 近隣小学校管理職とのパイ

プを繋ぐことは確実にできて

きている。しかし、コロナ禍

による制約も多く十分な連携

活動はできなかった。また、

双方に、年間指導計画への位

置づけ等による連携活動への

意識の深まり、そして具現化

が十分ではなかったこと等が

理由として考えられる。

(2) 遠隔地の養成校訪問が皆無

であった。近隣の養成校や他

法人との交流の機会も少な

く、「子供たちの未来を見据

えた保育」の探求が不十分で

あったこと等が理由として考

えられる。

(3) 先行園での実践者の育成、

実践者の活用番組やコンテン

ツの広がりがみられること等

が理由として考えられる。
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(3) 先行園を中心に自主性を育

む放送教育を充実させる。

【その他の業務】 

(1) 保育部の支援として、保育

士採用活動の円滑化のため保

育士養成校への保育士就労斡

旋を要請する。

(2) 保育部の支援として、放送

教育事業を円滑に実施するた

めに、モデル園と外部研究機

関との連携を促進させる。

(3) 常に未来を見据え、子ども

たち一人一人の発達を踏まえ

た保育を探求する。保育改革

により保育の質を一層向上さ

せ、子どもたち、保護者、地

域から選ばれる保育園とす

る。

【その他の業務】 

(1)について

厳しい状況であり十分な取り

組みはできなかった。

(2)について

モデル園での取り組みは概ね

計画通り実施できた

(3)について

概ね計実施できている。

その他の業務について 

(3) の理由

研修や実践を通して、職員一

人一人の「常に未来を見据え

子どもたち一人一人の発達を

踏まえた保育」の探求意識が

高揚してきていること等が理

由として感がられる。

３．今年度取り組むべき特徴的な事業 
令和３年度計画 令和３年度報告（実施結果） 結果自己評価 

(1) 職員採用について、養成校

との連携を更に深め、保育部を

支援する

(2) 養成校の教授と意見交換、

情報共有を行い、採用のみな

らず職員への研修も依頼し保

育改革の充実を図る。

(3) 東京都幼稚園・保育園・こど

も園放送教育研究会及び全国

放送教育研究会連盟との連携

により、放送を活用した保育

を充実させる。

(1) について

限られた条件の中で概ね計画

通り実施できた。

(2)について

十分にはできなかった。

(3)について

宮前おおぞら保育園での実践

ができた。その取り組みが他園

への拡大に結びつきつつある。 

評価 5  ○4  3  2  1 

理由 

(3)、自主性をはぐくむ保育、

そして、主体的・対話的で深

い学びに有意義な放送番組や

コンテンツ。それを活用した

保育の有効性を法人各園に伝

え、広める機会や良い術が無

く、法人全体の放送を活用し

た保育を充実させることがで

きなかったこと等が理由とし

て考えられる。

４．事業実施体制 
令和３年度計画 令和３年度報告（実施結果） 結果自己評価 

総務部、保育部、そして各園と

連携し、常に組織を活用して業

務を遂行していく。 

総務部、保育部、各園と連携

はできた。しかし、常に組織を

活用しての業務の遂行という点

では十分ではなかった。 

評価 5  4  ○3  2  1 

理由 

総務部、保育部、各園との連

携において、組織の位置づけを

明確にしていなかったこと等が

理由として考えられる。 

５．事業実施に要する費用 
令和３年度計画 令和３年度（実施結果） 結果自己評価 

理事長室として百万円を費や

し、各事業を実施していく。 

予算執行率は、約 20％であ

った。 

評価 5  ○4  3  2  1 

理由 

遠隔地の養成校訪問が皆無で

あった。常に経費の節約を心掛

けたこと等が理由として考えら

れる。 



令和 3 年度 総務部事業計画（第 0-2 版）・事業実績評価報告 

１．施設の概要と職員体制 

部
署
名 

総務部 
・企画財政課
・業務課

部長 
住所 
電話・FAX 
メールアドレス

中澤ゆう子 
杉並区上井草 3-25-19 
03-6913-8806 03-6913-9928
honbu@kunitachihoikukai.jp

計画 
企画財政課 課長 常松大介（兼）  
副課長 齋藤貴亮 狩野優 小石伊織 

実績 
企画財政課 課長 中澤ゆう子（兼）  
副課長 齋藤貴亮 及川七恵 小石伊織 

計画 
業務課 課長 常松大介（兼） 副課長 引地理子 
北村美津子 小石伊織（兼） 鄭朋子 高野牧  
藤原節子 

実績 
業務課 課長 中澤ゆう子（兼） 副課長 福司博美 
北村美津子 小石伊織（兼） 鄭朋子 高野牧  
藤原節子 

２．今年度の実施事業 
令和 3 年度計画 令和 3 年度報告（実施結果） 結果自己評価 

【企画財政課担当】 
①経営管理業務
②予算策定
③決算監理
④財務会計業務
【業務課担当】
①定款管理
②規則規程等管理
③事務局機能

・評議員選任解任委員会
・評議員会
・理事会
・各検討委員会

④本部 3部門関連業務
⑤認可事項管理
⑥債権管理
⑦債務管理
⑧契約管理
⑨資産管理（土地建物等）
⑩システム管理
⑪請求業務
⑫労務管理
⑬給与管理
⑭人事管理
⑮管理会計業務
⑯その他代行業務
※詳しくは別紙「令和 3年度

総務部 保育部 職務分担
表」に記載します。

【企画財政課担当】 
企画財政課においては、令和 3

年度当初予算策定において、入
所児童数に応じた収入と職員配
置とした結果、当初の決算見込
みについては、マイナス決算に
なる恐れがあるとの試算となっ
た。結果としては、8千 5百万円
のプラスで決算することができ
たが、当初の試算から乖離する
結果となった。 

その他の企画財政課の事業につ
いては、練馬区立保育園委託事
業への応募事業の統括、荒川区
立保育園公私連携型保育所化事
業への応募事業、杉並区立保育
園民営化事業への応募事業への
統括等を実施した。 

【業務課担当】 
 業務課においては、経理業務
の改善を引き続き行うこと、規
則規程類の制定、改正、また、法
改正による制度改正に伴う園長
向け研修会の企画運営、中期財
政計画勉強会の内容の一部実施
等を実施した。 

評価 
【企画財政課担当】 
 令和 3 年度は、当初予算及び
会の補正予算を編成した。実質
的な予算については、令和 3 年
9 月に編成した第 3 号補正予算
となっている。計 6 回の補正予
算策定時には、事業活動収入に
ついては、適宜、公定価格の見直
しや都区市町村補助金の要件確
認等を行ってきたが、第 3 号補
正予算 24 億円に対し、決算額  
24 億 5 千万円と 5 千万円の乖離
が生じた。 
 事業活動収入 24 億 7000 万円
万円の主な内訳については以下
の通りです。 
・委託費収入 20億 7000万円
・補助金事業収入 3億円
・光が丘保育園、南大泉保育園
委託費の練馬区への返還金額
800万円
・借り上げ社宅補助金合計額
7700万円

収入予算については、低めの計
上としており、予算化されてい
ない支出は執行できないことか
ら支出予算は高めに計上してい
ることから、事業活動収支にお
ける予算額と決算額の乖離が 
生じている。総務部予算策定担
当者と各園園長との予算策定時
のヒアリングはもとより、補助
金の適用となる情報や物品購入
情報等については情報の一元管
理をすることで計上漏れのない
ように対応することが課題とな
る。 



【業務課担当】 
 経理業務については、引き続
き改善に努め精度が挙げられる
ように進めている。 
有給休暇付与日数の間違いや給
与ミス等の発生が認められた。
確認作業については、手作業や
目視での作業を極力削減し自動
化を進めていくことで間違いな
く作業を進めることが課題とな
る。 

３．今年度取り組むべき特徴的な事業 
令和 3 年度計画 令和 3 年度報告（実施結果） 結果自己評価 

① 今後 5年間の中期財政計画
を策定します。

② 予算執行の更なる適正化を
進めます。

③ 経理業務の更なる改善を進
めます。

④ 日常業務の見直しに基づい
た業務削減の推進支援をお
こないます。

⑤ 法人のスケールメリットを
活かした更なる調達体制の
確立を目指します。

⑥ 各園の定員割れについての
具体的な対策の検討をおこ
ないます。

⑦ 保育部と連携し、練馬区立
保育園委託事業において、
令和 5年度以降委託開始予
定の事業（令和 5年度氷川
台第二保育園、東大泉保育
園 令和 6年度高松保育
園、下石神井第三保育園
令和 7年度旭町保育園、南
田中保育園 令和 8年度貫
井保育園、上石神井保育園
令和 9年度春日町保育園、
富士見台こぶし保育園 令
和 10年度豊玉第三保育、
園 、光が丘第十一保育園
令和 11年度光が丘第九保育
園、大泉学園保育園）の受
託準備を進めます。

⑧ 杉並区率保育園民営化事業
において、令和 5年度以降
民営化開始予定の事業（令
和 5年度天沼保育園、大宮
保育園 令和 6年度永福北
保育園）の実施準備を進め
ます。

⑨ 建物長寿命化を推進するた
め、施設の維持管理を計画
的に実施します。令和 2年
度中に計画策定した国立保
育園を第 1次計画とし、第
2次計画として、北保育園

①保育部と連携し、中期財政計
画勉強会を行った。課題解決の
方向性を上昇が見込まれる人件
費の抑制、サービス活動収益の
増加とし、具体的な方を検討し
た。令和 4年 1月から宿舎借上
げ制度において、家賃(上限
82,000 円)の 15％を職員の自己
負担とした。
②補正予算編成の際には、各園
とのヒアリングを行い進めると
ともに、担当者による事業活動
実績についての勉強会を園長向
けに実施した。期中で採用控え
を行う状況もあったことから、
予算を適正に執行するという点
においては難しさがあった。
③手入力によるミスを防ぐため
に RPAを導入し業務を行うこと
とした。日常の経理業務の自動
化を進めている。
④休憩時間確保の観点から富士
本保育園をモデル園、参考園を
光が丘保育園とし、省略できる
業務について調査し、モデル園
園長と具体的な方策を協議の
上、2か月試行する中で有用性
が確認できた。全園に事例紹介
するに至った。
⑤給食材料、保育材料、事務用
品等について、調達体制を確立
するに至っていない。
⑥特に国立地区を念頭に置き、
国立 4園定員割れ検討委員会を
発足した。具体的には令和 4年
度の定員変更について検討し、
対応した。
⑦練馬区立保育園委託事業にお
いて、氷川台第二保育園及び東
大泉保育園に応募、また、荒川
区立保育園公私連携型保育所化
に応募した。結果として、練馬
区立氷川台第二保育園について
選定していただき受託するに至
った。

①評価 5

②評価 3

③評価 3

④評価 4

⑤評価 3

⑥評価 5

⑦評価 5

⑧評価 5



（内装のみ）、西国分寺保育
園の策定を始めます。 

⑩ 70 歳までの雇用継続制度の
検討をおこないます。

⑪ パート労働者社会保険加入
制度実施に向けた研究をお
こないます。

⑧杉並区立保育園民営化事業に
おいて、大宮保育園及び天沼保
育園に応募した。結果として、
天沼保育園について選定してい
ただき受託するに至った。
⑨北保育園（内装のみ）、西国
分寺保育園について第 2次計画
策定に至ってはいない。修繕等
について必要な際は、準備をす
すめた。
⑩保育部と連携し、中期財政計
画勉強会の中で 60～70歳まで
の嘱託職員給与（東京都再任用
職員行政給与表基準）、60～70
歳までの非常勤職員時給、70歳
以上非常勤職員時給の検討をし
た。非常勤時給については、検
討継続中である。
⑪パート労働者社会保険加入制
度については、令和 4年 10月
から実施となるため、中小企業
振興センターに依頼し研修会を
開催した。各園において当該職
員に説明ができるよう資料の提
供も行った。

⑨評価 2

⑩評価 5

⑪評価 5

４．事業実施体制 
令和 3 年度計画 令和 3 年度報告（実施結果） 結果自己評価 

「３．今年度取り組むべき特徴
的な事業」の事業実施体制につ
いて、主担当は以下とします。 
① 企画財政課狩野担当
② 企画財政課斎藤副課長
③ 業務課引地副課長
④ 企画財政課斎藤副課長
⑤ 業務課狩野担当
⑥ 業務課引地副課長
⑦ 企画財政課狩野担当
⑧ 企画財政課狩野担当
⑨ 企画財政課狩野担当
⑩ 業務課北村担当
⑪ 業務課北村担当

企画財政課及び業務課におい
て、副課長とともに、それぞれ
の業務を担う担当者を決め業務
を行った。コロナ禍でテレワー
クと事務所での業務を並行して
行っていたが、実際には出勤し
ての業務が多かった。

期中での部長及び業務課副課
長の交代、常勤職員の退職や休
業などから、担当する業務量の
増加や精神的負担などが否めな
い状況であった。 

評価 5 
期中に変化があった際も、業務 
を止めることなく進めることが
できた。令和 5年度に向けて 2
園増えることから、令和 4年度
は、現体制ではこれまでのよう
な業務遂行はかなり難しいで
す。ミスの多発防止のために業
務の自動化はもとより、専門知
識を持った職員確保や外部委託
の検討を進める必要があると捉
えています。 

５．事業実施に要する費用 
令和 3 年度計画 令和 3 年度報告（実施結果） 結果自己評価 

本部 3部門合わせて概ね 149百
万円を費やし、各事業を実施し
ていきます。 

令和 3年度においては、  
149百万円を費やすこととなり
ました。結果として予算内で各
事業を実施することができまし
た。 

評価 5 

以上 



令和 3 年度 事業計画・事業実績評価報告 

１．施設の概要と職員体制 ※太字は計画時と報告時の変更事項 

部
署
名 

保育部 
保育支援課 

部長 
住所 
電話・FAX 
メールアドレス

中澤ゆう子→常松大介 
杉並区上井草 3-25-19 
03-6913-5503  03-6913-9928
hoikushienka@kunitachihoikukai.jp

保育支援課 
課長 中澤ゆう子（兼務）→常松大介（兼務）  副課長 引地理子異動転入 主任 大川和泉→異動転出 
主任 伊藤しげみ→異動転出  主任 福司博美→異動転出  主任 森下達也→異動転出  及川七恵→
異動転出  芳野菊代 鬼ケ原奈穂 赤松麻実→新規採用 

２．今年度の実施事業 
令和 3 年度計画 令和 3 年度報告（実施結果） 結果自己評価 

【保育支援課担当】 
1. 施設運営企画業務
2. 施設関係会議運営業務
3. 施設長への相談業務
4. 保育所保育指針に基づく保育の共通理解及び保

育実践の推進
5. 外部システム管理業務
6. 採用前業務
7. 実習生受入支援
8. 職場体験ボランティア受入れ支援
9. 法人研修企画運営業務
10. 職員の定着に向けた業務推進
11. 全体に関する監事監査補助業務
12. その他施設支援業務

※詳しくは別紙「令和 3 年度 総務部 保育部 職務分
担表」に記載

計画全般において、コロナ禍の
影響を受けた事業（三密を招くよ
うな事業）については、停滞遅延
等がありましたが、それ以外の業
務については、概ね円滑に実施で
きました。 

10.については、毎年職員から
提出してもらっている自身の業務
内容の意向等を施設長等に申告
する自己申告書の内容をデータ
ベース化し、職員の意向および特
性等を分析可能としました。 

5 ④ 3 2 1 

３．今年度取り組むべき特徴的な事業 
令和 3 年度計画 令和 3 年度報告（実施結果） 結果自己評価 

1. 人材の確保と育成
①職員採用計画に基づく様々な媒体を利用した採用活
動の実施
a 通年において、常勤職員及び非常勤職員の採用活動

を行う。 
b イベントへの参加をはじめとし、SNS 等の様々な媒体を

活用して応募に至るようすすめていく。 
c リファラル制度についての周知と制度を利用した職員

紹介を促進していく。 
ｄ応募があった際は、速やかに対応し滞りなく作業を行う
ことで総務部と連携を図り、入職までの一連の事務作
業を速やかに実行する。 
②新入職員に対する入職後のフォロー体制の構築
a 当該園園長と相談の上、入職後 1 か月程度経過した

段階でのヒアリングを実施する。 
③養成校との連携強化のための方策の構築
a 理事長室及び総務部との連携強化による様々な取り

組みを検討する。 
b 実習生受け入れ、ボランティア受け入れ、インターン

シップに係る養成校との連携強化をはかる。
c 理事長室と連携をはかり、各園園内研修における養

成校教諭への講師依頼を行う。 
④各園における実習生受入れ支援と就職アプローチ強
化
a 施設実習実施要項、実習生への就職アプローチ強化

策を踏まえ、各園における実習生の受入支援を法人

計画全般において、コロナ禍の
影響を受けた事業（三密を招くよ
うな事業）については、停滞遅延
等がありましたが、それ以外の業
務については、概ね円滑に実施で
きました。 
なお、特筆すべき事項について
は、以下項目ごとに概要を述べま
す。 

1.人材の確保と育成の①職員採
用計画に基づく様々な媒体を
利用した採用活動の実施につ
いては、採用計画を達成するこ
とはできなかったものの、新年
度当初における職員配置にお
いて、都条例に基づく最低基準
や各自治体の補助基準を下回
ることはありませんでした。②、
③、④、⑤については、時期や
方法等は計画と異なる部分が
あったものの、概ね実施できま
した。

5 ④ 3 2 1 



全体で協力し次世代育成及び就職促進をはかる。 
⑤階層別、担当別勉強会及び意見交換会の実施
a 担当クラス別、クラスリーダー対象、役職別意見交換

会等による交流や勉強会の企画運営を行う。 
b リモートでの実施を検討し、対象者が参加しやすい方

策を構築していく。 
c 処遇改善Ⅱに適用したキャリアアップ研修の情報取得

と、その情報の各園への提供に努める。 

2. 各保育園に応じたサポート体制の確立
①各保育園における保育体制へのサポート
a 保育士、給食担当者、保健担当者について派遣の調

整を行う。 
②各保育園における定例会の充実
a 各園の状況に応じた定例会をリモートで行うようにす

る。 
b 定例会の実施内容については、各園からの要請に応

じていく。 
③各保育園の職員に対するフォロー体制の構築
a 各園園長からの依頼または相談による職員へのヒアリ

ングを実施する。

3. 保育所保育指針に基づく保育の共通理解及び保
育実践の推進

①「子どもの自主性を引き出す保育」の各園の状況に即
した定着の推進

a 令和 2 年度の計画を引き続き実践していく。 
b 外部講師に法人研修を行っていただき、参加職員が

主体的に自園の保育に取り組める環境を支援する。 
c 担当者が外部講師に同行し、各園の進捗状況の確認

及び課題解決に向けた取り組みの企画提案を行う。 
d 保育所保育指針に沿った、子どもの自主性を踏まえた

保育の充実について検討し、実践に結び付くよう支援
する。 

4. 保育需要に応じた受け入れ態勢の整備における対
策検討

①総務部と連携し定員割れについての具体的な対策の
検討
a 国立地域 4 園における各園体制の検討及び保育内

容についての見直しをはかる。 
b 入園児童減少に伴う対策を検討する。 
②総務部と連携し練馬区立保育園の受託準備を進め

る。
③総務部と連携し杉並区立保育園の民営化事業の実

施準備を進める。

5. 保育・給食・保健における課題解決に対する企画
提案及び実施における支援

①各園の事故報告書から怪我の原因究明と事故防止
対策を導き、園児の安全を担保できる方策を提案、
再発防止に向けての実行状況の確認をし、法人全体
で事故防止に取り組む。

②各園の業務改善、業務削減に向けた取り組みへの推
進と支援に取り組む。特に各園の改善状況を共有で
きるようにし、職員の提案を推奨する。

③休憩時間確保のための方策を各園と相談しながら検
討し取り組んでいく。

2.各保育園に応じたサポート体制
の確立については、コロナ禍の
影響で時期や方法等は計画と
異なる部分があったものの、概
ね実施できました。

3.保育所保育指針に基づく保育
の共通理解及び保育実践の推
進については、コロナ禍の中、
講師のご協力もいただきなが
ら、時期や方法等は計画と異
なる部分があったものの、概ね
実施できました。

4.保育需要に応じた受け入れ態
勢の整備における対策検討に
ついては、各園の定員見直し
等を支援しました。また、練馬
区の公立保育園運営受託（氷
川台第二保育園）、杉並区の
公立保育園（天沼保育園）移
転民営化受託事業者に選定さ
れ、令和 5 年度からどちらも運
営開始予定です。

5.保育・給食・保健における課題
解決に対する企画提案及び実
施における支援については、各
園の業務がコロナ対策に翻弄さ
れる中で、支援は計画通りに実
施できたとは言えない結果でし
た。

5 ④ 3 2 1 
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⑤ 4 3 2 1
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④安全で美味しい給食を定時に提供することについて、
3 つの重点項目から企画提案、実施状況の確認を行
い、各園が課題を解決できるように取り組む。

⑤園児や職員の健康管理における企画提案、実施状
況の確認をすることで統一的な保健指導ができるよう
に取り組む。

6. 円滑に施設関係会議を運営するための支援
各会議内容を総務部と共有することで、滞りなく必要な
支援ができるようにする。
①施設長会議
a 会議事務局業務を担う。
b 会議内容としては、各施設からの報告（特に保育内容

及び予算の執行状況）及び意見交換の充実をはか
る。 

c 原則として第 1 か第 2 火曜日に設定し、会議の形態
はリモート会議とする。 

②主任会議
a 会議事務局業務を担う。
b 指導職としての意識向上及び力量の向上がはかれる

ようにする。 
c 保育内容の実践報告等の情報共有と指導職としての

「自主性を引き出す保育」の認識を高め、各園におい
て定着をはかる手段を指導職全体で研究していく。 

d 保育業務支援システムの活用方法の充実と統一化を
はかる。 

e 原則として施設長会議の翌週の水曜日とし、会議の形
態はリモート会議とする。 

③給食担当者会議
a 会議事務局業務を担う。
b 衛生管理の徹底と給食事故の防止に努める。
c 法人統一献立、レシピに基づいた給食提供について意

見交換を定期的に行い、意識を高める。 
d 統一マニュアルに基づいた業 

務遂行について確認作業を行う。 
e 専門知識及び技能向上を目指す。 
f 原則として年 4 回会議を実施し、適宜意見交換会を

実施する。会議の形態はリモート会議とする。 
④保健担当者会議
a 子どもへの保健指導の共有化をはかる。
b 保護者への保健指導の共有化をはかる。
c 職員への保健指導の共有化をはかる。
d 統一マニュアルに基づいた業務遂行について確認作

業を行う。 
e 専門知識及び技能向上を目指す。 
f 原則として年 4 回会議を実施し、適宜意見交換会を
実施する。会議の形態はリモート会議とする。 

7. 保育業務支援システムにおける保育事務の効率化
促進

①システムの機能を最大限に活かし業務が遂行できる
よう支援していく。

②各園の指導職（保育、給食、保健）と連携をしながら、
業務削減の観点からもより効率的な仕様となるよう、
担当者及び開発事業者と協議しながら進めていく。

8. 法人全体に関する監事監査補助
①監事監査の際に随行し、監査の補助業務を担う。

9. その他の支援業務の実行

6.保育・給食・保健における課題
解決に対する企画提案及び実
施における支援については、
ZOOM 会議を公式化するととも
に、担当者会議の在り方につい
て改善検討し決定しました。概
ね計画通り実施できました。

7.保育業務支援システムにおける
保育事務の効率化促進につい
ては、年次のシステム改善の手
順を、これまでは保育支援課
主導となっていたものを、施設
長会議での協議決定を経るこ
とに改めました。計画に照らせ
ば、その通り実施できました。

8.法人全体に関する監事監査補
助については、計画通り実施で
きた。

9.その他の支援業務の実行につ

5 ④ 3 2 1 

⑤ 4 3 2 1

⑤ 4 3 2 1

⑤ 4 3 2 1



①各園が必要とする支援、課題解決に向けて必要な支
援について適宜行っていく。

いては、理事会や施設長会議
で決定した議案の説明動画を
作成し、希望する職員に配信
する新規事業を実施し、園長ら
からは職員に説明する時間が
短縮できよかった、と概ね高評
価だったので、計画通り実施で
きたと捉えています。 

４．事業実施体制 
令和 3 年度計画 令和 3 年度報告（実施結果） 結果自己評価 

保育部内で各担当者の進捗状況の共有化をはかり、
業務を遂行していく。事業内容によっては、理事長室、
総務部と連携し、業務を遂行していく。 

 Google キープの活用により、各
職員の業務の進捗状況の共有を
図り、奏功しました。 

5 ④ 3 2 1 

５．事業実施に要する費用 
令和 3 年度計画 令和 3 年度報告（実施結果） 結果自己評価 

本部 3 部門合わせて概ね 146 百万円を費やし、各事
業を実施していく。 

決算については、総務部の事業
報告に委ねます。 

5 ④ 3 2 1 

以上 



令和 3 年度 事業計画 ・事業実績評価報告 

１．施設の概要と職員体制 

担
当
職
務
と
職
員
名

施 設 長 青野 千晴 
■会計責任者 ■防火管理者 ■予算管理者 ■固定資産管理者 ■苦情解決責任者

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者

副施設長 加藤 幸絵 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者

副施設長
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者

主任保育士 鈴木 民世 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者

主任保育士
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者

副主任保育士 西  茜 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者

副主任保育士
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者

看護職責任者 高倉 文 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者

□苦情受付担当者 ■衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者

給食職責任者 宮澤 はるな 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 ■食品衛生推進者 ■食品発注担当者

嘱託医（園医） 浅倉 禮治 住所 国立市中１－６－２５  電話  042－577－8953 

職
員
数

正規 正規短時間 嘱託 フル非常勤 パート非常勤

保育職 13 名 3 名 1 名 8 名 

看護職 1 名 1 名 

給食職 3 名 2 名 

用務職 5 名 

事務職 1 名 

苦情解決第三者委員 中原 修 坪坂聖子 

今年度変更事項  
法人内異動職員 1 名、新規常勤職員 1 名を迎え、常勤職員 20 名、非常勤職員 19 名、計 39 名で運営する。保育業務支援シス

テムの連絡帳機能の使用を開始。園舎建物の老朽化に伴い、建物長寿命化計画、老朽化対策工事に取り組む。

施設名 国立保育園 施設住所 国立市北２－３０－１ 

開設年月日 昭和 32 年 4 月 1 日 運営形態 □公設民営認可・■民設民営認可・□小規模保育所

土地建物所有

権 
■土地 ■建物 土地建物賃借料 土地 円/年 建物 円/年 

敷地面積 991.73 ㎡ 建物延床面積 688.38 ㎡ 

開園日 

月から土曜日とする。但し祝日および国

民の休日と 12 月 29 日から 1 月 3 日は休

園とする。

開園時間 

午前 7 時 15 分から午後 19 時 15 分と

する。午後 18 時 15 時から 19 時 15 分

までは延長保育時間とし、詳細は別に定

める。

保育料 所在自治体の定めにより収納する。 

定員数、

入所数、

面積 

年次 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計
内しょ
うがい

児

内アレ
ルギー
児

内アナ
フィラ
キシー
児

一時 病後児

定員 9 13 18 20 20 20 100 

入所 9 13 18 19 17 16 92 0 4 1 

保育室面積 47.38 45.75 40.40 40.40 45.75 47.28 266.96 



２. 保育園運営に当たっての基本的な方針や目標 

今年度計画 今年度実績 

計画対実績の評価と差が生じ

た 
場合の理由 

①「かけがえのない命をはぐくむ場」という
保育理念について 

■児童、保護者、職員、地域の方々に保育理
念の理解が進むよう取り組む。 

■保育園の全ての業務は保育理念から展開
されていることを踏まえ、各種手順書、各
種マニュアル、各種計画等は保育理念に
基づき策定するよう取り組む。 

■園独自の保育理念に関する取り組みとし
て、以下の事を実践する。 
・法人の保育理念に基づきながら「子
どもの自主性を引き出す保育」の実
践に積極的に取り組む。 

・子どもと相談する保育、遊び込める
環境を作る、指示語・否定語・禁止
語・命令語を使わない保育の実践に
全職員で周知し、取り組んでいく。 

 
②保育目標は全園共通で以下と定めてい

る。 
1.心身ともに健康な子ども 
(健康) 
2.誰とでも仲良くできる子ども 
(人間関係、人権) 
3.自分で考え行動できる子ども 
(自主性) 

■児童、保護者、職員、地域の方々に保育目
標に基づく保育をおこなっていることの
理解が進むよう取り組む。 

■保育内容の全ては保育目標から展開され
ていることを踏まえ、保育課程、各種指導
計画等は保育目標に基づき策定する。 

■園独自の保育目標に関する取り組みとし
て、以下の事を実践する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①②法人理念や保育の柱

とする「子どもの自主性を

引き出す保育」について、

保護者、職員に園だより等

のおたより、懇談会資料、

職員会議等の中で繰り返

し発信し、園が取り組む方

向性や保育内容の理解を

図ることができ、実践でき

たと評価する。 

新型コロナウイルス感染

拡大防止のために、子育て

地域支援活動としての園

庭開放や行事への参加呼

びかけ、地域行事参加は中

止とし、その分、園舎外の

掲示板やホームページに

地域に向けての発信をす

るようにした。園内でも感

染者の発生により部分休

園となり、なかなか withコ

ロナに取り組むための判

断がしづらい状況にあっ

た。次年度こそ、この 2 年

の積み重ねで実施できる

方法を検討していくこと

が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 5 4 3 2 1 

理由 
前年度に引き続き、園児、保護者、職

員の安全のために新型コロナウイル

ス感染拡大防止に取り組み、国、自治

体、法人の指示のもと、運営計画につ

いて変更、延期、中止等の見直しを図

り、保護者、職員への周知を行い、理

解のもと、大きな問題もなく運営を行

うことができたため。 

 

① 評価 4 
引き続き、新型コロナウイルス対応を

中心とした運営となったが、継続して

子どもの育ちについて発信し、保護者

にも職員にも理解を深めながら、子ど

も主体の保育に見直すことができた

ため。 
 

 

② 評価 4 
・子どもの自主性を引き出す保育を

実施するにあたり、園内ワークに取り

組み、全クラスの保育環境や取り組み

を職員間で共有し、実践することがで

きたため。引き続き、行事等、保育内

容の見直しを行い、行事だけでなく

日々の保育の取り組みをドキュメン

テーションでさらに可視化したり、お

たより等写真を掲載して保護者へ発

信したりしたことで、保護者と職員と

で子どもの育ちの共有や保育改革へ

の理解につなげることができたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・保育所保育指針に基づく「子どもの
発達」についての理解を深め、引き
続き保育改革への取り組み、実践共
有、振り返り時取り組んでいく。

・子どもの自主性を引き出す保育の定
着に向け、物的環境を整え、人的環
境では、日常的に子どもとの対話だ
けでなく、職員間も同様に対話し合
える関係づくりを行う。

・日常の保育や行事への取り組みにお
いて、ドキュメンテーションに取り
組み。子どもの育ちを保護者と職員
で共有する。

・養護と教育を一体的に行い、すべて
の年齢が「幼児期の終わりまでに育
ってほしい 10 の姿」につながって
いることを考慮しながら、子どもの
実態に即した計画、実践に取り組
む。

・園での取り組みや保育についての考
えを保護者、地域に理解されるよう
視認化し、発信していく。

・国立北地域 4 園の日常的な交流を図
る。

③年間の園内会議日程は以下のとおりと

する。

*職員会議は毎月下旬に予定。

※その他、必要な会議は随時行う。

月 日 時 会議名

4 1 13：45 職員会議

4 27 13：45 職員会議 
5 27 13：45 職員会議

6 24 13：45 職員会議

7 28 13：45 職員会議

8 26 13：45 職員会議

9 28 13：45 職員会議

10 27 13：45 職員会議

11 25 13：45 職員会議

12 21 13：45 職員会議

1 26 13：45 職員会議

2 22 13：45 職員会議

3 23 13：45 職員会議

随時
月 1 回 
月 1 回 

月 1 回 

月 1 回 
月 1 回 

13：45 
13：45 

13：45 

14：00 
13：00 

幹部会議
リーダー会議
フロアー会議
（乳児・幼児） 
カリキュラム
会議
食育会議
離乳食会議

③計画通り実施し、会議に

ついては密を避けるため、

時間短縮を図り、昼礼ノー

トも活用して全体周知を

行うことができた。

③ 評価 5
会議を通して、園運営について周知、

共有、理解を深めて、保育に反映する

ことができたため。



 
④年間の園内行事日程は以下のとおりとす

る。 
月 日 時間 行事名 

4 
1 9：30 

10：40 
入園・はじめまして

のお話（2 部制） 
1 クラスごと 進級のお話 

5 

未定 午前 乳児クラス懇談会

中止（書面開催） 
26  青組・緑組遠足 中

止 
（遠足ごっこ実施） 

6 
未定 午前 幼児クラス懇談会

中止（書面開催） 
未定  プール始まり 中止 

7 2 終日 青組わくわくデー 
8 未定 16：00 ふれ愛まつり 中止 

9 3 16：00 災害時引き渡し訓

練 

10 16 9：00 幼児運動会 
11/10  幼児秋の遠足 

11 13 9：00 乳児ふれあいデー 
 

12 
 

11 9：00 幼児おたのしみ会 
22 クラスごと クリスマス会 
27 10：00 もちつき 

 
1 

6 クラスごと 新年あそびの会 
個別  随時 青組個人面談 
未定 午前 乳児クラス懇談会

中止（書面開催） 
 
 
2 

3 クラスごと 豆まき 
未定 午前 幼児クラス懇談会

中止（書面開催） 
下旬 随時 新入園児個別面接 

 
3 

3 クラスごと ひなまつり会 
11  青組お別れ遠足 
23 未定 青組を送る会 
19 10：00 第 64 回卒園式 

毎月の行事 
避難訓練（火災・地震）消火訓練 
身体測定、0 歳児健診 
個別誕生日会 

随時 
 保育参加、個人面談 

体育指導 毎週金曜日 
リトミック（コロナ解除後予定）中止 

不定期 
 調理保育、保健指導 
 地域・世代間交流 中止 
秋 11/：交通安全教室 
不審者侵入避難訓練 年 2 回 
全園児健診 年 2 回 
歯科検診   年 1 回 

 

 

 

 

 

 
④新型コロナウイルス感

染拡大防止により 3密を避

けるための行事企画をし、

それでも感染状況に応じ

て行事内容の変更、中止、

見直しをおこなった。 

集会での行事は見直し、ク

ラスごと実施し、保護者参

加行事もクラスごとに入

れ替え制としたり、週間と

して期間を設けていた参

観、面談等は期間を設け

ず、希望制にするなどして

分散型で対応した。 

また単なる中止ではなく、

代替えの活動を子どもた

ちと相談しながら計画し、

子どもたちに十分な遊び

の経験を保障することが

できた。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④評価 4 
今年度も感染対策を講じての行事に

なった。感染状況により日程変更や内

容変更、中止となったものもあった

が、状況を職員間で共有し、早めの判

断と保護者への早めのアナウンスを

徹底することで、園児、職員、保護者

ともに大きな戸惑いはなく、理解、協

力を得て取り組むことができたため。

また職員や保護者への発信を多く持

つことができことで、行事の趣旨や保

育の目的についても多く発信するこ

とができ、理解を深めることができた

ため。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
⑤年間の園内研修、モデル園としての取組
（法人研修を除く）等は以下のとおりと
する。 
月 日 参加者 研修名 

4 1 全職員 

法人理念・方針・

保育について・人

権・虐待・ハラス

メントについて 

4 中旬 新入職

員 
各種書類・指導計

画について 
6 5/31 全職員 救命救急講習 
適宜 全職員 嘔吐処理 
随時 全職員 参加した外部研

修の内容周知（園

内研修） 
※その他、外部研修の参加者による園内研
修を随時開催予定 
 
⑥安全管理対策 
不審者対策 
■園舎内における不審者対応マニュアルを
整備、運用する。 

■園舎内への不審者侵入防止措置を講ず
る。 

■園内においてすべての児童、職員を対象
とした不審者対策訓練を定期的に実施す
る。 

災害対策 
■園舎内において災害時対応マニュアル、
防災マニュアルを整備、運用する。 

■園内において、すべての児童、職員を対象
とした避難訓練、消火訓練をおこなう。 

□地域において、児童、職員を対象とした訓
練を実施する。 

■発災時を想定し、児童、職員が最低 3 日
間園舎内に滞在できるような飲料水、食
料、資材等を準備する。 

■園独自の安全管理対策に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 
・広域避難場所までの避難経路確認と
周知徹底 

・救命講習への参加と救命技能認定を
受けることを推進 

・幼児組園児を対象に交通安全教室を
開催する。 

・災害時備蓄用品チェックリスト 
を作成し点検を行う。 

・毎月、園内の安全点検を行い職員間
で共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤グループワークについ

て、時間短縮のために職員

会議の中では実施ができ

ず、別会議の中で、「子ども

の自主性を引き出す保育」

についてほぼ毎月実施す

ることができ、職員間の理

解を深めることができた。 

外部に依頼のために中止

となった救命救急講習や

保健所によるプール講習

は、看護師により実施でき

た。 

 

 

 

 

⑥おおむね計画通り実施

した。マニュアルについて

は、職員間で見直しの機会

を持ち、更新することがで

きた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑤評価 5 
園内研修についても新型コロナウイ

ルス感染拡大防止により、時間短縮等

で研修時間は少なくなったが、内容の

変更をして柔軟に取り組むことがで

きたため。 

オンライン研修を積極的に受講し、職

員の学び、キャリアアップにつなげる

ことができたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥評価 5 
適宜見直しを図り、話し合いや周知徹

底することができたため。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
⑦個人情報管理 
■個人情報保護マニュアルを整備、運用す
る。 

■プライバシーポリシーを公表する。 
■個人情報保護について定期的に職員研修
をおこなう。 

■園独自の個人情報管理に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 
・新入園児面接で個人情報の取り扱
いについて説明をし、年度当初、
保護者から書面で個人情報の承諾
書をいただく。 

・新卒採用職員には、法人研修を実
施し具体的に説明を行っていく。 

 
⑧ハラスメント防止措置 
■セクシャルハラスメント、パワーハラス
メント防止マニュアルを整備、運用する。 

■セクシャルハラスメント、パワーハラス
メント防止のために定期的に職員研修を
おこなう。 

■園独自のハラスメント防止措置に関する
取り組みとして、以下の事を実践する。 
・ハラスメント防止マニュアルを活
用する。 

・職員面談を行い、早期発見に繋げ
る。 

・新卒採用職員には、メンター制度
を活用して早期発見に努める。 

 
⑨職員育成 
■職員の個人目標管理制度を活用する。 
■職員の自己申告制度を活用する。 
■職種別習熟度指標を活用する。 

・自己申告書、OJT 目標・成果シー
ト、職員個人面談を活用して職員
育成を図る。 

■メンター制度を導入 
■個別参加研修計画を策定し、積極的に参
加させる。 

■法人主催研修（交換研修含む）に職員を積
極的に参加させる。 

■園独自の職員能力向上策に関する取り組
みとして、以下の事を実践する。 

 

・外部研修参加者による園内研修を実
施し、園全体で共有化を図る。 

・OJT を実施する。 
・市主催の研修に職員を積極的に参加
させる。 

・処遇改善Ⅱにともない保育士等キャ
リアアップ研修に参加し、専門性を
高め、役割を担う能力を身につける
乳児保育、必要な知識及び技能を習
得し、スキルアップに繋げていく。 

・休憩時間を設定し積極的に取得する。 

 
⑦法人規程、園で保護者に

配付している個人情報の

取り扱いについて、職員間

で周知し、不適切な取り扱

い事例や危険性について

確認し合うことができた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧管理職研修として受け

た「ハラスメント研修」の

内容を管理職、指導職で共

有し、実践することができ

た。現場が相談しやすい関

係性づくりに努めるとと

もに、個人面談、メンター

制度の活用ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

⑨新型コロナウイルス感

染拡大防止のために外部

研修のほとんどがオンラ

イン研修となり、移動時間

が無くなった分、時間を有

効的に使える中で積極的

に職員の資質向上に努め

ることができ、職員間で学

びを共有することができ

た。 

休憩時間の取得について

職員間で実施できるよう

話し合いを重ね、工夫して

短い時間でも取れるよう

にしているが、完全に保育

現場を離れたり、まるまる

1 時間取得したりすること

ができるときとできない

ときがある状況にあった

ため、今後も大きな課題と

して取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

⑦評価 5 
職員間で個人情報の取り扱いについ

て、正しく理解し、取り扱いができた

ため。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑧評価 5 
会議やメンター制度を通して職員間

でハラスメント防止の取り組みにつ

いて周知徹底し、正しく理解して取り

組むことができたため。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑨評価 4 
園内での OJT 実施やメンター制度の

活用で職員育成やフォローに努める

ことはできた。休憩時間の取得につい

て、食事休憩時間、ノンコンタクトタ

イムの確保を職員間で意識的に協力

し合って取れるように取り組むこと

ができた。残りの休憩時間は毎日とれ

る日と取れない日があり、課題がある

ため。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
⑩施設保全・什器備品整備 
■施設点検マニュアルを整備、運用する。 
■業務開始前および業務終了後の園舎内の
安全確認チェックを実施する。 

■施設保全に関して、以下の補修、修繕、交
換を実施する。 

 
 
■什器備品類に関して以下の補修、修繕、交

換、リース契約更新、新規購入を実施する 
  

 
 
 
⑪利用者意向把握 
□外部評価機関による福祉サービス第三者
評価を実施する。 

■外部評価機関による利用者アンケートを
実施する。 

■利用者が園に対し容易に意見要望を申し
出る環境を整える。 

■園独自の利用者意向把握の方法として、
以下の事を実践する。 

・行事後に保護者アンケートを実
施する。 

・年齢別懇談会前にアンケートを
実施し、懇談会にて対応。 

・保護者面談前にアンケートを実
施する。 

 

時期 内容 概算金額 
5 月 自家用電気工

作物キュービ
クル設置 

6,208,400
円 

時期 内容 概算金額 
毎月 保育業務支援

システム利用
料 570,000 円 

毎月 廃棄物収集処
理 468,000 円 

4 月 リコージャパ
ン 200,000 円 

設 置
後 毎
月 

自家用電気工
作物法定点検 

99,000 円 
4 月 自家用電気工

作物監視装置
設置料 

1,100,000
円 

4 月 園児用食器、調
理器具など 

3,075,864 
円 

年 1
回 

建築設備定期
検査 60,500 円 

年 2
回 

グリストラッ
プ清掃、厨房清
掃 300,000 円 

 わんぱくラン
チ年間保守契
約料 32,000 円 

 

⑩老朽化による園舎を長

寿命化させるための長期

的な工事計画に取り組み

始めたが、定員割れや市内

の少子化により改善策が

立てられない状況下で、一

旦休止となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪利用者アンケートを実

施し、コロナ禍の対応、保

育について発信し続けた

結果、保護者に理解してい

ただくことができつつあ

る。 

行事アンケートについて

も、コロナ禍の状況につい

てやむを得ずとおおむね

理解していただけた旨の

内容がほとんどであった。 

 

 

 

 

 

⑩評価 3 
おおむね小さな修繕がほとんどであ

ったが、現在、長寿命化計画が休止状

況にあり、老朽化に伴う修繕は改善さ

れていないため、今後も取り組んでい

く必要があるため。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪評価 4 
利用者アンケートの総合満足度は

89.7％で、前年度より 10 パーセント

以上高く評価をいただくことができ、

園運営の意図が理解され、保護者のニ

ーズにおおむね対応することができ

たと評価できたため。保護者からの自

由記述は貴重な意見であり、更なる見

直し、改善に取り組む必要があるた

め。 
 

 

 

 

 



 
 
⑫苦情解決制度 
■苦情解決対応マニュアルを整備、運用す
る。 

■利用者から苦情を受けないような取り組
みを実施する。 

■地域から苦情を受けないような取り組 
みを実施する。 

■園独自の苦情解決制度に関する取り組 
みとして、以下の事を実践する。 

 
 
⑬虐待防止・早期発見 
■虐待防止・早期発見および対応マニュア
ルを整備し、運用する。 

■子ども家庭支援センターや児童相談所と
連携を図る。 

 
 
 
 
⑭外部機関との連携 
■地域内の病児、病後児保育室との連携を
図る。 

■地域内の小児科、整形外科、眼科、耳鼻咽
喉科、皮膚科、歯科等の医療機関との連携
を図る。特に保育実施時間内に受診可能
な医療機関を 1 つ以上確保する。 

■地域内の小学校や学童クラブ等との連携

を図る。 
 
・国立第四小学校、国立第八小学校等
の展覧会、発表会を 5 歳児が見学した
り、1 年生との交流を行ったりしてい
く。 
・北学童保育所を訪問 
・国立第四小学校の体育館を借りてふ
れあい運動会を実施する。 

 
■地域内の認可外保育施設との連携を図
る。 

 
 
 
 
 
 

・入園説明時や園だより等に第三者
委員の方の利用方法を説明し、周知
を図る。 

・苦情内容について原因、解決方法 
を検討し、『苦情対応』用紙に記録
して周知すると共に再発防止に取
り組む。 

・玄関にアンケートボックスを設 
 置し頂いた保護者の意見には早 
期解決を図っていく。 

・玄関に苦情受付から解決までの流
れを掲示する。 

 

⑫令和 3年度の苦情解決制

度を利用しての件数はな

し。 

制度の利用をするまでも

なく、相談しやすい雰囲気

を作り、苦情になる前に相

談や個人面談として対応

することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬園全体で相談しやすい

雰囲気に努め、信頼関係を

深めることができた。 

登園自粛をしている数家

庭については定期的に電

話連絡をして対応するこ

とができた。 

 

 

⑭小学校等との交流では、

小学生と園児の直接的な

交流は感染対策により実

施できなかったが、幼保小

との連携の取り組みによ

り、卒園した一年生の授業

を参観したり、小学校の先

生や国立市役所、幼保小連

携推進員会取り組みに参

加している大学教授が来

園して、園での保育の取り

組みを見学するなど、アプ

ローチカリキュラム、スタ

ートカリキュラムの取り

組みをさらに深めること

ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫評価 5 
苦情解決制度の説明を定期的に発信

し、保護者に周知してもらえるように

取り組むことができ、それ以前に園や

職員に相談しやすい雰囲気を作り、保

護者の不安や相談に速やかに対応す

ることができたため。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬評価 5 
育児困難家庭への支援について、保健

センター、子ども家庭支援センター、

市役所と連携をとって、当該園児、保

護者の見守り、対応をすることができ

たため。 

 

 

 

⑭評価 5 
コロナ禍においての園の対応等では

自治体、園医等と密に連携を取り、情

報共有することができ、安全な園運営

を行うことができたため。 
小学校等とは、小学生、園児の交流は

コロナ禍による自粛のためできなか

ったが、幼保小の連携事業として職員

間での交流を図ることができたため。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
⑮法人内施設との連携 
■会計業務、給与計算支払業務、職員採用業
務、労務管理業務を本部事務局に委託す
る。 

■法人内の他園との交流、連携を図る。 
  
・北保育園、きたひだまり保育園、国

立ひまわり保育園と日常保育の中で

交流を実施する。 
・５歳児による北保育園とのドッチボ

ール交流を実施する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮園児同士の交流は実施

することはできなかった

が、コロナ禍における園運

営については、自治体の指

示や意向のもと、国立北地

域 4園で密に連携を図りな

がら協力して一体的な運

営に努めることができた。 

職員の休職、不在等によ

り、他園から、または他園

へ職員派遣応援を相互に

行い、協力体制を深めるこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮評価 5 
法人本部と連携を取りながら運営す

ることができたため。 
国立北地域 4 園にて、密に連携を図

り、情報交換、共有をすることができ

たため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3．保育内容および保育計画、指導計画 

今年度計画 今年度実績 
計画対実績の評価と差が生じた 

場合の理由 
①保育課程について 
■保育指針に基づき策定する。 
■保育理念、保育目標の実現を目指し
策定する。 

■保育課程の見直しをおこなう。 
 

②年間指導計画、月間指導計画は以下
の年次および預かり形態の別で策定
する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
■アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
   
③個別指導計画は月単位で以下の年次
および預かり形態の別で策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
□3 歳児 □4 歳児 □5 歳児  
■しょうがい児 □アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
④週間指導計画、日々の指導計画は以
下の年次および預かり形態の別で策
定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 □アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
⑤園独自の保育関連計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、以下の保
育関連の計画を策定する。 
・毎月カリキュラム会議を開き、 
 その月の保育内容を園全体で 
周知及び意見交換を行い翌月 
の計画の作成に当たる。 

・専任講師による体育指導、感染
状況によりリトミックの実施。 

・北保育園・きたひだまり保育園
国立ひまわり保育園との交流
を進め、児童・保育士との交流
を深めていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥保育業務実施にあたり、以下の手順 

 

 

 

 

 
 

①～⑥ 

策定した計画の見直しを図

るために、職員間で密な話

し合いを行うことができ、

子どもの姿と照らし合わせ

ながら、保育計画の子ども

の発達にあった保育内容に

大幅なずれはなく、おおむ

ね実施することができた。 

マニュアルについては、職

員間で見直しの機会を持

ち、更新することができた。 

コロナ禍により国立北地域

4 園での園児、職員同士の交

流はできなかったが、園長

同士で情報共有を図り、連

携を深めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価  5 4 3 2 1  

理由 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため

の柔軟に保育計画の見直しを状況に合わ

せて適宜行い、保育実践できたため。 

 
①～⑥評価 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



書やマニュアルを用いておこなう。 
 
 

⑦園独自の保育内容を実施する。 
■定期的な体育指導を実施する。 
■定期的なリトミック指導を実施す
る。 

□定期的な学習指導を実施する。 
■園独自の取り組みとして、以下の保
育内容を実施する 
・人的環境、物的環境を整え、
子どもの自主性を引き出す保
育を実践し、じっくり遊びこめ
る環境を整える。取り組みやそ
の評価、悩みの共有、各プロジ
ェクトの取り組みを共有 
・保育所保育指針の幼児期の
終わりまでに育ってほしい 10
の姿について職員で共有し認
識を深めていく。 
・小学校との連携を図る。 
・学童保育所交流活動を実施
する。 

・地域子育て交流活動を実施
する。 

・高齢者施設との交流活動を
実施する。 

・芸術鑑賞活動を実施する。 
・地域交流活動を実施する。 

 

・各年齢保育マニュアル 
・鍵開け当番マニュアル 
・特早・早番マニュアル 
・遅番マニュアル 
・鍵閉めマニュアル 
・防災マニュアル 
・不審者対応マニュアル 
・火災・地震対応マニュアル 
・午睡マニュアル 
・散歩マニュアル 
・園外マニュアル 
・土曜保育マニュアル 
・プール遊びマニュアル 
・プール掃除マニュアル 
・虐待防止マニュアル 
・餅つきマニュアル 
・危機管理マニュアル 
・感染症予防マニュアル 
・事故、怪我対応マニュアル 
・除去食対応マニュアル 
・誤食マニュアル 
・離乳食マニュアル 
・オムツ交換マニュアル 
・おやつマニュアル 
・調乳マニュアル 
・掃除マニュアル 
・乳児マニュアル 
・冷凍母乳マニュアル 
・汚物処理マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑦新型コロナウイルス感染

拡大防止により、継続して

リトミック指導は年間休

止。その他、地域との交流も

中止とした。 

その分、園内環境の工夫を

図り、小さな遊びスペース

や押し入れ下の開放をする

等、子どもたちがじっくり

遊び込めように設定するこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑦評価 4 
小さな遊びスペースを増やしたことで、

子どもの遊び込みだけでなく、遊びの分

散化、異年齢での活動の充実にもつなが

ったため。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
⑧通常日の保育時程は以下のとおり

する。 
  0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 

7：
15 

保

育

時

間 

保

育

時

間 

保

育

時

間 

保

育

時

間 

保

育

時

間 

保

育

時

間 
8 自

由

あ

そ

び 

自

由

あ

そ

び 

自

由

あ

そ

び 

自

由

あ

そ

び 

自

由

あ

そ

び 

自

由

あ

そ

び 
9 睡

眠 
お

や

つ 

お

や

つ 

お

や

つ 

お

や

つ 

お

や

つ 
10 離

乳

食 

遊

び 
遊

び 
遊

び 
遊

び 
遊

び 

11 食

事 
食

事 
食

事 
食

事 
食

事 
食

事 
12 睡

眠 
午

睡 
    

13   午

睡 
午

睡 
午

睡 
午

睡 
14 離

乳

食 

     

15  お

や

つ 

お

や

つ 

お

や

つ 

お

や

つ 

お

や

つ 
16 自由遊び・順次降園 

17       
18 保

育

終

了 

延

長

保

育 

延

長

保

育 

延

長

保

育 

延

長

保

育 

延

長

保

育 
19
：

15 

 保

育

終

了 

保

育

終

了 

保

育

終

了 

保

育

終

了 

保

育

終

了 

 
⑨保護者との情報交換 
日々の情報や緊急ではない情報 
■全年齢において連絡帳を交換して
いる。 

■0 歳、1 歳、2 歳児のみ連絡帳を交
換している。 
・保育支援システムの連絡帳
機能を活用していく。 

■クラス全般の保育内容についてク
ラス掲示板に掲示している。 

■ホームページに掲示している。 
■月次で発行するクラスだよりや園
だよりに掲示している。 

個別緊急時の情報 
■個別メール送信システムを活用し

ている。 
■電話を活用している。 
全体緊急時の情報 
■一斉メール送信システムを活用し
ている。 

 
⑧新型コロナウイルス感染拡

大防止により、密を避けなが

ら、他クラスとの連携のもと工

夫して保育に取り組むことが

できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑨ホームページやクラスだよ

りで子どもたちの様子は日々

伝えながら、コロナ禍により、

保護者参加の行事を中止した

り、保育室内への保護者入室を

自粛依頼したりしたため、保育

内容が分かりにくい状況があ

り、クラス前に写真ドキュメン

テーションを掲示して保育の

内容や子どもたちの育ちを伝

えることができた。 

子どもたちの姿から保育の意

図や発達過程状況を保護者に

理解してもらいやすくなり、保

護者と子どもの育ちを共有し

ながら保育が実践できたと評

価する。 

コロナ禍による保護者への発

 
⑧評価 5 
保育時程を目安としながら、密を避け、

子どもの遊びの保障を確保しながら、

子ども一人一人の育ちや家庭状況に配

慮して柔軟に対応することができたた

め。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑨評価 5 
画像活用等で、保育の様子について視

認化を図り、保護者に発信することが

できたため。また、保護者への接遇に

ついて職員間で周知、共有して丁寧に

実行することができたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■必要に応じてホームページに掲示
している。 

□電話を活用している。 
■園独自の取り組みとして、保護者
との情報交換において以下の事を
実践する。 
・保護者懇談会 
・保育参観 
・個人面談、年間を通して受け
いれる。 

・毎月緊急メールとして、テス
トメールを実施する。 

 
⑩保育サービス推進事業について以
下の保育サービス推進事業を実施
する。 

■産休明け保育 
■0 歳児の延長保育 
□2 時間以上延長保育 
□3 時間以上延長保育 
□病児・病後児保育 
□休日保育 
□4 時間未満一時預かり事業 
□4 時間以上一時預かり事業 
□しょうがい児保育(特児) 
■しょうがい児保育(その他) 
■アレルギー児対応 
□夜間保育 
■育児困難家庭への支援 
■外国人児童受入れ 
□年末年始保育 
■小中高生の育児体験受入れ 
■保育所体験 
□出産を迎える親の体験学習 
■保育拠点活動支援 
 
⑪法人内プロジェクトへの参加 
■主任会議に参加する。 
■副園長会議に参加する。 
■給食担当者会議に参加する。 
■保健担当者会議に参加する。 
■法人内プロジェクトで決定した事
項について、園内において実施す
る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信は、緊急メールやホームペー

ジを通じて、早めに丁寧に行う

ことができた。 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑩小中高性の育児体験受け入

れ、保育所体験については、新

型コロナウイルス感染拡大防

止により中止となった。 

保育拠点活動支援については、

コロナの影響もあり、学校から

の意向により時期の変更等が

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑪コロナ禍によりオンライン

会議での参加となった。会議会

場への移動時間が無くなり、業

務時間を有効に使うことがで

きた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑩評価 4 
育児困難家庭への支援について、子ど

も家庭支援センター、児童相談所、市

役所と連携をとって、当該園児、保護

者の見守り、対応をすることができた

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪評価 5 
会議内容について職員間で周知するこ

とができたため。 

 

 

 

 

 

 



４．給食・食育 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じ

た場合の理由 
 
①給食業務実施にあたり、以下のことをおこなう。 
■給食担当者の日々の健康管理をおこなう。 
■保育実施日は原則として給食を実施する。 
■給食内容は完全給食とする。 
■離乳食を実施する。 
■アレルギー食を実施する。 
■延長保育に応じた給食を実施する。 
■献立は法人共通献立を使用する。 
■食材の調達は法人共通仕入れ先から調達する。 
■調理方法について、手順書や調理マニュアル、衛
生管理マニュアルに従っておこなう。 

■調理方法について、他園の担当者間で情報交換
をおこなう。 

■児童の喫食状況に応じて、調理方法を工夫する。 
■保育職担当者や看護職担当者との意見交換をお
こなう。 

■園独自の取り組みとして、給食業務において以
下の事を実践する。 

 
・日常保育の中での食育を実施する。 
・法人統一献立、レシピを使用し給食業務を実
施する。 

・栄養士による食事観察を定期的に実施する。 
・野菜栽培活動で収穫した食材を調理して提供
する。 

 
②給食業務実施にあたり、以下の手順書やマニュ
アルを用いておこなう。 
＜法人統一＞ 
・危機管理マニュアル（火災） 
・アレルギーマニュアル 
・離乳食マニュアル  
・栄養士業務マニュアル 
・衛生管理マニュアル 
・行事食マニュアル 
・補食準備マニュアル 
・調理室作業工程マニュアル 
・保護者への配布物、展示物マニュアル 
・誤食マニュアル  

 
 
③食育業務実施にあたり、以下のことをおこなう。 
■年間食育計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、食育業務において以

下の事を実践する。 
・食育活動・調理保育 
 各クラスの発達や興味に合った

内容を担任と決め食育活動を実
施する。 

・季節に合わせた食材などを使っ
た食育活動とする。 

 

 
 
 
 
 
 
①全て計画通りに実施
することができた。前年
度にあった異物混入事
故を踏まえて、調理器具
や調理環境の見直しや
点検を行い、事故になる
前に物品の更新をした
り、修繕することがで
き、安全、衛生管理が徹
底できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②マニュアルを適宜確
認し合い、マニュアル通
りに実施できた。 
感染者の発生による部
分休園により、給食食材
の管理が非常に難しい
時期があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
③新型コロナウイルス
感染拡大防止により、調
理保育の回数は減った
が、その分、絵本に出て
くる食べ物をおやつで
表現して提供したり、食
材を触る、食材クイズな
どの遊びを活動として
取り入れることができ、
給食や食材への興味関
心、食べる意欲につなが
ったと評価する。 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
徹底した衛生管理に努め、給食
提供することができた。 
 
① 評価 5 
食育会議等で園児の状況を保育
現場と共有し合い、調理方法の
工夫を行うとともに、ホームペ
ージやレシピのアナウンスをす
るなどして保護者への発信に努
めることができたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 評価 5 
保育現場にも定期的に衛生指導
を行い、徹底した衛生管理に努
めることができたため。 
年明けより園内にも感染者発生
により、感染対策と給食提供の
継続対応のために、園児との接
触は極力なしにしたが、今後も
コロナ禍の給食運営の課題であ
る。 
 
 
 
 
 
③ 評価 5 
各年齢の発達とその時々の園児
の様子をクラス担任と共有し、
柔軟に様々な経験が持てるよう
に実施することができ、食育活
動を保育の中で日常的に取り組
むことができたため。 

 



５．保健 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①保健業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■年間保健計画を策定する。 
■在園児の成長を記録する 
■在園児に保健指導をおこなう。 
■在園児の健康管理をおこなう。 
■在園児のケガや急な疾病に対応す
るため、マニュアルを整備し、運用
する。 

■保護者からの在園児の成長、発達、
健康に関する相談を受け、適宜助言
をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、保健業務
において以下の事を実践する。 

・月 1 回の保健だよりの発行 
・感染症発症時の掲示、保護
者への周知及び感染症拡大
防止に努める。 

・コロナ禍における感染症対
策の実施と周知 

 
②園内事故防止に取り組む。 
■SIDS 予防を図る。 
■園全体のヒヤリハットを管理する。 
■園独自の取り組みとして、園内事故
防止において以下の事を実践する。 

・0 才 1 才児午睡時のブレス
チェックを実施する。 

・園内事故簿を回覧し、危険
個所の周知を図る。 

・以下の職員研修の実施 
 救命救急講習 
 水遊び時の注意事項研修 
 感染症予防研修 
 エピペン園内研修 
 嘔吐、下痢処理研修 
・安全配慮表を毎月チェック
し項目の見直しを図る。 

・事故報告書の活用と周知 
・SIDI 予防に向けて、0 歳児
クラスに乳幼児体動モニタ
―を使用する。 

 
③職員の健康管理 
■保健担当者が衛生推進者として職
員の健康管理をおこなう。 

■事業所内健康診断を実施する。 
■職員検便を実施する。 
・乳児・幼児クラスで休憩時間のロ
ーテーションを作成し、保育室から
出て各自休憩時間の確保をしてい
く。又、問題解決は全職員で意見を
出して解決し、休憩をとることに取
り組んでいく。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
①計画通り実施することができ、
新型コロナウイルス感染拡大防止
のための園の取組や保護者への理
解協力を図ることについて丁寧に
発信、実施することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
②ヒヤリハットの活用があまりで
きず、見直しを図っていく。 
事故受診は 10 件。遊びの見守りの
中での事故受診が多かった。遊び
に無理に制限を掛けないことで、
受診件数自体は減ったが、危険行
為はなくても通常の遊び方での骨
折や靴のサイズが合ってないこと
での口腔内のケガも見られ、改め
て、子どもの発達への理解向上を
さらに図り、保護者への伝達、職員
共有に努めていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③コロナ禍により、通常業務に加
え、消毒の実施、保育内容変更によ
る打ち合わせの増加もあり、職員
負担が増えている中、食事休憩、ノ
ンコンタクトタイムの取得促進は
進んできた。残りの休憩時間をな
かなか確保することができなっ
た。 
園内の感染者発生による不安や職
員自身が感染者にならないための
心理負担も大きく、今後も職員の
メンタルケア等も十分に配慮が必
要である。 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
コロナ禍において、園内での感染、
部分休園が発生した。感染拡大防止
対策を徹底して取り組んでいたが、
感染者 0 が難しく、更に感染対策の
徹底が必要であるため。 
 
① 評価 5 
コロナ対応と適切な保健指導を実

施することができたため。日々の視

診から園児の健康、発達状況につい

て保育現場と共有し合い、適宜助言

と丁寧な保護者対応に努めること

ができたため。 
 
 
 
 
② 評価 4 
ヒヤリハットよりも記入のしやす
い工夫をして事故の検証、周知は徹
底して行うことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 評価 3 
休憩時間の取得への働きかけを行
い、工夫して取得できるようにした
が、保育状況によっては取得できな
い状況もあったため。 

 



令和３年度 事業実績評価報告 
１．施設の概要と職員体制 

施設名 北保育園 施設住所 東京都国立市北 3-1-1 

開設年月日 平成 10 年 4 月 1 日 運営形態 
□公設民営認可・■民設民営認可・□小規模保育

所 
土地建物所有権 □土地 □建物 土地建物賃借料 土地・建物 11,575,965 円/年 
敷地面積 2144.64 ㎡ 建物延床面積 732.15 ㎡ 

開園日 

月から土曜日とする。但し祝日および国

民の休日と 12 月 29 日から 1 月 3 日は休

園とする。 
開園時間 

午前 7 時 15 分から午後 7 時 15 分とす

る。但し保育標準時間認定の場合は午後

６時 15 分から午後 7 時 15 分まで、保育

短時間認定の場合は午前 7 時 15 分から 8
時 30 分までと午後 4 時 30 分から午後 7
時 15 分までを延長保育時間とし、詳細は

延長規程にて定める。 
保育料 所在自治体の定めにより収納する。 

定員数、

入所数、

面積 

年次 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 
内しょ
うがい

児 
内アレ
ルギー

児 

内アナ
フィラ
キシー

児 
 一時 病後児 

定員 9 16 16 16 16 17 90       

入所 5 16 16 15 21 17 90 3 9 2    

保育室面積 45.88 53.78 36.63 45.19 123.85 305.33       

担
当
職
務
と
職
員
名 

施 設 長 松﨑郁子 
■会計責任者 ■防火管理者 ■予算管理者 ■固定資産管理者 ■苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副施設長 川畑孝久 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副施設長  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

主任保育士 石母田 瞳 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士 相良 紫野 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

看護職責任者 清水 鏡 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 ■衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

給食職責任者 椎名 幸子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 ■食品衛生推進者 ■食品発注担当者 

嘱託医（園医） 淺倉禮治 住所 国立市中 1-16-25 くにたち南口診療所  電話 042-577-8953 

職
員
数 

 正規 正規短時間 嘱託 フル非常勤 パート非常勤 
保育職 1３ １  1（無資格） ５   2（無資格） 

看護職 １     

給食職 ３    ２ 

用務職     ５ 

事務職     １ 

苦情解決第三者委員 中原  修 坪坂 聖子 

今年度変更事項   

 

 



２．保育園運営に当たっての基本的な方針や目標 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生

じた場合の理由 
①「かけがえのない命をはぐくむ場」という
保育理念について 

■児童、保護者、職員、地域の方々に保育理
念の理解が進むよう取り組む。 

■保育園の全ての業務は保育理念から展開
されていることを踏まえ、各種手順書、各
種マニュアル、各種計画等は保育理念に基
づき策定するよう取り組む。 

■園独自の保育理念に関する取り組みとし
て、以下の事を実践する。 

地域の人材を活用し、地域にお
いて保育園内外での交流をと
おして様々な経験をしていく。 

 
②保育目標は全園共通で以下と定めている。 

1.心身ともに健康な子ども 
(健康) 
2.誰とでも仲良くできる子ども 
(人間関係、人権) 
3.自分で考え行動できる子ども 
(自主性) 

■児童、保護者、職員、地域の方々に保育目
標に基づく保育をおこなっていることの
理解が進むよう取り組む。 

■保育内容の全ては保育目標から展開され
ていることを踏まえ、保育課程、各種指導
計画等は保育目標に基づき策定する。 

■園独自の保育目標に関する取り組みとし
て、以下の事を実践する。 
・「指示語・否定語・禁止語・命令語

を使わない保育」「子どもに相談す
る保育」の実践に取り組み、「子ど
もの自主性を引き出す保育」を目
指していく。 

・定期的にグループワークを行い、物
的環境・人的環境の充実を図る。 

・行事への取り組みや、日常の保育に
おいて、ドキュメンテーション化
し、保護者と共有していく。 

・養護と教育を一体的に行う場とし
て「幼児期の終わりまでに育って
ほしい 10 の姿」を子どもの発達と
照らし合わせ、日々の保育を実践
していく。 

・国立北地域４園の日常的な交流を
図る。 

・専任講師による“体育指導”を実施
する。 

 
③年間の園内会議日程は以下のとおりとす
る。  
月 日 時 会議名 
4 １ 13 時 30 分 職員会議 
4 23 13 時 30 分 職員会議 
5 25 13 時 30 分 職員会議 
6 25 13 時 30 分 職員会議 

① 
・地域交流は、5 歳児のマ
イ箸づくりは活動場所
を戸外に移し、国立さく
ら会の方に講師になっ
ていただき、実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
② 
・井上さく子先生による
研修を実施し、各クラス
今年度の取り組みにつ
いて評価とアドバイス
をいただく。 

・日常の保育の中で、子ど
もたちがどのような経
験をしているのか、ドキ
ュメンテーションや園
だよりクラスだよりで
発信することができた。 

・「幼児期の終わりまでに
育ってほしい 10 の子ど
もの姿」につては、保護
者会だよりにて発信し
た。 

・国立地域 4園で日常的に
交流することはできな
かった。 

・体育指導は感染症対策
を取りながら屋外で実
施した。リトミック、え
いご遊びは中止した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 
・職員会議は、予定通り実
施 

・毎月職員会議後に、園内
研修又は、グループワー
クを実施した。 

・指導職を中心に、リーダ

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① 評価５ 
年度当初 今年度の方向性や

重点的に取り組むことを職員

に発信したことで、目指す保育

を共有しながら取り組む姿が

あった。 
 
 
 
 
 
② 評価４ 
「子どもの自主性を引き出す

保育」として、子どもに相談す

る保育の実践に取り組めた。 
課題を共有し、グループワーク

を定期的に行うことで職員間

のコミュニケーションを図る

ことができた。 
園独自の取り組みとして計画

していた、国立北地域 4 園の日

常的な交流や、外部講師の指導

であるリトミック、えいご遊び

は、新型コロナウイルスの感染

拡大のため、実施できなかっ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 評価５ 
職員会議後に、グループワーク

を実施し、クラスの問題を担任

が抱え込むことなく、職員で共

有して園全体で取り組むこと

ができた。 
 



7 27 13 時 30 分 職員会議 
8 31 13 時 30 分 職員会議 
9 21 13 時 30 分 職員会議 
10 １ 13 時 30 分 予行練習反省会 
10 2６ 13 時 30 分 職員会議 
11 30 13 時 30 分 職員会議 
12 ３ 13 時 30 分 予行練習反省会 
12 21 13 時 30 分 職員会議 
1 25 13 時 30 分 職員会議 
2 ４ 13 時 30 分 次年度行事 

話し合い 
2 22 13 時 30 分 職員会議 
3 22 13 時 30 分 職員会議 

＊随時ケース会議を開き、グループワークを
行う。 

＊月に一度、リーダー会議、フロアー会議、
献立・離乳食会議を行う。 

 
④年間の園内行事日程は以下のとおりとす
る。  
月 日 時 行事名 
4 1 10 時 00 分～ 入園式 
５ ８ 午前 保護者懇談会 
7 １  プール開き 

16  5 歳児クラス 
夏のイベント 

9 1 16 時～ 災害時引き渡し

訓練 
10  プール納め 

10 ９ 午前 親子ふれあいデー 
11 
 

20 10 時 00 分 ひなぎくデー 
27 10 時 00 分 すみれデー 

12 ４ 10 時 00 分 たんぽぽデー 
11 午前 お楽しみ会 
22 午前 もちつき会 
24 10 時 クリスマス会 

１ ７ 10 時 新年を祝う会 
２ 3 10 時 豆まき会 

26 午前 保護者懇談会 
3 
 

3 10 時 ひなまつり会 
1９ 午後 卒園式 
19 10 時 送る会 

＊毎月行事 
 上旬：避難訓練 
    身体測定 
 下旬：0 歳児健診 
 誕生を祝う会：一人ひとりの誕生日に実施 

保育参観・参加 6 月~7 月 
＊専任講師による指導行事 

幼児体育指導（週１回） 
幼児リトミック、幼児えいご遊びは感染症
の状況を見て行っていく。 

＊不定期：調理保育、衛生指導、 
地域・世代間交流 

＊遠足 5 月（４歳児・５歳児） 
10 月（幼児） 

＊防犯訓練（年 2 回） 
＊交通安全教室：春 
＊全園児健康診断 4 月、10 月 

ー会議、フロアー会議を
行い意見交換を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 
予定どおり実施した行事 
・個人面談 
・身体測定、健診、誕生会 
・防犯訓練、衛生指導 
・ひなぎくデー・すみれデ
ー 
中止した行事 
・進級式、保育参加、プー
ル開き、地域なつまつ
り、プール納め、保護者
懇談会、春の遠足、お別
れ遠足、世代間交流、調
理保育 

内容を変更して実施した
行事 

・入園式(時間差で個別に
行う) 

・敬老の集い(幼児クラス
で、意味を伝え手紙を出
す) 

・親子ふれあいデー（幼児
のみ、クラスごと園庭で
行う) 

・おたのしみ会（幼児のみ
クラスごとに行う) 

・クリスマス会、新年を祝
う会、豆まき会、ひな祭
り（制作を廊下に展示、
集会とせず由来などを
クラスごとに話す） 

・交通安全教室(ホールで
5 歳児のみ実施) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 評価 ４ 
3 密が避けられない行事は、コ

ロナウイルス感染症の対策を

行いながら、内容を縮小して実

施することができたが、感染状

況を見ながらの開催となった

ため、判断がギリギリになって

しまった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＊個人面談  
  1 歳児 9/13~9/18 
  0 歳児 9/21~9/25 
   2 歳児 9/27~10/2 
   5 歳児 10/11~10/16 
   4 歳児 10/18~10/23 
  3 歳児 10/25~10/30 
＊5 歳児 お別れ遠足 3 月 
 
⑤年間の園内研修、モデル園としての取組
（法人研修を除く）等は以下のとおりとす
る。 
月 日 参加者 研修名 
4 
 

１～

９ 
 

全職員 
 

保健・衛生 
・母乳取り扱い

について 
・SIDS 予防 
・嘔吐物処理お

むつ交 換指

導 
・エピペン使用

研修 
・配慮の必要な

園児へ の対

応周知 
6 未定 全職員 災害医療セン

ターによる応

急救命講習 
全職員 立川消防署に

よる消火訓練

指導 
全職員 ﾌﾟｰﾙ衛生管理

指導 

随時 全職員 
 

参加した外部

研修の内容周

知（園内研修） 
随時 全職員 「気になる子」

へのサポート

研修 
随時 キャリアアップ対象者 キャリアアッ

プ研修 
 
⑥安全管理対策 
不審者対策 
■園舎内における不審者対応マニュアルを
整備、運用する。 

■園舎内への不審者侵入防止措置を講ずる。 
■園内においてすべての児童、職員を対象と
した不審者対策訓練を定期的に実施する。 

災害対策 
■園舎内において災害時対応マニュアル、防
災マニュアルを整備、運用する。 

■園内において、すべての児童、職員を対象
とした避難訓練、消火訓練をおこなう。 

■地域において、児童、職員を対象とした訓
練を実施する。 

■発災時を想定し、児童、職員が最低 3 日間
園舎内に滞在できるような飲料水、食料、
資材等を準備する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 
・新入職員、０歳児クラス
担当者へ対象の研修を
実施。 

・配慮の必要な園児の情
報は議事録等で周知し
た。 

・外部研修は ZOOM で参
加した。 

・キャリアアップ研修は 
 障がい児保育、乳児保育
に参加する。外部研修に
参加した職員が講師に
なって園内研修を行っ
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 
・避難訓練、防犯訓練終了
後、評価・反省を行い次
回につなげていくこと
ができた。 

・炊き出し訓練は実施し
なかったが、給食で非常
食を提供した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 評価５ 
保健に関する研修は、看護師が

計画し予定通り行い、全職員で

周知することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 評価 5 
避難訓練は年間計画に基づい

て実施することができた。消火

訓練も、水消火器を使って消火

活動を行い、一人ひとりの消火

訓練への意識を高めることが

できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■園独自の安全管理対策に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 
・災害時対応マニュアルの周知 
・訓練時における園児への具体的な指

導をする。 
・年 2 回防犯訓練及び通信訓練を実施      
・災害時炊き出し訓練の実施 

 
⑦個人情報管理 
■個人情報保護マニュアルを整備、運用す
る。 

■プライバシーポリシーを公表する。 
■個人情報保護について定期的に職員研修
をおこなう。 

■園独自の個人情報管理に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 
・園の細則確認及び見直し 
・職員会議での周知及び、園内研修の実

施 
 
⑧ハラスメント防止措置 
■セクシャルハラスメント、パワーハラスメ
ント防止マニュアルを整備、運用する。 

■セクシャルハラスメント、パワーハラスメ
ント防止のために定期的に職員研修をお
こなう。 

■園独自のハラスメント防止措置に関する
取り組みとして、以下の事を実践する。 
・職員心得の配布とポスターの掲示等

による啓発活動 
・指導職、園長との面談をとおして、相
談できる環境を作る。 

・ハラスメント防止研修への参加 
 
⑨職員育成 
■職員の個人目標管理制度を活用する。 
■職員の自己申告制度を活用する。 
■職種別習熟度指標を活用する。 
■メンター制度を導入。 
■個別参加研修計画を策定し、積極的に参加
させる。 

■法人主催研修に職員を積極的に参加させ
る。 

■園独自の職員能力向上策に関する取り組
みとして、以下の事を実践する。 
・指導職による文章記載、保育書類の記
載について、随時全体及び個別に指導
をしていく。 

・定期的に、指導職による習熟度指標に
もとづいた指導を実施 

・法人主催の研修をはじめ、経験年数や
担当クラスに応じたキャリアアップ研
修に積極的に参加する。 

・ドキュメンテーションに取り組み、お
互いに気づき学び合う。 

・「障がい児保育」について、非常勤保育
士も積極的に研修に参加し、理解を深
めていく。 

・保育支援システムを使用し、日常の業
務削減に取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ 
・個人情報保護規程を掲
示するとともに、個人情
報管理規程に基づき個
人情報を取り扱う。 

 
 
 
 
 
 
 
⑧ 
・指導職以上の職員が、法
人のハラスメント研修に
参加した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 
・習熟度指標、メンター制
度を活用した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ 評価５ 
個人情報の管理は、全職員に周

知し、注意して取り扱うように

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ 評価 ３ 
職員面談を行い、職員の話を聞

く機会を持つようにしたが解

決が難しかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 評価 ４ 
習熟度指標、メンター制度の回

数をもっと作れるとよかった。 
障がい児、幼児保育のキャリア

アップ研修に参加した。 
また、外部研修に参加した職員

が、園内研修を行い職員で周知

した。 
外部の ZOOM を申し込み、希

望する職員が参加した。 
加配児支援として、指導職と担

当する保育士でケース会議を

行い、子どもの理解と保育の質

の向上に努めた。 
保育支援システムを活用し、園

児の登園時間の管理、日常の写

真のダウンロードを保護者に

お願いすることで、業務の削減

につながった。 
 
 
 
 
 
 



 
⑩施設保全・什器備品整備 
■施設点検マニュアルを整備、運用する。 
■業務開始前および業務終了後の園舎内の
安全確認チェックを実施する。 

■什器備品類に関して、以下の補修、修繕、
交換、リース契約更新、新規購入を実施する。 

時期 内容 概算金額 
4 月 ｱﾏﾉ、サーバーﾘｰｽ契約更新 553,764 
4 月 わんぱくランチ更新契約 32,000 
4 月 給食室吸排気設備清掃 108000 
4 月 アルソック更新契約 120,000 
4 月 千代田防災更新契約 93,960 
9 月 通信機器換更新契約 130,000 
5 月 厨房床塗装 700,000 
未定 保育室のロッカー、本棚 

制作ワゴン等の購入 
500,000 

   
 
⑪利用者意向把握 
■外部評価機関による福祉サービス第三者

評価を実施する。 
□評価機関による利用者アンケートを実施

する。 
■利用者が園に対し容易に意見要望を申し
出る環境を整える。 

■園独自の利用者意向把握の方法として、以
下の事を実践する。 

 
・玄関に意見箱を設置し、利用者の意見
は随時受け付け、その都度対応して
いく。 

・行事後は、保護者へのアンケートを実
施し意見を聴く機会を設ける。 

・運営員会を開き、利用者との意見交換
の場を持つ。 

 
⑫苦情解決制度 
■苦情解決対応マニュアルを整備、運用す
る。 

■利用者から苦情を受けないような取り組
みを実施する。 

■地域から苦情を受けないような取り組み
を実施する。 

■園独自の苦情解決制度に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 
・新入児面接説時及び、保護者全体会
で苦情受付の仕組みを保護者に周
知する。 

・保護者参加の行事に苦情受付第三
者委員の方にご参加いただき紹介
する。 

・玄関に、苦情受付から解決までの流
れを掲示する。 

 
⑬虐待防止・早期発見 
■虐待防止・早期発見および対応マニュアル
を整備し、運用する。 

■子ども家庭支援センターや児童相談所と
連携を図る。 

⑩ 
・園舎内の安全点検は定
期的に行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ 
・福祉サービス第三者評
価を受審する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫ 
・苦情受付の仕組み、苦情
受付第三者委員について、 
入園時説明会で個別に保
護者に伝える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑬ 
・虐待研修に参加した職
員が、園内研修を行い全職
員で周知していた。 

⑩ 評価 ４ 
厨房の床塗装は日程が調整で

きず実施できなかった。 
業者による園庭遊具の安全点

検を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
評価 ５ 
昨年度の行事後アンケートに

記載されていた点を、今年度生

かすことができた。 
第三者評価の受審結果は職員

で回覧した。また結果を保護者

へ伝えるとともに、翌年度の保

育につなげていく旨を発信し

ていった。 
意見箱への投書は 0 件 
 
 
 
 
 
 
 
評価 ５ 
車の駐停車について苦情が寄

せられ、保護者に再度周知し

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
評価 ５ 
子ども家庭支援センター、児童

相談所と連携を取りながら、家

庭支援を行った。 



 
 
 
 
 
 
 
 
⑭外部機関との連携 
■地域内の病児、病後児保育室との連携を図
る。 

■地域内の小児科、整形外科、眼科、耳鼻咽
喉科、皮膚科、歯科等の医療機関との連携
を図る。特に保育実施時間内に受診可能な
医療機関を 1 つ以上確保する。 

■地域内の小学校や学童クラブ等との連携
を図る。 

□地域内の認可外保育施設との連携を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑮法人内施設との連携 
■会計業務、給与計算支払業務、職員採用業
務、労務管理業務を本部事務局に委託す
る。 

■法人内の他園との交流、連携を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑭ 
・地域内の小学校と、おた
よりのやり取りを行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑮ 
・不定期ではあったが、国
立地域 4 円の園長、栄養
士、看護師がそれぞれ情報
交換を図った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
評価 ４ 
感染症予防のため、小学校の行

事や公開事業の見学の機会が

ほとんどなかったが、5 歳児が

展覧会の見学、1 年生との交流

を行った。 
新型コロナウイルスに職員や、

園児が罹患する件数が増え、保

健所、園医、市役所と連携しな

がら対応していった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑮ 評価 ３ 
感染症の影響で園児や保育士

が実際に交流する機会をもつ

ことができなかった。 
園長、主任、栄養士、看護師は

法人内の会議に参加し、情報交

換を図ることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・北地域 4 園で綿密に情報交換を行

い園運営に努めていく。 
・きょうだいで法人内の保育園に通

園している家庭もあるので、保護者

が戸惑わないよう統一した対応を

行っていく。 
・園児、保育士が北地域４園との日常

的な交流をはかる。 
・看護師、栄養士も情報交換を図りな

がら情報誌の作成に取り組む。 

・虐待防止マニュアルを使用して、園

内研修を行う。 
・育児支援の必要な家庭に関して、子

ども家庭支援センターと定期的に

連絡を取って支援にあたる。 
 

・感染症の情報は、園医及び保健所と

情報交換をしていく。 
・国立第 4 小学校、国立第 8 小学校の

展覧会・発表会を 5 歳児が見学した

り、1 年生との交流を行ったりして

いく。 
・公開行事等を保育士が観覧し、卒園

後の子どもの様子の把握に努める。 
・北学童保育所、西学童保育所訪問及

び、情報交換を図る。 



３．保育内容および保育計画、指導計画 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じ

た場合の理由 
①全体的な計画について 
■保育指針に基づき策定する。 
■保育理念、保育目標の実現を目指

し策定する。 
■全体的な計画の見直しをおこな

う。 
 
②年間指導計画、月間指導計画は以
下の年次および預かり形態の別で
策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
■アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
 
 
 
 
 
③個別指導計画は月単位で以下の年
次および預かり形態の別で策定す
る。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
□3 歳児 □4 歳児 □5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
■アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
④週間指導計画、日々の指導計画は
以下の年次および預かり形態の別
で策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
■アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
⑤園独自の保育関連計画を策定す
る。 

■園独自の取り組みとして、以下の
保育関連の計画を策定する。 

 
・地域交流活動の計画策定をする。 
・菜園活動の年間計画を策定する。 

 
⑥保育業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 
・年齢別保育関連マニュアル 
・乳児保育マニュアル 
・園外保育マニュアル 
・散歩マニュアル 
・プール遊びマニュアル 
・防災マニュアル 

①  
・年間計画を作成する前に、全体的な計
画の見直しを行った。 
 
 
 
 
②  
・キッズレポを利用し、各計画を策定し
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 
・計画通り策定した。 
 
 
 
 
 
 
 
④ 
・計画通り策定した。 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 
・菜園活動の計画を策定した。 
 
 
 
 
 
 
⑥ 
・各種マニュアルに沿って進めることが
できた。 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① 評価 ５ 
それぞれ指導計画を策定し、保育

をすすめていくことができた。 
 
② 評価 ５ 
計画通りに策定していった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 評価４ 
次の計画に反映できるような、評
価反省をするように、職員に発信
していった。 
 
 
 
 
 
 
④ 評価４ 
週間指導計画の振り返りについ
て、個別に指導を行う。 
 
 
 
 
 
 
⑤ 評価５ 
計画通りに実施できた。 
 
 
 
 
 
⑥ 評価４ 
マニュアルの見直しまで行うこ
とができなかった。 
 
 
 
 
 
 
 

・アナフィラキシー児の保育

計画は全職員で周知してい

く。 



・アレルギー対応マニュアル 
・保健マニュアル 

 
⑦園独自の保育内容を実施する。 
■定期的な体育指導を実施する。 
■定期的な音楽指導を実施する。 
■定期的なえいご遊びを実施する。 
■園独自の取り組みとして、以下の

保育内容を実施する 
・地域交流として、自治会と花壇
の植栽 

・高齢者施設との交流 
・専任講師による指導の実施 

 
 
⑧通常日の保育時程は以下のとおり
とする。  
  0 歳 1歳 2 歳 3 歳 4

歳 

5

歳 

7：15 保育開始 視診 等 
9：00 室内遊び 

外気浴 
排泄 
おむつ交換 
睡眠 

室内遊び 
 

室内遊び 
戸外遊び 
 9：15 おやつ 

遊び・活

動 
9：45 朝の集まり 

課題を持った

活動、遊び 10：00 離乳食 
おやつ 

11：10 室内遊び 
戸外遊び 
散歩 
 

昼食 
 

11：30 睡眠 
目覚め 
検温 
おむつ交換 

午睡準備

絵本紙芝

居の読み

聞かせ 

昼食 
 

12：15 午睡 午睡準備 
絵本、紙芝居の

読み聞かせ 
13：00 午睡 
14：00 離乳食 

おむつ交換

遊び 
睡眠 

15：00 目覚め 
おやつ 
降園準備 自由あそび 

16：00 順次降園 
18：15  延長保育 
19：15  保育終了 

 
⑨保護者との情報交換 
日々の情報や緊急ではない情報 
□全年齢において連絡帳を交換して

いる。 
■0 歳、1 歳、2 歳児のみ連絡帳を交
換している。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
⑦ 
・感染症の状況を見ながら取り組んでい
った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ 
・予定通り実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 
・ほぼ予定通り実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
⑦ 評価４ 
リトミック、えいご遊びは休止し
た。 
体育指導は、戸外で行ったり少人
数で行ったりして、感染症対策を
しながら実施した。 
花壇の植栽など、戸外で実施する
地域交流を行った。 
 
 
 
 
 
⑧ 評価５ 
デイリーに基づいて保育をすす
めることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 評価５ 
乳児の連絡帳はキッズレポを使
用した。 
ホームページやドキュメンテー
ション、クラスだよりなどで、子
どもの様子や保育について保護
者に発信した。 
コロナウイルスの罹患者が出た
場合は、緊急メールで迅速に発信
していった。 
 
 
 

・乳児クラスの連絡帳は ICT 化

を図り保育支援システムを活

用していく。 
・幼児クラスは、連絡ノートを使

用し個別に対応をしていく。 



■クラス全般の保育内容についてク
ラス掲示板に掲示している。 

■ホームページに掲示している。 
■月次で発行するクラスだよりや園

だよりに掲示している。 
 
個別緊急時の情報 
■個別メール送信システムを活用し

ている。 
■電話を活用している。 
 
全体緊急時の情報 
■一斉メール送信システムを活用し

ている。 
■必要に応じてホームページに掲示

している。 
□電話を活用している。 
■園独自の取り組みとして、保護者

との情報交換において以下の事を
実践する。 

 
・一斉メールを用いて月次の通信

訓練を実施する。 

 
⑩保育サービス推進事業について以

下の保育サービス推進事業を実施
する。 

■産休明け保育 
□0 歳児の延長保育 
□2 時間以上延長保育 
□3 時間以上延長保育 
□病児・病後児保育 
□休日保育 
□4 時間未満一時預かり事業 
□4 時間以上一時預かり事業 
□しょうがい児保育(特児) 
■しょうがい児保育(その他) 
■アレルギー児対応 
□夜間保育 
■育児困難家庭への支援 
■外国人児童受入れ 
□年末年始保育 
■小中高生の育児体験受入れ 
■保育所体験 
□出産を迎える親の体験学習 
■保育拠点活動支援 
 
⑪法人内プロジェクトへの参加 
■主任会議に参加する。 
■給食担当者会議に参加する。 
■保健担当者会議に参加する。 
■法人内プロジェクトで決定した事

項について、園内において実施す
る。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 
・予定通り実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ 
・各プロジェクトに担当者が参加した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 評価４ 
産休明け保育、障がい児保育、ア
レルギー児対応、育児困難家庭の
支援を行った。 
感染症により、育児体験、保育所
体験は実施しなかった。 
 
保育拠点活動支援は積極的に受
けいれた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ 評価５ 
予定通り参加した。 
 

  



４．給食・食育 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①給食業務実施にあたり、以下のこ
とをおこなう。 

■給食担当者の日々の健康管理をお
こなう。 

■保育実施日は原則として給食を実
施する。 

■給食内容は完全給食とする。 
■離乳食を実施する。 
■アレルギー食を実施する。 
■延長保育に応じた給食を実施す

る。 
■献立は法人共通献立を使用する。 
■食材の調達は法人共通仕入れ先か
ら調達する。 

■調理方法について、手順書や調理
マニュアル、衛生管理マニュアル
に従っておこなう。 

■調理方法について、他園の担当者
間で情報交換をおこなう。 

■児童の喫食状況に応じて、調理方
法を工夫する。 

■保育職担当者や看護職担当者との
意見交換をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、給食業
務において以下の事を実践する。 
 
・サンプル展示の掲示 
・ホームページを積極的活用する。 
・「食育だより」は北地域 4 園で月
ごとに担当制で作成していく。 

 
 
②給食業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 

 
・法人統一衛生管理マニュアルを
使用する。 

・法人統一献立、レシピを使用し
給食業務実施する。 

 
③食育業務実施にあたり、以下のこ
とをおこなう。 

■年間食育計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、食育業
務において以下の事を実践する。 

 
・畑での野菜の栽培をする。 
・調理保育を行う。 
・各年齢に応じた内容で「お手伝
い」活動を実施していく。 

・行事食や「レストラン」と称し
たブッフェ式給食提供の日を
設け、異年齢での会食を楽し
む。をする。 

 

① 
・計画通りに実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 
・計画通りに実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
③  
・計画通り実施した。 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
 
①評価 ５ 
離乳食、アレルギー児へは、看護師
保育士、栄養士が連携しながら個別
に対応していった。 
食育会議に担当者が出席し、意見交
換を行っていった。 
子供に人気のメニューのレシピを、
保護者へ発信していった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 評価５ 
・法人統一マニュアル、統一献立を
活用した。 
 
 
 
 
 
 
③ 評価４ 
感染症のため、レストランや例年通
りの食育活動を行うことはできな
かったが、4 歳児がドレッシングづ
くりを行ったり、5 歳児が大豆を育
て、味噌づくりを行ったりして、子
どもの食に対する興味を広げるこ
とができた。 
行事食を楽しむことができた。 



５．保健 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①保健業務実施にあたり、以下のこ
とをおこなう。 

■年間保健計画を策定する。 
■在園児の成長を記録する 
■在園児に保健指導をおこなう。 
■在園児の健康管理をおこなう。 
■在園児のケガや急な疾病に対応す
るため、マニュアルを整備し、運用
する。 

■保護者からの在園児の成長、発達、
健康に関する相談を受け、適宜助
言をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、保健業
務において以下の事を実践する。 

 
・応急救命講習の実施をする。 
・嘔吐処理研修の実施をする。 
・感染症予防に向けての研修を
実施する。 

・エピペンの研修を実施する。 
・年齢に応じた、衛生指導を実
施する。 

 
②園内事故防止に取り組む。 
■SIDS 予防を図る。 
■園全体のヒヤリハットを管理す

る。 
■園独自の取り組みとして、園内事
故防止において以下の事を実践す
る。 

 
・園内外の危険個所確認およびハ

ザードマップ作成と活用をす
る。 

・事故報告書の活用をする。 
・SIDS 予防に向けて、午睡チェッ
クだけでなく、乳幼児体動モニ
ターを使用する。 

 
③職員の健康管理 
■保健担当者が衛生推進者として職

員の健康管理をおこなう。 
■事業所内健康診断を実施する。 
■職員検便を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 
・予定通り実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 
・0，1，2 歳児クラスは午睡チェッ
ク表を活用していった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 
健康診断、細菌検査は予定通り実施 
調理員、0 歳児クラス担当保育士、
看護師は 5.11．1.3 月ノロ検査を実
施 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① 評価 ５ 
看護師を中心に、保健活動に取り
組んだ。 
応急救命講習、嘔吐処理研修、エピ
ペン研修に全保育士が参加した。 
新型コロナ感染症に関して、予防
や対応について随時発信していっ
た。 
年齢に応じた保健指導を行った後
は、保護者へも内容を発信し定着
につなげていった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 評価 ３ 
入園直後の 1 歳児が、ほほを縫合
するというけがをさせてしまっ
た。 
また、受診怪我が続いてしまうこ
とがあり、職員間で再発防止に取
り組んでいった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 評価 ３ 
職員 3 名がコロナウイルス感染症
に罹患した。 
新型コロナウイルス感染予防接種
の希望者には市内医療機関での予
約を取っていった。 
法人で、予防接種の際の休暇制度
を作った。 
業務削減にはあまり取り組めなか
ったが、休憩時間の確保に取り組
んでいった。まだ、十分ではないの
で職員の意識を高めていく必要が
ある。 
ストレスチェックは未実施 

・感染症予防に努め、毎朝の体

温及び体調確認を実施 
・業務削減に取り組み、ノンコ

ンタクトタイムの充実に努

め、休憩時間の確保を図る。 
・ストレスチェックを実施 
 



 

 



令和 3 年度 事業計画 ・事業実績評価報告 
 
１．施設の概要と職員体制 

施設名 きたひだまり保育園 施設住所 東京都国立市北 3-42-1 

開設年月日 平成 28 年 4 月 1 日 運営形態 
□公設民営認可・■民設民営認可・□小規模保育

所 
土地建物所有権 □土地 □建物 土地建物賃借料 土地・建物 22,080,000 円/年 
敷地面積 1,178 ㎡ 建物延床面積 599.32 ㎡ 

開園日 

月から土曜日とする。但し祝日および国民

の休日と 12 月 29 日から 1 月 3 日は休園

とする。 
開園時間 

午前 7 時 15 分から午後 7 時 15 分とす

る。但し保育標準時間認定の場合は午後 6
時 15 分から 7 時 30 分まで、保育短時間

認定の場合は午前 7 時 15 分から 8 時 30
分までと午後 4 時 30 分から 7 時 15 分ま

でを延長保育時間とし、詳細は別に定め

る。 
保育料 所在自治体の定めにより収納する。 

定員数、

入所数、

面積 

年次 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 内しょう
がい児 

内アレル
ギー児 

内アナフ
ィラキシ

ー児  一時 病後児 

定員 9 14 26  11 60       

入所 9 20 30 11   70 4 7 0    

保育室面積 51.18 69.06 80.00 51.18   251.42       

担
当
職
務
と
職
員
名 

施 設 長 山本菜穂子 
■会計責任者 ■防火管理者 ■予算管理者 ■固定資産管理者 ■苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副施設長  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副施設長  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

主任保育士 小田亜紀 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

主任保育士  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士 日浦陽子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

看護職責任者 奥村利恵 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 ■衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

給食職責任者 本谷友里 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 ■食品衛生推進者 ■食品発注担当者 

嘱託医 
（園医） 淺倉礼治 

住所 国立市中 1-16-25 くにたち南口診療所    

電話 042-577-8953 

職
員
数 

 正規 正規短時間 嘱託 フル非常勤 パート非常勤 
保育職 12 2   7（無資格 3） 

看護職 1     

給食職 2 1   3 

用務職     3 

事務職     1 

苦情解決第三者委員 中原修 坪坂聖子    



今年度変更事項 

令和 3 年度から、3 歳児 4 歳児 5 歳児の受け入れを始める。（進級児のみの受け入れのため、今年度は 4
歳児 5 歳児の在籍は無し）令和 3 年度から定員総数は変更せず、クラス定員変更を行う。0 歳児 9 名、1
歳児 14 名、2 歳児 26 名、3.4.5 歳児 11 名、合計 60 名。ホール奥一部を事務所スペースに用途変更して

いる。 
 

２．保育園運営に当たっての基本的な方針や目標 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①「かけがえのない命をはぐくむ
場」という保育理念について 

■児童、保護者、職員、地域の方々
に保育理念の理解が進むよう取
り組む。 

■保育園の全ての業務は保育理念
から展開されていることを踏ま
え、各種手順書、各種マニュアル、
各種計画等は保育理念に基づき
策定するよう取り組む。 

■園独自の保育理念に関する取り
組みとして、以下の事を実践す
る。 
・「子どもの自主性を引き出す保
育」「子どもと相談する保育」の
実践に積極的に取り組む。 
全職員で周知し取り組んでい
く。 

 
②保育目標は全園共通で以下と定
めている。 
1.心身ともに健康な子ども 
(健康) 
2.誰とでも仲良くできる子ども 
(人間関係、人権) 
3.自分で考え行動できる子ども 
(自主性) 

■児童、保護者、職員、地域の方々
に保育目標に基づく保育をおこ
なっていることの理解が進むよ
う取り組む。 

■保育内容の全ては保育目標から
展開されていることを踏まえ、全
体的計画、各種指導計画等は保育
目標に基づき策定する。 

■園独自の保育目標に関する取り
組みとして、以下の事を実践す
る。 
・「子どもの自主性を引き出す保
育」「子どもと相談する保育」を
踏まえ、子どもの発達に沿った
保育を積極的に実践する。 
・新保育所保育指針に沿った保
育の実践では、幼児期に向けた
「10 の姿」にどのような保育で
つなげていくのかを、グループ
ワークをしていく。 
・園の取り組みが、保護者にも理
解され浸透していくように努め

①保育理念に基づき、「子どもの自
主性を引き出す保育」の実践を計画
通り実施した。 
三か年計画のふりかえりを行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②保育目標を基に、子どもの発達に
沿った相談する保育を実践し、ブロ
グや掲示を通し、保育内容を保護者
に発信するなど計画通り実施する
ことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
①評価 5 

・保護者にも、保育園の取り組みを

画像や映像を通じて伝えることが

できた。 

・職員全体で「子どもの自主性を引

き出す保育」に積極的に取り組むこ

とができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
②評価 5 

・子どもの発達を会議やミーティン

グで周知することができた。 

・ブログや掲示などのドキュメンテ

ーションに力を入れ、保育の取り組

みや様子を保護者に発信すること

ができた。 

・グループワークを毎月 1 回行うこ

とができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



る。 
・日々の保育が、新保育所保育指
針に沿った保育内容であるか、
グループワークでの確認をす
る。 
・定期的にグループワークを行
ない、人的環境・物的環境を整え
る。 
・国立四園にて、負担のないよう
日常的に交流する。新型コロナ
ウイルス感染症感染拡大予防対
策を十分に行う。 

 
③年間の園内会議日程は以下のと
おりとする。 
月 日 時 会議名 
4 1  13：30 職員会議（定例） 

運営方針確認 
4 22 13：30 職員会議（定例） 
5 25 13：30 職員会議（定例） 
6 24 13：30 職員会議（定例） 
7 15 13：30 職員会議（定例） 
8 26 13：30 職員会議（定例） 
9 23 13：30 職員会議（定例） 
10 21 13：30 職員会議（定例） 
11 24 13：30 職員会議（定例） 
12 22 13：30 職員会議（定例） 
 1 25 13：30 職員会議（定例） 
 2 17 13：30 職員会議（定例） 
 3 17 13：30 職員会議（定例） 
職員会議は、毎月 1 回月末予定 
職員会議毎、また必

要に応じて随時 
保育についての

グループワーク 
随

時 
 幹部会議 

随

時 
 臨時職員会議 

毎

月 
1 回 リーダーミーティング 

毎

月 
1 回 カリキュラム 

ミーティング 
毎

月 
2 回 離乳食会議 

毎

月 
1 回 食育会議 

その他、必要な会議については随時

行う。 
 
 
④年間の園内行事日程は以下のと
おりとする。 
月 日 時 行事名 
4 １ 10:00 

10:30 
入園式  

4 24 10:00 
 

保護者懇談会 
1 歳児 3 歳児 

5 15 10:00 
 

保護者懇談会 
0 歳児 2 歳児 

6 7～18 保育参観 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③会議等は計画通り実施できた。 
・離乳食会議は、途中入所の子ども
が多かったため、後半は月に 2 回行
い、状況を周知できるようにした。 
・リーダーミーティングは、必要に
応じて行った。話し合いたいタイミ
ングで行うことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④新型コロナウイルス感染症の状
況により、中止をした行事、保護者
参加をせず園児のみで開催するな
ど変更をした行事が多かった。 
 
中止になった行事 
・保護者懇談会 
・ふれあいなつまつり 
 
保護者参加をせず園児のみで開催

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③評価 5 

・話し合いの機会を多く持つこと

で、全体周知がしやすく連携が取れ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④評価 4 

・子どもが主体になった行事を行う

ことができた。 
・新型コロナ感染症の拡大状況から

判断をしながら、できる限り保護者

に寄り添えるよう配慮ができた。 
 
 
 



8 未 16 ふれ愛なつまつり 
9 3 16 災害時園児引渡し

訓練 
9 6～17 1 歳児個人面談 
9 21～10/1 2 歳児個人面談 
10 9 未 ふれあいデー 

3 歳児 
10 11～22 0 歳児個人面談 
11 6 未 ひつじデー 

2 歳児 
11 8～19 3 歳児個人面談 
11 13 未 ひよこデー 

0 歳児 
ぱんだデー 
2 歳児 

11 27 未 りす・うさぎデー 
1 歳児 

12 18 未 おたのしみ会 
3 歳児 

12 24 10 クリスマス会 
2 3 10 節分 
2 7 16 0 歳児保護者懇談会 
2 8 16 1 歳児保護者懇談会 
2 9 16  2 歳児保護者懇談会 
2 10 16 3 歳児保護者懇談会 

3 3 10 ひなまつり 
3 18 10 おおきくなったね会 
毎月の行事 
・身体測定…月の上旬 
・避難訓練…月の下旬 
・0 歳児健診…月の下旬 
随時行う行事 
お誕生会・保育参加・保育参観 
国立保育園、北保育園、国立ひまわり

保育園との交流については、日々の

交流を主に実施する。 
※主な行事以外は適宜実施する。 
※新型コロナウイルス感染症拡大予

防に配慮して行う。 
 
⑤年間の園内研修、モデル園として
の取組（法人研修を除く）等は以
下のとおりとする。 
月 日 参加者 研修名 
4 初

旬 
全職員 法人の理念・

方針・保育の

あり方・人

権・虐待・ハ

ラスメント 
4 上

旬 
新入 
職員 

・嘔吐処理研修 
・手洗い研修 

4 上

旬 
全職員 食物アレルギ

ー対応につい

ての研修 
4 6 全職員 急変対応シュ

ミレーション

研修、AED 
7 8 全職員 与薬に関する

ことの研修 
8 6 全職員 関係機関によ

した行事 
お誕生会 
保育参加 
 
希望者のみ行った行事 
9 月 10 月 11 月個人面談 
 
書面で開催した行事 
4 月 5 月 保護者懇談会 
2 月 保護者懇談会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤以下の園内研修を行った。 
・嘔吐処理研修 4 月 7 月 8 月 9 月 
・急変対応シミュレーション研修 
 4 月 5 日 6 日 
・ヒヤリハット活動について 
 9 月 6 日 7 日 10 日 
・心肺蘇生、ＡＥＤ研修 
 10 月 14 日 
・食物アレルギーについて 
・午睡チェック 
・関係機関による消火訓練 8 月 2 月 
・立川消防署応急救命講習 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤評価 5 

・園内研修は、保育に必要な基本的

知識や対応方法を学ぶ機会となっ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



る消火訓練指

導 
9 29 全職員 窒息事故シミ

ュレーション

研修 
2 6 全職員 関係機関によ

る消火訓練指

導 
適宜 新入 

職員 
嘔吐処理研修 

適宜 全職員 外部研修に参

加後、内容によ

り園内研修を

実施 
⑥安全管理対策 
不審者対策 
■園舎内における不審者対応マニ
ュアルを整備、運用する。 

■園舎内への不審者侵入防止措置
を講ずる。 

■園内においてすべての児童、職員
を対象とした不審者対策訓練を
定期的に実施する。 

 
災害対策 
■園舎内において災害時対応マニ
ュアル、防災マニュアルを整備、
運用する。 

■園内において、すべての児童、職
員を対象とした避難訓練、消火訓
練をおこなう。 

■地域において、児童、職員を対象
とした訓練を実施する。 

■発災時を想定し、児童、職員が最
低 3 日間園舎内に滞在できるよ
うな飲料水、食料、資材等を準備
する。 

■園独自の安全管理対策に関する
取り組みとして、以下の事を実践
する。 
・広域避難場所までの避難経路
確認と周知徹底 

・関係機関による訓練の実施 
・職責に応じた役割によるシュ
ミレーション訓練 

・救命講習に参加させ救命技能
認定を受けることを推進 

 
⑦個人情報管理 
■個人情報保護マニュアルを整備、
運用する。 

■プライバシーポリシーを公表す
る。 

■個人情報保護について定期的に
職員研修をおこなう。 

■園独自の個人情報管理に関する
取り組みとして、以下の事を実践
する。 
･マニュアルの読み合わせによる
周知徹底 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥不審者対策、災害対策を計画通り
実施することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦個人情報の管理は計画通り実施
ができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥評価 5 

・不審者訓練では、正面玄関、園庭

側から侵入したことを想定し行う

ことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦評価 5 

・4 月の職員会議で個人情報保護に

ついて周知ができ運用できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・園内研修によるグループワー
クでの把握と実施確認 

 
 
⑧ハラスメント防止措置 
■セクシャルハラスメント、パワー
ハラスメント防止マニュアルを
整備、運用する。 

■セクシャルハラスメント、パワー
ハラスメント防止のために定期
的に職員研修をおこなう。 

■園独自のハラスメント防止措置
に関する取り組みとして、以下の
事を実践する。 
・資料によるグループワークや
ハラスメント防止マニュアル
チェック 

・会議において意識向上のため
の確認 

・職員間の人間関係構築のため、
様々な形でのグループワーク
を行いお互いの思いを知る機
会を持つ。 

 
⑨職員育成 
■職員の個人目標管理制度を活用
する。 

■職員の自己申告制度を活用する。 
■職種別習熟度指標を活用する。 
■個別参加研修計画を策定し、積極
的に参加させる。 

■法人主催研修（交換研修含む）に
職員を積極的に参加させる。 

■園独自の職員能力向上策に関す
る取り組みとして、以下の事を実
践する。 
・園長、指導職との個人面談にて

自己目標達成への進捗状況の
確認を実施する。 

・法人研修、外部研修に積極的に
参加できる環境を作る。 

・園内研修や得意分野での発表
と指導を行う。 

・処遇改善Ⅱに伴い保育士等キ
ャリアアップ研修に積極的に
参加させ、計画的に職員のス
キルアップを図れるようにす
る。 

・メンター制度にて新入職員の
サポートを実施する。 

・各部署で、日常業務の見直しを
し、業務削減をおこなう。 

 
⑩施設保全・什器備品整備 
■施設点検マニュアルを整備、運用
する。 

■業務開始前および業務終了後の
園舎内の安全確認チェックを実
施する。 

■施設保全に関して、以下の補修、

 
 
 
⑧ハラスメント防止措置を計画通
り実施できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨個人面談も計画通りに行うこと
ができた。 
・研修はオンラインで積極的に参

加することができた。 
・メンター制度にてサポートがで
きた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩概ね計画通り実施できた。 
・トイレの工事は、今後の定員の見
通しがしにくかったことから行わ
なかった。 
 
 
 

 
 
 
⑧評価 5 

・4 月の職員会議でハラスメント防

止の周知ができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨評価 4 
・職員面談では、職員のやる気につ

ながるような助言もできた。 
・外部の研修に参加ができ能力の向
上につながった。 
・メンター制度にてサポートができ

たと同時に職員同士の信頼関係の

深まりもあった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩評価 5 
・現状からの必要の有無を判断しな

がら行うことができた。 
 
 
 
 



修繕、交換を実施する。 
時期 内容 概算金額 

   
 
■什器備品類に関して、以下の補
修、修繕、交換、リース契約更新、
新規購入を実施する。 
時
期 

内容 概算金額 

未定 4・5 歳児受

け入れ準備 
300,000 

未定 トイレ工事 1300,000 
未定 防災・防犯用

品 
200,000 

適宜 食器補充 200,000 
未定 調理室清掃 250,000 
 保護者駐車

場 5 台分 
720,000 

 保育業務シス

テム・ホーム

ページ 

620,000 

 わんぱくラン

チ保守契約 
32,000 

 通信機器更新

契約 
150,000 

 レンタルモ

ップ・マット 
75,000 

 消防設備保

守契約 
95,000 

 システム警

備料 
310,000 

 
⑪利用者意向把握 
■外部評価機関による利用者アン
ケートを実施する。 

■利用者が園に対し容易に意見要
望を申し出る環境を整える。 

■園独自の利用者意向把握の方法
として、以下の事を実践する。 
・定期的な保護者へのアンケー
ト及びご意見箱の活用 
・東京都福祉サービス第三者評
価を受審し、利用者アンケート
結果について改善策を保護者に
周知する。 

 
⑫苦情解決制度 
■苦情解決対応マニュアルを整備、
運用する。 

■利用者から苦情を受けないよう
な取り組みを実施する。 

■地域から苦情を受けないような
取り組みを実施する。 

■園独自の苦情解決制度に関する
取り組みとして、以下の事を実践
する。 
・地域に向けて、適宜文書にて挨
拶をする。 
・保護者に向けて、積極的に保育

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪東京都福祉サービス第三者評価
を受審を実施できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫新型コロナウイルス感染症の影
響があり、第三者委員の方を行事に
招くことができなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪評価 5 
利用者満足度が 98 パーセントと高

い支持があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫評価 4 
・新型コロナ感染症の影響もあり、

匿名で感染対策について心配する

声もあった。保護者から見えやすい

対策、掲示を行うようにし対応し

た。 
 
 
 
 
 
 
 



参観や保育参加等の行事に参加
を促し、保育内容への理解を得
る。 
・苦情解決制度の周知に努め、苦
情解決第三者委員を行事にお招
きし、保護者への周知に努める 

 
⑬虐待防止・早期発見 
■虐待防止・早期発見および対応マ
ニュアルを整備し、運用する。 

■子ども家庭支援センターや児童
相談所と連携を図る。 

 
⑭外部機関との連携 
■地域内の病児、病後児保育室との
連携を図る。 

■子ども家庭部子育て支援課子ど
も保健・発達支援係と細目に連携
を図る。 

■地域内の小児科、整形外科、眼科、
耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科等の医
療機関との連携を図る。特に保育
実施時間内に受診可能な医療機
関を 1 つ以上確保する。 

■地域内の小学校や学童クラブ等
との連携を図る。 

■地域内の認可外保育施設との連
携を図る。 

 
⑮法人内施設との連携 
■会計業務、給与計算支払業務、職
員採用業務、労務管理業務を本部
事務局に委託する。 

■法人内の他園との交流、連携を図
る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
⑬マニュアルを運営し、関係機関と
連携を図ることができ、計画通りに
実施できた。 
 
 
 
⑭近隣の医療機関と連携を図るこ
とができ、計画通り実施できた。 
・新型コロナウイルス感染症の影
響もあり、地域の小学校とは直接連
携を図ることはできなかったが、お
たよりを交換するなどの 
交流は測れた。 
・新型コロナウイルス感染症の影
響もあり、連携を図ることができな
かった。 
 
 
 
 
 
 
⑮法人内の施設との連携は計画通
りに実施できた。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
⑬評価 5 
・国立市の担当課や子ども支援セン

ターと綿密に連絡を取り合い、家庭

にあったサポートができた。 
 
⑭評価 5 
・新型コロナウイルス感染症の相談

もでき、連携を取ることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑮評価 5 
・特に国立地域と連携することが
できた。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．保育内容および保育計画、指導計画 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生

じた場合の理由 
①全体的な計画について 
■保育指針に基づき策定する。 
■保育理念、保育目標の実現を目指
し策定する。 

■全体的な計画の見直しをおこな
う。 

 
②年間指導計画、月間指導計画は以
下の年次および預かり形態の別で
策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 □4 歳児 □5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
③個別指導計画は月単位で以下の年
次および預かり形態の別で策定す
る。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 □4 歳児 □5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
④週間指導計画、日々の指導計画は
以下の年次および預かり形態の別
で策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 □4 歳児 □5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
⑤園独自の保育関連計画を策定す
る。 

■園独自の取り組みとして、以下の
保育関連の計画を策定する。 
・国立保育園、北保育園、国立ひ
まわり保育園と日々の交流をす
る。保護者にブログ・掲示にて情
報を発信する。 
 

 
⑥保育業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 
・給食衛生管理マニュアル 
・保健業務マニュアル 
・乳児保健マニュアル 
・食物アレルギー対応マニュアル 
・感染症対策マニュアル 
・園外保育マニュアル 
・各年齢保育マニュアル 
・延長保育マニュアル 
・鍵開閉マニュアル 

①保育指針に基づき、保育理念、保育目
標を目指すことができ計画通りじっし
できた。 
 
 
 
 
②年間指導計画、月間指導計画は以下
の年次および預かり形態の別で策定で
き、計画通り実施できた。 
 
 
 
 
 
 
③個別指導計画は月単位で以下の年次
および預かり形態の別で策定でき、計
画通り実施できた。 
 
 
 
 
 
 
④週間指導計画、日々の指導計画は以
下の年次および預かり形態の別で策定
でき、計画通り実施できた。 
 
 
 
 
 
 
⑤新型コロナウルス感染症の影響もあ
り、子どもたちの日々の交流は実施で
きなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
⑥マニュアルを用いるなど計画通りに
実施することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
①評価 5 

 

 

②評価 5 

それぞれにあった計画を策定

できた。 

 

 

 

 
③評価 5 

それぞれにあった計画を策定

できた。 

 

 

 

 
④評価 5 

・より具体的に計画すること

ができた。 

 

 

 

 

 

⑤評価 4 

・新型コロナウルス感染症の

影響もあり、子どもたちの日々

の交流はできなかったが、園だ

よりの交換や、園長や主任、調

理、保健の情報交換は密に行う

ことができた。 

 

 

⑥評価 5 
・食物アレルギー対応マニュ
アルを園内研修に活用するこ
とができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 



⑦園独自の保育内容を実施する。 
□定期的な体育指導を実施する。 
□定期的な音楽指導を実施する。 
□定期的な学習指導を実施する。 
■園独自の取り組みとして、以下の
保育内容を実施する 
・近隣自治会、国立保育園、北保
育園、国立ひまわり保育園との合
同開催のなつまつり実施 
・プラチナジムとの交流を行う。 

 
⑧通常日の保育時程は以下のとおり
とする。 
  0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 
7 7:15 保育開始 

順次登園 
8 8:30 からクラス別保育 
9 あそび 

睡眠 
あそび 
おやつ 

あそび 
おやつ 

集まり 
あそび 

10 離乳食 
授乳 

あそび あそび あそび 
活動 

11 睡眠 
あそび 

食事 食事 11:30 
食事 

12  
午睡 

 
随時 
目覚め 

 
午睡 

 
随時 
目覚め 

13 午睡 

14 離乳食 
授乳 

 

15 あそび 
睡眠 

順次 
降園 

おやつ 

16 あそび 
順次降園 

あそび 
順次 

降園 17 

18 18:15～19:15  
延長保育 

19 19:15 保育終了 
 
⑨保護者との情報交換 
日々の情報や緊急ではない情報 
■全年齢において連絡帳を交換して
いる。 

■0 歳、1 歳、2 歳児のみ毎日連絡帳
を交換している。 

■クラス全般の保育内容についてク
ラス掲示板に掲示している。 

■ホームページに掲示している。 
■月次で発行するクラスだよりや園
だよりに掲示している。 

個別緊急時の情報 
□個別メール送信システムを活用し
ている。 

■電話を活用している。 
全体緊急時の情報 
■一斉メール送信システムを活用し
ている。 

■必要に応じてホームページに掲示
している。 

■電話を活用している。 
■園独自の取り組みとして、保護者
との情報交換において以下の事を
実践する。 
・一斉メールを用いて月次の通信
訓練の実施 
・保護者からのメール配信を受け

⑦新型コロナウルス感染症の影響もあ
り、交流は実施できなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧通常日の保育時程をベースに実施す
ることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨保護者との情報交換もスムーズにで
き、計画通り実施できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦評価 4 

・実際に交流する以外の交流の

仕方も考えていき改善していき

たい。 

 

 

 

 

 

 

⑧評価 5 

・子どもの様子に応じて柔軟に

保育をすることができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨評価 5 

・連絡帳を通じて、園児の発達

や体調管理の情報交換が細目に

できた。 

・ホームページのブログを通じ

て情報を伝えることができた。 

・一切メール送信システムを活

用し、緊急事態宣言中にも保護

者に情報を提供することができ

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



る 
 
⑩保育サービス推進事業について以
下の保育サービス推進事業を実施
する。 

■産休明け保育 
■0 歳児の延長保育 
□2 時間以上延長保育 
□3 時間以上延長保育 
□病児・病後児保育 
□休日保育 
□4 時間未満一時預かり事業 
□4 時間以上一時預かり事業 
□しょうがい児保育(特児) 
■しょうがい児保育(その他) 
■アレルギー児対応 
□夜間保育 
■育児困難家庭への支援 
■外国人児童受入れ 
□年末年始保育 
■小中高生の育児体験受入れ 
■保育所体験 
□出産を迎える親の体験学習 
■保育拠点活動支援 
 
 
⑪法人内プロジェクトへの参加 
■主任保育士会議に参加する。 
■給食担当者会議に参加する。 
■保健担当者会議に参加する。 
 
 
 

 
 
⑩保育サービス推進事業について 
産休明けの保育、しょうがいじ保育、ア
レルギー児対応、育児困難家庭への支
援、外国人児童受け入れは需要があり、
柔軟に対応した。 
・小中高生の育児体験は新型コロナウ
イルス感染症流行の影響があり、行う
ことができなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪法人内プロジェクトへの参加は計画
通り実行できた。 

 
 
⑩評価 5 

・産休明けの保育、しょうがい
じ保育、アレルギー児対応、育児
困難家庭への支援、外国人児童
受け入れは需要があり、柔軟に
対応することができた。 
・新型コロナウイルス感染症の
感染拡大に留意し、慎重に行う
ことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪評価 5 

・会議内容を周知することがで
きた。 
 
 

  



４．給食・食育 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①給食業務実施にあたり、以下のこ
とをおこなう。 

■給食担当者の日々の健康管理をお
こなう。 

■保育実施日は原則として給食を実
施する。 

■給食内容は完全給食とする。 
■離乳食を実施する。 
■アレルギー食を実施する。 
■延長保育に応じた給食を実施す

る。 
■献立は法人共通献立を使用する。 
■食材の調達は法人共通仕入れ先か
ら調達する。 

■調理方法について、手順書や調理
マニュアル、衛生管理マニュアル
に従っておこなう。 

■調理方法について、他園の担当者
間で情報交換をおこなう。 

■児童の喫食状況に応じて、調理方
法を工夫する。 

■保育職担当者や看護職担当者との
意見交換をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、給食業
務において以下の事を実践する。 
・サンプル展示と説明 
・ホームページの積極的活用 
・感染症対策をおこなったうえ
で、調理担当者も子ども達と共
に食事をする機会を設ける 

・掲示板を利用した子育て関連の
情報発信をしている 

・離乳食会議を月に 2 回実地 
 
②給食業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 
・衛生管理マニュアル 
・栄養士業務マニュアル 
・食物アレルギーマニュアル 
・離乳食マニュアル 

 
③食育業務実施にあたり、以下のこ
とをおこなう。 

■年間食育計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、食育業
務において以下の事を実践する。 
・共に食事をする機会を設け、ま
た食材に直接触れることで食
を営む力を育む 

・保育者と共に普段の食事から食
育であるという共通認識を持
ち、献立に込められた想いなど
を子どもたちに伝えていく 

 
 

①給食業務実施を計画通り実施で
きた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②手順書やマニュアルを用い計画
通りに実施できた。 
 
 
 
 
 
 
③年間食育計画を策定し、計画通り
実施できた。 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
①評価 5 

・サンプル展示、産地情報等積極的

に情報を提供した。 

・掲示板を利用し、子どもも保護者

も食に興味を持てるような工夫が

できた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②評価 5 

・離乳食マニュアルを見直す機会

もあり、マニュアルを周知できる機

会が充実していた。 

 

 

 

③評価 5 
・新型コロナウイルス感染症の影
響もあり、共に食事をとることはで
きなかったが、食の玩具や絵本を通
じて、子どもが食に興味を持てるき
っかけとなる機会を作ることがで
きた。 
 
 



５．保健 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①保健業務実施にあたり、以下のこ
とをおこなう。 

■年間保健計画を策定する。 
■在園児の成長を記録する 
■在園児に保健指導をおこなう。 
■在園児の健康管理をおこなう。 
■在園児のケガや急な疾病に対応す
るため、マニュアルを整備し、運用
する。 

■保護者からの在園児の成長、発達、
健康に関する相談を受け、適宜助
言をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、保健業
務において以下の事を実践する。 
・情報誌の作成と配布 
・ホームページの活用 
・保育所体験における保護者への
保健指導 

・職員への保健衛生指導 
・掲示板を利用した子育て関連の
情報発信 

 
②園内事故防止に取り組む。 
■SIDS 予防を図る。 
■園全体のヒヤリハットを管理す
る。 

■園独自の取り組みとして、園内事
故防止において以下の事を実践す
る。 
・乳児体動モニターの導入 
・安全チェック表の導入 
・緊急事故対応研修の実施  

 
③職員の健康管理 
■保健担当者が衛生推進者として職
員の健康管理をおこなう。 

■事業所内健康診断を実施する。 
■職員検便を実施する。 
・全職員が休憩を取得できるよう
改革に努める。体を休め、心身と
もにリフレッシュした状態で子ど
もに向き合えるように取り組んで
いく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①保健業務実施を計画通り実施で
きた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②園内事故防止を計画通り実施で
きた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③職員の健康診断、検便は計画通り
実施できた。 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
①評価 5 

・掲示板を利用した子育て関連の

情報発信を積極的にできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②評価 5 

・緊急事故対応、午睡チェックの仕

方等の園内研修を充実して行うこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

③評価 4 
・職員不注意で、業務中にケガをし

た。 

 

 
 



 



 
令和 3 年度 事業計画 ・事業実績評価報告 

  
１．施設の概要と職員体制 

施設名 国立ひまわり保育園 施設住所 国立市北 3-7-14 

開設年月日 令和元年 8月 1日 運営形態 □公設民営認可・■民設民営認可・□小規模保育所 

土地建物所有権 □土地 ■建物 土地建物賃借料 土地 3,825,051 円/年 建物     円/年 
敷地面積 1500.02 ㎡ 建物延床面積 1098.61 ㎡ 

開園日 
月から土曜日とする。但し祝日および国民の

休日と12月29日から1月3日は休園とする。 開園時間 

午前[7]時[15]分から午後[7]時[15]とする。

但し午前[  ]時から[  ]時までと午後[6]
時[15]分から[7]時[15]分までは延長保育時

間とし、詳細は別に定める。 
保育料 所在自治体の定めにより収納する。 

定員数、

入所数、

面積 

年次 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 
内しょ
うがい

児 
内アレ
ルギー
児 

内アナ
フィラ
キシー
児 

 一時 病後児 

定員 6 15 15 25 35 35 131     10  

入所 6 15 14 24 27 27 113 4 7 0    

保育室面積(㎡)  48.16 50.83 36.23 51.65 72.95 72.23 332.05     34.51  

担
当
職
務
と
職
員
名 

施 設 長 奥野 かよ 
■会計責任者 ■防火管理者 ■予算管理者 ■固定資産管理者 ■苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副施設長 田原 佳江 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副施設長  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

主任保育士 野村 恵 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士 奥山 朋美 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

看護職責任者 杉浦 理香 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 ■衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

給食職責任者 
(副主任栄養士) 

菅野 智美 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 ■食品衛生推進者 ■食品発注担当者 

嘱託医（園医） 西田 厚子 住所 国立市中 1-20-4                電話 042-572-0517 

職
員
数 

 正規 正規短時間 嘱託 フル非常勤 パート非常勤 
保育職 16  1 3 8 

看護職  1    

給食職 2 1   1 

用務職     3 

事務職   1  1 

苦情解決第三者委員 中原 修 坪坂 聖子   
今年度変更事項 

・異動職員 1 名を迎え、常勤職員 23 名、非常勤職員 16 名、計 39 名で運営する。(野村主任が 9 月から産休に入る) 
・白神久美副主任の異動に伴い、奥山朋美保育士が副主任に昇格する。 
・杉浦理香看護師が育児休暇から復帰し、看護職責任者となる。 

  

 

 



２．保育園運営に当たっての基本的な方針や目標 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じ

た場合の理由 
①「かけがえのない命をはぐくむ場」
という保育理念について 

■児童、保護者、職員、地域の方々に
保育理念の理解が進むよう取り組
む。 

■保育園の全ての業務は保育理念から
展開されていることを踏まえ、各種
手順書、各種マニュアル、各種計画
等は保育理念に基づき策定するよう
取り組む。 

■園独自の保育理念に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 

2020 年に改訂された「保育所
における自己評価ガイドライ
ン」に沿って日頃から日常的
な職員の対話を通して保育活
動や各種行事の振り返りを行
い、保育理念に基づいている
か、職員間で共有する機会を
多く持ち、共通理解を深め、
保育の質の確保・向上に努め
ていく。 

 
②保育目標は全園共通で以下と定めて

いる。 
1.心身ともに健康な子ども 
(健康) 
2.誰とでも仲良くできる子ども 
(人間関係、人権) 
3.自分で考え行動できる子ども 
(自主性) 

■児童、保護者、職員、地域の方々に
保育目標に基づく保育をおこなって
いることの理解が進むよう取り組 

む。 
■保育内容の全ては保育目標から展開 
されていることを踏まえ、全体的な計
画、各種指導計画等は保育目標に基づ
き策定する。 

■園独自の保育目標に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 

開園 3 年目に入り、保育改革
3 年計画の 3 年目計画として
策定した客観的評価基準、行
動目標の内容に沿って取り組
みながら職員間で共通理解を
深める。また、「子どもの自主
性を引き出す保育」を実践す
るために指示語、命令語、禁
止語、否定語を使わない保育、
「子どもに相談すること」を
キーワードとして人的環境、
物的環境を整え職員間で共有
する。小学校へのスムーズな
接続として、年長児が近隣小
学校の小学生との交流をも
ち、小学校と情報共有しなが

① について当初の計画通り、新入 
園児面接では園長が保育理念につ
いて保護者に丁寧に発信した。ま
た、保護者会の懇談会資料として全
世帯に書面配布し、保育理念につい
て理解して頂くことができた。 
園だよりでは、園の方向性を丁寧に
発信し保護者への理解を得た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② について当初の計画通り、日々 
の保育の中で指示語、命令語、禁止
語、否定語を使わない保育を展開
し、子どもに相談する保育、子ども
の自主性を尊重した保育を実践す
ることができた。また、開園 3 年目
のため、業務中で職員が困ったこと
や周知が必要なことは、随時、話し
合いをおこない、職員全体で園の方
向性を確認した。 
子どもの自主性を引き出す保育を
展開する上で、人的環境、物的環境
の環境構成について話し合いを重
ね、園庭や室内において遊び込める
空間をつくり、職員の仕かけなど、
職員間で共通理解を深めることが
できた。 
新型コロナウイルス感染症の影響
により小学校へは園長と年長児の
担任が 1 年生の授業参観に参加し
た。また、小学校の体育館で開催さ
れた展覧会に年長児が観覧できた。
卒園前には年長児が学童保育所に
訪問し学童の先生と交流を持つこ
とができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① 評価５ 
園長が保育理念や園の方向性を

書面で発信したことで、送迎時

に保護者から園の方向性が理解

できるという言葉を頂くことが

できた。 
また、職員には、日々の保育活

動や行事、職員会議等で法人の

方向性や園独自の方向性の理解

を深め、共有することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 評価５ 
園長より「子どもに相談する保

育」をキーワードとして、園だ

よりや保護者懇談会資料に掲載

するとともに新入園児面接にお

いて園長より保護者へ丁寧に発

信し、子どもの自主性を引き出

す保育について理解を得ること

ができた。 
開園 3 年目のため園長は職員と

の対話を大切にし、職員が子ど

もの自主性を引き出すように、

園長は職員の自主性が引き出せ

るように職員主導で保育が展開

できるよう、職員が園長に相談

しやすい環境を心がけた。 
コロナ禍であったが、近隣の学
童保育所の協力があり、年長児
は、学童の先生との交流を通し
て、小学校へ期待をもつことが
できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ら小学校との円滑な連携を図
る。 

 
③年間の園内会議日程は以下のとおり
とする。 
月 日 時 会議名 
4 1 13:30 職員会議 
4 27 13:30 職員会議 
5 26 13:30 職員会議 
6 23 13:30 職員会議 
7 22 13:30 職員会議 
8 25 13:30 職員会議 
9 22 13:30 職員会議 

10 27 13:30 職員会議 
11 24 13:30 職員会議 
12 22 13:30 職員会議 
1 26 13:30 職員会議 
2 22 13:30 職員会議 
3 16 13:30 職員会議 
※ケース会議等は随時実施 

 
④年間の園内行事日程は以下のとおり
とする。 

月 日 時 行事名 
4 1 10 入園式 
4 22 10 全園児健康診断 
4 23 10 こいのぼり会 
4 24 9 前期保護者懇談会 
5 20 10 幼児交通安全教室 
5 27 9 春の遠足 

(4・5 才児) 
6 10 10 全園児歯科健診 
7 1 10 水遊び開始 
7 7 10 七夕 
9 3 16 災害時引き渡し訓練 

10 2 9 幼児ふれあいデー 
10 30 9 乳児ふれあいデー 
10 未 9 秋の遠足 

（３・4・5 才児） 
11 22 10 勤労感謝の会 
12 4 9 幼児お楽しみ会 
12 24 10 クリスマス会 
12 27 10 もちつき 
1 11 10 子ども新年会 
2 3 10 節分・豆まき 
2 26 9 後期保護者懇談会 
3 3 10 ひなまつり会 
3 19 10 卒園式 
3 24 10 5 歳児お別れ会 
※毎月 1 回 
 避難訓練(火災・地震)消火訓
練 
 身体測定 0 歳児健診 
※不審者侵入避難訓練 年 2 回 
※専任講師による指導行事 
 幼児体育指導(4 月～週 1 回) 

 
⑤年間の園内研修としての取組（法人
研修を除く）等は以下のとおりとす

 
 
 
③ について当初の計画通り、議題
に沿って時間内に適切に実施し、協
議事項や連絡事項等、職員間で共有
することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ について、新型コロナウイルス
感染症の影響により行事はクラス
毎に実施した。 
感染症対策として水遊びは時間を
決めてクラス毎に実施し、工夫しな
がら水遊びを楽しむことができた。 
外部講師による体育指導は感染症
対策を講じながら、換気を気にせず
に対応できる園庭でおこない、雨天
時はホールでしっかり換気を行い
少人数制に分かれて、グループ毎に
実施した。 
外部講師による音楽リズムは室内
での活動となるため、1 年間休止と
なった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ について、毎月の職員会議の中
で職員の困ったことなど意見を出
し合い、毎回、テーマを決めて職員

 
 
 
③ 評価５ 
毎月の職員会議では各自、園の
パソコンを持参して参加し、協
議内容や報告事項についてパソ
コン内にデータ化したものを事
前確認して参加することで、報
告事項や協議事項の時間短縮に
なり、業務削減やペーパーレス
に繋がった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 評価５ 
感染症対策を講じながらクラス
毎に工夫して行事をおこなうこ
とができた。また、外部講師に
よる音楽リズムは休止となった
が、日々の保育の中でリズム遊
びを楽しむことができた。  
行事後は、行事の見直しをおこ
ない、改善点など多職種で話し
合い、書面に記録を取り、次年
度に活かしていくことを職員間
で共有できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 評価５ 
配慮や支援が必要な児童に対し
て、クラス毎に対応するのでは



る。  
 

月 日 参加者 研修名 
4 27 職員全般 職員ワーク① 
5 26 職員全般 職員ワーク② 
6 23 職員全般 職員ワーク③ 
7 22 職員全般 職員ワーク④ 
8 25 職員全般 職員ワーク⑤ 
9 22 職員全般 職員ワーク⑥ 

10 27 職員全般 職員ワーク⑦ 
11 24 職員全般 職員ワーク⑧ 
12 22 職員全般 職員ワーク⑨ 
1 26 職員全般 職員ワーク⑩ 
2 22 職員全般 職員ワーク⑪ 
3 16 職員全般 職員ワーク⑫ 
年１回 職員全般 応急処置法研修 

年１回 職員全般 嘔吐処理研修 
 
⑥安全管理対策   
不審者対策 
■園舎内における不審者対応マニュア
ルを整備、運用する。 

■園舎内への不審者侵入防止措置を講
ずる。 

■園内においてすべての児童、職員を
対象とした不審者対策訓練を定期的
に実施する。 

 
災害対策 
■園舎内において災害時対応マニュア
ル、防災マニュアルを整備、運用す
る。 

■園内において、すべての児童、職員
を対象とした避難訓練、消火訓練を
おこなう。 

■地域において、児童、職員を対象と
した訓練を実施する。 

■発災時を想定し、児童、職員が最低 3
日間園舎内に滞在できるような飲料
水、食料、資材等を準備する。 

■園独自の安全管理対策に関する取り
組みとして、以下の事を実践する。 

各クラスの担当者は園児と共
に一時避難場所である国立市
立国立第四小学校へ行き避難
経路の確認をする。 
毎月、園内の安全点検をおこ
ない職員間で共有し事故防止
に努めていく。 
3 歳児から 5 歳児は、職員と
一緒に園内の安全点検をし、
児童自らの安全意識を高めて
いく。 

 
⑦個人情報管理 
■個人情報保護マニュアルを整備、運
用する。 

■プライバシーポリシーを公表する。 
■個情報保護について定期的に職員研
修をおこなう。 

■園独自の個人情報管理に関する取り

グループワークを実施し職員間で
話し合い、グループ毎に発表し職員
間で共通理解を深め、グループワー
クを通して、園の方向性を確認し合
うことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ について当初の計画では 9 月
と 1 月に不審者対策訓練を行う予
定であったが、1 月の分は 2 月に 
実施した。職員間で避難経路の確認
を周知することができた。 
9 月の災害時引き渡し訓練では、保
護者に協力していただき、当日は、
園内で保管している備蓄飲料や食
材、防災備品など展示し、保護者に
も災害に対しての危機管理をもっ
ていただいた。 
2 月の防犯訓練では、事前に「不審
者対策マニュアル」の読み合わせを
行い、職員間で共通理解をもって訓
練に臨んだ。その後、幼児組は園長
から「いかのおすし」の防犯講話を
行い、子ども自身が自分の身を守る
ことの大切さを知らせることがで
きた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ について当初の計画通り、新入
園児には面接時に保護者へ「個人情
報の取り扱いについて」園長より説
明し、同意書を記載していただい
た。既存園の転園児の保護者には
「個人情報の取り扱いについて」書

なく、職員ワークを通して、園
全体で考えていくことで担任保
育士が一人で抱え込まずに多職
種でいろいろな視点から意見交
換することで、職員の気づきが
広がり、共通理解を図り、園全
体で取り組むことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 評価５ 
奇数月は地震、偶数月は火災の
避難訓練が実施できた。 
避難訓練後は職員の消火訓練を
実施し、職員一人一人の危機管
理を高めることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ 評価５ 
同意書の他に園だよりで個人情

報について保護者へ発信し保護

者への周知を高めた。また、職

員には園長より職員会議や昼礼



組みとして、以下の事を実践する。 
個人情報の取り扱いについて
説明し保護者から書面で個人
情報の承諾の有無を受ける。 
園だよりや保護者会等で園長
より個人情報の取り扱いにつ
いて保護者へ発信する。 
職員の取り組みは、個人情報
マニュアルを定期的に確認し
取り扱いについて職員間で共
有し危機管理を高めていく。 

 
⑧ハラスメント防止措置 
■セクシャルハラスメント、パワーハ
ラスメント防止マニュアルを整備、
運用する。 

■セクシャルハラスメント、パワーハ
ラスメント防止のために定期的に職
員研修をおこなう。 

■園独自のハラスメント防止措置に関
する取り組みとして、以下の事を実
践する。 

ハラスメント防止マニュアル
を活用する。定期的にマニュ
アルチェックを実施し職員の
意識を高める。職員会議で園
長より働きやすい環境につい
て発信し職員間の共通理解を
深めていく。 

 
⑨職員育成 
■職員の個人目標管理制度を活用す
る。 

■職員の自己申告制度を活用する。 
■職種別習熟度指標を活用する。 
■個別参加研修計画を策定し、積極的
に参加させる。 

■法人主催研修（交換研修含む）に職
員を積極的に参加させる。 

■園独自の職員能力向上策に関する取
り組みとして、以下の事を実践する。 

施設長は各職員の研修の必要
性等を踏まえ体系的・計画的
な研修機会を確保する。 
各職員は自己評価に基づく課
題等を踏まえ、園内外研修に
計画的に参加する。処遇改善
Ⅱに伴い保育士等キャリアア
ップ研修に参加し、専門性を
高め、必要な知識及び技能を
習得し一人一人のスキルアッ
プに繋げていく。 
園外研修に参加した職員は研
修内容について園内研修をお
こない職員間で共有する。 
定期的に日常業務の見直し

をおこない、業務削減をおこ

なっていく。 
 
⑩施設保全・什器備品整備 
■施設点検マニュアルを整備、運用す

面を配布し個人情報の承諾の有無
をいただき、在園児の保護者には、
進級前の年度末に「個人情報の取り
扱いについて」書面を配布し、全世
帯から次年度の個人情報の承諾を
得ることができた。 
 
 
 
 
 
 
⑧ について当初の計画通り、園長
が法人主催の「ハラスメント研修」
を受講し、ハラスメントについて理
解を深めた。園長が受けた「ハラ
スメント研修」について職員向けに
園長が園内研修を実施し、職員間で
共通理解を深めることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ について、保育士等キャリアア
ップ研修やリモート研修に参加し、
個々のスキルアップに繋げた。 
研修後には、研修に参加した職員が
講師になり、園内研修を実施し職員
間で共通理解を深めた。 
新入職員には、メンター制度を導入
し、日常の対話や毎月、面談をおこ
ない、新入職員のサポートが実施で
きた。  
土曜日は、登園児が少ないため、交
代で保育を対応し、事務作業も行い
効率よく業務を遂行できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ について当初の計画通り、必要
な備品は適宜購入することができ

等で、個人情報の取り扱いにつ

いて随時、発信し、職員周知を

おこない、危機管理を高めるこ

とができた。 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ 評価５ 
園長より職員会議や昼礼時にお

いて、働きやすい環境について

発信し、職員間の共通理解を深

めた。 
また、「ハラスメント研修」を通

して園全体で考えるきっかけと

なり、職員一人一人が働きやす

い環境づくりを意識できるよう

になった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 評価４ 
保育士等キャリアアップ研修や

リモート研修にでは、職員一人

一人のスキルアップに繋げるこ

とができた。 
定期的な業務の見直しでは、徹

底した業務削減までには至らな

かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 評価５ 
日々の安全点検や定期的な点検



る。 
■業務開始前および業務終了後の園舎
内の安全確認チェックを実施する。 

■施設保全に関して、以下の補修、修
繕、交換を実施する。 

時期 内容 概算金額 
4 月 自家用電気工作物

法定点検 
年間合計 
198,000 
毎月 
16,500 

6,8,10,12, 
2 月  

自家用電気工作物

巡視点検 
5,11 月 消防設備点検 99,000 
年 2 回  グリストラップ清掃  77,000 

毎月 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾘﾓｰﾄｼｽﾃﾑ点検  年間合計 
184,800 
毎月 
15,400 

年４回 エレベーター点検 
（専門技術員点検） 

 
■什器備品類に関して、以下の補修、
修繕、交換、リース契約更新、新規
購入を実施する。 
時期 内容 概算金額 
４月 わんぱくランチ年間保

守契約料 

 
32,000 

５月 緊急地震速報機保守費用 66,000 
年 4 回 学校 110番保守点検費用  35,640 

 
⑪利用者意向把握 
□外部評価機関による福祉サービス第
三者評価を実施する。 

■評価機関による利用者アンケートを
実施する。  

■利用者が園に対し容易に意見要望を
申し出る環境を整える。 

■園独自の利用者意向把握の方法とし
て、以下の事を実践する。 

玄関にはご意見ボックスの設
置、ふれあいデーやお楽しみ
会後は保護者へアンケートを
実施し保護者の意見を聞く機
会を設ける。 

 
⑫苦情解決制度 
■苦情解決対応マニュアルを整備、運
用する。 

■利用者から苦情を受けないような取
り組みを実施する。 

■地域から苦情を受けないような取り
組みを実施する。 

■園独自の苦情解決制度に関する取り
組みとして、以下の事を実践する。 

園だよりで保護者へ苦情解決
制度や第三者委員について発
信し保護者懇談会等でも伝え
ていく。行事等で保護者へ第
三者委員を紹介する機会をつ
くる。ふれあいデー前には、
近隣へふれあいデーの取り組
みを理解して頂けるよう文書
を配布する。 

 
 

た。職員間では日々の安全点検をお
こない、安全面に留意できた。 
また、システム関係は定期的に業者

点検をおこない安全に運用できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ について当初の計画通り、評価
機関による利用者アンケートを実
施した。大変満足を含む満足度が
95.4%の結果であった。利用者アン
ケートの集計結果表を全世帯の保
護者へ配布し、好意的な評価と課題
点について保護者へ発信した。 
大きな行事の後には、保護者へアン
ケートを実施し保護者の意見を聞
く機会を設けた。 
 
 
 
 
 
⑫ について、新型コロナウイルス
感染防止のため懇談会が中止とな
り、第三者委員の方を紹介する機会
はなかったが、苦情解決制度や第三
者委員について新入園児には、面接
時に園長より丁寧に発信し、在園児
の保護者には園だよりで発信し保
護者へ周知することができた。  
保護者から公開する苦情は、1 年通
して 4 件あったが、園長が迅速に対
応し、当該保護者の理解を得ること
ができた。苦情内容については職員
全体で情報共有し原因と改善策に
ついて共通理解を深め、改善に努め
た。また、苦情内容について園内に
掲示し、原因と改善策について保護
者へ発信した。 
 
 
 

など職員全体で取り組むことが

できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ 評価５ 
利用者アンケートや大きな行事
の課題内容については改善計画
を作成し、職員間で情報共有し
周知することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫ 評価 5 
保護者からの苦情に関しては、

職員全体で共有し、原因と改善

策を協議し、園全体で周知する

ことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



⑬虐待防止・早期発見 
■虐待防止・早期発見および対応マニ
ュアルを整備し、運用する。 

■子ども家庭支援センターや児童相談
所と連携を図る。 

関係機関との連携が必要な案
件があるため、情報共有を密
に行いながら適切な対応がで
きるようにしていく。職員間
では、情報共有し受け入れ時
の視診をしっかり行い、虐待
防止、早期発見に努めていく。 
私たち職員も不適切な保育を
行なっていないか、虐待に繋
がるような言動を無意識にし
ていないか、年度初めの職員
会議で園長より発信し全職員
で確認し合う。また、定期的
にチェックリストを行い虐待
防止に努めていく。 

 

 
⑭外部機関との連携 
■地域内の病児、病後児保育室との連
携を図る。 

■地域内の小児科、整形外科、眼科、
耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科等の医療
機関との連携を図る。特に保育実施
時間内に受診可能な医療機関を 1 つ
以上確保する。 

■地域内の小学校や学童クラブ等との
連携を図る。 

■地域内の認可外保育施設との連携を
図る。 

 
⑮法人内施設との連携 
■会計業務、給与計算支払業務、職員
採用業務、労務管理業務を本部事務
局に委託する。 

■法人内の他園との交流、連携を図る。 

 

国立市の入園児減少の対応として国
立北地域 4 園の今後の運営と体制に
ついて見直し対策を考えていく。ま
た、主任、看護師、栄養士等定期的
に連絡会を行い情報交換や情報共有
し、国立北地域 4 園の連携を図って
いく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑬ について当初の計画通り、全職
員が虐待防止・早期発見に努め適切
に運用できた。要支援家庭の児童を
受け入れているため、児童相談所や
子ども家庭支援センターなど関係
機関と園長が定期的に情報共有し、
的確に運用することができた。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑭ について当初の計画通り、毎月
実施した０歳児健診では、園医と園
児の健康面や感染症対策など情報
共有し連携をもつことができた。近
隣の小学校とは、園だよりと学校だ
よりを交換し合い連携を持つこと
ができた。 
新型コロナウイルス感染症の影響
により小学生との直接的な交流は
できなかったが、年長児は小学校の
体育館で開催された展覧会を観覧
できたり、卒園前には、学童保育所
に訪問し学童の先生と交流を持っ
たりすることができた。 
 
⑮ について当初の計画通り、各業
務について本部である総務部、保育
部と連携を取って進めることがで
きた。 
新型コロナウイルス感染症の影響

により国立北地域四園の園児との

交流を持つ機会はなかったが、国立

北地域四園の指導職や看護師、栄養

士等が、情報交換や情報共有をおこ

なうことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑬ 評価５ 
関係者会議には園長が参加し、
国立市子ども家庭支援センター
と立川児童相談所の連携を図
り、職員間でも情報共有し適切
な対応をおこなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑭ 評価５ 
園医と園長、看護師が情報共有
し、円滑に運営することができ
た。 
コロナ禍であったが、近隣の小
学校や学童保育所の協力があ
り、年長児は、小学校の訪問や
学童の先生との交流を通して、
就学への期待に繋がった。 
 
 
 
 
 
⑮ 評価 5 
総務部、保育部と連携を取りな

がらスムーズな運用ができた。 
また、国立北地域四園交流では、

園長はじめ各職員が連携を図る

ことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．保育内容および保育計画、指導計画 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①全体的な計画について 
■保育指針に基づき策定する。 
■保育理念、保育目標、保育方針の
実現を目指し策定する。 

 
②年間指導計画、月間指導計画は以
下の年次および預かり形態の別で
策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
③個別指導計画は月単位で以下の年
次および預かり形態の別で策定す
る。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
④週間指導計画、日々の指導計画は
以下の年次および預かり形態の別
で策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
□一時保育 
□病後児保育  
 
⑤園独自の保育関連計画を策定す
る。 

■園独自の取り組みとして、以下の
保育関連の計画を策定する。 

各行事の前後に計画と振り返
りを行い改善点など職員間で
共有し次につなげていく。 
月 1 回のリーダー会議やフロ
アー会議などで各年齢の発達
や育ち、保育内容について職
員間で共有する。 
国立北地域 4 園の日常的な交
流を図る。 
専任講師による体育指導を実
施する。 

 
⑥保育業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 

0 才児保育マニュアル 
1 才児保育マニュアル 
2 才児保育マニュアル 
幼児（3・4・5 才児）保育マ
ニュアル 
避難経路マニュアル 

① について当初の計画通り、職員 
全体で話し合い、理解を深め策定で 
きた。 
 
 
② について当初の計画通り、保育
業務システムを通して職員間で共有
し、指導計画の内容を理解しながら
保育を進めることができた。 
 
 
 
 
 
③ について当初の計画通り、各年
齢に合わせ発達を踏まえた計画が策
定できた。 
 
 
 
 
 
 
④ について当初の計画通り、主任、
副主任の指導の下、適切に策定でき
た。 
 
 
 
 
 
 
⑤ について当初の計画通り、各行
事の前後に計画と振り返りを行い改
善点など職員間で共有し次につなげ
ていくことができた。 
リーダー会議やフロアー会議を通し
て各年齢の発達や育ち、保育内容に
ついて職員間で共有することができ
た。新型コロナウイルス感染症の影
響により国立北地域 4 園の児童の日
常的な交流を持つことはできなかっ
た。専任講師による体育指導は感染
対策を行いながら予定通り実施でき
た。 
 
 
 
⑥ について当初の計画通り、毎月、
月末に各種マニュアルチェックを実
施し見直しを行い、各自、意識を高
めることができた。 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① 評価５ 
保育指針に基づき策定し、また保育 
理念、保育目標、保育方針の実現を 
目指し策定できた。 
 
② 評価５ 
職員一人一人がスムーズに保育業務
支援システムを活用できた。 
 
 
 
③ 評価５ 
各担任は、目の前の子どもの発達や
育ちを理解しながら保育を進めるこ
とができた。 
 
 
 
 
 
④ 評価５ 
各担任は指導職の助言を受けて的確
に策定できた。 
 
 
 
 
 
 
⑤ 評価５ 
コロナ禍の中で工夫しながら取り組
んだ行事について丁寧な振り返りが
できた。指導職、看護師、栄養士の
各担当者は、メールのやり取りや当
園の会議室を利用して、国立北地域 4
園と情報交換することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 評価５ 
各自がマニュアルチェックを通して
再確認することができ、職員間でも
共通理解を深めることができた。 
 
 
 
 
 



保健マニュアル 
アレルギーマニュアル 
安全管理マニュアル 

 
⑦園独自の保育内容を実施する。 
■定期的な体育指導を実施する。 
□定期的な音楽指導を実施する。 
■園独自の取り組みとして、以下の
保育内容を実施する 

人的環境、物的環境を整え、

子どもの自主性を引き出す保

育を実践し、子どもに相談す

る保育では、幼児組を中心に

子どもたちとのワークを大切

な時間と考え、積極的に行っ

ていく。 
保育所保育指針の資質・能力

の三つの柱をふまえて幼児期

の終わりまでに育ってほしい

姿について職員ワークを実施

し多職種で理解を深めてい

く。また、生活や遊びの中か

らたくさんの学びが幼児教育

の根底にあることを職員間で

共通理解し、各年齢の発達を

ふまえて子どもの最善の利益

を考慮する保育をおこなって

いく。 
 
⑧通常日の保育時程は以下のとおり
とする。 
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⑦ について、感染症対策を行いな
がら外部講師による体育指導は予定
通り実施できた。リトミックは 1 年
間休止となった。 
日々の保育は感染症対策を講じなが
らグループ毎に活動し工夫しながら
充実した保育を展開することができ
た。 
子どもの自主性を引き出す保育で
は、人的環境、物的環境の環境構成
について話し合いを重ね、職員間で
共通理解を深めた。 
幼児期の終わりまでに育ってほしい
10 の姿については、職員ワークをお
こない、保育所保育指針と照らし合
わせながら多職種で理解を深めた。 
後期保護者懇談会資料には、園長よ
り「幼児期の終わりまでに育ってほ
しい 10 の姿」について、また、「日々
の生活や遊びの中に、たくさんの学
びがあること」について事例をあげ
て保護者へ書面配布した。 
 
 
 
 
 
⑧ について当初の計画通り、発達
や成長を踏まえ、一人一人の保育時
間に合わせ、生活リズムを整えなが
ら、安定した園生活を送ることがで
きた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
⑦ 評価５ 
コロナ禍の中でも各年齢の発達に合
わせ、目の前の子どもは何を考え、
何を願っているのか、子どもの遊ん
でいる様子を観察し、じっくり遊び
込める環境について、職員全体で保
障することができた。 
保護者には園長から園だよりや保護
者懇談会資料を通して、子どもの自
主性を引き出す保育や幼児期の終わ
りまでに育ってほしい 10 の姿等に
ついて書面で発信することで保護者
の理解を得た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ 評価５ 
子ども一人一人の保育時間に合わ
せ、職員間で連携を取りながら、丁
寧に対応ができた。 
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⑨保護者との情報交換 
日々の情報や緊急ではない情報 
■全年齢において連絡帳を交換して
いる。 

□0 歳、1 歳、2 歳児のみ連絡帳を交
換している。 

■クラス全般の保育内容についてク
ラス掲示板に掲示している。 

■ホームページに掲示している。 
■月次で発行するクラスだよりや園
だよりに掲示している。 
普段の保育活動は 0歳児から

2 歳児は各保育室の前にドキ

ュメンテーション(写真)を掲

示し、3 歳児から 5 歳児は玄

関内にコーナーをつくり、ド

キュメンテーション(写真)や
ボードを掲示し、子どもたち

の様子を保護者と共有でき

るようにしている。 また、0
歳児から 2歳児の連絡帳はデ

ーター入力し、3 歳児から 5
歳児は連絡ノートを用意し、

情報を共有する。 
 
個別緊急時の情報 
□個別メール送信システムを活用し
ている。 

■電話を活用している。 
全体緊急時の情報 
■一斉メール送信システムを活用し
ている。 

■必要に応じてホームページに掲示
している。 

□電話を活用している。 
■園独自の取り組みとして、保護者
との情報交換において以下の事を
実践する。 

欠席や遅刻など普段の情報は
電話以外にメールで受付け
る。年間通して面談を受け入
れ園側からも随時、面談依頼
し園児の情報交換を円滑に行
う。毎月 1 日に緊急時の一斉
メールとしてテストメールを
実施する。また、保護者への
周知事項については随時、緊
急メールを発信する。 

 
⑩保育サービス推進事業について以
下の保育サービス推進事業を実施
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ について当初の計画通り、0～2
歳児の連絡帳のデータ入力は、スム
ーズに運用できた。また、新型コロ
ナウイルス感染症対策として全園児
対象に児童の検温や健康確認など連
絡帳を活用して保護者と園が連携を
もって健康管理することができた。 
各保育室の前だけでなく、玄関前に
全クラスの日々の保育の子どもたち
の様子をドキュメンテーションで掲
載し、保護者に子どもたちの生き生
きとした姿を観ていただき子どもた
ちが日々成長している姿を保護者と
職員が共有することができた。 
送迎時には、職員が保護者へ子ども
のエピソードを発信し園での姿を伝
えた。 
欠席や遅刻など普段の情報は、電話
以外にメールでの受付も保護者に定
着した。新型コロナウイルス感染症
関係の緊急メールでは、保護者、職
員共に迅速かつ的確な情報を周知す
ることができた。 
年間通して面談を受け入れ園側から
も配慮や支援が必要な児童について
保護者へ面談依頼し感染症対策を講
じながら園児の情報交換を円滑にお
こなうことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ について当初の計画通り、一時
預かり事業では、利用前の面接を随
時おこない、利用者のニーズに応え

 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 評価５ 
毎月 1 日に緊急時の一斉メールとし
てテストメールを実施し返信の有無
について毎回、チェックし返信のな
い保護者には丁寧に確認したため、
新型コロナウイルス感染症関係の緊
急メールでは、保護者、職員共にス
ムーズに周知することができた。 
日々の保育についてはホームページ
や園内のドキュメンテーションを通
じて保護者と園が子どもの育ちを共
有することができた。 
また、送迎時には職員が保護者へ子
どものエピソードを発信すること
で、保護者は、園での見えない子ど
もの姿を把握することができ、園へ
の信頼関係や安心感に繋がった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 評価５  
一時預かり事業を利用する保護者に
は、在園児の保護者同様に新型コロ



■産休明け保育 
□0 歳児の延長保育 
□2 時間以上延長保育 
□3 時間以上延長保育 
□病児・病後児保育 
□休日保育 
■4 時間未満一時預かり事業 
■4 時間以上一時預かり事業 
■しょうがい児保育(特児) 
■しょうがい児保育(その他) 
■アレルギー児対応 
□夜間保育 
■育児困難家庭への支援 
■外国人児童受入れ 
□年末年始保育 
■小中高生の育児体験受入れ 
■保育所体験 
□出産を迎える親の体験学習 
■保育拠点活動支援 
 
⑪法人内プロジェクトへの参加 
■主任会議に参加する。 
■給食担当者会議に参加する。 
■保健担当者会議に参加する。 
■法人内プロジェクトで決定した事 

項について園内において実施す
る。 

た。また、一時預かりの子どもと在
園児が園庭で一緒に遊び、在園児と
の交流をもつことができた。 
加配児童の対応は職員会議や昼礼で 
加配児童の様子を確認し合い、クラ
スだけでなく園全体で関わることが
できた。また、アレルギー児の対応
では、毎日の昼礼でアレルギー児の
食事とおやつの献立を確認し、職員
周知を徹底し、誤食を防ぐことがで
きた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ について当初の計画通り、担当
者がそれぞれの会議に参加し、法人
統一の情報を共有することができ
た。また、各担当者は、各会議に参
加した内容について職員会議等で報
告した。 
 

ナウイルス感染症対策について情報
共有し、協力を得た。 
加配児童やアレルギー児対応につい
て園全体で取り組むことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ 評価５ 
各担当者が、各会議の報告を的確に
おこなったことで自園の職員と共通
理解を深めることができた。 
 
 
 
 

 

４．給食・食育 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①給食業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■給食担当者の日々の健康管理をおこ
なう。 

■保育実施日は原則として給食を実施
する。 

■給食内容は完全給食とする。 
■離乳食を実施する。 
■アレルギー食を実施する。 
■延長保育に応じた給食を実施する。 
■献立は法人共通献立を使用する。 
■食材の調達は法人共通仕入れ先から
調達する。 

■調理方法について、手順書や調理マ
ニュアル、衛生管理マニュアルに従
っておこなう。 

■調理方法について、他園の担当者間
で情報交換をおこなう。 

■児童の喫食状況に応じて、調理方法
を工夫する。 

■保育職担当者や看護職担当者との意
見交換をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、給食業務
において以下の事を実践する。 

・調理担当・離乳食担当・ア
レルギー担当に責任者を設け
る。 
・アレルギーチェック表作成 

① について当初の計画通り、調理
員一同日々の健康管理を行い、法人
統一の調理マニュアル・衛生管理マ
ニュアルに従い、誤食事故なく給食
提供をおこなうことができた。 
また、昼礼時には午後のおやつと翌

日の昼食メニューの確認をおこな

い、メニューによっては、よく噛ん

で食べるよう、栄養士からの発信を

受けて、職員全体で共有し事故防止

に努めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① 評価５ 
新型コロナ感染症の影響により、給
食監査が１回のみの実施となった
が、全職員一丸となり安心、安全な
給食の提供をおこなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・離乳食会議（保護者、保育
士、調理間の情報の共有） 

 
②給食業務実施にあたり、以下の手順
書やマニュアルを用いておこなう。 

・保育園給食の衛生管理 
・国立保育会アレルギー対応

マニュアル 
・離乳食のすすめ 
・１日の流れ・早番・遅番・
土曜勤務のマニュアル 

・調理室入室マニュアル 
・下処理マニュアル 
・戸締りチェックマニュアル 
・清掃マニュアル 
・災害時・防犯対応マニュア   
 ル 
・役割分担マニュアル 
 （献立担当・離乳食担当・ 

アレルギー担当） 
 
③食育業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■年間食育計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、食育業務
において以下の事を実践する。 

 
 

・食事における子どものチェ 
ックポイント 

・食材に触れる食育活動 
（野菜の下処理や皮むき） 
・食具の持ち方・置き方 
・おやつ作り 
・野菜の栽培 
・三色食品群の話 

 
 
 
② について当初の計画通り、マニ

ュアルの見直しを行い、常に情報共

有し実施することで、職員間のスキ

ルアップに繋げることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ について新型コロナウイルス

感染症の影響により、バイキング形

式の給食は実施できなかったが、食

具の持ち方・置き方について等の食

育業務をクラス毎におこない、保育

士や子どもたちからの提案を取り

入れ、各年齢に合った食育活動を定

期的におこなうことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
② 評価５ 
マニュアルを用いて新入職員の指
導を行い、業務の習得ができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 評価５ 
新型コロナウイルス感染症対策を

おこなった上で、子どもたちの成長

や発達に見合った取り組みをおこ

なった。 

 

５．保健 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①保健業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■年間保健計画を策定する。 
■在園児の成長を記録する。 
■在園児の健康管理をおこなう。 
 身長、体重測定 
 視力測定、歯科検診、頭しらみ検査 
 尿検査 等 
■在園児に保健指導をおこなう。 
 手洗い、うがい練習 
 歯みがき練習 等 
■在園児のケガや急な疾病に対応する
ため、以下のマニュアルを整備し、
運用する。 

・国立保育会食物アレルギー
対応マニュアル 

① について当初の計画通り、在園 
児の突発的な体調の変化には迅速
かつ適切な対応をおこなうことが
できた。また、受診の付き添いやお
迎えの依頼を行い、保護者が安心で
きるよう情報・状況の共有をおこな
った。 
年間を通して新型コロナウイルス
感染症予防対策として園内の消毒
や職員の常時マスク着用、検温等の
健康管理をはじめ、園児への手洗
い、うがいの励行や体調管理を行
い、全職員が危機管理をもって対応
し、園児の保護者及び一時保育利用
の保護者へ情報提供し協力を得た。
また、自治体及び法人からの発信は

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① 評価５ 
クラスと協力し合い、保健業務を実
施することができた。新型コロナウ
イルス感染症の影響により、歯磨き
の練習はおこなえなかったが、国立
市歯科医師会から、歯科衛生士が来
訪しクラス毎に話をして、歯みがき
の大切さを教えていただき、歯みが
き練習の代替となった。 
4 歳児クラス児童 1 名の新型コロナ
ウイルス陽性を受けてクラス休園
となった、4 歳児クラスを中心に、
全職員で園内の消毒の徹底と換気



・保健業務マニュアル 
・保育園看護師の業務 
・乳児保育保健マニュアル 
・感染症対策マニュアル 

 
■保護者からの在園児の成長、発達、
健康に関する相談を受け、適宜助言
をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、保健業務
において以下の事を実践する。 

・傷口の処置として患部を水
道水にて洗ったのちワセリ
ンを使用し保護する。 

・AED の使用方法や緊急時の
対応について、研修を行う
際に外部講師を招き、より
実践的な知識を得る。 

 
②園内事故防止に取り組む。 
■SIDS 予防を図る。 
■園全体のヒヤリハットを管理する。 
■園独自の取り組みとして、園内事故
防止において以下の事を実践する。 
・定期的な園舎内外の見回り。 
・園庭遊具の点検（全職員に
て当番制を用いる） 
・事故発生時を想定した対処
法の研修 

・感染症予防研修 
・AED 園内研修 
・法人内外の関連研修に参加

し、職員と情報を共有する。 
・安全管理票をもとに園内の
安全管理をおこなう。 

・0 歳児室にベビーセンサー
(乳幼児体動モニター)を導
入し SIDS のチェックを徹
底する。 

 
③職員の健康管理 
■保健担当者が衛生推進者として職員
の健康管理をおこなう。 
・全職員対象にメンタルヘルスチ

ェックを実施し、施設長は検査

結果を集団的に分析し職場環境

の改善に努める。 
・健康診断の結果、および、メン

タルヘルスチェックの結果をも

とに、園長や看護師は職員との

健康相談の時間を設ける。 
・職員の休憩時間を確保する。 

 
■年度内１回、健康診断を実施する。  
■職員検便を実施する。 
■特定職員のノロウィルス検査を実施
する。 

 

更新ごとに園長より昼礼で随時、報
告し職員周知を図り、全職員一丸と
なって感染拡大防止に努めた。 
クラス休園は 4歳児クラスが 2日間
あったが 1日祝日のため実質 1日の
みのクラス休園であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② について当初の計画通り、在園 
児の突発的な体調の変化には迅速
かつ適切な対応をおこなうことが
できた。また、クラスより上がった
ヒヤリハット報告、事故報告書を活
用し、園内の安全管理について、管
理職、指導職、看護師を中心に職員
と共通認識と理解を得た。新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、園
内研修の回数が通常よりも減って
しまったが、職員の意識を高められ
るよう、声かけをおこなった。 
 
 
 
 
 
 
③ についてストレスチェックは 
実施しなかったが、職員の健康診断
の結果をもとに、職員から相談を受
けた際には、園長もしくは看護師に
てアドバイスを受けるよう促した。
0 歳児クラスの担当者、看護師、調
理室の職員はノロウィルス検査を
行い、安全かつスムーズに業務が遂
行できるよう対応をおこなった。 
休憩室の確保と、コロナ禍において
の、食事摂取方法について、子ども
から離れて昼食を取る方法につい
て、改めて園長、指導職より周知を
した。そのことが、休憩確保へと繋
がっている。非常勤職員と栄養士等
調理室の常勤職員は 1 時間の休憩
確保が年間通して実施できた。常勤
保育士は、子どもから離れて休憩を
取得する意識が昨年度よりも浸透
し、昨年度よりも 1 時間の休憩確保
が改善できてきた。 

を行い、感染が広がらないよう感染
対策に努めた。 
令和４年度に対しては、改めて感染
症対策に取り組む項目を追加し、し
ばらく続くコロナ禍での保育を、安
全で、安心できるよう計画的に行え
るようにする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 評価５ 
職員、クラスと情報共有をしなが
ら、園内事故防止に取り組むことが
できた。来年度も引き続き、子ども
たち、職員が安全に過ごせるように
対応していきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 評価４ 
日頃から、園長や看護師が職員の体
調について相談に応じ、職員の健康
管理を適切におこなうことができ
た。 
業務を見直し、職員間で工夫しなが
ら休憩時間を確保できるようにな
ってきたが、今後も職員が意識して
休憩確保していく。 

 



令和 3 年度国立ひまわり保育園一時預かり事業 

事業報告書 
[事業の目的] 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、国立市の補助事業として、主に月曜日か

ら金曜日の昼間において一時的に預かり、必要な保護を行う。 
 

[施設事業の運営] 

入所児童定員数  10名 
 

 

 

 

 

 

１１．．  開園日      月曜日から金曜日 但し祝日と 12/29～1/3は休園 

 

 

 

 

 

２２．．  保育時間     午前 8時 30分～午後 5時 00分（最長 8時間 30分） 

 

 

 

３３．．  受け入れ年齢   満 1歳以上の未就学児 

 

 

４４．．  料金 

国立市民    0歳児   4時間以内 午前 2,440円  1日 4,540円 

         1歳児   4時間以内 午前 1,940円  1日 3,540円 

         2歳児以上 4時間以内 午前 1,440円  1日 2,540円 

＊おやつ・食事代 340円を含む 

 

国立市外    0歳児   4時間以内 午前 4,600円  1日 8,860円 

         1歳児   4時間以内 午前 4,100円  1日 7,860円 

         2歳児以上 4時間以内 午前 3,600円  1日 6,860円 

＊おやつ・食事代 340円を含む 

 

 

 

・予定通り受け入れを実施した。保育日数については以下の通り。 
 4月21日間、  5月18日間、  6月22日間、  7月20日間、  8月21日間、  

9月20日間、 10月21日間、 11月20日間、 12月20日間、   
1月19日間,   2月18日間、  3月22日間、          合計242日間 

児童の定数を10名とし、国立市内、市外の児童の受け入れを以下の通りに実施した。 
<令和3年4月～令和4年3月の利用数> 
・国立市内１日利用    計 710名     ・市外１日利用    計 4名 
・国立市内半日利用    計 302名     ・市外半日利用    計 9名 

・予定通り保育を実施した。 

・予定通り満１歳以上の未就学児童の受け入れ、保育を実施した。 

・予定通りの上記の料金にて保育を実施した。 



 

５５．．  職員 

専任常勤保育士 1名(有資格者)、専任非常勤保育士 1名(有資格者)、および通常保育との兼

任職員が、最低基準第 33条第 2項に基づき、受け入れ人数に応じて対応する。 

 

 

 

 

 

６６．．  虐待などへの対応 

専任保育士は常時、保護者との信頼関係を保つよう努力する。これにより保護者は小さなこ

とでも保育士に相談し、虐待予防につながると同時に虐待の疑いがある場合も話し合いの場が

作れることがある。虐待の疑いのある子どもの早期発見に努め、子どもやその家庭などに対す

る適切な対応を行う。虐待の疑いのある子どもを発見し場合は、一時預かり事業担当の職員の

みならず、園全体で情報を共有すると共に、必要に応じ、関係機関（国立市こども家庭支援セ

ンター、立川児童相談所、多摩立川保健所等）との連携をとり対応する。 

 

 

 

 

７７．．  食事・栄養管理 

      乳幼児期の食事は、その生命を保持し発育を保証する栄養源であるばかりでなく、その人間

の一生の食生活のあり方にも大きな影響を与えるため、栄養管理を充実させる。衛生管理につ

いては多摩立川保健所の指導に基づき徹底を図る。また、新鮮で安全な食材を基本とした食事

を提供するとともに、アレルギー食についても極力対応する。 

 

 

 

 

８８．．  安全管理対策 

担当保育士は、乳幼児の生命を危険から守ることを第一の目的とする。そのため、玄関の施

錠状況などを保護者に知らせ、理解を求める。保育室内においては、転倒の可能性のある什器

備品等については、転倒防止措置を講ずる。また、併設園(国立ひまわり保育園)のスケジュー

ルに準じて、防災訓練、防犯訓練等も実施する。なお、一時避難場所は併設園同様、国立市立

国立第四小学校とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・専任常勤保育士 1 名、専任非常勤保育士 1 名が対応した。専任保育士が不在の場合、

または受け入れ人数に応じて、通常保育との兼任保育士で対応した。 

・虐待に対する体制は整えているが、該当事例は無かった。 

・アレルギー児に対しては、個々に応じたアレルギー食の提供を実施した。 

・玄関の施錠状況について保護者へ知らせ、対応した。 
・保育室内での転倒防止措置を講じ、チェックリストにて毎月保育室の安全点検を実施した。 
・防災訓練、防犯訓練等は併設園のスケジュールに準じて実施した。 
・保護者用自動車専用駐車場を保護者へ知らせ、送迎時の安全を図った。 
・年間通して新型コロナウイルス感染症予防対策として園内の消毒や職員の常時マスク着

用、職員の検温等の健康管理、児童への手洗い、うがいの徹底や体調管理を行い、一時保

育利用の保護者へ情報提供し、協力を得た。 
 



 

９９．．  職員研修 

      一時預かり事業に携わる可能性のある保育士には、必要な能力を身につけさせるための研修

を実施する。 

 

 

 

 

  

１１００．．  保護者との連携 

      連絡ノートを用い、保育時間中の様子等を保護者に知らせるとともに、一時預かり事業であ

っても、こどもを中心にした保護者とのコミュニケーションが積極的に図れるよう努める。 

 

 

 

 

１１１１．．  要望・苦情・トラブル対応 

      併設園と同様に対応する。苦情受付担当者は主任、苦情解決責任者は園長、苦情解決第三者

委員を設置する。 

 

 

 

１１２２．．  個人情報保護 

個人情報保護法および当法人の個人情報管理規程に基づき取り扱う。 

 

 

 

 

１１３３．．  第三者評価 

      第三者評価を受審した結果を分析し、保育の質の向上に努める。 

 

 

 

 

[施設事業管理] 

１１４４．．  事務関係 

現金出納事務については、法人の経理規程に基づき出納職員がおこなう。会計事務、管理事

務については、日常最低限の業務以外は法人本部事務局に移管する。 

 

 

 

 

 

・法人主催の園内研修とキャリアアップ研修に専任常勤保育士が参加した。 
また、園長による「『思いやり行動』の 3 つの実践領域について」の園内研修では、専任常

勤保育士、専任非常勤保育士が参加し、自己研鑽に努めた。 

・一時預かり事業についての苦情は無かった。 

・予定通り実施した。また、連絡ノートのみでなく登降園時に児童の様子を伝え、コミュニ

ケーションが図れるよう努めた。 
 

・個人情報管理規定通り実施した。 

・併設園が第三者評価の利用者アンケートを実施したが、一時預かり事業についての指摘

事項はなかった。 

・現金出納事務については、法人の規定通りに実施した。 



 

１１５５．．  設備・備品関係 

園児の処遇で安全上・保育上必要と認められる設備・備品は予算と合わせて検討し、設置ま

たは購入する。 

 

 

 

 

 

１１６６．．  財政運営 

財政運営は予算に基づき、効率的かつ健全な運営に努める。 

 

 

 

 

併設園(国立ひまわり保育園)の一時預かり事業は、令和 4年 3月 31日を以って終了となり、 

令和 4年度 4月 1日より一時預かり事業は、国立保育園へ移設する。 

以上 

・財政運営は予算に基づき効率的かつ健全な運営に努めた。 

・玩具や遊具、備品等を購入し設備環境を整えた。 



令和 3 年度 事業計画 ・事業実績評価報告 
 

１．施設の概要と職員体制 

施設名 西国分寺保育園 施設住所 国分寺市西恋ヶ窪 2-18-1 

開設年月日 平成 20年４月１日 運営形態 
□公設民営認可・■民設民営認可・□小規模保育

所 
土地建物所有権 □土地 ■建物 土地建物賃借料 土地 1,302,000 円/年 建物     円/年 
敷地面積 1281.50 ㎡ 建物延床面積 940.23 ㎡ 

開園日 

月から土曜日とする。但し祝日および国民

の休日と 12 月 29 日から 1 月 3 日は休園

とする。 
開園時間 

午前[ 7]時から午後[ 8]時とする。但し

午前[  ]時から[  ]時までと午後[ 6]時
から[ 8]時までは延長保育時間とし、詳

細は別に定める。 
保育料 所在自治体の定めにより収納する。 

定員数、

入所数、

面積 

年次 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 
内しょ
うがい

児 
内アレ
ルギー

児 

内アナ
フィラ
キシー

児 
 一時 病後児 

定員 9 20 24 24 24 24 125      4 

入所 9 20 24 24 24 23 124 4 7 0    

保育室面積(㎡)  45.79 67.87 51.04 42.18 52.30 51.48 310.66      26.40 

担
当
職
務
と
職
員
名 

施 設 長 大石 雅一 
■会計責任者 ■防火管理者 ■予算管理者 ■固定資産管理者 ■苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副施設長  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副施設長  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

主任保育士 中山 美香 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士 髙木 てるみ 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士 佐藤 由衣 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

看護職責任者 久保田 和美 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 ■衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

給食職責任者 
(副主任栄養士) 

小町 真里 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 ■食品衛生推進者 ■食品発注担当者 

嘱託医（園医） 久保嶋 慎二 住所 国分寺市泉町 2-9-3 ﾊｰﾄﾌﾙﾋﾞﾙ西晴 3Ｆ  電話 042-300-1801 

職
員
数 

 正規 正規短時間 嘱託 フル非常勤 パート非常勤 
保育職 18 2  1 16 

看護職 2     

給食職 3 1   1 

用務職     2 

事務職 1    1 

苦情解決第三者委員 髙浪 辰男 吉村 ひろ美   

今年度変更事項 

・千葉副園長が異動となり、園長、主任、副主任 2 名、調理指導職 1 名でスタートする。 

・異動職員 2 名を迎える、また、新体制の人数にてスタート。 

・前年度と同様に一時保育事業を休止とする。 
 

  

 

 



２．保育園運営に当たっての基本的な方針や目標 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①「かけがえのない命をはぐくむ場」と
いう保育理念について 

■児童、保護者、職員、地域の方々に保
育理念の理解が進むよう取り組む。 

■保育園の全ての業務は保育理念から
展開されていることを踏まえ、各種
手順書、各種マニュアル、各種計画等
は保育理念に基づき策定するよう取
り組む。 

■園独自の保育理念に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 

保育活動や各種行事の振り返
りを行い保育理念に基づいて
いるか職員間で共有する。 

 
②保育目標は全園共通で以下と定めて
いる。 
1.心身ともに健康な子ども 
(健康) 
2.誰とでも仲良くできる子ども 
(人間関係、人権) 
3.自分で考え行動できる子ども 
(自主性) 

■児童、保護者、職員、地域の方々に保
育目標に基づく保育をおこなってい
ることの理解が進むよう取り組む。 

■保育内容の全ては保育目標から展開
されていることを踏まえ、全体的な計
画、各種指導計画等は保育目標に基づ
き策定する。 
■園独自の保育目標に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 

保育改革 3 年計画における 3
年目を終え、自分たちの保育
を改めて見直す時間が必要で
あると考えます。 
行動目標の内容に沿って取り
組んでいくことは例年同様行
っていくこととして、外部講
師井上さく子先生にも引き続
き来訪していただいた際には
助言をいただき、子どもの自
主性を引き出す保育が展開で
きるよう職員間で共有する。 

 
③年間の園内会議日程は以下のとおり
とする。 
月 日 時 会議名 
4 1 13:30 職員会議 
4 23 13:30 職員会議 
5 25 13:30 職員会議 
6 24 13:30 職員会議 
7 27 13:30 職員会議 
8 24 13:30 職員会議 
9 28 13:30 職員会議 
10 26 13:30 職員会議 
11 25 13:30 職員会議 

① について、園だよりやホーム
ページにて保育理念につい
て保護者に発信し理解して
頂く場を設け、職員には
日々の保育活動や行事、職
員会議等で理解を深め共有
した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
② について、日々の保育の中で

指示語、命令語、禁止語、否
定語を使わない保育を展開
し、子どもに相談する保育、
子どもの自主性を尊重した
保育を実践することができ
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ について、業務改善や職員の

出席率を考え、時間を引き
続き 13:30～とし、クラス対
応以外の職員の参加ができ
ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① 評価 5 
実績を振り返り、職員や保護者へ
の発信ができていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 評価 5 
職員の意識は常に、実績に基づく

行動が見られていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 評価 5 
忙しい中で、比較的職員の参加は

できており、各クラスからの報告

や相談について発言できていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 22 13:30 職員会議 
1 25 13:30 職員会議 
2 18 13:30 職員会議 
3 24 13:30 職員会議 
※ケース会議等は随時実施 

 
④年間の園内行事日程は以下のとおり
とする。 

月 日 時 行事名 
4 1 10 入園式 
4 17 13 全体保護者会 
5 12  4・5 月生まれ 

誕生会 
5 20  春の遠足 

（4・5 才） 
7 1 10 プール開き 
7 7  6・7 月生まれ 

誕生会 
9 3 16 全園児引き渡し

訓練 
9 8  8・9 月生まれ 

誕生会 
10 9 9 運動会 
10 21  秋の遠足 

（4・5 才児） 
10 22  秋の遠足 

（3 才児） 
11 10  10・11 月生まれ 

誕生会 
11 19  勤労感謝の集い 
12 4 9 発表会 
12 23  クリスマス会 
12 24 10 もちつき 
1 12  12・1 月生まれ 

誕生会 
2 3  節分・豆まき 
2 2～4 クラス懇談会 
2 24 11 年長ﾃ-ﾌﾞﾙﾏﾅｰ 
3 2  2・3 月生まれ 

誕生会 
3 3  ひなまつり会 
3 7  卒園遠足 
3 17 10 お別れ会 
3 19 13 卒園式 
※毎月 1 回 
 避難訓練(火災・地震)消火訓練 
 身体測定 0 歳児健診 
※不審者侵入避難訓練 年 2 回 
※専任講師による指導行事 
 幼 児 ﾘ ﾄ ﾐ ｯ ｸ (5 月～2 月計 18 回)  

コロナウイルス終息次第再開 
 幼児体育指導(週 1 回) 

 
⑤年間の園内研修としての取組（法人
研修を除く）等は以下のとおりとす
る。  
月 日 参加者 研修名 
4 23 職員全般 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ① 
5 25 職員全般 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ② 
6 24 職員全般 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ③ 

 
 
 
 
 
 
④ について、予定していた行事

は新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から、保護
者参加行事を中止にするな
ど、入場制限をかけ感染予
防を徹底して対応した。各
行事の際には保護者からは
感謝のお言葉をいただけ
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
⑤ について 
「子どもの自主性を引き出す保

育」を実践するため、職員会議

後に毎回、テーマを決めて職員

グループワークを実施し職員間

で意見を出し合い、グループ毎

 
 
 
 
 
 
④ 評価 5 
コロナ対策をしながら概ね開催

することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 評価 5 
職員会議同様、きちんと職員の参

加があり、職員同士のディスカッ

ションができていて、スキルアッ

プに繋げることができた。 
 
 



7 27 職員全般 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ④ 
8 24 職員全般 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ⑤ 
9 28 職員全般 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ⑥ 
10 26 職員全般 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ⑦ 
11 25 職員全般 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ⑧ 
12 22 職員全般 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ⑨ 
1 25 職員全般 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ⑩ 
2 18 職員全般 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ⑪ 
3 24 職員全般 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ⑫ 
年２回 職員全般 応急処置法研修 

年２回 職員全般 嘔吐処理研修 
 
⑥安全管理対策 
不審者対策 
■園舎内における不審者対応マニュア
ルを整備、運用する。 

■園舎内への不審者侵入防止措置を講
ずる。 

■園内においてすべての児童、職員を
対象とした不審者対策訓練を定期的
に実施する。 

災害対策 
■園舎内において災害時対応マニュア
ル、防災マニュアルを整備、運用す
る。 

■園内において、すべての児童、職員を
対象とした避難訓練、消火訓練をお
こなう。 

■地域において、児童、職員を対象とし
た訓練を実施する。 

■発災時を想定し、児童、職員が最低 3
日間園舎内に滞在できるような飲料
水、食料、資材等を準備する。 

■園独自の安全管理対策に関する取り
組みとして、以下の事を実践する。 

各クラスの担当者は園児と共
に一時避難場所である国分寺
第九小学校へ行き避難経路の
確認をする。 
毎月、園内の安全点検をおこ
ない職員間で共有し事故防止
に努めていく。  
3 歳、4 歳、5 歳児童は職員と
一緒に園内の安全点検をし、
児童自らの安全意識を高めて
いく。 

□指定月に１回、衛生委員会を開催し、
園内の安全管理について確認する。 

 
⑦個人情報管理 
■個人情報保護マニュアルを整備、運
用する。 

■プライバシーポリシーを公表する。 
■個情報保護について定期的に職員研
修をおこなう。 

■園独自の個人情報管理に関する取り
組みとして、以下の事を実践する。 

新入園児面接で個人情報の取
り扱いについて説明し年度当
初、保護者から書面で個人情
報の承諾の有無を受ける。 

に発表し職員間で共有し共通理

解を深め、一人一人のスキルア

ップに繋げた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ について 
月に１回災害対策として、地震
や火事を想定した避難訓練を行
い、子ども達や職員と共に災害
対策について意識付けを計り、
計画通りに実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ について園児及び保護者の個

人情報の管理については、取
り扱いについて職員への周知
徹底に努めた。個人情報が含
まれるデータ等、メールの
やり取りの際には全てパス
ワード付きにて送信した。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 評価 4 
コロナ対策を行いながら、訓練自
体は予定通り実施できたが、清掃
中に落下してしまった熱探知機
の誤作動により、消防隊が出動し
てしまったことがあった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ 評価 5 
個人情報が漏洩されることのな

いよう、実績通り行った。 
 
 
 
 
 
 
 



年度当初の全体保護者会にて
園長より個人情報の取り扱い
について保護者へ説明する。 
職員の取り組みは、個人情報
マニュアルを定期的に確認し
取り扱いについて職員間で共
有し危機管理を高めていく。 

 
⑧ハラスメント防止措置 
■セクシャルハラスメント、パワーハ
ラスメント防止マニュアルを整備、
運用する。 

■セクシャルハラスメント、パワーハ
ラスメント防止のために定期的に職
員研修をおこなう。 

■園独自のハラスメント防止措置に関
する取り組みとして、以下の事を実
践する。 

ハラスメント防止マニュアル
を活用する。定期的にマニュ
アルチェックを実施し職員の
意識を高める。職員会議で園
長より働きやすい環境につい
て発信し職員間の共通理解を
深めていく。 

 
⑨職員育成 
■職員の個人目標管理制度を活用す
る。 

■職員の自己申告制度を活用する。 
■職種別習熟度指標を活用する。 
■個別参加研修計画を策定し、積極的
に参加させる。 

■法人主催研修（交換研修含む）に職員
を積極的に参加させる。 

■園独自の職員能力向上策に関する取
り組みとして、以下の事を実践する。 

施設長は各職員の研修の必要
性等を踏まえ体系的・計画的
な研修機会を確保する。 
各職員は自己評価に基づく課
題等を踏まえ、園内外の研修
に計画的に参加する。処遇改
善Ⅱに伴い保育士等キャリア
アップ研修に参加し、専門性
を高め、必要な知識及び技能
を習得し一人一人のスキルア
ップに繋げていく。 
園外研修に参加した職員は研
修内容について園内研修をお
こない職員間で共有する。 
メンター制度を導入し新入職
員のサポートを実施する。 
定期的に日常業務の見直しを
おこない、徹底した業務削減
をおこなっていく。 

 
⑩施設保全・什器備品整備 
■施設点検マニュアルを整備、運用す
る。 

■業務開始前および業務終了後の園舎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ について、職員会議で園長よ

り、働きやすい環境について
職員へ発信。また職員側の困
りごと等を聞き、共通理解を
深めていくことができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ について、保育士や調理員等

キャリアアップ研修に参加し

個々のスキルアップに繋げ、

研修内容については研修に参

加した職員が講師になり職員

に発信し園内研修を実施し職

員間で共通理解を深めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ について、施設保全に関して、

毎年行ってる整備や保守点検

等予定通り行った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ 評価 5 
個人面談を随時行い、職員の考え

を聞くなど行い、ハラスメントも

特に無し。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 評価 5 
研修後の報告書を確認、職員がし

っかりと内容を理解できていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 評価 5 
特に問題なく整備や保守点検も

例年通り行った。 
 



内の安全確認チェックを実施する。 
■施設保全に関して、以下の補修、修
繕、交換を実施する。 

時期 内容 概算金額 
4.10 月 消防設備点検 84,000 
4 月 厨房内廃棄系統清

掃一式 
165,000 

4.6.8.10. 
12.2 月 

グリストラップ清掃  180,000 

5 月 自家用電気工作物

年次精密点検 
54,000 

5 月 ｴ ｱ ｺ ﾝ 
ｵ ｰ ﾊ ﾞ ｰ ﾎ ｰ ﾙ11 基 

265,000 

5 月 トイレ床清掃一式 20,000 
5 月 園庭樹木剪定 63,000 
5 . 7 . 9 . 
1 1 .1 .3 月  

自家用電気工作物

巡視点検 
155,400 

6 月 建設設備定期検査 63,920 
■什器備品類に関して、以下の補修、修
修繕、交換、リース契約更新、新規購
入を実施する。 
時期 内容 概算金額 
4 月 調理室食器交換 172,000 
4 月 パソコン故障、交換 200,000 

4 月 i-pad 交換数台 200,000 

12 月 緊急地震速報機保守費用 64.800 

3 月 節水装置定期メンテナンス  32,400 
3 月 年長児卒園文集 300,000 
3 月 布団廃棄 150,000 
毎月 保育業務ｼｽﾃﾑ利用料 21,600 

年間 布団乾燥 500,000 
 
⑪利用者意向把握 
■外部評価機関による福祉サービス第
三者評価を実施する。 

■評価機関による利用者アンケートを
実施する。 

■利用者が園に対し容易に意見要望を
申し出る環境を整える。 

■園独自の利用者意向把握の方法とし
て、以下の事を実践する。 

玄関にはご意見ボックスの設
置、運動会や発表会後は保護
者へアンケートを実施し保護
者の意見を聞く機会を設け
る。 

 
⑫苦情解決制度 
■苦情解決対応マニュアルを整備、運
用する。 

■利用者から苦情を受けないような取
り組みを実施する。 

■地域から苦情を受けないような取り
組みを実施する。 

■園独自の苦情解決制度に関する取り
組みとして、以下の事を実践する。 

新入園児面接時や年度当初の
園便りで保護者へ苦情解決制
度や第三者委員について説明
し入園式、4 月保護者懇談会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ について、前年度に第三者評

価の実地検査を行ったので、
今年度はアンケートのみによ
る利用者調査を予定通り行っ
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫ について、運動会前には、近隣

へ運動会の取り組みを理解し

て頂けるよう文書と共に近隣

挨拶を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ 評価 5 
第三者評価、アンケートのみを実
施し、以降把握に努めた。産休、
育休職員が 6 人いたなかで、利用
者満足度が下がる予想があった
ものの、前年度の満足度を上回る
ことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫ 評価 5 
大きな苦情や事故はなく、保護者

会についてはコロナの為、書面開

催とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

では保護者へ第三者委員を紹
介する。運動会前には、近隣へ
運動会の取り組みを理解して
頂けるよう文書と共に近隣挨
拶に回る。 

 
⑬虐待防止・早期発見 
■虐待防止・早期発見および対応マニ
ュアルを整備し、運用する。 

■子ども家庭支援センターや児童相談
所と連携を図る。 

 
⑭外部機関との連携 
■地域内の病児、病後児保育室との連
携を図る。 

■地域内の小児科、整形外科、眼科、耳
鼻咽喉科、皮膚科、歯科等の医療機関
との連携を図る。特に保育実施時間
内に受診可能な医療機関を 1 つ以上
確保する。 

■地域内の小学校や学童クラブ等との
連携を図る。 

■地域内の認可外保育施設との連携を
図る。 

 
⑮法人内施設との連携 
■会計業務、給与計算支払業務、職員採
用業務、労務管理業務を本部事務局
に委託する。 

■法人内の他園との交流、連携を図る。 
当園の年長児と北保育園の年長児が
毎年恒例のドッジボール大会を行い
他園の児童との交流を深める。 

 

 
 
 
 
 
 
⑬ について、虐待防止・早期発見

に努めた。今年度は虐待等と

なる事案は無し。 
 
 
 
⑭ について、コロナ禍において、

直接会議の場に集まるという
ことはほとんどなかったが、
病後児保育連絡会など、行政
や他園との情報共有をメール
やデータで情報の共有がで
き、国分寺市内の保育園との
交流を深めることができた。 

 
 
 
 
 
⑮ について、北保育園との交流で

毎年ドッジボール大会が予定
されていたが、コロナウイルス
の影響で中止。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
⑬ 評価 5 
特に問題無し。 
 
 
 
 
⑭ 評価 5 
コロナ禍での対応を随時国分寺

市と連携し行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑮ 評価 無 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．保育内容および保育計画、指導計画 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①全体的な計画について 
■保育指針に基づき策定する。 
■保育理念、保育目標、保育方針の実
現を目指し策定する。 

 
②年間指導計画、月間指導計画は以
下の年次および預かり形態の別で
策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
■アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
③個別指導計画は月単位で以下の年
次および預かり形態の別で策定す
る。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
■アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
④週間指導計画、日々の指導計画は
以下の年次および預かり形態の別
で策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
□一時保育 
□病後児保育 
 
⑤園独自の保育関連計画を策定す
る。 

■園独自の取り組みとして、以下の
保育関連の計画を策定する。 

各行事の前後に計画と振り返
りを行い改善点など職員間で
共有し次につなげていく。 
月に 1 回、カリキュラム会議
をおこない各年齢の保育内容
について職員間で共有する。 
また、就学に向けて「就学前プ
ログラム」を明確化し 5 歳児
の保育カリキュラムに反映し
ていく。  

 
⑥保育業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 

0 才児保育マニュアル 
1 才児保育マニュアル 
2 才児保育マニュアル 
幼児（3・4・5 才児）保育マニ
ュアル 
避難経路マニュアル 
保健マニュアル 
アレルギーマニュアル 

① について、計画通り実施した。 
 
 
 
 
 
② について、保育業務システム

を通して主任保育士が中心
となり、職員間で各年次の指
導案について共有すること
ができた。 

 
 
 
③ について、指導計画等、指導職

管理のもと計画通り実施する
ことができた。 

 
 
 
 
 
④ について、コロナ禍である為、

利用者がかなり減ったものの、
指導計画等、指導職管理のも
と計画通り実施することがで
きた。 

 
 
 
 
⑤ について、月に 1 回、カリキュ

ラム会議をおこない各年齢の
保育内容について職員間で共
有することができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ について、 
毎月月末に各種マニュアルチェッ

クを実施し、見直しをすることが

できた。 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① 評価 5 
問題なく実施。 
 
② 評価 5 
問題なく実施。 
 
 
 
 
 
 
③ 評価 5 
問題なく実施。 
 
 
 
 
 
 
④ 評価 4 
上気道炎の子ども以外を受け入
れ、実施したものの。 
 
 
 
 
 
 
⑤ 評価 5 
主任、指導職を軸に実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 評価 5 
問題なく実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



安全管理マニュアル 
 
⑦園独自の保育内容を実施する。 
■定期的な体育指導を実施する。 
■定期的な音楽指導を実施する。。 
■園独自の取り組みとして、以下の
保育内容を実施する。 

人的環境、物的環境を整え、子
どもの自主性を引き出す保育
を実践し、じっくりと遊び込
める環境を整える。コーナー
の充実を図り、生活や遊びの
中からたくさんの学びを深め
る。保育所保育指針の資質・能
力の三つの柱をふまえて幼児
期の終わりまでに育ってほし
い 10 の姿について職員グル
ープワークを実施し多職種で
理解を深めていく。生活や遊
びの中からたくさんの学びが
幼児教育の根底にあることを
職員間で共通理解する。また、
気になる子や加配対応児の関
わり方について外部講師が月
に 1 回来訪していただき助言
を受け日々の保育に生かして
いく。幼児音楽リズムは「リト
ミック」に名称を変え、リトミ
ックを中心に各年齢の発達に
あった表現活動を取り組んで
いく。 

 
⑧通常日の保育時程は以下のとおり
とする。 

  0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 

7 保

育

開

始 

保

育

開

始 

保
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始 

保

育
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始 

保

育
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始 
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事 
食

事 
食

事 
食

事 
食

事 
食

事 
12 睡

眠 
睡

眠 
睡
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13    睡

眠 
睡

眠 
睡

眠 
14 離

乳
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15  お

や

つ 

お

や

つ 

お

や

つ 

お

や

つ 

お

や

つ 
16       
17 降

園 
降

園 
降

園 
降

園 
降

園 
降

園 
18 保 延 延 延 延 延

 
 
⑦ について、 
外部講師からの学びを活かし、リ

ーダー会議やフロアー会議等で自

主的に人的環境、物的環境につい

て話し合う姿がみられた。園庭や

室内において「遊び込める空間」

が子どもの発達に応じて変化が見

られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ について、突発な職員の休み等

が入り、多少前後する日もあっ
たが、予定通り実施できた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
⑦ 評価 5 
コロナ禍であった為、時期によっ

ては体育指導を休む時期もあった

が、それ以外は問題なく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ 評価 5 
特に問題なし。 
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⑨保護者との情報交換 
日々の情報や緊急ではない情報 
■全年齢において連絡帳を交換して
いる。 

□0 歳、1 歳、2 歳児のみ連絡帳を交
換している。 

■クラス全般の保育内容についてク
ラス掲示板に掲示している。 

■ホームページに掲示している。 
■月次で発行するクラスだよりや園
だよりに掲示している。 
保護者と共有できるように

普段の活動は各保育室の前

に写真を掲示し子どもたち

の様子を知らせている。 
0 歳児から 2 歳児は連絡帳、

3 歳児から 5 歳児は連絡ノー

トを用意し情報を共有して

いる。 
個別緊急時の情報 
□個別メール送信システムを活用し
ている。 

■電話を活用している。 
全体緊急時の情報 
■一斉メール送信システムを活用し
ている。 

■必要に応じてホームページに掲示
している。 

□電話を活用している。 
■園独自の取り組みとして、保護者

との情報交換において以下の事を
実践する。 

欠席や遅刻など普段の情報は
電話以外にメールで受付け
る。新年度前半の期間で全園
児との保護者面談を実施し保
護者と情報交換を行う。年間
通して面談を受け入れ園側か
らも随時、面談依頼し園児の
情報交換を円滑に行う。毎月1
日に緊急時の一斉メールとし
てテストメールを実施してい
る。 

 
⑩保育サービス推進事業について以
下の保育サービス推進事業を実施
する。 

■産休明け保育 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ について、 
各保育室前に日々の保育の子ども

たちの様子を写真で掲載し、保護

者に子どもたちの生き生きした姿

を観ていただき子どもたちが日々

成長している姿を保護者と職員が

共有することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ について、 
コロナの影響で、直接の小学生と
の関わりが無くなったり、病後児
保育の利用者数についても減少と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 評価 5 
日々、ブログも更新できていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 評価 5 
コロナでの部分以外は例年通り行
えた。 
 



□0 歳児の延長保育 
■2 時間以上延長保育 
□3 時間以上延長保育 
■病児・病後児保育 
□休日保育 
□4 時間未満一時預かり事業 
□4 時間以上一時預かり事業 
■しょうがい児保育(特児) 
■しょうがい児保育(その他) 
■アレルギー児対応 
□夜間保育 
■育児困難家庭への支援 
■外国人児童受入れ 
□年末年始保育 
■小中高生の育児体験受入れ 
■保育所体験 
□出産を迎える親の体験学習 
■保育拠点活動支援 
 
 
⑪法人内プロジェクトへの参加 
■副施設長会議に参加する。 
■主任会議に参加する。 
■給食担当者会議に参加する。 
■保健担当者会議に参加する。 
■法人内プロジェクトで決定した事 

項について園内において実施す
る。 

なったが、コロナによるところの
変更点以外は例年通り行うことが
できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ について、参加することで、自

園に情報を還元することが出
来た。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ 評価 5 
ZOOM を使用するなど、予定通り
参加できた。 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

４．給食・食育 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①給食業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■給食担当者の日々の健康管理をお
こなう。 

■保育実施日は原則として給食を実
施する。 

■給食内容は完全給食とする。 
■離乳食を実施する。 
■アレルギー食を実施する。 
■延長保育に応じた給食を実施する。 
■献立は法人共通献立を使用する。 
■食材の調達は法人共通仕入れ先か
ら調達する。 

■調理方法について、手順書や調理マ
ニュアル、衛生管理マニュアルに従
っておこなう。 

■調理方法について、他園の担当者間
で情報交換をおこなう。 

■児童の喫食状況に応じて、調理方法
を工夫する。 

■保育職担当者や看護職担当者との
意見交換をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、給食業務

① について全て計画通り実施し
た。食事に関する事故等もな
く、提供することができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① 評価 5 
特に問題なし。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



において以下の事を実践する。 
・調理担当・離乳食担当・アレ
ルギー担当に責任者を設け
る。 
・アレルギーチェック表作成 
・離乳食会議（保護者、保育
士、調理間の情報の共有） 

 
②給食業務実施にあたり、以下の手順
書やマニュアルを用いておこなう。 

・保育園給食の衛生管理 
・国立保育会アレルギー対応
マニュアル 

・離乳食のすすめ 
・１日の流れ・早番・遅番・土
曜勤務のマニュアル 

・調理室入室マニュアル 
・下処理マニュアル 
・戸締りチェックマニュアル 
・清掃マニュアル 
・災害時・防犯対応マニュア   
 ル 
・役割分担マニュアル 
 （献立担当・離乳食担当・ 

アレルギー担当） 
③食育業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 
■年間食育計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、食育業務
において以下の事を実践する。 

・食事における子どものチェ 
ックポイント 

・お弁当デー  
・野菜の収穫を楽しむ 
・食材に触れる食育活動 
（野菜の下処理や皮むき、米
とぎなど） 

・バイキング形式の給食 
・取り分けおやつ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
② について、 
衛生管理はチェック表を基に給
食担当者、園長、保育部担当者の
三者で確認を行い、評価できる点
と改善が必要な事項について共
有し職員間で共通理解を深める
ことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ について全て計画通り実施し

た。食育会議を定期的に行い、

保育士職員と情報共有し連携

していくことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
② 評価 5 
調理指導職が軸になり問題なく
行えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 評価 5 
食育会議を定期的に行い、多職種
で情報共有し連携していくこと
ができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

５．保健 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じ

た場合の理由 
①保健業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■年間保健計画を策定する。 
■在園児の成長を記録する 
■在園児に保健指導をおこなう。 
■在園児の健康管理をおこなう。 
■在園児のケガや急な疾病に対応する
ため、マニュアルを整備し、運用す
る。 

■保護者からの在園児の成長、発達、
健康に関する相談を受け、適宜助言

① について、年間保健計画、在
園時の記録や健康管理をし
っかり行うことができた。ま
た、前年度に比べ、事故数を
減少することができた。 

 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① 評価 5 
事故数を減少することができた。 
 
 
 
 
 
 



をおこなう。 
■園独自の取り組みとして、保健業務
において以下の事を実践する。 

・とびひ対策として、承諾を
得た園児に虫よけおよび刺
された場合に虫さされの薬
を使用する。 

・傷口の処置としてワセリン
を使用する。 

・嘔吐物処理の方法の研修に 
 外部講師を招き、エピペン
研修、てんかん発作、感染症
について講師より実践的な
知識を得る。 

 
②園内事故防止に取り組む。 
■SIDS 予防を図る。 
■園全体のヒヤリハットを管理する。 
■園独自の取り組みとして、園内事故
防止において以下の事を実践する。 

・定期的な園舎内外の見回
り。 
・事故発生時を想定した対処
法の研修(年 2 回)の実施。 

・感染症予防研修 
・AED 園内研修 
・法人内外の関連研修に参加
し、職員と情報を共有する。 

・0 歳児室と病後児室にベビ
ーセンサー(乳幼児体動モ
ニタ)を導入し SIDS のチェ
ックを徹底する。 

 
③職員の健康管理 
■保健担当者が衛生推進者として職員
の健康管理をおこなう。 
・全職員対象にメンタルヘルスチ

ェックを実施し、施設長は、検

査結果を集団的に分析し職場

環境の改善に努める。 
・健康診断の結果、および、メン

タルヘルスチェックの結果を

もとに、園長や看護師は職員か

ら気軽に相談できる環境を整

え、健康相談の時間を設ける。 
・職員の休憩時間を確保し、休憩

の改善を実施する。 
 
■事業所内健康診断を実施する。  
■職員検便を実施する。 
■特定職員のノロウィルス検査を実施
する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② について、 
事故簿やヒヤリハット報告を活
用し、園内の安全管理について管
理職、看護師にて共通認識をはか
り、全体周知に努めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ について、 
職員の健康診断の結果やストレ
スチェックの結果をもとに、看護
師と情報共有を行った。 
調理室の職員や０歳児担任、指導
職者、看護師はノロウィルス検査
を行い円滑に業務が遂行出来る
よう徹底をした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 評価 5 
ヒヤリハットを会議でさらに深
堀し事故を未然に防ぐ意識をつ
けた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 評価 5 
コロナ陽性者を職員から出すこ
となく 1 年を過ごせた。その他、
特に問題なし。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



令和 3 年度西国分寺保育園一時預かり事業 

事業報告書 
 

令和 3 年度の一時預かり事業は自主事業が困難であることから国分寺市子ども家庭部、子ども子

育てサービス課と協議の上、平成 31 年 4 月 1 日から一時預かり事業を休止としており、令和 3

年 4月 1日からの一時預かり事業につきましても休止としております。 

 

[事業の目的] 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、国分寺市の補助事業として、主

に月曜日から金曜日の昼間において、一時的に預かり、必要な保護を行う。 
 

[施設事業の運営] 

入所児童定員数  6名 
 

 

 

 

 

 

 

１１．．  開園日     月曜日から金曜日 但し祝日と 12/29～1/3は休園 

 

 

 

 

 

 

２２．．  保育時間     午前 9時 00分～午後 4時 00分（最長 7時間） 

 

 

 

３３．．  受け入れ年齢   満 1歳以上の未就学児 

 

 

 

４４．．  料金 

国分寺市民  満 3歳未満  午前 4時間以内…3,000円  7時間以内 4.000円 

満 3歳以上  午前 4時間以内…2,500円  7時間以内 3,500円 

国分寺市外  満 3歳未満  午前 4時間以内…6,000円  7時間以内 7.000円 

 

 

 

 



満 3歳以上  午前 4時間以内…5,500円  7時間以内 6,500円 

 

 

 

５５．．  職員 

専任常勤保育士 1 名(有資格者)、専任非常勤保育士 1 名(有資格者)、および通常保

育との兼任職員が、最低基準第33条第2項に基づき、受け入れ人数に応じて対応する。 

 

 

 

 

 

６６．．  虐待などへの対応 

専任保育士は常時、保護者との信頼関係を保つよう努力する。これにより保護者は

小さなことでも保育士に相談し、虐待予防につながると同時に虐待の疑いがある場合

も話し合いの場が作れることがある。虐待の疑いのある子どもの早期発見に努め、子

どもやその家庭などに対する適切な対応を行う。虐待の疑いのある子どもを発見し場

合は、一時預かり事業担当の職員のみならず、園全体で情報を共有すると共に、必要

に応じ、関係機関（国分寺市こども家庭支援センター、小平児童相談所、多摩立川保

健所等）との連携をとり対応する。 

 

 

 

７７．．  食事・栄養管理 

      乳幼児期の食事は、その生命を保持し発育を保証する栄養源であるばかりでなく、

その人間の一生の食生活のあり方にも大きな影響を与えるため、栄養管理を充実させ

る。衛生管理については多摩立川保健所の指導に基づき徹底を図る。また、国分寺市

産の野菜を積極的に使用するなど新鮮で安全な食材を基本とした食事を提供するとと

もに、アレルギー食についても極力対応する。 

 

 

 

８８．．  安全管理対策 

担当保育士は、乳幼児の生命を危険から守ることを第一の目的とする。そのため、

玄関の施錠状況などを保護者に知らせ、理解を求める。保育室内においては、転倒の

可能性のある什器備品等については、転倒防止措置を講ずる。また、併設園(西国分寺

保育園)のスケジュールに準じて、防災訓練、防犯訓練等も実施する。なお、一時避難

場所は併設園同様、国分寺市立第 9小学校とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

９９．．  職員研修 

      一時預かり事業に携わる可能性のある保育士には、必要な能力を身につけさせるた

めの研修を実施する。 

 

 

 

 

  

１１００．．  保護者との連携 

      連絡ノートを用い、保育時間中の様子等を保護者に知らせるとともに、一時預かり

事業であっても、こどもを中心にした保護者とのコミュニケーションが積極的に図れ

るよう努める。 

 

 

 

 

１１１１．．  要望・苦情・トラブル対応 

      併設園と同様に対応する。苦情受付担当者は主任、苦情解決責任者は園長、苦情解

決第三者委員を設置する。 

 

 

 

１１２２．．  個人情報保護 

個人情報保護法および当法人の個人情報管理規程に基づき取り扱う。 

 

 

 

 

１１３３．．  第三者評価 

      第三者評価を受審した結果を分析し、保育の質の向上に努める。 

 

 

 

 

 

[施設事業管理] 

１１４４．．  事務関係 

現金出納事務については、法人の経理規程に基づき出納職員がおこなう。会計事務、

 

 

 

 

 



管理事務については、日常最低限の業務以外は法人本部事務局に移管する。 

 

 

 

１１５５．．  設備・備品関係 

園児の処遇で安全上・保育上必要と認められる設備・備品は予算と合わせて検討し、

設置または購入する。 

 

 

 

 

 

１１６６．．  財政運営 

財政運営は予算に基づき、効率的かつ健全な運営に努める。 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 



令和 3 年度 事業計画・事業実績評価報告 
 
１．施設の概要と職員体制 

施設名 富士本保育園 施設住所 国分寺市富士本 2-30-4 

開設年月日 平成 24 年 4 月 1 日 運営形態 
□公設民営認可・■民設民営認可・□小規模

保育所 

土地建物所有権 ■土地 ■建物 
土地建物賃借

料 

土地     円/年 建物     

円/年 
敷地面積 1377.49 ㎡ 建物延床面積 906.01 ㎡ 

開園日 
月から土曜日とする。但し祝日及び国民の休

日、12 月 29 日から 1 月 3 日は休園とする。 
開園時

間 

午前 7 時から午後 8 時とする。但し

午後 6 時から午後 8 時までは延長保

育時間とし、詳細は別に定める。 
保育料 所在自治体の定めにより収納する。 

定員数、

入所数、

面積 

年次 0 歳 1 歳 2 歳 3
歳 

4
歳 

5
歳 計 

内しょ
うがい
児 

内アレ
ルギー

児 

内アナ
フィラ
キシー
児 

 一時 病後

児 
定員 12 28 28 28 28 28 152       

入所 12 28 28 28 28 28 152 2 18 2    

保育室面積 68.52 ㎡ 93.56 ㎡ 
34.65 ㎡ 

65.83 ㎡ 191.90 ㎡        

担
当
職
務
と
職
員
名 

施 設 長 滝口幸一 
■会計責任者 ■防火管理者 ■予算管理者 ■固定資産管理者 ■苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

副施設長 坂田恵美子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

主任保育士 白神久美 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

副主任保育

士 田島由里子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

副主任保育

士 新田紘人 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

看護職責任者 清水信子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 ■衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

給食職責任者 矢澤糸乃 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 ■食品衛生推進者■食品発注担当者 

嘱託医（園医） 久保嶋慎二 
住所 国分寺市泉町 2-9-3 ハートフル西晴 3F 

電話 042-300-1801 

 

職
員
数 

 正規 正規短時間 嘱託 フル非常勤 パート非常勤 
保育職 30 3  1 6 

看護職 1     

給食職 3 1   1 

用務職     1 

事務職     1 

苦情解決第三者委員 吉村ひろ美 髙波辰男    

今年度変更事項 

主任が西茜から白神久美に交代 
看護副主任の久保田和美から看護職清水信子に交代 
新田紘人が副主任に昇格 
  

 



２．保育園運営に当たっての基本的な方針や目標 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①「かけがえのない命をはぐくむ場」
という保育理念について 

 
■児童、保護者、職員、地域の方々に
保育理念の理解が進むよう取り組
む。 

 
■保育園の全ての業務は保育理念か

ら展開されていることを踏まえ、
各種手順書、各種マニュアル、各種
計画等は保育理念に基づき策定す
るよう取り組む。 

 
■園独自の保育理念に関する取り組

みとして、以下の事を実践する。 
・ 「保育は人なり」を座右

の銘に、管理職、指導職、
職員が有機的に連携し、
それぞれの職責を果たす
ための仕組みづくりに取
り組む。 

・ 感染症対策について取り
組みを継続する。 

・ 遊びや生活の中から、幼児
教育（幼児期の終わりまで
に育ってほしい 10 の姿）
を経験できる保育を実践
する。 

 
 
②保育目標は全園共通で以下と定め

ている。 
1.心身ともに健康な子ども 
(健康) 
2.誰とでも仲良くできる子ども 
(人間関係、人権) 
3.自分で考え行動できる子ども 
(自主性) 

 
■児童、保護者、職員、地域の方々に
保育目標に基づく保育をおこなっ
ていることの理解が進むよう取り
組む。 

 
■保育内容の全ては保育目標から展

開されていることを踏まえ、保育
課程、各種指導計画等は保育目標
に基づき策定する。 

 
■園独自の保育目標に関する取り組

みとして、以下の事を実践する。 
 

・常勤・非常勤の隔てなく「子
どもの自主性を引き出す保
育」として、「指示語・命令
語・禁止語・否定語を使わな

① 
児童には保育や避難訓練を通

じて理念の普及に努めた。地域
の方々については、コロナ禍の
ため多くの行事を自粛したた
め、十分な活動はできなかった。 

 
アナフィラキシー症状により

救急車を呼ぶ事故が発生した
が、落ち着いて対応することが
できた。また、一連の対応につい
て動画を作成して、職員研修で
活用した。 
 
 
 管理職・指導職会議、フロア会

議、ケース会議、クラス会議を行

い、各単位でのコミュニケーシ

ョンの充実に努めた。 
 感染症対策については、従来

通り、検温、手指消毒、園内消毒

に努めた。また、保護者や外部者

の保育室内の立ち入りについ

て、制限を行った。食事時には黙

食に努め、感染拡大防止に努め

た。 
  
 
 
② 

職員は保育目標を週案・月案

等に位置づけ、日常の保育を通

じて目標達成を目指した。 
 子どもの自主性を引き出す保

育については、職員会議時のグ

ループワーク等を通じて周知

し、非常勤職員にも伝達してい

く方式をとった。 
 保育に対する理解の促進で

は、保育参観等が行えない分、ド

キュメンテーションに力を入れ

た。また、感染症対策のため、地

域の方々に対する保育理解の促

進は実施しなかった。 
 植物栽培については今年度も

引き続き実施し、収穫したスイ

カでスイカ割を楽しむなど、全

園児がかかわるイベントとして

発展させた。 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
① ４ 
地域の方々への保育理念理解に

ついて、コロナ禍の影響で不十分だ

ったため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② ４ 
 保育目標について、各クラスにお

いて物的・人的環境設定に関するミ

ーティングを行い、副園長・指導職

が趣旨普及をすることで、保育目標

をいかに実践していくかの共有を

図った。職員によって目標の認識に

差があることが課題であるため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



い保育」を引き続きおこな
う。 

・ 昨年度実施した園庭改造
で作成した花壇での植物
栽培を発展させる。 

 
③年間の園内会議日程は以下のとお

りとする。 
月 日 時 会議名 
4  1３:30 全体職員会議 
5  1３:30 全体職員会議 
6  1３:30 全体職員会議 
7  1３:30 全体職員会議 
8  1３:30 全体職員会議 
9  1３:30 全体職員会議 
10  1３:30 全体職員会議 
11  1３:30 全体職員会議 
12  1３:30 全体職員会議 
1  1３:30 全体職員会議 
2  1３:30 全体職員会議 
3  1３:30 全体職員会議 

※日程は未定です。 
 
④年間の園内行事日程は以下のとお
りとする。 

 
月 日 時 行事名 
4 1 9 入園式 

5 22 9 前期保護者懇談会 

9 3 16 全園児引渡し

訓練 

9  9 運動会リハー

サル 

10  9 運動会 

10  未定 秋の遠足（3,4,5
歳児） 

12 3  9 発表会リハーサル 

12 11  9 発表会 

12 24 10 クリスマス会 

1 7 10 もちつき 

2 3 10 豆まき 

2 19 9 後期保護者懇談会 

2 25 未定 卒園遠足 

3 3 10 ひなまつり 

3 5 10 新入園児面接 

3 11 未定 お別れ会 

3 26 未定 卒園式 

※運動会の日程については、国分寺
市立小学校未定のため、運動 
 会リハーサルと秋の遠足も未定と 
 なっております。 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
③ 

職員会議については予定通り

実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 
保護者懇談会は前期・後期と

も緊急事態宣言下であったた

め、集合しての実施を見合わせ、

書面をもっての開催とした。運

動会、発表会などは、感染拡大状

況を勘案し、規模の縮小、分散開

催など工夫をして開催した。特

に発表会については、100 インチ

のプロジェクターを導入し、保

護者のうち半数は別室で開催し

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
③ ５ 

予定通り実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ ５ 
 感染症拡大状況に合わせて工夫

して行事を開催したため、この評価

とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
⑤年間の園内研修、モデル園として
の取組（法人研修を除く）等は以下
のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥安全管理対策不審者対策 
■園舎内における不審者対応マニュ

アルを整備、運用する。 
■園舎内への不審者侵入防止措置を

講ずる。 
 
 
 
 
 
 
■園内においてすべての児童、職員

を対象とした不審者対策訓練を定
期的に実施する。 

 
災害対策 
■園舎内において災害時対応マニュ

アル、防災マニュアルを整備、運用
する。 

■園内において、すべての児童、職員
を対象とした避難訓練、消火訓練
をおこなう。 

■地域において、児童、職員を対象と
した訓練を実施する。 

 
■発災時を想定し、児童、職員が最低

3 日間園舎内に滞在できるような
飲料水、食料、資材等を準備する。 

■園独自の安全管理対策に関する取
り組みとして、以下の事を実践す
る。 

・安全チェックリストを使用 
 し職員で周知する。 
・園内の死角や建物の破損 

状況の確認と修理。 
・通報訓練を定期的に実施し 
 緊急時に対応できるように 
する。 

 
⑦個人情報管理 
 
■個人情報保護マニュアルを整備、

⑤  
 園内研修については、予定通

り実施できた。また、園内で検討

すべき事故等が生じた場合、職

員会議等の場で事例検討を実施

した。 
 救急救命講習についても予定

通り実施し、当日勤務の全職員

が交代で受講した。 
 また、日常的な犬種の一環と

して、毎日の昼礼時に子どもの

エピソード発表を行い、子ども

の発達の姿について共有を図っ

た。 
 
 
⑥ 
 施錠の徹底については、カギ

閉め職員がマニュアルに従い、

施錠した際にカギ閉め職員がチ

ェックした。また、鍵開け職員が

鍵開け時にチェックを行った。

施錠漏れについては、園長がカ

ギ閉め職員に注意を行った。防

犯カメラについては、適宜確認

を行った。 
 不審者訓練については 2 月に

実施した。 
 建物の安全チェックについて

は、チェックリストを活用する

とともに、凍結による水道管の

破裂や、水漏れ等、随時点検・修

理を行った。 
 消防署と連携した通報訓練に

ついては、コロナ禍のため消防

署の日程調整が難しく、園で内

部的に実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ 
 書類、PC の保管については、

カギ閉めマニュアルにも保管場

⑤ ５ 
 昨年度と比較にならないくらい

多くのキャリアアップ研修を実施

できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ ４ 
 防犯カメラが破損したが、速やか

に修理するなど適切な管理を実施

した。戸締りについて、チェックリ

ストを活用して適宜実施したが、ま

れに鍵の閉め忘れなどがあったた

め。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ ５ 
 個人情報管理については、毎日の

鍵開け、カギ閉め業務の中に位置づ

・施錠の徹底。防犯カメラを 
 定期的に確認することで、 
 侵入者を防ぐ。 

・ 月定例の職員会議について

は、事例検討をメインとし

た園内研修を実施する。 
・ 嘔吐処理指導は看護師を中

心に期ごとにおこなう。 
・ AEDと心肺蘇生法の研修は

昨年度コロナ禍のため実施

できなかったが、今年度は

戸倉消防署の指導の下、6 月

中に実施する。 



運用する。 
■プライバシーポリシーを公表す
る。 

■個人情報保護について定期的に職
員研修をおこなう。 

■園独自の個人情報管理に関する取
り組みとして、以下の事を実践す
る。 
・書類の施錠保管の徹底 
・PC は事務所内キャビネット、 
 2F 倉庫に保管し、施錠する。 
・PC が一人 1 台になったため、 
 会議等で、「個人情報につい 
 て」「PC 使用時の留意点」に 
 ついての書面を配付し、周知 

する。 
・指導職以上の役職による個人 

情報についての園内研修の 
実施。 

 
⑧ハラスメント防止措置 
■セクシャルハラスメント、パワー

ハラスメント防止マニュアルを整
備、運用する。 

■セクシャルハラスメント、パワー
ハラスメント防止のために定期的
に職員研修をおこなう。 

■園独自のハラスメント防止措置に
関する取り組みとして、以下の事
を実践する。 

・ハラスメントに関する園内 
研修を実施する。 

・メンター制度を継続し、気
軽に相談ができる体制を構
築する。 

 
⑨職員育成 
■職員の個人目標管理制度を活用す

る。 
■職員の自己申告制度を活用する。 
□職種別習熟度指標を活用する。 
■個別参加研修計画を策定し、積極

的に参加させる。 
■法人主催研修（交換研修含む）に職
員を積極的に参加させる。 

■園独自の職員能力向上策に関する
取り組みとして、以下の事を実践
する。 

・園長は、保育士職員、給食 
職員、看護師と定期面談を 
おこなう。 

・メンター制度を継続し、新 
入職員のサポートを行う。 

・令和 2 年度は、コロナ禍の
ため、外部研修に参加しに
くいケースが多かったの
で、令和 3 年度は ICT 活用
など、実施できる方法を模
索する。 

・指導職以上の話し合いを定

所を位置づけ、カギ閉め時、鍵開

け時にチェックを行い、漏れが

あった場合には管理職が注意を

行った。 
 個人情報や PC 使用時の留意

点については年度当初の職員会

議で注意喚起を行った。 
 指導職以上の役職による情報

管理については、年度交代等、複

数の職員が PC を利用すること

から HDD 内に情報を残してい

ないか確認するよう指導を行っ

た。 
 
 
 
 
 
 
⑧ 

4 月の職員会議の際に、ハラス

メントに関する研修を実施し

た。また、ハラスメントが疑われ

る事象については、個別に対応

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑨ 
 OJT を活用し、職員個人の目

標管理と指導を定期的に実施し

た。 
 外部研修については積極的に

取り組み、多くの職員がキャリ

アアップ研修を受講した。課題

としては、複数職員が同日同時

刻に受講する例が相次いだた

め、現場の体制が厳しくなるこ

とである。来年度については改

善をしていきたい。 
 職員面談については、褒める

べきところは褒め、課題につい

てはできるだけ具体的に指摘

し、改善を促した。 
メンター制度については、今

年度新入職した職員について個

別に定め、気軽に相談できる体

制を構築した。現在３組のメン

ターが継続して活動を行ってい

る。 
 

け、職員が必ずチェックする業務を

継続し、IT 機器の取り扱いについ

ても適切に指導したため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ ５  
 年度初めに研修を実施するとと

もに、メンター制度の継続など適切

な措置を講じたため。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ ４ 

OJTや期ごとの面談、事件がある

ごとに管理職・指導職で対応を協議

し、職員に指導を行ったが、必ずし

も正しく伝わっているとは思えず、

改善していないことがあるため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



期的に実施し、保育目標達
成のための定期点検を行
う。 

・職員会議でグループワーク 
をおこなう。 

 
 
 
⑩施設保全・什器備品整備 
■施設点検マニュアルを整備、運用

する。 
■業務開始前および業務終了後の園

舎内の安全確認チェックを実施す
る。 

■施設保全に関して、以下の補修、修
繕、交換を実施する。 
時期 内容 概算金額 
未定 1 階テラス・園

庭境界線排水
溝造設 

未定 

未定 幼児クラスロ
ッカー新設工
事 

未定 

未定 1階テラス整備 未定 
 
 
 
■什器備品類に関して、以下の補修、
修繕、交換、リース契約更新、新規
購入を実施する。 
時期 内容 概算金額 
4 月 パソコン

購入 
80,000 円 

4 月 アマノタ
ーミナル
保守 

39,600 円
円 

6 月 カ ラ ー

CCD カメ

ラリース更

新 

18,273 円 

 
⑪利用者意向把握 
□外部評価機関による福祉サービス

第三者評価を受審する。 
■外部評価機関による利用者アンケ

ートを実施する。 
■利用者が園に対し容易に意見要望

を申し出る環境を整える。 
■園独自の利用者意向把握の方法と

して、以下の事を実践する。 
・ 昨年度はコロナ禍のため

実施できなかったが、一
年を通し、「保育園に話を
する時間」と題して、保護
者の子育てに対する意向
を聞く機会を設けてい
る。 

・ 大きな行事ごとにアンケ
ートを配付し、改善・取り
組みにつなげている。 

 グループワークなどの園内研

修については、職員会議の際に

適宜実施した。 
 
 
 
 
⑩  
 1 階テラス・園庭境界線の排水

溝増設工事、幼児クラスロッカ

ー新設工事については年度内に

実施することができた。その他、

不陸整正工事や砂場の砂の入れ

替え、雨漏りの対応、工事個所の

補修など適宜施設整備対応を実

施した。 
什器備品類については、予定

通り PC 一台を購入し、保育材料

については年度末に補正予算を

組み、当初予算の 2.5 倍にあたる

額を計上し、園内外の器具什器

について大幅なリニューアルを

行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ 
 第三者評価機関による利用者

アンケート・訪問調査を実施し、

結果を配布するとともに、寄せ

られた要望への対応について、

懇談会資料として配布した。 
 主要な行事ごとにアンケート

調査を実施し、次年度に活かす

取り組みを継続した。 
 また、緊急事態宣言中を除き、

随時面談を実施した。 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
⑩ ４ 
 予定していた施設保全・重機整備

についてはおおむね実施すること

ができた。しかし、1 階テラス工事

について検討をしたものの、コンク

リート基礎部分の斫りが課題とな

り、再度検討することとなったた

め。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ ５ 
 事業計画に位置付けられた事業

を概ね計画通りに実施することが

できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

３．保育内容および保育計画、指導計画 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生

じた場合の理由 
①保育課程について 
■保育指針に基づき策定する。 
■保育理念、保育目標の実現を目指
し策定する。 

■保育課程の見直しをおこなう。 
 

① 
 保育指針に基づき、適切に策定した。 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① ５ 
 適切に策定されたと認識して

・ 東京都福祉サービスの利
用者アンケートを実施
し、その結果から課題を
見出し、改善に努める。ま
た、改善については保護
者に報告する。 

 
 
⑫苦情解決制度 
 
■苦情解決対応マニュアルを整備、

運用する。 
■利用者から苦情を受けないような

取り組みを実施する。 
■地域から苦情を受けないような取

り組みを実施する。 
■園独自の苦情解決制度に関する取

り組みとして、以下の事を実践す
る。 

・いただいたご意見は、速や 
かに職員間に周知し、職員
一丸となって解決策を講じ
る。 

 
⑬虐待防止・早期発見 
■虐待防止・早期発見および対応マ

ニュアルを整備し、運用する。 
■子ども家庭支援センターや児童相

談所と連携を図る。 
 
⑭外部機関との連携 
■地域内の病児、病後児保育室との

連携を図る。 
■地域内の小児科、整形外科、眼科、
耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科等の医療
機関との連携を図る。特に保育実
施時間内に受診可能な医療機関を
1 つ以上確保する。 

■地域内の小学校や学童クラブ等と
の連携を図る。 

■地域内の認可外保育施設との連携
を図る。 

 
⑮法人内施設との連携 
■会計業務、給与計算支払業務、職員
採用業務、労務管理業務を本部事
務局に委託す法人内の他園との交
流、連携を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
⑫  

保護者からいただいたご意見

については、速やかに対応する

とともに、園だよりや掲示を通

じて保護者に回答した。 
また、第三者委員経由の苦情

についても、申立者の意向に従

い適切に対応した。 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑬ 
 マニュアルを活用するととも

に、児童相談所、子ども家庭支援

センターとも連携をしながら虐

待防止に努めた。 
 
⑭  
 地域内の関連施設や医療機関

とは、子どもの状況に応じて連

携を図った。特に、コロナウイル

スが発生した際には、園児の兄

弟が通う学童クラブ、小学校等

と密接に連携をとった。 
 また、コロナ禍での行事の実

施方法等の参考にするため、市

立園と連絡を密にした。 
 
 
⑮ 
 法人内施設とは園の運営を通

じて密接に連携した。 
 

 
 
 
 
 
 
⑫ ５ 
 苦情に対して迅速に対応するこ

とができたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑬ ５ 
 適切に対応できたため。 
 
 
 
 
⑭ ５ 
 適切な連携が図れたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑮ ５ 
 適切な連携が図れたため。 



 
②年間指導計画、月間指導計画は以
下の年次および預かり形態の別で
策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
■アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
③個別指導計画は月単位で以下の年
次および預かり形態の別で策定す
る。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
■アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
④週間指導計画、日々の指導計画は
以下の年次および預かり形態の別
で策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
■アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
⑤園独自の保育関連計画を策定す
る。 

□園独自の取り組みとして、以下の
保育関連の計画を策定する。 

 
⑥保育業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 

・各年齢保育マニュアル 
・延長保育マニュアル 
・散歩マニュアル 
・アレルギーマニュアル 

 
⑦園独自の保育内容を実施する。 
■定期的な体育指導を実施する。 
□定期的な音楽指導を実施する。 
□定期的な学習指導を実施する。 
 
■園独自の取り組みとして、以下の
保育内容を実施する 

・夏期異年齢合同保育 
・乳児クラス少人数保育 

 
⑧通常日の保育時程は以下のとおり
とする。 
  0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
② 
 年間指導計画、月間指導計画につい
ては計画通り策定した。 
 
 
 
 
 
 
③ 
 個別指導計画について適切に策定し
た。 
  
 
 
 
 
 
④  
 週刊指導計画及び日々の指導計画は
適切に策定した。 
 
 
 
 
 
 
⑤ 
 各種マニュアルについては、特に衛
生面においてコロナ禍であることを考
慮し、法人本部の指導に従った。また園
の取り組みとして、国分寺市及び園医
に伺うなどして運用方法を見直した。 
⑥ 
 マニュアルに従い、各業務の実施を
した。 
 
 
 
⑦ 
 体育指導については、コロナ禍のた
め年間を通じて実施しなかった。 
 夏季異年齢児合同保育、乳児クラス
少人数保育については感染症対策に配
慮しながら実施した。 
 
 
 
 
 
⑧ 
 保育時程通りの保育を提供した。 
 
 
 
 
 
 
 

いるため。 
② ５ 
 適切に策定されたため。 
 
 
 
 
 
 
 
③ ５ 
 適切に策定されたため。 
 
 
 
 
 
 
④ ５ 
 適切に策定されたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ ５ 
 保健衛生について、法人本部、
国分寺市、園医の知見に基づく
見直しを行った。 
 
⑥ ５ 
 マニュアルに従い、業務実施
をしたため。 
 
 
 
 
⑦ ５ 
 体育指導は見合わせたもの
の、異年齢合同保育及び乳児ク
ラス少人数保育は実施できたた
め。 
 
 
 
 
 
 
⑧ ５ 
 保育時程通りの保育が提供で
きたため。 
 
 
 
 
 
 



13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
19  ○ ○ ○ ○ ○ 
20   ○ ○ ○ ○ 

 
⑨保護者との情報交換 
日々の情報や緊急ではない情報 
■全年齢において連絡帳を交換して
いる。 

□0 歳、1 歳、2 歳児のみ連絡帳を交
換している。 

■クラス全般の保育内容についてク
ラス掲示板に掲示している。 

■ホームページに掲示している。 
■月次で発行するクラスだよりや園
だよりに掲示している。 

個別緊急時の情報 
■個別メール送信システムを活用し
ている。 

■電話を活用している。 
全体緊急時の情報 
■一斉メール送信システムを活用し
ている。 

■必要に応じてホームページに掲示
している。 

■電話を活用している。 
■園独自の取り組みとして、保護者
との情報交換において以下の事を
実践する。 

・一年を通し、「保育園に話を 
する時間」と題して、保護 
者の子育てに対する意向を 
聞く機会を設けている。 

 
 
⑩保育サービス推進事業について以

下の保育サービス推進事業を実施
する。 

■産休明け保育 
■0 歳児の延長保育 
■2 時間以上延長保育 
□3 時間以上延長保育 
□病児・病後児保育 
□休日保育 
□4 時間未満一時預かり事業 
□4 時間以上一時預かり事業 
■しょうがい児保育(特児) 
□しょうがい児保育(その他) 
■アレルギー児対応 
□夜間保育 
■育児困難家庭への支援 
■外国人児童受入れ 
□年末年始保育 
■小中高生の育児体験受入れ 
■保育所体験 
□出産を迎える親の体験学習 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨  
 連絡帳及びクラス掲示、ホームペー
ジでの掲示などを通じ、保護者への情
報提供を行った。また、日々の保育の様
子について、可能な限りドキュメンテ
ーションで掲示を行った。 
  

全体緊急時の情報発信として、新型
コロナウイルスが園内で発生し、一部
休園する場合に一斉メール送信システ
ムを活用し、保護者に対して効率的に
情報伝達を行うことができた。 

 
園独自の取り組みとしては、年間を

通して随時保護者面談の機会を設け
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 
 保育サービス推進事業については、
小中高生の育児体験受け入れ、保育所
体験、保育拠点活動支援についてコロ
ナ禍のため中止となったが、他の事業
については実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 4 
 コロナ禍の情報不足を補うた
め、積極的な情報提供を行った。
また、園内でコロナウイルス感
染症が発生した際には、各種連
絡事項のツールとして個別メー
ル送信システムをフル活用し
た。 
 一方、保護者の欲しい情報の
多くは保育の様子を直接見るこ
とであり、そのことは第三者評
価のアンケートでも明らかであ
る。保育参観など日常保育を見
ていただく機会を設けることが
できなかったため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ ５ 
 コロナ禍で中止となった事業
以外は実施したため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■保育拠点活動支援 
⑪法人内プロジェクトへの参加 
■主任会議に参加する。 
■給食担当者会議に参加する。 
■保健担当者会議に参加する。 
□放送教育研究室に参加する。 
■法人内プロジェクトで決定した事
項について、園内において実施す
る。 

 
⑪ 
 法人内プロジェクトについて積極的
に参加した。また、障害者雇用施設意見
交換会の座長を務めた。 
 プロジェクトや各種会議で決定され
たことについては、管理職・指導職を通
じて現場に普及している。 

 
⑪ ５ 
 着実に実施できたため。 

 
 
 
 
４．給食・食育 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①給食業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

 
■給食担当者の日々の健康管理をお
こなう。 

■保育実施日は原則として給食を実
施する。 

■給食内容は完全給食とする。 
■離乳食を実施する。 
■アレルギー食を実施する。 
■延長保育に応じた給食を実施する。 
■献立は法人共通献立を使用する。 
■食材の調達は法人共通仕入れ先か
ら調達する。 

■調理方法について、手順書や調理マ
ニュアル、衛生管理マニュアルに従
っておこなう。 

■調理方法について、他園の担当者間
で情報交換をおこなう。 

 
■児童の喫食状況に応じて、調理方法
を工夫する。 

■保育職担当者や看護職担当者との
意見交換をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、給食業務
において以下の事を実践する。 
 

・障がい児食事対応 
・季節や伝統行事に合わせた
行事食 

・法人統一献立の実施 
・園庭菜園で採取した野菜の
食育利用 

 
②給食業務実施にあたり、以下の手順
書やマニュアルを用いておこなう。 

 
・衛生管理マニュアル 

 
③食育業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

年間食育計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、食育業務

①  
 前回の法人監査で指摘された事
項に対する給食室の衛生状況の改
善が見られた。ただし、スペースの
都合上改善できていない点があ
る。来年度に向け、衛生状況の改善
に向け、多角的な検討を行う予定
である。 
アレルギーについては、全職員

が情報を共有できるよう、写真付
きで個別のアレルギー札を作成
し、指差し確認・調理→職員→児に
提供するに至るまで、その都度声
を出して確認をした。 
 今年度は、アレルギー対応に加
え、宗教上の理由から特定の食材
が食べられない児にも対応を行っ
た。 
 園独自の取り組みとして、そら
豆の皮むき、スイカ割り、餅つきな
ど、季節、伝統行事などを意識した
食育を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②  
 衛生管理マニュアルに基づいた
給食業務を実施した。 
 
 
②   
 夏野菜の栽培、食育については、
園庭菜園で収穫したものを加熱し
たうえで実食するなど、体験を通

評価 5 4 3 2 1 
理由 
① ４ 
 給食室の衛生状況の改善につい
て、課題が残るものの、前進が見ら
れたためこの評価とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② ４ 
 マニュアルに基づいた給食業務
を実施ししているものの、内部監査
で指摘事項があったためこの評価
とする。 
③ ５ 
 園独自の取り組みについて計画
通り実施できたため。 



において以下の事を実践する。 
・夏野菜の栽培 
・0 歳児から 5 歳児までの発 
 達にあったつながりある食 
育 

・旬の食材に触れる食育 
・感染症対策に配慮した食育 

 

じた食育を実施することができ
た。 
 旬の食材に触れる食育について
は、そら豆の皮むきなどを実施し
た。 

 
 
 
 
 
 
 
５．保健 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じ

た場合の理由 
①保健業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■年間保健計画を策定する。 
■在園児の成長を記録する 
■在園児に保健指導をおこなう。 
■在園児の健康管理をおこなう。 
■在園児のケガや急な疾病に対応する
ため、マニュアルを整備し、運用す
る。 

■保護者からの在園児の成長、発達、
健康に関する相談を受け、適宜助言
をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、保健業務
において以下の事を実践する。 

・手洗い指導 
・定期的な保育室巡回と、保
育士との情報共有 

・ブラッシング指導再開につ
いては、コロナウイルスの
動向を見ながら判断する。 

・嘔吐処理の指導（職員） 
・エピペン取扱いとアレルギ
ーの園内研修 

・心肺蘇生、AED の研修 
 
②園内事故防止に取り組む。 
■SIDS 予防を図る。 
■園全体のヒヤリハットを管理する。 
■園独自の取り組みとして、園内事故
防止において以下の事を実践する。 

・安全管理チェック表の活用 
・ベビーセンサーを使用し、 
 SIDS チェックをおこなう。 
・保育室、園庭において子ど
もが遊び込める環境を作
り、事故防止に努める。 

 
 
 
 
 
 

①  
 手洗い指導については、幼児ク
ラスで実施し、正しい手の洗い方
について、トイレ前の壁に図版を
掲示した。職員に向けては嘔吐処
理の指導、適切な濃度の消毒用次
亜塩素酸液の作り方、エピペン取
り扱い方法、アレルギー対応につ
いての園内研修を実施した。 

心肺蘇生、AED の研修について
も消防署の協力のもと、実施する
ことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②  

ヒヤリハットについては、日々
職員から情報提供を求め、職員間
共有を実施した。また、事故が生じ
た際にはアクシデント報告書の提
出を求め、原因の究明と再発防止
に努めた。 
 リスクマネジメントについて
は、二人の副主任にリスクマネジ
メント委員会の委員長を委嘱し、
課題が生じた際に適宜開催、園内
の確認と問題点の是正を実施し
た。 
 SIDS チェックについては、ベビ
ーセンサーを用いて適切に行っ
た。 
 遊びこめる環境については、年

評価 5 4 3 2 1 
理由 
①  ５ 
 計画策定から実施に至るまで、
マニュアルを確認しながら職員を
指導し、実践することができたた
め。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②  ５ 
 計画にある項目をすべて実施す
るとともに、リスクマネジメント
委員会を立ち上げ、職員間のリス
ク意識の共有、リスクの発見、除去
に努めたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
③職員の健康管理 
■保健担当者が衛生推進者として職員
の健康管理をおこなう。 

■事業所内健康診断を実施する。 
■職員検便を実施する。 
■園独自の取り組みとして、職員の健 
 康管理において以下のことを実践す 
 る。 
 
 
 
 
 
 
 

度末に物的環境を大幅にリニュー
アルし、遊びこめる環境実現に向
け前進が見られた。 
③ 
 職員の休憩時間については、特
に年度後半に、給食時のノンコン
タクトタイムの確保により概ね取
得できるようになった。 
  

 
 
 
③ ５ 
 計画に記載された事項について
はすべて実施できた。 
 また、休憩時間確保については
保育部の支援を受け、調査を実施
し、4 月～5 月の新規園児受け入れ
時期や職員会議実施日を除けばお
おむね確保できるようになったた
め。 
 
 

 

・職員の休憩時間を確保し、リフレッ

シュや職員同士がコミュニケーショ

ンを取れる時間を作る。 

・日常業務を見直し、職員が健康 

的に働けるようにしていく。 



 

令和 3 年度 事業計画・事業実績評価報告 
 
１．施設の概要と職員体制 

施設名 
練馬区立 

光が丘保育園 
施設住所 

東京都練馬区光が丘 1 丁目 3 番 

むつみ台団地 3 号棟 104 

開設年月日 
昭和 48 年 4 月 28

日 
運営形態 

■公設民営認可・□民設民営認可・□小規模保育

所 
土地建物所有権 □土地 □建物 土地建物賃借料 土地     円/年 建物     円/年 
敷地面積 1,231,28 ㎡ 建物延床面積 612 ㎡ 

開園日 
月から土曜日とする。但し祝日および国民の

休日と 12 月 29 日から 1 月 3 日は休園とす

る。 
開園時間 

午前 7 時から午後 20 時 30 分とする。但

し午前 7 時から 7 時 30 分までと午後 18
時 30 分から 20 時 30 分までは延長保育

時間とし、詳細は別に定める。 
保育料 所在自治体の定めにより収納する。 

定員数、

入所数、

面積 

年次 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 
内しょ
うがい
児 

内アレ
ルギー

児 

内アナ
フィラ
キシー

児 
 一時 病後

児 
定員 8 16 16 20 22 23 105       

入所 7 16 16 19 21 23 102 4 6 1    

保育室面積 60 52 28.2 28.2 28.2 106.6 303.2       

担
当
職
務
と
職
員
名 

施 設 長 平間正人 
■会計責任者 ■防火管理者 ■予算管理者 ■固定資産管理者 ■苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副施設長 落合誠一郎 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副施設長  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

主 任 小野清人 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士 佐藤愛 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士 韓成喜 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士 森裕子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

看護職責任者 白井則子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 ■衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

栄 養 士 笛木光枝 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 ■食品衛生推進者 ■食品発注担当者 

嘱託医（園医） 大口展生 住所 練馬区春日町 5-33-30     電話 03-5971-9009 

職
員
数 

 正規 正規短時間 嘱託 フル非常勤 パート非常勤 
保育職 18 名 1 名 0 名 2 名 8 名 

看護職 1 名 0 名 0 名 0 名 0 名 

給食職 3 名 2 名 0 名 2 名 0 名 

用務職 1 名 0 名 0 名 0 名 0 名 

事務職 0 名 0 名 0 名 0 名 1 名 

苦情解決第三者委員 松淵 昂 稲垣幸子    
今年度変更事項 

南大泉保育園へ異動 櫻庭純子保育士 小山貴佳調理師  上井草保育園へ異動 藤田佐織保育士  



関久美子看護師 
就任：新入職員保育士 市瀬綾香 浅川優樹 

２．保育園運営に当たっての基本的な方針や目標 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①「かけがえのない命をはぐくむ

場」という保育理念について 
■児童、保護者、職員、地域の方々
に保育理念の理解が進むよう取
り組む。 

■保育園の全ての業務は保育理念
から展開されていることを踏ま
え、各種手順書、各種マニュアル、
各種計画等は保育理念に基づき
策定するよう取り組む。 

■園独自の保育理念に関する取り
組みとして、以下の事を実践す
る。 

・指示語･命令語・禁止語・否
定語を使わない保育の実践。 
・自主的に関わることのでき
る環境を用意し保育をする。 
・保育内容統一化に向けて、
昨年度までの保育改革 3 年間
の計画・実践の成果と課題を
基に、新たな計画を立て取り
組んでいく。 

②保育目標は全園共通で以下と定
めている。 
1.心身ともに健康な子ども 
(健康) 
2.誰とでも仲良くできる子ども 
(人間関係、人権) 
3.自分で考え行動できる子ども 
(自主性) 

■児童、保護者、職員、地域の方々
に保育目標に基づく保育をおこ
なっていることの理解の促進に
取り組む。 

■保育内容の全ては保育目標から
展開されていることを踏まえ、保
育課程、各種指導計画等は保育目
標に基づき策定する。 

■園独自の保育目標に関する取り
組みとして、以下の事を実践す
る。 

・光が丘保育園の保育を継承
するために保育目標を引継
ぎ、実践する。 
・一人ひとりの子どもの欲求
を十分に満たし、情緒の安定
を図る。 
・相手の気持ちに気付けるよ
うにする。 
・身近な人に自分の気持ちを
受け止めてもらったり、認め
てもらったりできるようにす
る。 
・一人ひとりの子どもを丁寧

①・全体保護者会の資料や各クラス
の保護者会及び園だより・クラスだ
より等で保育理念について保護者
に発信し理解を図るようにした。 
・職員には日々の保育活動・行事、
職員会議等で理解を深め共有した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②・日々の保育の中で指示語・命令
語・禁止語・否定語を使わない保育
活動を展開し、子どもの自主性を引
き出す保育の実践を進めることが
できた。 
・各クラスの「子どものエピソー
ド」を集約した。それを、全職員で
共有して、日々の子ども達の変化に
気付き、自主的に関わることのでき
る保育環境を整え保育することが
できた。 
・年 4 回『共育て通信』を作成し、
園での様子、家庭での様子を共有す
ることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
➀評価：5 

・全体保護者会・各クラス保護者会

は、感染症予防対策のため、対面で

の実施は中止とした。 

〔令和 3年 4月 1日に 0歳児クラス

と 1 歳児クラスと 4 月１日（0・1 歳

児対象）・2 日（2・3・4・5 歳児対

象）の新入園児説明会だけは、対面

で実施できた。〕 

 そのため、書面による開催となっ

たが、保育理念については伝えるこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

②評価：5 

・全て計画通り実施できたため。 

・人的環境では、「子どもと相談し

た対話する保育」「否定後・禁止語・

命令後・指示語を使わない保育」、物

的環境では、子どもが自己選択、自

己決定できるように「遊び込める空

間をつくること」と「子ども達が興

味や関心がもてるような仕掛けを

用意すること」を根幹においての実

践を進めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



に見守ることで安心感をも
ち、自分の意思や欲求を伝え
ることができるようにする。 
・個々の発達を理解し、その
子に合わせて関わりをもつ。 

 
③年間の園内会議日程は以下のと
おりとする。 
月 日 時 会議名 
4 8 13：45 職員会議 
4 22 13：45 職員会議 
5 27 13：45 職員会議 
6 29 13：45 職員会議 
7 29 13：45 職員会議 
8 24 13：45 職員会議 
9 28 13：45 職員会議 
10 26 13：45 職員会議 
11 24 13：45 職員会議 
12 16 13：45 職員会議 
1 26 13：45 職員会議 
2 24 13：45 職員会議 
3 22 13：45 職員会議 
月 2 回
程度 

13：45 リーダ会議 

・残業削減として、職員会議は
昼の設定とする。 
・事前に資料を配付し、報告事
項の内容は把握したうえで、検
討事項を主とした会議とする。 
・会議時間は 1時間以内を厳守
する。 

 
④年間の園内行事日程は以下のと

おりとする。 
 
月 日 時 行事名 
4 1 10：00 入園進級祝

い会 
4 15 9：30 前期健康診

断 
4 17 10：15 全体保護者

会 
4 21 10：00 子どもの日

祝い会 
5 20 9：00 4、5 歳春の

遠足 
6 
 

3 
 

10：00 
 

前期歯科健
診 

6 16 10：00 プール開き 
7 2 

  
10：00 
 

お店屋さん
ごっこ 

7 7 10：00 七夕 
9 3 10：00 プールじま

い 
9 17 10 いっしょに

あそぼう会
（ 敬 老 行
事） 

 
 
 
 
 
 
③・感染症予防の観点から、職員会
議の時間帯を 13：45 から 14：15 の
30 分間の短時間で終えるようにし
た。メンバーも管理職・指導職・ 
各クラスリーダー・調理室代表とし
て、話し合いの内容については、各
クラスリーダー・調理室代表が職員
に伝達できる体制をとった。 
・4 月、12 月は対面開催で開催し
た。感染症拡大防止の観点から、5
月・6 月・7 月・8 月・9 月・10 月・
11 月・1 月・2 月は書面開催、3 月
は園内オンライン開催となった。 
・話合う議題の精選と資料配付に
より、会議の時間短縮を図ることが
できた。 
・職員会議の数日前に指導職会議
（園長・副園長・主任・副主任で構
成）を設け、組織的な園運営が進め
られるようにした。 
 
 
 
 
 
 
④・季節行事である「七夕」「お月
見」新年祝い会」「節分」「ひなまつ
り」等は各クラスで工夫しておこな
った。（新型コロナウイルス感染症
対策ガイドラインに沿っておこな
うことができた。） 
・5 月に「ひかりまつり」を企画し、
大道芸人のマルチパフォーマンス
ショウの鑑賞を企画したが、まん延
防止等重点措置発令のため中止と
なった。 
・7 月の「夏まつり」は、本年度も
「縁日ごっこ」に変更した。 
・2 月の「おおきくなったね会」は
中止とし、3・4・5 歳児の劇あそび
の様子を写真専門業者が DVD 撮影
し、保護者に配付した。 
・3 月の「お別れ遠足（5 歳児）」は 
新型コロナウイルス感染症予防の
ため、交通機関を利用しない、近隣
の公園に変更した。 
・3 月の「お別れ会」も各クラスで 
おこなった。 
・3 月の「卒園祝い会」は、規模を 
縮小して、感染症予防体制を万全に 
しておこなった。 
・4 月・10 月の「定期健康診断」、
6 月・1 月の「歯科健診」、2 月の「歯

 

 

 

 

 

 

③評価：5 

・会議のあり方の改善を図ること

ができたため。 

・会議の内容について、会議に出席

したメンバーから職員全体に円滑

に伝達でき、共通理解が図れたた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④評価：5 

・概ね計画通り実施できたため。 

・感染症予防のため、内容を変更し

たところはあったが、行事の趣旨は

達成できたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 21 10：00 お月見 
10 1 

 
22 

9：00 
 

9:30 

秋 の 遠 足
（4、5 歳） 
秋の健康診
断 

10 14 10：00 後期歯科健
診 

10 28 9：30 秋の健康診
断 

11 12 9:30 お散歩遠足
（３歳） 

12 24 10：00 お楽しみ会 
1 7 10：00 新年祝い会 
1 13 10：00 歯科保健指

導 
2 3 10：00 豆まき 
2 5 10：00 おおきくな

ったね会 
2 18 9：00 お別れ遠足

（5 歳） 
3 3 10：00 ひなまつり 
3 18 10：00 お別れ会 
3 26 13：00 卒園お祝い

会 
 
⑤年間の園内研修、モデル園として
の取組（法人研修を除く）等は以
下のとおりとする。 
月 日 参加者 研修名 
4  全職員 ①練馬区立

保育園の保
育水準読み
合わせ 
②アレルギ
ー児の対応
（エピペン
使用含む） 
③防災机上
訓練 

5  全職員 ヒヤリハッ
ト活用 

6  全職員 心肺蘇生法 
9  全職員 

 
情報セキュ
リティ研修 

10  全職員 人権教育研
修 
 

11  全職員 嘔吐処理 
2  管理職 ハラスメン

ト研修 
3  全職員 ハラスメン

ト研修 
 

 
⑥安全管理対策 
不審者対策 
■園舎内における不審者対応マニ

ュアルを整備、運用する。 
 

科保健指導（4・5 歳児）」、毎月の「0
歳児健診」は予定通りできた。 
・「地域交流」「ふれあい給食」は全 
て中止とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤・4 月に、各クラス・各部署にお
いて、「練馬区立保育水準」読み合
わせと、安全対策のために防犯マニ
ュアル」「災害対策マニュアル」を
基に確認をおこなった。 
・感染症予防対策のため、6 月に練 
馬区光が丘消防署の救急隊員を講
師として、「応急救命講習（心肺蘇
生法）」の研修会はおこなえなかっ
た。そのため、看護師を中心に園内
研修をおこなった。 
・9 月に「練馬区保育課情報セキュ
リティ研修資料」と「個人情報保護
自己チェックリスト」をもとに、情
報セキュリティ研修を実施した。 
・10 月に、「『かけがえのない命を
はぐくむ場』とは？（光が丘保育園
が目指す姿）〔光が丘保育園作成資
料〕」「保育園認定こども園における
人権擁護のためのセルフチェック
リスト（全国保育士会）」をもとに、
人権尊重研修会をおこなった。 
 
 
 
 
 
 
 
⑥・感染症予防対策のため、10 月の 
練馬区光が丘警察署の生活安全課
の署員を講師としての不審対応訓
練と、9 月の練馬区光が丘消防署の
職員を講師としての防災訓練は、感

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤評価：5 

・概ね計画通り実施できたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥評価：5 

・概ね計画通り実施できたため。 

 

 

 



■園舎内への不審者侵入防止措置
を講ずる。 
■園内においてすべての児童、職員
を対象とした不審者対策訓練を
定期的に実施する。 

■光が丘警察署との連携の基で不
審者対策講習を受ける。 

災害対策 
■園舎内において災害時対応マニ

ュアル、防災マニュアルを整備、
運用する。 

■園内において、すべての児童、職
員を対象とした避難訓練、消火訓
練をおこなう。 

■地域において、児童、職員を対象
とした訓練を実施する。 

■発災時を想定し、児童、職員が最
低 3 日間園舎内に滞在できるよ
うな飲料水、食料、資材等を準備
する。 

■園独自の安全管理対策に関する
取り組みとして、以下の事を実践
する。 

・練馬区教育委員会が計画す
る防災訓練を実施する。 
・練馬区こども家庭部が計画
する情報伝達訓練を実施す
る。 
・練馬区または光が丘消防署
にて応急救命講習を受ける。
（指導職員） 
・起震車による職員及び園児
への教育活動を実施する。 
 

 
⑦個人情報管理 
■個人情報保護マニュアルを整備、
運用する。 

■プライバシーポリシーを公表す
る。 

■個人情報保護について定期的に
職員研修をおこなう。 

■園独自の個人情報管理に関する
取り組みとして、以下の事を実践
する。 

・練馬区が作成する情報セキ
ュリティ教本を利用し、読み
合わせをおこない個人情報管
理への意識を高める。 

 
⑧ハラスメント防止措置 
■セクシャルハラスメント、パワー
ハラスメント防止マニュアルを
整備、運用する。 

■セクシャルハラスメント、パワー
ハラスメント防止のために定期
的に職員研修をおこなう。 

■園独自のハラスメント防止措置
に関する取り組みとして、以下の
事を実践する。 

染症拡大防止の観点からおこなえ
なかった。 
・光が丘消防署による応急救命講
習、起震車による職員及び園児への
教育活動も、感染症予防対策のため
実施できなかった。 
・「情報伝達訓練」（6 月、2 月に練
馬区一斉の災害訓練）は、予定通り
実施することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦・10 月と 2 月に練馬区の「情報
セキュリティ研修資料」をもとに、
個人情報管理に関する研修をおこ
なった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧・練馬区と法人本部によるハラス 
メント研修会に管理職が参加した。 
・職員から、各ハラスメントに関す
る連絡。報告や情報はなかった。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➆評価：5 

・全て計画通りおこなうことがで

きたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧評価：5 

・全て計画通り実施できたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 



・職員と園長が話をする機会
を定期的に設け、コミュニケ
ーションを取る。 
・業務改善をおこない、仕事
量の適正化を図る。 
・パワハラ職場環境認識度チ
ェックリストをおこない、意
識を高める。 
 

 
⑨職員育成 
■職員の個人目標管理制度を活用

する。 
■職員の自己申告制度を活用する。 
■職種別習熟度指標を活用する。 
■個別参加研修計画を策定し、積極
的に参加させる。 

■法人主催研修（交換研修含む）に
職員を積極的に参加させる。 

■園独自の職員能力向上策に関す
る取り組みとして、以下の事を実
践する。 

・新型コロナウイルス感染症
の状況によるが、キャリアッ
プ研修や外部の研修に参加
し、職員の育成をおこない、
保育の一定水準を確保する。 
・練馬区主催の研修は、計画
的に一人 1 回は参加できる配
置をおこない職員の質の向上
を図る。 
・組織の構築をおこない、職
員指導を明確化する。 

 
⑩施設保全・什器備品整備 
■施設点検マニュアルを整備、運用
する。 

■業務開始前および業務終了後の
園舎内の安全確認チェックを実
施する。 

■施設保全に関して、以下の補修、
修繕、交換を実施する。 

 ※練馬区に修繕の必要な箇所を
その都度報告し、修繕を実施。 
時期 内容 概算金額 
   
   
   
   
   

■什器備品類に関して、以下の補
修、修繕、交換、リース契約更新、
新規購入を実施する。 
時期 内容 概算金額 
5 月 パソコンリー

ス 
 

   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨・キャリアアップ研修について
は、職員一人ひとりの経験年数や立
場に応じて、「保育士キャリアアッ
プ研修」「法人主催のリーダ層研修」
等に年間を通して計画的に参加す
ることができた。 
・練馬区保育課主催の研修・練馬区 
委託園園長会等の研修については、 
ZOOM などを利用し参加した。 
・職員のスキルアップのために「東
京都子育て支援研修」「救急救命講
習」等への参加もあった。 
・職員面談前に、自己申告書を確認 
し、職員面談に取り組むようにし
た。 
・年間 3 回職員との面談をおこな
い、職員とのコミュニケーションの
充実を図り、保育や運営において改
善が必要な内容があった場合には、
ただちに着手できるようにした。 
 
 
 
 
⑩・令和 3 年 10 月に専門機関によ
る園庭に設置されている遊具の安
全点検を実施した。その結果、経年
劣化が進んでいることが判明した
ため、練馬区保育計画課との連携の
もとで、令和 4 年 3 月に園庭遊具
（滑り台・複合遊具・鉄棒）撤去工
事をおこなった。 
同時に、新しい鉄棒の設置と砂場の
枠の改修等をおこなった。 
新しい園庭遊具の設置は、来年度 
前半におこなう計画である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨評価：5 

・概ね計画通り実施できたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩評価：5 

・全て計画通り実施できたため。 

・練馬区保育計画調整課運営支援

担当係や保育課児童施設係との連

携を図る中で、よりよい保育環境を

整えることができたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
⑪利用者意向把握 
■外部評価機関による福祉サービ

ス第三者評価を実施する。 
■外部評価機関による利用者アン

ケートを実施する。 
■利用者が園に対し容易に意見要

望を申し出る環境を整える。 
■園独自の利用者意向把握の方法
として、以下の事を実践する。 

・年2回の運営委員会の実施。 
・保護者へのアンケートの実
施。（主な行事に関して） 

 
⑫苦情解決制度 
■苦情解決対応マニュアルを整備、
運用する。 

■利用者から苦情を受けないよう
な取り組みを実施する。 

■地域から苦情を受けないような
取り組みを実施する。 

■園独自の苦情解決制度に関する
取り組みとして、以下の事を実践
する。 

・練馬区の「保健福祉サービ
ス苦情調整委員制度」を利用
する。 

 
⑬虐待防止・早期発見 
■虐待防止・早期発見および対応マ

ニュアルを整備し、運用する。 
■子ども家庭支援センターや児童

相談所と連携を図る。 
 
⑭外部機関との連携 
■地域内の病児、病後児保育室との
連携を図る。 

■地域内の小児科、整形外科、眼科、
耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科等の医
療機関との連携を図る。特に保育
実施時間内に受診可能な医療機
関を 1 つ以上確保する。 

■地域内の小学校や学童クラブ等
との連携を図る。 

■地域内の認可外保育施設との連
携を図る。 

 
⑮法人内施設との連携 
■会計業務、給与計算支払業務、職
員採用業務、労務管理業務を本部
事務局に委託する。 

■法人内の他園との交流、連携を図
る。 
※新型コロナウイルス感染症の状
況による。 
 
 
 
 
 

 
⑪・年間を通して「東京都福祉サー
ビス第三者評価」をおこなった。 
「利用者アンケート結果」と「評価
機関による評価」をもとに、保育・
運営等の改善と来年度の年間計画
作成に役立てるようにした。 
・年 2 回（7 月、2 月）運営委員 
会は、感染症拡大防止の観点から書
面開催となったが、利用者の意向を
把握し対応することができた。 
 
 
 
⑫・11 月に保育園に隣接する公園
で遊んでいた園児の声が響いてう
るさいとの苦情が１件あった。 
（近隣の住民より） 
・保護者からご意見をいただくで
あろう事象については、書面を発行
し対応した。 
・保護者からご意見をいただいた
際には、面談をおこない理解を求め
た。 
・第三者委員を通しての保護者・地
域からの意見・苦情はなかった。 
 
 
⑬・配慮を要する家庭に関しては、 
子ども家庭支援センターや児童相
談所との連携を図り、適切な対応が
とれるようにして、保護者支援につ
なげた。 
 
⑭・近隣小学校との直接交流による
連携活動は、感染症予防対策のため
全て中止となった。 
 毎月の「学校だより」「園だより」 
の交換はおこなっている。 
・11 月・12 月に近隣の小学校の「展
覧会」に、職員（数名）が鑑賞に行
き、小学校と管理職と教員との交流
をもつことができた。 
・12 月に近隣保育園との職員間交
流（主任・5 歳児担任）ができた。
光が丘保育園に隣接する広場で園
児によるリレー大会をおこなった。 
 
⑮・会計業務や職員採用業務など
は、法人本部との連携のもとでおこ
なうことができた。 
 

 

⑪評価：5 

・全て計画通り実施できたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫評価：5 

・全て計画通り実施できたため。 

・近隣住民からの要望については、

練馬区保育計画調整課との連携の

もとで、適切に対応できたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬評価：5 

・全て計画通り実施できたため。 

 

 

 

⑭評価：5 

・概ね計画通り実施できたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮評価：5 

・全て計画通り実施できたため。 

 



 

３．保育内容および保育計画、指導計画 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①保育の内容に関する全体的な計画
について 
■保育指針に基づき策定する。 
■保育理念、保育目標の実現を目指
し策定する。 

■保育の内容に関する全体的な計画
の見直しをおこなう。 

 
②年間指導計画、月間指導計画は以
下の年次および預かり形態の別で
策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 □アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
③個別指導計画は月単位で以下の年
次および預かり形態の別で策定す
る。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
□3 歳児 □4 歳児 □5 歳児  
■しょうがい児 □アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
④週間指導計画、日々の指導計画は
以下の年次および預かり形態の別
で策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
□しょうがい児 □アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
⑤園独自の保育関連計画を策定す
る。 

■園独自の取り組みとして、以下の
保育関連の計画を策定する。 
・アナフィラキシー児対応につ
き「アレルギー児対応の保育方
針」を策定する。 
・職員が子どものつぶやきやひ
らめきのエピソードを年 3 回出
すことにより子どもの発見や
気づきを大切にしていく。 
・ヒヤリハットを集計し、園全
体で危険な個所を周知する。 
・園庭改造のプロジェクトを発
足し、物的環境の見直しをおこ
なう。 
・自己肯定感プロジェクトに取
り組む。 

 
 

① 保育指針に基づき、適切に策定
した。 

 
 
 
 
 
 
② 年間指導計画、月間指導計画

については計画通り策定し

た。 
 
 
 
 
 
 
③ 個別指導計画について適切に

策定した。 
 
 
 
 
 
 
 
④ 週刊指導計画及び日々の指導

計画は適切に策定した。 
 
 
 
 
 
⑤ 各種マニュアルについては、

特に衛生面においてコロナ禍

であることを考慮し、法人本

部の指導に従った。また園の

取り組みとして、園医に伺う

などして運用方法を見直し

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
➀評価：5  
・職員全員が関り、作成できたた

め 。 
 
②評価：5 毎月、主任が確認し施

設長が最終承認し確認がおこなえ

たため。 
 
 
 
 
③評価：5 毎月、主任が確認し施

設長が最終承認し確認がおこなえ

たため。 
 
 
 
 
 
④評価：5 毎週、主任が確認し施

設長が最終承認し確認がおこなえ

たため。 
 
 
 
 
⑤評価：5  月 1 回、月末に次月

の献立を 保護者と担任、栄養士間

で確認することで、共有すること

ができたため。（アレルギー児）職

員同士が褒め合うことで、職場が

明るくなった。また、子どもの良

いところ見つける意識改革にもつ

なげることができたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 



⑥保育業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 

・練馬区立保育園の保育水準
を維持するために以下の事項
を実践する。 
・光が丘保育園引継ぎ手順書 
・練馬区園外保育マニュアル 
・練馬区乳児保健マニュアル 
・練馬区保育所給食の衛生管  
理 

 
⑦園独自の保育内容を実施する。 
■定期的な体育指導を実施する。 
□定期的な音楽指導を実施する。 
□定期的な学習指導を実施する。 
■園独自の取り組みとして、以下の
保育内容を実施する 

・異年齢保育の実践として仲
良し活動をおこなう。 
・定期的に“リズム”を実施す
る。 
・環境学習を実施する。 
・幼児期の終わりまでにそだ
ってほしい 10 の姿に基づき
保育を展開する。 

 
 
⑧通常日の保育時程は以下のとおり
とする。 
  0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 

7 順次登園（延長保育 7：00～7：30） 
 朝保育（7：30～） 
8 クラス保育開始 

（乳児 8:00 幼児 8:30） 
9 遊び 

睡眠 
おやつ 朝の会 

遊び・活動 
10 離乳

食 
遊び 

11 睡眠 
遊び 

食事 11:30～食事 
12 午睡 
13 午睡 

 
14:30 目覚め 

14 離乳

食 
目 覚 め

（随時） 
15 遊び 

睡眠 
順次 
降園 

おやつ 
16 遊び 

夕保育 
順次降園 

17 
18 
19 18:30～20:30 

延長保育 20 
 
 
⑨保護者との情報交換 
・日々の情報や緊急ではない情報 
■全年齢において連絡帳を交換して
いる。 

□0 歳、1 歳、2 歳児のみ連絡帳を交
換している。 

⑥ マニュアルに従い、各業務の実
施をした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ 体育指導については、コロナ

禍のため年間を通じて実施で

きなかった。まん延防止等重

点措置期間は中止とした。 夏
季異年齢児合同保育、乳児ク

ラス 少人数保育については

感染症対策に配慮しながら実

施した。  
 
 
 
 
 
 
⑧ 保育時程通りの保育を提供し

た。年間を通して、新型コロ

ナウイルス感染症関連の休園

が延べ 9 日あった。（7 月：2
日、2 月：5 日、3 月：2 日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 連絡帳及びクラス掲示、ホーム

ページでの掲示などを通じ、保
護者への情報提供を行った。ま
た、日々の保育の様子につい
て、可能な限りドキュメンテ 
ーションで掲示を行った。ま

⑥評価：5 ・保育水準以外にも各

種マニュアルや自己評価チェック

リストなど、保育士として振り返

ることができたため。  
 
 
 
 
 
 
⑦評価：4 ・コロナ禍のため、計

画通りに実施できなかたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧評価：4 ・新型コロナウイルス

に感染してしまうことは、仕方な

いことであるが、やはり保育園を

休園させてしまったから 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 評価：5 
 ・概ね計画通り実施できたため。 
 
 
 



■クラス全般の保育内容についてク
ラス掲示板に掲示している。 

■ホームページに掲示している。 
■月次で発行するクラスだよりや園
だよりに掲示している。 

■園独自の取り組みとして、以下の
情報交換を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
個別緊急時の情報 
□個別メール送信システムを活用し
ている。 

■電話を活用している。 
全体緊急時の情報 
■一斉メール送信システムを活用し
ている。 

■必要に応じてホームページに掲示
している。 

■電話を活用している。 
■園独自の取り組みとして、保護者
との情報交換において以下の事を
実践する。 
・年に 2 回は練馬区連絡メール
システム、伝言ダイヤル 171、
web伝言板を活用する訓練を練
馬区とおこなう。 

 
⑩保育サービス推進事業について以
下の保育サービス推進事業を実施す
る。 
□産休明け保育 
■0 歳児の延長保育 
■2 時間以上延長保育 
□3 時間以上延長保育 
□病児・病後児保育 
□休日保育 
□4 時間未満一時預かり事業 
□4 時間以上一時預かり事業 
■しょうがい児保育(特児) 
■しょうがい児保育(その他) 
■アレルギー児対応 
□夜間保育 
■育児困難家庭への支援 
■外国人児童受入れ 
■年末年始保育 
■小中高生の育児体験受入れ 
■保育所体験 
□出産を迎える親の体験学習 
■保育拠点活動支援 
  
・令和 3 度は、年末保育はおこな
わない。 

た、まん延防止等重点措置期間
は一時中断したものの、年間を
通して面談の機会を設けた保
育園における新型コロナウイ
ルス感染症の状況で必要な内
容については、「光が丘メール」
で随時保護者に発信した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 延長保育では、新型コロナウイ

ルス感染症の影響から、在宅勤
務に移行する保護者が増えた
ためか、前年度に比べ、 利用が
減った。 
 育児困難家庭とは、子ども家
庭支援セ ンターや児童相談所
と連携を取り、情報 交換をし
ながら、対応することができ 
た。  
 ・外国人児 9 名受け入れて
いる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 評価：5 ・本年度は年末保育の 
当番園ではなかった。 
・子ども家庭支援センターや児童 
相談所の方と、何か園児に対して 
変化や気になる様子があった際に

は、早急に連絡し情報を共有する

とともに、練馬区保育計画調整課

との連携のもとで対応することが

できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・幼児クラスのその日の保育 
内容を毎日掲示し、かつ、各家 
庭に配付。 
・「共育て通心」の取り組み

をし、保護者と共通理解のも

と、子どもの育ちを見守る。 



 
⑪法人内プロジェクトへの参加 
■主任会議に参加する。 
■給食担当者会議に参加する。 
■保健担当者会議に参加する。 
■法人内プロジェクトで決定した事
項について、園内において実施す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑪・各担当者会議には参加するこ
とができた。 
・業務削減については、会議のもち
かたや休憩時間の確保等において
改善を図ることができつつある。 
・ICT 化かについては、練馬区保育
計画調整課と連携をとりながら進
めている。古いパソコンとの入れ
替えで、新しいパソコンを 11 台購
入できた。 
・0・1 歳児の連絡帳の電子化の準
備を進めることができ、来年度前
半から実施できる体制が整った。 

 
⑪ 評価：4 ・保育計画調整課で 
ICT 化の導入を始めたことによ

り、光が丘保育園としては、法人

で運用しているキッズレポと連動

することができた。 
・業務削減に関しては、全職員の

意識化は図られている。 
・感染症予防対策の一環として、

合同保育がおこなえない状況とい

うこともあり、職員体制が厳しい

年度であったが、職員間の協力体

制のもとで乗り切ることはでき

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務改善申請書を定着させ、
職務の効率化への意識化をは
かり実践する。 
・ICT 化を定着するために、 
職員一人に一台パソコンを 
用意する。 
・休憩時間を取得できるよ 
う、園全体でのローテーショ 
ンを考える。また、定額残業 
制度を活用する。 
・職員の事務処理時間を考 
慮し、残業時間を月に 5 時間 
以内とし、本人の希望がある 
場合は、業務に支障の無い範 
囲で相殺ができるシステム 
を周知する。 



４．給食・食育 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①給食業務実施にあたり、以下のこ
とをおこなう。 

■給食担当者の日々の健康管理をお
こなう。 

■保育実施日は原則として給食を実
施する。 

■給食内容は完全給食とする。 
■離乳食を実施する。 
■アレルギー食を実施する。 
■延長保育に応じた給食を実施す
る。 

□献立は法人共通献立を使用する。 
□食材の調達は法人共通仕入れ先か
ら調達する。 

■調理方法について、手順書や調理
マニュアル、衛生管理マニュアル
に従っておこなう。 

■調理方法について、他園の担当者
間で情報交換をおこなう。 

■児童の喫食状況に応じて、調理方
法を工夫する。 

■保育職担当者や看護職担当者との
意見交換をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、給食業
務において以下の事を実践する。 

・練馬区の統一献立に基づき給
食業務を実施する。 
・練馬区内の業者から食材を調
達する。 
・日々の安全な食事の提供にむ
けて衛生管理マニュアルをしっ
かりと活用する。 

 
②給食業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 
・練馬区の保育所給食の衛生管理 
・練馬区の離乳のてびき 
・食物アレルギーマニュアル 

 
③食育業務実施にあたり、以下のこ
とをおこなう。 

■年間食育計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、食育業
務において以下の事を実践する。 
・野菜の栽培、食育指導、調理保
育等、練馬区立保育園の食育到
達目標「食べることが楽しいと
思える子どもに」に到達すべく
子どもたちの食べる力を豊かに
育むための食育活動を実施して
いく。調理保育においては、新型
コロナウイルス感染症の状況に
より判断をする。 
・食育として年長児が配膳をト
レーを使う。 

 

➀概ね計画通り実施した。 
・令和 3 年 10 月に常勤調理師 1 名
が体調不良により退職した。 
令和 4 年 3 月より常勤管理栄養士 1
名が産休に入った。 
令和 4 年 3 月に常勤栄養士 1 名を
採用した。 
調理室の作業内容には支障はなか
った。 
・アレルギー食の提供事故等は、0
件であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②全て計画通りに実施した。 
・「新食物アレルギー対応マニュア
ル」をもとに、年度当初に園内研修
を開き、実際のシュミレーションを
通して全職員で確認して実践した。 
・個々の食物アレルギー児の特徴を
共通理解し、給食・おやつの提供の
仕方の確認をおこなった。 
・食物アレルギー児の保護者とは定
期的（基本的に月１回）、または、随
時の面談〔保護者・管理職・担任・
栄養士・看護師〕をおこない安全を
図っている。 
・キャリアアップ研修会〔食物アレ
ルギー対応〕に主任（保育士・給食
担当）が参加した。 
 
③概ね計画通りに実施した。 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
➀評価：5 
・給食業務においては、各マニュア
ルに沿って滞りなく遂行できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②評価：5 
・「新食物アレルギー対応マニュア
ル」に関する共通理解を図り実践で
きた。 
 
 
 
③評価：5 
・感染症予防のため、実施できない
調理保育があった。 
・調理室と各クラスとの連携のも
とで、各クラスが園庭の畑で育てた
野菜類を食材として活用できた。 
・季節や行事に伴い献立の工夫を
おこない、園児に季節の特徴や行事
の意味の理解につなげている。 
・毎月の「栄養だより」では、栄養
に関する内容や調理のレシピなど
も載せ、家庭での食育に関する啓発
を図っている。 
 



 
５．保健 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①保健業務実施にあたり、以下のこ
とをおこなう。 

■年間保健計画を策定する。 
■在園児の成長を記録する 
■在園児に保健指導をおこなう。 
■在園児の健康管理をおこなう。 
■在園児のケガや急な疾病に対応す
るため、マニュアルを整備し、運用
する。 

■保護者からの在園児の成長、発達、
健康に関する相談を受け、適宜助
言をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、保健業
務において以下の事を実践する。 
・練馬区のサーベイランスを活
用し感染症等の発生状況を把
握し、予防に努める。 
・練馬区の感染症マニュアルを
活用する。 

 
②園内事故防止に取り組む。 
■SIDS 予防を図る。 
■園全体のヒヤリハットを管理す
る。 

■園独自の取り組みとして、園内事
故防止において以下の事を実践す
る。 
・事故防止に向け、ヒヤリハッ
トの定着と内容の共通理解を
はかり事故防止につなげる。 
・園庭遊具、園庭の安全点検を
毎週おこなう。 
・園内、園庭等に誤嚥・誤飲に
つながる物を発見し、事故予防
につなげる取り組みをおこな
う。 
・職員の意識を高めるために気
づき大賞として園内の危険物
を見つける活動をする。 

 
③職員の健康管理 
■保健担当者が衛生推進者として職
員の健康管理をおこなう。 

■事業所内健康診断を実施する。 
■職員検便を実施する。 
 
 

・職員の健康管理をするため休
憩時間の確保の取り組みをお
こなう。 

 

➀全て計画通りに実施した。 
・練馬区保育課の「練馬区保育施設
における新型コロナウイルス感染
症対策ガイドライン」や感染症予防
に関する練馬区保育課及び法人本
部保育からの通知内容を全職員で
共有して、保育や運営を進めた。 
必要に応じて保護者・家庭にも発信
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②全て計画通り実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③全て計画通り実施した。 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
➀評価：5 
・練馬区のサーベイランスを活用
し、感染症等の発生状況を把握し、
予防に努めた。 
・練馬区の感染症マニュアルを活
用した。 
・練馬区保育課や法人本部からの
感染症予防に関する通知を活用し
た。 
・全園児の定期健康診断と歯科健
診は年 2 回実施できた。 
 
 
 
 
 
 
②評価：5 
・ヒヤリハットの定着は図られて
おり、ヒヤリハットが提出された場
合には、全職員で共有して、事故防
止につなげた。 
・園内、園庭等に誤嚥・誤飲につな
がる物を発見したときには、直ぐに
事務所内に掲示して全職員に知ら
せ、事故防止につなげる取り組みを
おこなった。 
 
 
 
 
 
 
③評価：5 
・職員の「定期健康診断」について
は、年度当初（４月）に各職員と看
護師が話し合い、健康診断の日程を
決め、保育園の年間スケジュール表
の中に入れ、計画的に進めることが
できた。 
・練馬区保育課や法人本部保育部
からの通知を基に、職員自らが感染
症予防の意識をもって実践できる
よう努めた。 
・全職員は、毎朝検温して、体調も
含めて「職員用健康観察カード」に
記入している。月末に看護師に提出
して 3 か月間保管している。 
・休憩時間（１時間）の確保につい
ては、勤務のローテーションを工夫
しながらほぼできている。 
 



 



令和 3 年度 事業計画 ・事業実績評価報告 
 
１．施設の概要と職員体制 

施設名 南大泉保育園 施設住所 練馬区南大泉５－２６－７ 

開設年月日 昭和 48 年 1 月 1 日 運営形態 
■公設民営認可・□民設民営認可・□小規模保

育所 
土地建物所有権 □土地 □建物 土地建物賃借料 土地円   /年 建物    円/年 
敷地面積 2001.10 ㎡ 建物延床面積 661.83 ㎡ 

開園日 
月から日曜日とする。但し、12 月 29 日から 1
月 3 日は休園とする。 開園時間 

午前 7 時 00 分から午後 8 時 30 分と

する。但し午前 7 時から午前 7 時 30
分と午後 6 時 30 分から午後 8 時 30
分までは延長保育時間とし、詳細は

別に定める。 
保育料  

定員数、

入所数、

面積 

年次 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 
内しょ
うがい
児 

内ア
レル
ギー
児 

内アナ
フィラ
キシー
児 

 一

時 病後児 

定員 10 18 24 25 25 25 126       

入所 10 18 24 25 25 25 126 2 6 0    

保育室面積 54.1 60 52.2 54.1 54.1 69.6 404.69       

担
当
職
務
と
職
員
名 

施 設 長 加藤由美子 
■会計責任者 ■防火管理者 ■予算管理者 ■固定資産管理者 ■苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

副施設長 岸田幸格 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

副施設長 千葉みどり 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

主任保育士 大場朋子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

主任保育士 石井卓弥 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者□衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

副主任保育士  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

看護職 前川佳美 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 ■衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

看護職 二木典子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

給食職責任者 久岡茉莉香 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 ■食品衛生責任者■食品発注担当者 

嘱託医（園

医） 渡辺 久幸 
住所 練馬区東大泉 1-26-16 ｵｶﾞﾜﾋﾞﾙ 1F  

電話  03-5947-3577 

職
員
数 

 正規 正規短時間 嘱託 フル非常勤 パート非常勤 

保育職 21    
保育士 4 

保育補助 17 

看護職 2     

給食職 6    1 

用務職 1    3 

事務職      

苦情解決第三

者委員 
田村美津子 近藤春美     

今年度変更事項  副園長 千葉みどり着任。 調理師 1 名小山貴佳が光が丘保育園より異動、福西桃子新卒栄養士、

藤野京太新卒保育士着任。 



  

２．保育園運営に当たっての基本的な方針や目標 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じ

た場合の理由 
①「かけがえのない命をはぐくむ場」
という保育理念について 

■児童、保護者、職員、地域の方々に保
育理念の理解が進むよう取り組む。 

■保育園の全ての業務は保育理念から
展開されていることを踏まえ、各種
手順書、各種マニュアル、各種計画
等は保育理念に基づき策定するよう
取り組む。 

■園独自の保育理念に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 

業務委託 2 年目なので、引
き継いだ保育ができてい
るか、保育理念に基づいて
いるかを職員間で振り返
りをしながら、共通理解を
深めていく。 

 
②保育目標は全園共通で以下と定めて
いる。 
1.心身ともに健康な子ども 
(健康) 
2.誰とでも仲良くできる子ども 
(人間関係、人権) 
3.自分で考え行動できる子ども 
(自主性) 

 
【南大泉保育園保育目標】 

◎健康で生き生きした子ども 
◎友だちと一緒にあそぶ子ども 
◎のびのびと自分を表現する子ども 
◎相手の気持ちがわかり、思いやる

子ども 
 

■児童、保護者、職員、地域の方々に保
育目標に基づく保育をおこなってい
ることの理解が進むよう取り組む。 

■保育内容の全ては保育目標から展開
されていることを踏まえ、保育課程、
各種指導計画等は保育目標に基づき
策定する。 

■園独自の保育目標に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 

・業務委託である南大泉保
育園の保育を継承し、実勢し
ていきながら、「子どもの自
主性を引き出す保育」にチャ
レンジしていく。 
・指示語・命令語・禁止語・
否定語」について、職員間で
学びあうために園内研修を
取り入れる。 
・人的環境・物的環境につい
ては、プロジェクト中で子ど
もの発達に合わせて環境構
成を見直していく。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①保護者会、おたよりなどで練
馬区の方針と合わせて法人理
念についても保護者への理解
に努めたと同時に、職員間でも
職員会議、園内研修などで理解
を深めた。 
 
 
 
 
 
②一年を通し、大きな事故もな

く運営することができた。ま

た、コロナ禍での保育が 2 年目

となり、引き継いだ形のままで

はないが、その分職員同士、職

員と子どもたちとの中で、どの

ように活動を行っていくかな

ど相談し合いながら進めるこ

とができた。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
個人情報の点で入力ミスがあ

ったが、委託園として二年目

を迎え、練馬区とも連携し、

職員間で話し合いながら運営

することができたため。 
 
①評価 5 4 3 2 1 
保護者、地域の方への理解は

まだ浅いと思うが、職員間で

連携し、理解に努めることは

できたため。 
 
 
 
②評価 5 4 3 2 1 
「コロナ禍だから」から「コ

ロナ禍だからこそ」へ変え、

職員と子どもたちが考え、保

育を実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■遠足は練馬区の方針で今年度よりバ
ス遠足は中止となる。 
■休日保育、延長保育 
 
③年間の園内会議日程は以下のとおり
とする。 
月 日 曜日 時 会議名 
4 16 金 13:30 全体職員会議 
5 21 金 13:30 全体職員会議 
6 18 金 13:30 全体職員会議 
7 16 木 13:30 全体職員会議 
8 26 木 13:30 全体職員会議 
9 16 木 13:30 全体職員会議 
10 19 火 13:30 全体職員会議 
11 18 木 13:30 全体職員会議 
12 21 火 13:30 全体職員会議 
1 18 火 13:30 全体職員会議 
2 17 木 13:30 全体職員会議 
3 4 木 13:30 全体職員会議 
3 17 木 13:30 全体職員会議 

幼児会議 第 1、第 3 木曜日 14 時 
乳児会議 第 2、第 4 木曜日 13:30 
調理会議、アレルギー会議 月 1 回 
0 歳児会議 毎月 1 回 
体制会議 毎週金曜日 13:45～ 
昼礼 毎日 13:45～  
 
④年間の園内行事日程は以下のとおり
とする。 
月 日 時 行事名 
4 3 10:00 入園説明会 
4 7 10:00 入園進級祝い会 
4 23 10:00 子どもの日祝い会 
5 27  4・5 歳児 
6 25 10 プール開き 
7 7 未定 七夕まつり 
9 7 未定 プールじまい 
9 14 未定 秋の会 
10 未定 未定 教育委員会一斉防

災訓練 
10 未定  運動会 
11 5 

9 
未定 5日 3歳児、

9 日 4 歳児お
弁当遠足 

11 19  5 歳児おもいで遠
足 

12 9  年末お楽しみ会 
1 7 10 新年お楽しみ

会 
2 3  節分 
2 5  大きくなった

ね会 
3 3  ひなまつり 
3 11  卒園を祝う会 
    

【前期クラス別保護者会】 
 0 歳児 6/4 1 歳児 5/18 
 2 歳児 4/23 3 歳児 5/10 
 4 歳児 4/20  5 歳児 4/23 
【後期クラス別保護者会】 
 0 歳児 1/21 1 歳児 1/25 

 
 
 

 
③コロナの感染状態によって、書

面開催にするなどの変更はあった

が、実施できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④9/14 秋の会は感染対策で実施を

中止し、ハガキを送ることに変更

した。また、大きくなったね会は

感染拡大と休園もあり開催を中止

し、DVD を作成して幼児クラス

に配付する。とても好評であっ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
③評価 5 4 3 2 1 
 
実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④評価 5 4 3 2 1 
 
形は変えても子どもたちと相

談しながら実施することがで

きたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 歳児 2/1 3 歳児 2/5 
 4 歳児 2/5  

5 歳児 12/16（校長先生からのお話） 
他、春の定期健康診断、春の歯科健診 
秋の健康診断、秋の歯科健診 日程未
定 
 
⑤年間の園内研修、モデル園としての
取組（法人研修を除く）等は以下の
とおりとする。 
月 日 参加者 研修名 
4 
 
 
4 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
 

 

1 
 
 
4 
 
 

未定 
 
 

未定 
 
 
 

 

全職員 
 
 

全職員 
 
 

全職員 
 
 
全職員 

・理念/方針/
虐待人権な
ど 
・エピペン
対応 
 
消防署によ
る心肺蘇生 
 
消防署によ
る消火訓練 
嘔吐処理 
 
・荒馬 
・リズム 

・年間を通し、引き継ぎ項目の「荒馬」
「リズム」の研修を外部の講師を設
定し受講する。 

・各キャリアに合わせたキャリアパ 
ス研修参加 

・法人研修参加 
・園内研修 嘔吐処理、心肺蘇生、 
個人情報、ハラスメント、心得など） 

・区内主催研修 
・その他随時予定あり 
 
⑥安全管理対策 
不審者対策 
■園舎内における不審者対応マニュア
ルを整備、運用する。 

■園舎内への不審者侵入防止措置を講
ずる。 

■園内においてすべての児童、職員を
対象とした不審者対策訓練を定期的
に実施する。 

 
災害対策 
■園舎内において災害時対応マニュア
ル、防災マニュアルを整備、運用す
る。 

■園内において、すべての児童、職員
を対象とした避難訓練、消火訓練を
おこなう。 

■地域において、児童、職員を対象と
した訓練を実施する。 

■発災時を想定し、児童、職員が最低 3
日間園舎内に滞在できるような飲料
水、食料、資材等を準備する。 

■園独自の安全管理対策に関する取り
組みとして、以下の事を実践する。 

 
 
 
 
 
⑤消防署による心肺蘇生法の研修

は、コロナ禍のため実施していた

だくことができなかった。区役所

で道具お借りし、園内で看護師指

導による園内研修をおこなった。 
リズム研修は年間 10 回を予定し

ていたが、休園などで 2 回中止と

なった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➅マニュアルに基づいて訓練を実

施できた。また、近隣小学校と連

携し、小学校まで全園児での避難

訓練を実施できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
⑤評価 5 4 3 2 1 
 
消防署、警察署など外部の委

託はできなかったが、職員間

で実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➅評価 5 4 3 2 1 
 
計画通り実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・公園マップ修正 
・園舎、保育室の安全チェックリ
ストの強化 

・小学校との連携、経路の確認、
非常食、備品の追加。 

・地域防災訓練の参加 
事故防止について 
・第一避難場所である大泉第 6小
学校への避難経路確認と交流
から避難訓練に参加していた
だく。 

 
⑦個人情報管理 
■個人情報保護マニュアルを整備、運
用する。 

■プライバシーポリシーを公表する。 
■個人情報保護について定期的に職員
研修をおこなう。 

■園独自の個人情報管理に関する取り
組みとして、以下の事を実践する。 
・練馬区主催の個人情報保護の講
習を受ける。 
・守秘義務についての園内研修を
園長がおこなう。子どもの書類は、
全て施錠されているキャビネット
などで保管する。 
・保護者への他児の情報に関する
漏洩がないようにチェックリスト
を作成するなどして、指導にあた
る。 
・練馬区個人情報マニュアルの読
み合わせと周知を行なう。 
・連絡帳は開閉扉の中にしまう。 
 
以上、常勤、非常勤職員ともに周
知さん、参加をする。 

 
⑧ハラスメント防止措置 
■セクシャルハラスメント、パワーハ
ラスメント防止マニュアルを整備、
運用する。 

■セクシャルハラスメント、パワーハ
ラスメント防止のために定期的に職
員研修をおこなう。 

■園独自のハラスメント防止措置に関
する取り組みとして、以下の事を実
践する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑨職員育成 
■職員の個人目標管理制度を活用す
る。 

■職員の自己申告制度を活用する。 
■職種別習熟度指標を活用する。 
■個別参加研修計画を策定し、積極的
に参加させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ 個人情報、セキュリティ研修

などは全職員が受講し学ぶことが

できたが、キッズレポの入力を間

違え、他児の情報を見られてしま

ったという事案があった。 
原因究明と再発防止を話し合い、

ルールの徹底を図った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ハラスメント研修には管理職で

の参加をし、職員にもその内容に

ついては周知を行なった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨OJT シートの実施をし、担当制

の面談をおこなった。各研修は職

員の希望に沿って参加申し込みを

行なうことができたものの。中に

はコロナ禍のため中止になるもの

もあった。受講者には職員会議な

どで園内研修をおこない、共有の

場を作った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦評価 5 4 3 2 1 
左記事案があり、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧評価 5 4 3 2 1 
 
参加、実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨評価 5 4 3 2 1 
メンター制度の継続など適切

な措置を講じたため。 
研修についてはリモート研修

も多かったが令和 2 年度に比

べ受講数が増えたため。 
 

・管理職はハラスメント研修に参
加、職員間のコミュニケーション
の構築 
・ハラスメント防止のための職員
間の声の掛け合いができる環境を
構築していき、互いが働きやすい
場となるようにしていく 



■法人主催研修（交換研修含む）に職
員を積極的に参加させる。 

■園独自の職員能力向上策に関する取
り組みとして、以下の事を実践する。 
・職務内容に応じた専門性の向
上を図るため、研修機会の充実
を処遇改善Ⅱのキャリアアップ
研修を用いて全職員が参加し保
育の水準を確保する。 
・外部研修、法人研修への積極
的な参加を促す。園長、副園長、
主任による個人面談実施。 
・メンター制度導入で新卒職員
のサポートをおこなう。 

⑩施設保全・什器備品整備 
■施設点検マニュアルを整備、運用す
る。 

■業務開始前および業務終了後の園舎
内の安全確認チェックを実施する。 

■施設保全に関して、以下の補修、修
繕、交換を実施する。 

 ・練馬区運営管理係を通し、修繕を
進める。 

■什器備品類に関して、以下の補修、
修理、交換、リース契約更新、新規購
入を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他 
グリストラップ掃除、建築、防災点検

は練馬区でおこなう。 
 
⑪利用者意向把握 
■外部評価機関による福祉サービス第

三者評価を実施する。 
■外部評価機関による利用者アンケー

トを実施する。 
■利用者が園に対し容易に意見要望を
申し出る環境を整える。 

■園独自の利用者意向把握の方法とし
て、以下の事を実践する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩予定通りの購入を実施できた。 
園舎内不備については、区の施設

係との連携の中で修繕をお願いし

た。法人監査で廊下の荷物フック

かけに一部危険性があるというご

指摘を頂き、練馬区に報告ののち

直していただいた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪委託 3 年目になり、まず園独自

のアンケートをおこなう。また、

区の規程により第三者評価を受診

した。総合満足度 82.5％をいただ

く。両方のアンケートをもとに職

員間で振り返りをおこない、改善

につなげている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩評価 5 4 3 2 1 
 
計画通り実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫評価 5 4 3 2 1 
委託初年度から満足度が少し

上がった。職員とは更なる改

善を目指し、改善計画を考

え、実施しているため。その

行動に評価 5 とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・パソコンなどを増やす。ネット
ワークの環境整備をおこなう。 
 ネットワーク工事 120 万円 
パソコンなど導入費 3040400
円程度。 
・食器、テーブルなどの給食備品
の購入、移動式荷物掛けなどの保
育備品の購入、準備を行う。 
・食器、給食備品 30 万程度 
・保育支援システムの導入につ
いてのネット環境の整備を行う。 
保育支援システム月額 52800 円 

・一年を通し、保護者の子育てに対す

る意向を聞く機会を設ける。 
・大きな行事ごとにアンケートで改

善・取り組みにつなげていく。 
・ご意見ご要望ボックスの設置といた

だいたものは、全職員で共有し、速や

かに保護者に返す。 
・第三者評価は練馬区で実施する。 
 



 

⑫苦情解決制度 
■苦情解決対応マニュアルを整備、運
用する。 

■利用者から苦情を受けないような取
り組みを実施する。 

■地域から苦情を受けないような取り
組みを実施する。 

■園独自の苦情解決制度に関する取り
組みとして、以下の事を実践する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑬虐待防止・早期発見 
■虐待防止・早期発見および対応マニ
ュアルを整備し、運用する。 

■子ども家庭支援センターや児童相談
所と連携を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
⑭外部機関との連携 
■地域内の病児、病後児保育室との連
携を図る。 

■地域内の小児科、整形外科、眼科、耳
鼻咽喉科、皮膚科、歯科等の医療機
関との連携を図る。特に保育実施時
間内に受診可能な医療機関を 1 つ以
上確保する。 

■地域内の小学校や学童クラブ等との
連携を図る。 

■地域内の認可外保育施設との連携を
図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑮法人内施設との連携 
■会計業務、給与計算支払業務、職員
採用業務、労務管理業務を本部事務
局に委託す法人内の他園との交流、
連携を図る。 

⑫令和 3 年度で 2 件の職員の対応

に関するご意見をいただく。経験

年数の少ない職員の対についての

ご意見だったことから、月 1 回主

任による保護者対応の園内研修実

施し、改善に努めている。 
ご意見の内容は以下の通り。 
①保育室の出入り口の柵に乗って

いたわが子がおろされて泣かされ

た。 
②朝の登園時に泣いているのに何

もしてくれない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑬連携している児童が 1 家庭 2 名

いるため、定期的に子ども、保護

者の様子を共有してきた。 
母が不安定なことが多いので連休

明けなどは特に今後も様子を共有

していく。 
 
 
 
 
 
 
⑭コロナ禍ではあったものの近隣

小学校の 3 年生が「保育園での仕

事」ということで見学に来る。 
定期健診は滞りなく実施され、歯

科医師による歯についての指導も

5 歳児対象に実施できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑮法人内施設とは園の運営を通じ

て密接に連携した。 
 
 
 
 

 
⑫評価 5 4 3 2 1 
 
職員の対応についてご意見を

2 件いただいたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑬評価 5 4 3 2 1 
練馬区こども家庭支援センタ

ー、児童センターなどと連携

をし、適切に対応できたた

め。 
 
 
 
 
 
⑭評価 5 4 3 2 1 
 
適切に対応できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑮評価 5 4 3 2 1 
適切な連携が取れたため。 
 
 
 
 

・隣接地域包括支援センターでの
お年寄りとの交流に 5 歳児が参加
する。 
・近隣公立保育園、認証保育所と
の交流をおこなう。 

・該当児身体的管理、保護者のサ
ポート、各関係機関との連携を密
にしていく。 
・区主催の研修に参加し、日頃の
様子などから早期発見に努める。 
 

・ご意見は、速やかに周知、改善、
対応策を考え、掲示し、苦情にな
る前に対応する。 
・苦情解決制度と第三者委員に
ついては、入園時、保護者懇談会
などで、年度を通し随時保護者に
は知らせていく。 
・第三者委員の方を行事などに
ご招待し、保護者が制度について
理解できるような機会を設けて
いく。 
・プール活動、園行事の際は、近
隣へ挨拶とポスティングをおこ
なう。 



３．保育内容および保育計画、指導計画 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じ

た場合の理由 
①保育課程について 
■保育指針に基づき策定する。 
■保育理念、保育目標の実現を目指し
策定する。 

■保育課程の策定と職員間での共有を
徹底する。 

 
②年間指導計画、月間指導計画は以下
の年次および預かり形態の別で策定
する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 ■休日保育 
 
③個別指導計画は月単位で以下の年次
および預かり形態の別で策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
④週間指導計画、日々の指導計画は以
下の年次および預かり形態の別で策
定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
⑤園独自の保育関連計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、以下の保
育関連の計画を策定する。 
練馬区のマニュアルに順守する。 

 
⑥保育業務実施にあたり、以下の手順
書やマニュアルを用いておこなう。 

・各年齢保育マニュアル 
・延長保育マニュアル 
・休日保育マニュアル 
・散歩マニュアル 
・アレルギーマニュアル 
・保健マニュアル 
・給食衛生管理マニュアル 
など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
①～➅ 
計画通り、職員全体で話し合い、策
定した。主任、副園長、園長で確認
をおこなった。 
計画通り保育は実施できたが、コ
ロナウイルスの陽性者が出た 8/4、
1/29.31、2/7.8.9、2/19.21.合計 7 日
間が休園となった。 
 
7 月より ICT 化に伴う、キッズレ
ポでの計画を導入した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
3保育内容および保育計画、指

導計画については全体的に 

訂正に実施できたため。 

 

 
 
 
①~➅ 

評価 5 4 3 2 1 
 
適正に策定され、実施できた

と評価する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



⑦園独自の保育内容を実施する。 
□定期的な体育指導を実施する。 
□定期的な音楽指導を実施する。 
□定期的な学習指導を実施する。 
■園独自の取り組みとして、以下の保
育内容を実施する 
・休日保育をおこなう。 
・延長保育をおこなう。 
・リズム運動、荒馬をおこなう。 
以上の引き継いだことを実施
していくために、食器、テーブ
ルなどの給食備品の購入、移動
式荷物掛けなどの保育備品の
購入、準備を行う。 
・職員を中心とした運動遊びを

幼児クラスで定期的に取り入

れていく。 

【引き継いだ保育内容】 

① 遊び 

・タイヤや牛乳ケース、お風呂

マット、板など身近なものを使

い、既成概念にとらわれず、

色々な遊びが展開していく中

で、豊かな想像力を育む。 
・季節に合わせた、制作物に取
り組み、それぞれの年齢に合わ
せたものを作品として作り、掲
示する。 
 
③リズム 
・ピアノに合わせて裸足で行
い、這う、走る、止まる、跳ね
るなどの動きをし、発達に必要
な動きを促し身体づくりをお
こなう。縦割り保育の「３きょ
うだい」で取り組むことも多
く、楽しみながらたくさんの刺
激を受ける。 

 
⑧通常日の保育時程は以下のとおりと
する。 
  0 歳 1

歳 

2

歳 

3

歳 

4

歳 

5

歳 

7:00 
 
7:30 
8:30 

保育開始 順次登園 
朝延長開始 
朝延長終了 

・人数によって時間帯合同 
8:30 遊 び

睡眠 
遊び 

9:30 外 気

浴 
朝の集

まり 
牛乳 

朝の集まり 
課題活動 
遊び 

10 離 乳

食 
・ 活

動 

活動 
遊び 
11:30
給食 

11 食事 
12 睡眠 睡眠 食事 
13 睡眠 

 
⑦休日保育利用実績 
 延べ利用日数 35 日 
 登録人数 0 歳児 1 名 
1 歳児 2 名 2 歳児 3 名 
4 歳児 1 名 合計 7 名 
 
延長保育 延べ利用人数 
朝 7:00-7:30 1355 人 
夕 1 18:30-19:30 941 人 
夕 2 18:30-20:30 152 人 
 
リズム 
・計画通りに実施できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧体調や当園人数、天候など変更
はあったもののおおむね計画通り
実施できた。しかし、 
合計 7 日間の休園となってしまっ
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑦評価 5 4 3 2 1 
 
利用人数も増え、適正に実施

できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧評価 5 4 3 2 1 
 
7 日間の休園があったため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 離乳食    
15 おや

つ・

遊び 

目覚め・おやつ 
帰りの集まり 
遊び 

16 遊び・順次降園 
17 
18:30 延長保育 

20:30 保育終了 20:30 

  
⑨保護者との情報交換 
日々の情報や緊急ではない情報 
■全年齢において連絡帳を交換してい
る。 

□0 歳、1 歳、2 歳児のみ連絡帳を交換
している。全クラス連絡帳対応。 

■クラス全般の保育内容についてクラ
ス掲示板に掲示している。 

■ホームページに掲示している。 
■月次で発行するクラスだよりや園だ
よりに掲示している。 

 
個別緊急時の情報 
■個別メール送信システムを活用して
いる。 

■電話を活用している。 
 
全体緊急時の情報 
■一斉メール送信システムを活用して
いる。 

■必要に応じてホームページに掲示し
ている。 
■電話を活用している。 
■園独自の取り組みとして、保護者と
の情報交換において以下の事を実践
する。 
練馬区と法人用の一斉メール
を用いて月次の通信訓練の実
施をする。 

 
 
 
⑩保育サービス推進事業について以下
の保育サービス推進事業を実施す
る。 

□産休明け保育 
■0 歳児の延長保育 
■2 時間以上延長保育 
□3 時間以上延長保育 
□病児・病後児保育 
■休日保育 
□4 時間未満一時預かり事業 
□4 時間以上一時預かり事業 
□しょうがい児保育(特児) 
■しょうがい児保育(その他) 
■アレルギー児対応 
□夜間保育 
■育児困難家庭への支援 
■外国人児童受入れ 
□年末年始保育 
■小中高生の育児体験受入れ 
■保育所体験 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑨壁新聞やおたよりなどで活動や
子どもの様子を園全体やクラスご
とにおこない発信してきた。 
 
 
全クラスの連絡帳を書面でおこな
ってきた。次年度からキッズレポ
での運用を予定し、文書での説明
や同意書などを取り、運用の準備
にあたった。 
 
練馬区の連絡メールを用いて、コ
ロナの情報など速やかに配信し
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩保育サービス推進事業について
は、どれも計画通り実施できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
⑨評価 5 4 3 2 1 
 
適切に実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩評価 5 4 3 2 1 
 
適切に実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



□出産を迎える親の体験学習 
 
■保育拠点活動支援 
 
 
 
 
⑪法人内プロジェクトへの参加 
■施設長会議に参加する。 
■副施設長会議に参加する。 
■主任会議に参加する。 
■給食担当者会議に参加する。 
■保健担当者会議に参加する。 
■法人内プロジェクトで決定した事項
について、園内において実施する。 

□放送教育プロジェクトにモデル園と
して参加する 
 
⑫その他 
■1 歳児、5 歳児にダウン症児の入所に
あたり、保護者、医師、園との連携を密
にし、安全な保育をおこなっていく。 
■休日保育、延長保育の実施にあたり、
保育の方法、流れ、保護者の動き、職員
間の動きなど見直しをして整えてい
く。 
■ダウン症児が 2 名在籍中なので、そ
れに特化した研修を受講し、安全に保
育ができるようにしていく。 

 
 
 
 
 
 
 
⑪各会議には担当者が参加するこ
とができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫練馬区の障害児担当者連絡会へ
参加し、情報交換をおこなった。 
5歳児については就学相談もあり、
保護者と連携を取り、特別支援学
校へ入学となった。 
職員会議などで各園児の情報は共
有をおこなった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
⑪評価 5 4 3 2 1 
 
適切に実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
⑫評価 5 4 3 2 1 
 
適切に実施できたため。 
 
 
 
 

 
 

４．給食・食育 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①給食業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■給食担当者の日々の健康管理をお
こなう。 

■保育実施日は原則として給食を実
施する。 

■給食内容は完全給食とする。 
■離乳食を実施する。 
■アレルギー食を実施する。 
■延長保育に応じた給食を実施する。 
■献立は法人共通献立を使用する。 
■食材の調達は法人共通仕入れ先か
ら調達する。 

■調理方法について、手順書や調理マ
ニュアル、衛生管理マニュアルに従
っておこなう。 

■調理方法について、他園の担当者間
で情報交換をおこなう。 

■児童の喫食状況に応じて、調理方法
を工夫する。 

■保育職担当者や看護職担当者との
意見交換をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、給食業務

において以下の事を実践する。 
 
 

①夕食、休日保育の献立もルール
の中で適正に行い、毎月の帳票も
適正に提出し、実施できた。 
 
練馬区栄養士会議、調理員担当者
会議などへの出席もでき、情報交
換をすることができた。 
年度末には包丁の殺菌保管を購入
することができ、更なる衛生管理
の徹底を図ることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
衛生管理、0 歳児、アレルギー対応
など、どれにおいても保護者との
連携を密にし、個別の面接を定期
的に行う中で適切に実施できたた
め。 
 
 
①評価 5 4 3 2 1 
適切に実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・園庭開放、「一緒に遊ぼう」の

地域支援などをおこなう。 



・業務委託の公立保育園なの
で食材業者とも継続して 
取り引きし、安定的に給食の
提供ができる環境を整える。
また、延長保育、休日保育の
実施開始にともなっての食材
の調達もおこなう。 
・練馬区の統一献立、レシ
ピ、衛生管理を徹底してい
く。 
・定期的な衛生管理基準の確
認を職員間でおこなう。 
・障がい児食事対応 
 1 歳児、5 歳児にダウン症
の子どもが在籍中のため、食
事への配慮(離乳食、刻みな
ど)を行ない提供する。 
・季節や伝統行事に合わせた
行事食 

・アレルギー個別対応。 
・毎月、地域支援の一環でふ
れ合い給食の提供をおこな
う。 

②給食業務実施にあたり、以下の手順
書やマニュアルを用いておこなう。 

練馬区衛生管理マニュアル 
練馬区アレルギーマニュアル 
レシピ 

 
③食育業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 
年間食育計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、食育業務
において以下の事を実践する。 

・夏野菜の栽培 
・調理保育 
 幼児クラスの親子調理保育
を秋におこなう。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②マニュアルに徹底し、業務を行

った。調理員会議の中で、マニュア

ルの更新についても確認し、使用

できた。 
 
 
③野菜の栽培は行うことができた

が、親子調理については感染対策

のため今年度も中止となった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②評価 5 4 3 2 1 
 
適切に実施できたため。 
 
 
 
③評価 5 4 3 2 1 
 
適切に実施できたため。 
 

 
５．保健 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①保健業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■年間保健計画を策定する。 
■在園児の成長を記録する 
■在園児に保健指導をおこなう。 
■在園児の健康管理をおこなう。 
■在園児のケガや急な疾病に対応す
るため、マニュアルを整備し、運用
する。 

■保護者からの在園児の成長、発達、
健康に関する相談を受け、適宜助言
をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、保健業務
において以下の事を実践する。 

・手洗い指導 
・定期的な巡回と保育士との
情報共有 

・嘔吐処理の指導（職員） 
・アレルギーの園内研修 

①消防署の派遣ができず心肺蘇生
法のみ園内でおこなうこととなっ
たが、おおむね計画通りに実施で
きた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
変更はあったもののいずれも適切
に実施できたため。 
 
 
 
 
①評価 5 4 3 2 1 
適切に実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 



・救命講習の実施 
 

 
②園内事故防止に取り組む。 
■SIDS 予防を図る。 
■園全体のヒヤリハットを管理する。 
■園独自の取り組みとして、園内事故
防止において以下の事を実践する。 

 
 
 
 
・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③職員の健康管理 
■保健担当者が衛生推進者として職
員の健康管理をおこなう。 

■事業所内健康診断を実施する。 
■職員検便を実施する。 
■特定職員のノロウイルス検査を実
施する。 

■全職員が休憩 1 時間取得するよう、
計画的に実施していく。 
 

 
 
②計画は実施できた。 
1 歳児の噛みつきについては、全ク
ラス担当者で検討会をおこない、
事故防止に努めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③職員が 50 人以上のため、衛生管
理者を設定した。月 1 回の衛生員
会を実施し、産業医と連携を取っ
て職員の健康管理に努めた。 
 
休憩については普段はおおむね取
得できるようになったが、やはり
行事前、会議などがある日は少な
くなる傾向にあった。 

 
 
②評価 5 4 3 2 1 
 
適切に実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③評価 5 4 3 2 1 
適切に実施できたため。 

 
 

0 歳児 5 分毎、1 歳児・2 歳児 10
分、幼児クラス 15 分ごとのの睡

眠チェックを徹底する。 
・安全チェックリストの活用 
・設備チェックリスト 
事故防止について 
 ・ヒヤリハットの提出を促し、

適宜開催しているヒヤリハ

ット会議で職員間の共有を

徹底していく。 
・職員間で園内、園庭の遊具、玩

具の使用方法、注意点の周知徹

底、過去のヒヤリはっと、事故

簿の共有を行う。 
 



令和 3 年度 事業計画・事業実績評価報告 
 
１．施設の概要と職員体制 

施設名 宮前おおぞら保育園 施設住所 杉並区宮前 2-24-22 

開設年月日 平成 29 年 4 月 1 日 運営形態 
□公設民営認可・■民設民営認可・□小規模保

育所 
土地建物所有権 □土地 ■建物 

土地建物賃借

料 
土地 360 万 円/年 建物    円/年 

敷地面積 1007.58 ㎡ 建物延床面積 933・76 ㎡ 

開園日 
月から土曜日とする。但し祝日および国民の休

日と 12 月 29 日から 1 月 3 日は休園とする。 開園時間 

午前[7]時 30 分から午後[7]時 30 分とす

る。但し午後[6 時 30 分から午後[7]時
30 分までは延長保育時間とし、詳細は

別に定める。 
保育料 所在自治体の定めにより収納する。 

定員数、

入所数、

面積 

年次 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 
内しょ
うがい
児 

内アレ
ルギー
児 

内アナ
フィラ
キシー
児 

 一時 病後児 

定員 10 20 20 20 20 20 110       

入所 10 21 20 21 18 18 108 １ ５ １    

保育室面積 53.29 ㎡ 71.09 ㎡ 43.42 ㎡ 132.90 ㎡ 167.8 ㎡       

担
当
職
務
と
職
員
名 

施 設 長 越後智江美 
■会計責任者 ■防火管理者 ■予算管理者 ■固定資産管理者 ■苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

副施設長 中島千江美 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

主任保育士  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

副主任保育士 渡邉理恵 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

副主任保育士 田辺宏美 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者□衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

副主任保育士 鈴木惟久美 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

看護職責任者 大﨑麻理子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 ■衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者□食品発注担当者 

給食職責任者 三浦さと子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者■食品発注担当者 

嘱託医（園医） 森谷泰和 
住所 杉並区松庵 1-8-6 

電話 03-3334-7285 

職
員
数 

 正規 正規短時間 嘱託 フル非常勤 パート非常勤 
保育職 1８    ９ 

看護職    2  

給食職 ５     

用務職     2 

事務職     1 

苦情解決第三

者委員 
松淵昂 三田利春     

今年度変更事項 安山菫（1 月より勤務）・鬼塚奈実（副主任）2 月より産休・秋山蘭（5 月より産休）・三上悦子（西

国分寺保育園へ異動）・田辺宏美（きしゃぽっぽ保育園より）・安東和美（きたひだまり保育園より異動）・退職者 

雨宮史織・鈴木夢乃・西尾春香       

新卒入職（石原七海・森本沙斗美・中村眞子・小山稜也・中野彩奈） 



 

２．保育園運営に当たっての基本的な方針や目標 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①「かけがえのない命をはぐくむ場」
という保育理念について 

■児童、保護者、職員、地域の方々に
保育理念の理解が進むよう取り組
む。 

■保育園の全ての業務は保育理念から
展開されていることを踏まえ、各種
手順書、各種マニュアル、各種計画
等は保育理念に基づき策定するよう
取り組む。 

■園独自の保育理念に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 
・「子どもの自主性を引き出す
保育」に取り組む。 
・幼児クラスは異年齢保育を
実施する中で、年齢別の主活
動を行っていく。 
・保育改革 3 年目の振り返り
評価をし、引き続き今年度の
計画を策定し、それに基づき
全職員で取り組んでいく。 
 

 
②保育目標は全園共通で以下と定めて

いる。 
1.心身ともに健康な子ども 
(健康) 
2.誰とでも仲良くできる子ども 
(人間関係、人権) 
3.自分で考え行動できる子ども 
(自主性) 

■児童、保護者、職員、地域の方々に
保育目標に基づく保育をおこなって
いることの理解が進むよう取り組
む。 

■保育内容の全ては保育目標から展開
されていることを踏まえ、保育課程、
各種指導計画等は保育目標に基づき
策定する。 

■園独自の保育目標に関する取り組み
として、以下の事を実践する。 

①幼児クラスは、年齢別の主
活動を行いながら、異年齢グ
ループでの保育をおこない、
成長の違う者同士の関わりを
学び生活する。 
②子どもの自主性を引き出す
保育を実践するために、指示
語・禁止語・命令語・否定語
を使わない保育に取り組み、
人的環境（子どもと相談する
保育の実施）、物的環境を整え
取り組んでいく。また、園内
共有スペースのプロジェクト
チームを作り、子ども達が興
味関心を持って楽しめる環境
づくりを計画していく。 

①について 
・保育理念については、児童、保
護者、職員以外では、地域の方々
としては、入園希望の園見学者
の方のみに理解をしていただく
ために説明を行っていった。 

・各種マニュアルに沿って計画を行
った。マニュアルがないものにつ
いては作成を行った。 

 
・コロナ禍において、杉並区の感染

症予防のための保育の指針、法人
の保育の体制に基づき、活動に取
り組み行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②について 
・毎月の園だよりをはじめ、日々の

保育の様子を、幼児クラスは写真
とコメントを記載して見える化
を重要視し保護者に伝えてた。 
後半は乳児クラスも同様に行っ
た。 
 

・保育計画を作成し、各年齢各種

の指導計画を作成した。 

・年齢別の主活動を重視して行っ

た。また、前期保護者懇談会に

て、各クラスで大切にしている

事、発達に沿った活動をしてい

くことを伝えていった。 

 
・コロナ感染症の状況に応じて、異

年齢での活動ができない状況で
あったが、その中で、5 歳児主体
の夏まつりの行事において、幼児
クラス、2 歳児クラスを招待して
実施した。 

 
・子どもの自主性を引き出す保育の

研修講師（井上さく子先生）に年
2 回来園していただき、職員は改
善できること、配慮していかなく
てはいけないことを、最終日に評
価として改善につなげることが
できていた。 

 
 
 

評価 5 4 3 2 1 

理由 

① 評価 4 

・コロナ禍において、計画通りに

成し遂げることが、できない状

況もあったが、状況に応じてで

きることを考え前向きに保育に

取り組んでいくことができた。 

 

 

 

 

・「自主性を引き出す保育」の取り
組みでは、全クラス日々の保育
の中で子どもと相談する保育を
実施することができた。自己肯
定感を育むため、“指示語・否定
語・禁止語・命令語”を使わな
い言葉がけについては、完全に
達成されてはいない。 

 

 

② 評価 5 

・コロナ禍ではありながらも、前

期・中期とも子どもたちは体調

を崩すことはなかったが、年明

けに感染者が増え、一部クラス

で濃厚接触者となり、一部休園

するといった状況があったが、

全体的に元気に遊んで、成長と

ともに体力づくりに繋げること

ができた。 

 

 

 

 

 

 

・幼児クラス異年齢交流が計画通

りに進まず、年長クラス（5 歳児）

が主体となって、計画を進めて

いく状況になってしまったが、

年長児は各役割を最後までやり

切ったという達成感を味わうこ

とができていた。 

・子どもの自主性を引き出す保育

を実践するために、指示語・禁

止語・命令語・否定語を使わな

い言葉がけが一部の職員で見ら

れ完全ではなかった。 

 

 

 

 



 
③放送教育に取り組み、保育
所保育指針に沿った、幼児期
の終わりまでに育ってほしい
10 の姿に対し、働きかけ保育
をしていく。 
④以上の①から③をおこなっ
ていくために、月 1 回職員間
でグループワークをおこな
い、職員のスキルアップと保
育内容統一を目指す。また、
前・後期保護者懇談会、園だ
より、クラスだよりでそれぞ
れの取り組みについて保護者
に説明、報告し、保護者にも
取り組みの意図を理解してい
ただき、協力をいただけるよ
う働き掛けていく。 

■遠足については、安全性を踏まえて
バス遠足の導入をする。 

 
③年間の園内会議日程は以下のとおり
とする。 
月 日 時 会議名 
4 1 13:30 全体職員会議 
4 21 17:30 全体職員会議 
5 21 17:30 全体職員会議 
6 25 17:30 全体職員会議 
7 15 17:30 全体職員会議 
8 27 17:30 全体職員会議 
9 28 17:30 全体職員会議 
10 22 17:30 全体職員会議 
11 26 17:30 全体職員会議 
12 16 17:30 全体職員会議 
1 26 17:30 全体職員会議 
2 24 17:30 全体職員会議 
3 16 17:30 全体職員会議 

・リーダー会 隔週水曜日 
幹部会適宜 フロア会議適宜 
ヒヤリハット会議 月 1 回 

 
④年間の園内行事日程は以下のとおり
とする。 
月 日 時 行事名 
4 1 10:00 入園式 
4 21 15 時 15 分 4 月生まれ誕生会  
4 24 9：00 前期保護者懇談会 
4 28 10:00 子どもの日の集い 
5 28  15 時 15 分 5 月生まれ誕生会  
6 4  交通安全指導 
6 14  15 時 15 分 6 月生まれ誕生会  
7  1 10:00 プール開き 
7 7  10:00 七夕集会 
7 28 15 時 30 分 7 月生まれ誕生会  
8 24 15 時 30 分 8 月生まれ誕生会  
9 1 16 時 00 分 全園児引き渡し訓練 
9 16 15 時 30 分 9 月生まれ誕生会  
9 30  3 歳児遠足 

予備日：10/7 日 
10 16 9：00 運動会 
10 22 15 時 30 分 10 月生まれ誕生会  

 
・放送教育は計画通り毎月 1 回（8
月は無し）実施し、子ども達の振

り返り、気づき、思った事を話合

う時間を設けていった。また、担

当職員が評価・反省をしながら、

次の課題やテーマに繋げていっ

た。 
 
・コロナ禍において、毎月のグルー

プワークは実施できなかったが、

新卒を育てるために必要とする

内容のワークを実施することが

できた。 
 
・コロナ感染者が拡大している状況

であり、バス遠足の導入は中止を

し、近隣の公園を巡りながらゲー

ムを楽しむ内容の遠足を実施し

た。 
 
③について 
・予定通りに職員会議（ヒヤリハッ

ト会議）・幹部会議・リーダー・

フロア会議を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④について 
・コロナ禍において、予定していた

行事を中止せさざるおえない行

事もあったが、入園式・前期・保

護者会は対面で実施した。後期保

護者懇談会については 1年間のま

とめとして園長、各クラス、調理、

ほけんからの資料を保護者に配

付し発信した。 

 

・コロナ禍で誕生会は、子ども達の

みでお祝い会を実施した。 

 

・秋の幼児クラスの遠足は、近くの

公園に出かけ、グループに分かれ

密にならない様に配慮をし、保護

者のご協力のもと手作りお弁当

を用意していただき食した。3 歳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 評価 5 

・各々の会議においては予定通り

に実施できた。 

幹部会議（園長・副園長・指導

職・調理・看護師）では、早急 

 に方向性を決定しなくてはなら

ない事項について安全性や配慮

しなくてはならない事等につい

て話し合い、その後職員会議に

て、全体に発信するように努め

た。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 評価 5 

・コロナ禍において、保護者参加

の行事は、感染対策のため人数

制限をせざる終えない状況であ

ったが、安全対策をしっかり行

いながら、終えることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・秋の遠足は事前に下見を行いな

がら、年齢に応じて公園の距離

に配慮し、子どもたちの遊びた

い気持ちを十分に受け止めなが

ら、遠足での約束事もしっかり



10 28  4・5 歳児遠足 
予備日:11/5 日 

11 22  勤労感謝の日の集い  
11 25 15 時 30 分 11 月生まれ誕生会  
12 18  発表会 
12 22 15 時 30 分 12 月生まれ誕生会  
12 24  クリスマス会 
1 18 15 時 30 分 1 月生まれ誕生会  
2 3 10:00 節分豆まき 
2 12 1 後期懇談会 
2 17 15 時 30 分 2 月生まれ誕生会  
2  9：30 新入園児面接 
3 3 10:00 ひなまつり会 
2 25  卒園遠足 

予備日：3/4 日 
3 8 15 時 30 分 3 月生まれ誕生会  
3 11  お別れ会 
3 19 10:00 卒園式 

4/1   令和 4 年度入
園式 

 
⑤年間の園内研修、モデル園としての
取組（法人研修を除く）等は以下の
とおりとする。 
月 日 参加者 研修名 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
未 
 
7 
 
8 
秋 
 

1 
 
 
 
 

未定 
毎月 

 
未定 

 
 
 

 

全職員 
 
 
 
 

担当職

員 
 
全職員 
 
全職員 
 
全職員 

理念/方針/虐
待人権など 
エピペン対
応 
 
放送教育に
ついて 
 
消防署によ
る心肺蘇生 
エピペン研
修 
嘔吐処理 
消防署によ
る消火訓練 
 
 

 
・各キャリアに合わせたキャリアパ 
ス研修参加・園内研修 

・個人情報、ハラスメント、心得な 
ど） 

・区内主催研修 
・その他随時予定あり 
・全職員による子どもの自主性を引き
出す保育 3 年目の目標の達成を図る
ため、グループワーク実施する。 
月 日 時 会議名 
4 21 18:00 グループワーク① 
5 21 18:00 グループワーク② 
6 25 18:00 グループワーク③ 

児クラスは園に戻り屋上にてお

弁当を食べた。 

 

・運動会は荻窪小学校の体育館をお

借りし、コロナ感染症対応におい

て、乳児クラスから幼児クラスま

で、各クラス入替え制で、乳児ク

ラスは保護者とのふれあい遊び、

幼児クラスは、1 種目競技のみと

して実施した。発表会は、2 歳児

からホールを使用し実施した。 

・次年度の新入園児面接は密になら

ないよう、時間設定をして、来園

していただき、順次説明を行って

いった。 

・卒園式については、密にならない

よう間隔を取り、保護者参加人数

を 2 名までとし実施できた。 

 

⑤について 

・園内研修について、全職員参加を

し、計画通りに実施できた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・キャリアアップ研修については、

計画通りに参加できた。 
 
 
 
 
 
・ワークを予定していながらも、コ

ロナ禍の状況に応じて中止とす

ることもあった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

と守りながら楽しみ、保護者が

用意してくれた手作りお弁当

を、喜んで残すことなく食べこ

とができていた。 

・年間の大きなイベントである運

動会、発表会はコロナ禍におい

て、感染症対策を十分配慮して

安全に実施できた。 

・卒園式については、感染症対策

を徹底しながら思い出に残る式

になるよう配慮した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 評価４ 

・日常の保育において重要とする、

エピペン研修、消防署による心

肺蘇生、嘔吐処理、虐待、人権

についての園内研修を職員全体

で参加し実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・長時間密になることを避けなが

ら、職員の保育の質に関わるこ

とに重視した内容のワークを選

択し実施したが、コロナ禍にお

いて月 1 回実施することはでき

ない状況であった。 

 

 

 

 

 



7 15 18:00 グループワーク④ 
8 27 18:00 グループワーク⑤ 
9 28 18:00 グループワーク⑥ 
10 22 18:00 グループワーク⑦ 
11 26 18:00 グループワーク⑧ 
12 16 18:00 グループワーク⑨ 
1 26 18:00 グループワーク⑩ 
2 24 18:00 グループワーク⑪ 
3 16 18:00 グループワーク⑫ 

 
・放送教育について 

月 1 回 10 分程度の鑑賞と 30 分程度
のディスカッションや感想などのや
りとりをおこなう。 

・参加職員は終了後の振り返りに参加
し、学びと遊びから子どもへのアプ
ローチについて考える場を作る。 

 
⑥安全管理対策 
不審者対策 
■園舎内における不審者対応マニュア
ルを整備、運用する。 

■園舎内への不審者侵入防止措置を講
ずる。 

■園内においてすべての児童、職員を
対象とした不審者対策訓練を定期的
に実施する。 

 
災害対策 
■園舎内において災害時対応マニュア
ル、防災マニュアルを整備、運用す
る。 

■園内において、すべての児童、職員
を対象とした避難訓練、消火訓練を
おこなう。 

■地域において、児童、職員を対象と
した訓練を実施する。 

■発災時を想定し、児童、職員が最低
3 日間園舎内に滞在できるような飲
料水、食料、資材等を準備する。 

■園独自の安全管理対策に関する取り
組みとして、以下の事を実践する。 
・園舎、保育室の安全チェック

リストの強化 
・荻窪小学校との連携、経路の

確認、非常食、備品の追加。 
・地域防災訓練の参加 

 
⑦個人情報管理 
■個人情報保護マニュアルを整備、運
用する。 

■プライバシーポリシーを公表する。 
■個人情報保護について定期的に職員
研修をおこなう。 

■園独自の個人情報管理に関する取り
組みとして、以下の事を実践する。 
・個人情報保護について、守秘
義務についての園内研修を園
長がおこなう。子どもの書類
は、全て施錠されているキャビ
ネットなどで保管する。 

・5 歳児クラスの放送教育は、毎月

1 回日常保育の子どもたちの環境

に適した内容を選択して、10 分ほ

ど視聴した後、内容の振り返り、

子どもたちの気づきや思いを話

し合い、お友達それぞれの思いに

気づき、各々の行動の振り返りお

友達同士の繋がりになるように

していった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥について 
・不審者対応マニュアルを活用し、

不審者が園内に侵入しようとし

ている想定で、年 2 回の訓練を実

施した。 
 
 
 
 
 
 
・災害時対応マニュアルを整備、運

用した。 
 
・毎月 1 回、地震・火災の避難訓練

の内容を想定し実施した。消火訓

練は職員全員ができる様に、計画

を立て順次行った。 
・3 日間の非常食の整備と備蓄をし

た。 
 
・定期的に保育室の安全点検、園舎

内外の点検を実施した。 
・防災の日にちなんで、保護者の方

に協力をしていただき、児童の引

き渡し訓練を実施した。 
 
 
 
⑦について 
・個人情報保護マニュアルは整備運

用している。 
・プライバシーポリシーについて

は、園内に掲示をしている。 
・個人情報の書類等は、鍵のかかる

棚に整理、収納し、パソコンは帰

宅時にパソコン収納キャビネッ

ト（鍵付き）に片付けをしている。 
・保育室を出る際には、個人情報に

なるものは、人の目に触れないよ

う棚の中に入れて管理を行った。 

・放送教育プロジェクト園として、

毎月 1 回の放送教育の活動に参

加をし、がんこちゃん、がんぺ

イちゃんのジャンルだけでな

く、スマイルなど成長に合わせ

NHK for shool を導入した。 

・子どもたちの気づきや思いを聞

き取り又、受け止め新たな事に

チャレンジしたい気持ちや、不

安な気持ちにも配慮しながら、

保育の中での取り組みの導入に

活用した。 

・施設長会議にて、放送教育の活

動内容を報告した。 

 

 

 

⑥ 評価 5 

・年 2 回の不審者侵入防止訓練で

は、職員は緊張感をもって、子

どもたちの安全を第一に考え、

事前に配慮することなども打ち

合わせをして、訓練を実施する

ことができた。訓練では各クラ

スの動きや、不審者対応に当た

る職員が再確認することに繋げ

た。 

 

・避難訓練は職員の子どもに対し

ての配慮、職員同士の連携が取

れていない状況であるので今後

改善に繋げていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 評価 5  

・入園児には重要事項説明として

保護者に説明を行った。 

・個人情報の漏洩とならないよう、

書類・アイパット・パソコン等

使用した後は鍵のかかるキャビ

ネットに収納している。 

 鍵閉め当番は台数等をチェック

し、しまい忘れのないように確

認を行った。 

 

 



・保護者への他児の情報に関す
る漏洩がないようにチェック
リストを作成するなどして、指
導にあたる。 
・マニュアルの読み合わせと周
知を行なう。 

 
⑧ハラスメント防止措置 
■セクシャルハラスメント、パワーハ
ラスメント防止マニュアルを整備、
運用する。 

■セクシャルハラスメント、パワーハ
ラスメント防止のために定期的に職
員研修をおこなう。 

■園独自のハラスメント防止措置に関
する取り組みとして、以下の事を実
践する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨職員育成 
■職員の個人目標管理制度を活用す
る。 

■職員の自己申告制度を活用する。 
■職種別習熟度指標を活用する。 
■個別参加研修計画を策定し、積極的
に参加させる。 

■法人主催研修（交換研修含む）に職
員を積極的に参加させる。 

■園独自の職員能力向上策に関する取
り組みとして、以下の事を実践する。 
・職務内容に応じた専門性の向
上を図るため、研修機会の充実
を処遇改善Ⅱのキャリアアップ
研修を用いて全職員が参加し保
育の水準を確保する。 
 
・外部研修、法人研修への積極
的な参加を促す。園長、副園長、
主任による個人面談実施。 
・メンター制度導入で新卒職員
のサポートをおこなう。 
・職員のスキルアップと保育内
容統一を目指すために、月 1 回、
職員間でグループワークをおこ
なう。 

 
⑩施設保全・什器備品整備 
■施設点検マニュアルを整備、運用す
る。 

■業務開始前および業務終了後の園舎
内の安全確認チェックを実施する。 

 
■施設保全に関して、以下の補修、修

繕、交換を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
⑧について 
・年 1 回法人の研修で管理職がハラ

スメント研修に参加し再周知に

繋げ、定期的必要に応じて、職員

に言葉の使い方、強弱によって相

手にパワハラを受け止めてしま

うことのない様に、各々が注意を

していくよう発信をした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨について 
・OJT に個人目標を記載していただ

き、各クラスリーダー、指導職、

園長との面談を実施した。 
 
・個人的参加研修計画を作成し、キ

ャリアアップ研修は計画的に参

加できた。 
 
・外部研修においては、コロナ禍に

おいて、オンライン研修が多くな

り、参加することが難しい状況で

あった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩について 
・施設点検チェック表を活用してい

る。 
・鍵開け・鍵閉め当番の職員がチェ

ックを行っている。また、園長が

チェックを確認している。 
 
 
・予定されていた外の修理があった

 

 

 

 

 

 

⑧ 評価 5 

・ハラスメント防止のため、職員

間の声掛けの際にはお互いに気

づかいの心がけを忘れないよう

に定期的に発信をし、状況把握

に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

⑨ 評価 4 

・定期的に各職員と面談を実施し、

不安なことや確認したい事等を

聞いたり、工夫の仕方、励まし

の言葉、一人ひとりの頑張って

いる様子を認めたりしながら、

保育の仕事が楽しいと思って子

どもたちと向き合えるようにし

た。リーダー保育士は職員育成

に努めた。 

・メンター職員とメンティ職員と

で、定期的にコミュニケーショ

ンの時間を持ち、メンタル緩和

に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 評価 5 

・施設点検マニュアルを整備し、

運用することができた。。 

・ほぼ計画通りに実施できた。 

 

 

 

 

 

・ハラスメントに関する園内研修

と職員間のコミュニケーション

の構築 
・ハラスメント防止のための職員

間の声の掛け合いができる環境

を構築していき、互いが働きやす

い場となるようにしていく 



時期 内容 概算金額 
4 月
頃 

1 歳児クラス
網戸取付 
 

288,200 円 

現在の希望は上記の通りだが、予算 
と合わせてできるところから始める。 
 
■什器備品類に関して、以下の補修、
修理、交換、リース契約更新、新規
購入を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
その他 
保育業務支援システム 毎 52,800 円  
電気保安管理 2 ケ月 1 回 32400 円 
グリストラップ年 4 回 34020 円 
千代田防災 年 2 回 43200 円 
建設設備定期報告書年 1 回 96,3200 円 
地震速報保守契約・年間 66,000 円 
エアコン・換気扇 30 万円 
その他、適宜対応する 
 
⑪利用者意向把握 
■外部評価機関による福祉サービス第

三者評価を実施する。 
□外部評価機関による利用者アンケー

トを実施する。 
■利用者が園に対し容易に意見要望を
申し出る環境を整える。 

■園独自の利用者意向把握の方法とし
て、以下の事を実践する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫苦情解決制度 
■苦情解決対応マニュアルを整備、運
用する。 

■利用者から苦情を受けないような取
り組みを実施する。 

■地域から苦情を受けないような取り
組みを実施する。 

■園独自の苦情解決制度に関する取り
組みとして、以下の事を実践する。 
・いただいたご意見は、速やかに

周知、改善、対応策を考え、掲
示し、苦情になる前に対応す
る。 

・苦情解決制度と第三者委員につ
いては、入園時、保護者懇談会
などで、年度を通し随時保護者
には知らせていく。 

ため、（1 歳児保育室ドア交換、玄

関の障害点字ブッロクの貼り付

け修理）計画していた内容の工事

は実施できなかった。 
 
 
・スチコンのカート立地交換（毎年

18,260 円）。 
・什器備品については計画通り、

350,000 円以内で準備することが

できた。 
 
 
 
 
 
・建物内の修理の出費が重なり、エ

アコン掃除の清掃は、全体をまと

めての予算が見込めない状況で

あったため見送った。 
 
 
 
 
 
 
⑪について 
・福祉サービス第三者評価機関アン

ケートを計画通り実施した。 
 時期的に保育の大イベント行事

等を見て頂くことなくアンケー

トに協力していただいたことも

あり、提出数は例年に比べ減少の

結果となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫について 
・苦情解決制度について、入園説明

会の際に、保護者の方一人一人に

説明を行った。 
 
・直接言いにくい内容については、

相談できる第三者委員会がいる

ことを説明した。 
 
・コロナ禍において、第三者委員を

紹介する場面を設けることがで

きなかったが、園内掲示、園だよ

りにて周知をしていただくよう

にした。 
 
 

 

 

 

 

 

 

・計画通りに補修、購入ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 評価 5 

・アンケートに協力していただく

ために、実施をする月を事前に

お知らせして協力をしていただ

いた。 

 集計の結果について、また保護

者のご意見ご要望については、

職員で共有し、改善・取り組み

に繋げていくことをまとめ保護

者に配付をした。 

 

 

 

 

 

 

⑫ 評価 5 

・日常において保護者からいただ

きたご意見については、職員に

周知し、速やかにお答えするよ

うに努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・給食食材については法人で統

一契約になる。 
・入所人数が増え、異年齢保育

に必要な備品、コーナーなど

の購入をする。30 万円。 
 

・一年を通し、保護者の子育てに対

する意向を聞く機会を設ける。 
・大きな行事ごとにアンケートで改

善・取り組みに繋げていく。 
・ご意見ご要望ボックスの設置とい

ただいたものは、全職員で共有し、

速やかに保護者に返す。 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第三者委員の方を行事などにご
招待し、保護者が制度について
理解できるような機会を設け
ていく。 

・プール活動、工事の際には、近
隣へ挨拶とポスティングを 50
件ほど行う。 

 
⑬虐待防止・早期発見 
■虐待防止・早期発見および対応マニ
ュアルを整備し運用する。 

■子ども家庭支援センターや児童相談
所と連携を図る。 

 
 
 
 
⑭外部機関との連携 
■地域内の病児、病後児保育室との連
携を図る。 

■地域内の小児科、整形外科、眼科、
耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科等の医療
機関との連携を図る。特に保育実施
時間内に受診可能な医療機関を 1 つ
以上確保する。 

■地域内の小学校や学童クラブ等との
連携を図る。 

■地域内の認可外保育施設との連携を
図る。 

 
 
 
 
 
⑮法人内施設との連携 
■会計業務、給与計算支払業務、職員
採用業務、労務管理業務を本部事務
局に委託す法人内の他園との交流、
連携を図る。 

■南大泉保育園・光が丘保育園（年末
休日保育）法人内園として良好な運
営のために、休日保育勤務に協力体
制を整えていく。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑬について 
・職員会議にて園長から発信すると

ともに、マニュアルの運用を実施

した。 
 
 
 
 
⑭について 
・利用を検討している保護者には、

説明を行った。 
・近隣の医療機関の確保はできてい

る。 
 
・地域内の小学校とのお便りの交換

を実施。 
・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑮について 
・本部との連携をとりながら、計画

通り実施した。 
・コロナ禍において、他園との交流

は実施できなかった。 
・休日保育勤務に調理・保育ともに

協力体制で少人数であるが応援

職員として勤務する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 評価 5 

・日々の保育の中で、子どもとの

会話の内容や、保護者の通常と

は違った様子等見られた際に

は、全体に発信をし、必要に応

じて面談を設けその後の様子を

見守った。 

 

⑭ 評価 5 

・コロナ禍で、地域内の保育園や

小学校との交流はできない状況

であったが、幼保小連携研修は、

オンライン研修に変更になり参

加できた。 

就学の 5 歳児クラスは、小学校

に入学することで、聞きたい事

等質問を手紙に記載をし、小学

校の 5 年生に答えていただくと

いう連携を行った。 

・中核園の研修の取り組で、職員

交流があり、1 名参加をするが、

他の園の職員と交流が持てたこ

とが、大変良い機会となり、励

みにも繋がることができた。 

 

⑮ 評価５ 

・南大泉保育園休日勤務に、希望

職員での協力体制で勤務をし

た。 

・3 歳児のしょうがい児の加配職員

として本部から 9 月に応援職員

の派遣をしていただき配置し

た。 

 

・中核園となる隣接保育園と交流

を行う。 

・区主催の研修に参加し、日頃の

様子などから早期発見に努める。 



３．保育内容および保育計画、指導計画 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じ

た場合の理由 
①保育課程について 
■保育指針に基づき策定する。 
■保育理念、保育目標の実現を目指

し策定する。 
■保育課程の策定と職員間での共有

を徹底する。 
 
②年間指導計画、月間指導計画は以
下の年次および預かり形態の別で
策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
■アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
③個別指導計画は月単位で以下の年
次および預かり形態の別で策定す
る。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
■アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
④週間指導計画、日々の指導計画は
以下の年次および預かり形態の別
で策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 ■アレルギー児 
■アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
⑤園独自の保育関連計画を策定す
る。 

■園独自の取り組みとして、以下の
保育関連の計画を策定する。 

アナフィラキシー対応指針、
掃除マニュアルの改定をおこ
ない、掃除用具など揃える。 

 
⑥保育業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 

（例 0歳児保育マニュアル） 
・各年齢保育マニュアル 
・延長保育マニュアル 
・散歩マニュアル 
・アレルギーマニュアル 
・保健マニュアル 
・給食衛生管理マニュアル 

 
⑦園独自の保育内容を実施する。 
■定期的な体育指導を実施する。 
□定期的な音楽指導を実施する。 
□定期的な学習指導を実施する。 
■園独自の取り組みとして、以下の

保育内容を実施する 

①について 
・すべて計画通りに実施した。 
 
・保育全体計画について、新年度前に職

員で共有を行った。 
 
 
②について 
・各年齢クラスの計画作成、また評価・

反省については、指導職、園長が確認
を行った。 

 
 
 
 
 
③について 
・全て計画通り実施した。 

作成した計画については、指導職、園
長が確認を行った。 

 
 
 
 
 
④について 
・全ての計画通り実施した。 

作成した計画、評価・反省については、
指導職、園長が確認を行った。 
 
 

 
 
⑤について 
・アナフィラキシー児対応マニュアル

は、該当児童の状態（医師の診断）に
応じて、見直しの時期を設け職員全体
に周知を行った。 

 
 
 
 
⑥について 
・各種のマニュアルはについて、現状の

把握と見直しの際には、職員で話し合
いを行い検討していった。 

 
 
 
 
 
 
 
⑦について 
・幼児の体育指導を実施した。 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
 
理由 
① 評価 5 
・年間の評価・反省を含めて、

共有意識を図った。 
② 評価 5 
・年間・月案指導計画について、 
 ねらいについて評価をしっか

り行い、翌月に繋げていった。 
 
 
 
 
③ 評価 5 
・個別のねらいを年齢や成長に

応じてクラスの職員、指導職

等で共有しながら時には見直

しの指導をして行った。 
 
 
 
 
④ 評価 5 
・しょうがい児については、2 か

月に 1 回の心理の先生から巡

回相談にて、アドバイスをい

ただき、保護者と面談を密に

とり、職員全体で周知を行い

ながら、保育での配慮に繋げ

ていった。 
⑤ 評価 5 
・当該児の負荷試験を行った際

には、状態等の聞き取りの面

談を看護師が定期的に行い、

職員全体に主知をしていっ

た。 
 
 
⑥ 評価 5 
・各マニュアルについては、現

状の把握をしながら、コロナ

禍において、一部コロナ禍対

応を付け加えた。  
 
 
 
 
 
⑦ 評価 5 
・コロナ感染症に配慮しながら

も、外部の体育指導講師のも

と、3・4・5 歳児クラスが週 1
回実施したことで、事故転倒

が減少に繋がった。 



・隣接、区立宮前保育園との
交流保育を提案し、実施する。 

 
⑧通常日の保育時程は以下のとおり
とする。 
  0 歳 1

歳 

2

歳 

3

歳 

4

歳 

5

歳 

7:30 保育開始 順次登園 
人数によって時間帯合同 

8:30 遊 び

睡眠 
遊び 

9:30 外 気

浴 
朝の集

まり 
牛乳 

朝の集まり 
課題活動 
遊び 

10:00 離 乳

食 
・活動 

活動 
遊び 
11:30
給食 11:00 食事 

12:00 睡眠 睡眠 食事 
13:00  

睡眠 14:00 離乳

食 
15:00 おや

つ・

遊び 

目覚め・おやつ 
帰りの集まり 
遊び 

16:00 遊び・順次降園 
17:00 
18:30 延長保育 

19:30 保育終了 19:30 

 標準時間認定児延長 18:30-19:30 
 短時間認定児延長 7:30-9:00 
         17:00-19:30 
⑨保護者との情報交換 
日々の情報や緊急ではない情報 
■全年齢において連絡帳を交換して

いる。 
■0 歳、1 歳、2 歳児のみ連絡帳を交
換している。全クラス連絡帳対応。 

■クラス全般の保育内容についてク
ラス掲示板に掲示している。 

■ホームページに掲示している。 
■月次で発行するクラスだよりや園

だよりに掲示している。 
 
個別緊急時の情報 
■個別メール送信システムを活用し

ている。 
■電話を活用している。 
 
全体緊急時の情報 
■一斉メール送信システムを活用し

ている。 
■必要に応じてホームページに掲示

している。 
■電話を活用している。 
■園独自の取り組みとして、保護者

との情報交換において以下の事を
実践する。 

 
 
 
⑧について 
・行事等で、開始の時間が通常と異なる

際には、事前に掲示や口頭にて知らせ
るようにした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨について 
・保護者からの連絡帳で、質問事項や問

い合わせが記載されていた場合は、指
導職以上から内容を周知している。 

 
 
 
 
・園だより・ほけんだより・給食だより

等をホームページに掲載している。 
 
 
 
 
 
 
 
・コロナ感染症の状況を緊急メールで、

発信をして知らせた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
⑧ 評価 5 
・限られた保護者ではあるが、

延長保育終了ギリギリの時間

になりながらも、降園するま

でに閉所時間を過ぎてしまう

保護者、保護者同士の連絡の

ミスから、お迎えを忘れてい

た出来事もあったが、子ども

が不安にならないように職員

が柔軟に対応することができ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 評価 5 
・園での子どもの状況が理解で

きるように配慮した内容を連

絡ノートに記載するようにし

た。 
 
・クラス前の掲示については、

保護者の目につきやすいよう

工夫をして掲示をした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
⑩保育サービス推進事業について以

下の保育サービス推進事業を実施
する。 

■産休明け保育 
■0 歳児の延長保育 
■2 時間以上延長保育 
□3 時間以上延長保育 
□病児・病後児保育 
□休日保育 
□4 時間未満一時預かり事業 
□4 時間以上一時預かり事業 
□しょうがい児保育(特児) 
■しょうがい児保育(その他) 
■アレルギー児対応 
□夜間保育 
■育児困難家庭への支援 
■外国人児童受入れ 
□年末年始保育 
■小中高生の育児体験受入れ 
■保育所体験 
□出産を迎える親の体験学習 
■保育拠点活動支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪法人内プロジェクトへの参加 
■施設長会議に参加する。 
□副施設長会議に参加する。 
■主任会議に参加する。 
■給食担当者会議に参加する。 
■保健担当者会議に参加する。 
■保育内容統一化研究室に参加す

る。 
■法人内プロジェクトで決定した事

項について、園内において実施す
る。 

 
■放送教育プロジェクトにモデル園
として参加する。  

 
⑫その他 
■指定難病の 2 歳児進級にあたり、
専属の看護師の配置、保護者、医
師、園との連携を密にし、安全な
保育をおこなっていく。 

・保護者との連絡帳の交換は
乳児クラスは支援システム
にて、幼児クラスはノート
にて交換をしている。 

・杉並区と法人用の一斉メー 
ルを用いて月次の通信訓練
の実施をする。また、区内
の避難訓練、J アラード訓
練に参加する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩について 
・計画通りに中学生の育児体験受け入れ

に対応し実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪について 
・コロナ禍において、各会議の参加は、

zoom 会議対応にて参加できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫について 
・当該児についての体調を踏まえ、主治

医、保護者との連携と情報共有を行っ
た。体調を崩して入院することが少な
くなり、安定して登園できていた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 評価 5 
・職場体験の生徒が楽しんで子

どもたちの中に入って一緒に

関わって遊べるよう職員全体

で配慮しながら様子を見守っ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ 評価 5 
・法人内の各会議の参加は、ス

ムーズに開始することができ

た。 
 
・放送教育プロジャクトについ

ては、月 1 回実施した内容、

状況報告を施設長会議にて行

った。 
 
 
 
 
 
 
⑫ 評価 5 
・ご家庭との食事の脂質制限と

保育園での提供する給食との

バランス等、主治医からの支

持の緩和で保護者支援と繋が

っている。 
 

・近隣施設との交流、小中高

生の育児体験受入れなど、近

隣に保育園が多いため、地域

区内での交流を計画的に進

めていく。 



４．給食・食育 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①給食業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■給食担当者の日々の健康管理をお
こなう。 

■保育実施日は原則として給食を実
施する。 

■給食内容は完全給食とする。 
■離乳食を実施する。 
■アレルギー食を実施する。 
■延長保育に応じた給食を実施する。 
■献立は法人共通献立を使用する。 
■食材の調達は法人共通仕入れ先か
ら調達する。 

■調理方法について、手順書や調理マ
ニュアル、衛生管理マニュアルに従
っておこなう。 

■調理方法について、他園の担当者間
で情報交換をおこなう。 

■児童の喫食状況に応じて、調理方法
を工夫する。 

■保育職担当者や看護職担当者との
意見交換をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、給食業務
において以下の事を実践する。 

・法人統一献立、レシピなど
新たな取り組みの実施と定
着。 

・しょうがい児食事対応 
・季節や伝統行事に合わせた
行事食 

・アレルギー個別対応。 
・サンプル展示 
・ブログでの紹介 
 

 
②給食業務実施にあたり、以下の手順
書やマニュアルを用いておこなう。 

・衛生管理マニュアルを使用
し、衛生管理を徹底する。
栄養士業務マニュアルと食
物アレルギー対応マニュア
ルを使用し、安全な給食提
供に努める。 

 
③食育業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

年間食育計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、食育業務
において以下の事を実践する。 

・ランチルームでのビュッフ
ェスタイルの食事。 

・夏野菜の栽培 
・調理保育 
・ランチルームの装飾変更。 
・野菜の収穫体験 
・食に関する知識の向上 

 

①について 
・調理従事者の衛生点検表を使用し

日々の健康管理をおこなった。 
・栄養士業務マニュアル、食物アレ

ルギー対応マニュアル、衛生管理
マニュアルに従って、調理業務を
おこなった。 

・給食担当者会議や意見交換会で、
他園の調理担当者と情報交換を
おこなった。 

・食材は法人共通仕入れ先から調達
している。食材受け入れの際は検
収を実施し、安全な食材の使用に
努めた。検収時に問題があった食
品は、返品している。 

・離乳食は子どもの発達に合わせ
て、個別に対応をおこなった。 

・子どもの喫食状況を把握するた
め、保育士と連携を取り、食材の
大きさや調理方法を工夫した。 

・加配対象児に対する食事の個別対
応をおこなった。 

・食物アレルギーマニュアルに従
い、アレルギー食を実施し、誤食
が起きないように安全な食事提
供をおこなった。 

・季節感や伝統行事を大切にし、毎
月１回以上行事食をおこない、ブ
ログにアップした。 

・離乳食、幼児食の写真を毎日展示
した。 

 
 
 
 
②について 
・衛生管理マニュアルを遵守し、徹

底した衛生管理をおこなった。ま
た、調理室内を清潔に保つため、
日頃から清掃をしっかりおこな
うように努めた。栄養士業務マニ
ュアル、食物アレルギーマニュア
ルに従い、安全な食事提供に努め
た。不明な点があった場合はその
都度マニュアルで確認をおこな
った。 

③について 
・コロナ禍の影響により、ランチル

ームでのビュッフェスタイルの
食事をすることが出来なかった。 

・子ども達が栽培した野菜を給食で
提供した。 

・食育を通し、テーブルマナーや三
色食品群などの知識を子ども達
に伝えた。 

・コロナ感染予防をおこないなが
ら、調理保育を実施した。 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
 
① 評価 5 
・全て計画通りに実施し、安全で美

味しい食事作りに努めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 評価 5 
・衛生管理マニュアル、栄養士業務

マニュアル、食物アレルギー対応

マニュアルを使用し、安全な食事

提供に努めることが出来た。 
 
 
 
 
 
③ 評価 4 
・コロナ禍の影響により、ランチル

ームでのビュッフェスタイルの

食事をすることが出来なかった。 

 



５．保健 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①保健業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■年間保健計画を策定する。 
■在園児の成長を記録する 
■在園児に保健指導をおこなう。 
■在園児の健康管理をおこなう。 
■在園児のケガや急な疾病に対応す
るため、マニュアルを整備し、運用
する。 

■保護者からの在園児の成長、発達、
健康に関する相談を受け、適宜助言
をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、保健業務
において以下の事を実践する。 

・手洗い指導 
・ブラッシング指導（感染症、

流行状況により検討） 
・定期的な巡回と保育士との
情報共有 

・嘔吐処理の指導（職員） 
・エピペン取扱いとアレルギ
ーの園内研修 

・救命講習の実施 
 

 
②園内事故防止に取り組む。 
■SIDS 予防を図る。 
■園全体のヒヤリハットを管理する。 
■園独自の取り組みとして、園内事故
防止において以下の事を実践する。 

・0 歳児ベビーセンサを使用
する。 

・0 歳児 5 分毎、1 歳児 10 分
毎の SIDS チェックを徹底
する。 

・安全チェックリストの活用 
・設備チェックリスト 
 

 
③職員の健康管理 
■保健担当者が衛生推進者として職
員の健康管理をおこなう。 

■事業所内健康診断を実施する。 
■職員検便を実施する。 
■特定職員のノロウイルス検査を実
施する。 

■全職員が休憩 1 時間取得するよう、
計画的に実施していく。 

 

①について 
・行事予定通りに行事を行った。 
・身体測定や健診結果を記録し、健

康カードを作成して、保護者に伝
達した。 

・適宜、保育室を巡回し、園児の異
常の早期発見に努めた。特にコロ
ナ禍の為、体調不良時の早期対応
を心がけた。 

・保護者の要望や疑問に適宜応じ、
適宜相談にのったり、場合によっ
ては面談も機会をもって対応し
た。 
日頃から積極的にコミュニケー
ションをとり、相談事には丁寧に
返答するよう心掛けた。 

・手洗い指導 2 歳～5 歳児  
・マスク着用 3 歳～5 歳児 

2 歳児は発達により 
・熱中症予防の話 3 歳～5 歳児 
・歯科指導  4，5 歳児 
・就学に向けて（基本的生活習慣） 
       5 歳児 
・ケガや急変時のマニュアル、配慮

が必要な子どもの一覧表を作成
し緊急時の対応を周知している。 

・エピペン・アレルギー研修 
・嘔吐処理研修 
・新入職員研修（感染症対策など） 
・救命講習     
        
②について 
・うつぶせ寝を避け、睡眠時チェッ 

クをチェック表に従い確実に行
った。 

・ヒヤリハット、事故簿を活用しク
ラス単位で振り返りを行い、場合
によってはケース会議を開き、事
故の再発防止に取り組んだ。 

・安全衛生チェック表を使用し衛生
管理に努めている。 

 
③について 
・職員の健康相談にのり必要時は受

診を促している。健康診断の予約
管理を行い結果により健康面で
のアドバイスや受診の促しを行
っている。 

・皆が平等に少しずつでも保育室を
抜けて休憩する時間をつくるよ
うに心がけている。 

 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
 
① 評価５ 
・コロナの感染予防に努めながら、
計画通り保健業務を実施できた。 

 
 

・午睡時互い違いに就寝。昼食時黙
食などコロナ予防対策に努めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 評価４ 
・SIDS 予防については計画通り取
り組むことができた。 
チェックリストを活用し安全点
検を行っているが、1 つひとつの
項目をしっかりチェックして行
うことができない日（クラス）も
あった。 

 
 
 
③ 評価：４ 
・現状、休憩を 1 時間とれている職

員は一人もおらず、子どもと離れ
る時間が昼食時のみとなってい
る職員も多い。 

 
 



 令和 3 年度 放送教育研究室 事業計画・事業実績評価報告 
 
１．施設の概要と職員体制 

プロジェクト名 
放送教育 

研究室 

室長 

住所 

電話・FAX 

メールアドレス 

宮前おおぞら保育園 園長 越後智江美 

〒168-0081 杉並区宮前 2-24-22 

電話 03-5336-1234 FAX03-53361233 

oozora@kunitachihoikukai.ｊｐ  

プロジェクトリーダー 越後智江美  

 

プロジェクトメンバー 中島千江美(副園長) ・渡邉理恵副主任 ・幼児クラス担当 石田智春保育士 

 

２．今年度の事業目的 
令和 3 年度計画 令和 3 年度報告（実施結果） 結果自己評価 

・子どもの心の気持ちを豊かに

し、知識・理解・思考・判断

力・表現・学びに向かう力な

どの習得方法を学び、コミュ

ニケーション能力を培う。 

感じたことや考えたことを自分

なりに発言することで、表現す

る力がつき、子ども同士のコミ

ュニケーション能力アップつな

がった。 

 

ストーリーから日常生活に置き

かえ、10の姿を育む保育の観点

から、自己を振り返ることがで

きる子とも踏まえ、5点満点中

5点の評価といたします。 

 

３．今年度の事業目標・研究内容 
令和 3 年度計画 令和 3年度報告（実施結果） 結果自己評価 

・「ざわざわ園のがんぺーちゃ

ん」になり保育園向けの研究

内容になる。 

物語を楽しみながら、子ども

達の心の気持ちを言葉にする

能力を引き出すことは継続し

て行う。 

「がんペーちゃん」と「スマイ

ルスマイル」など、子どもの発

達に合わせ、他の内容も実施い

たしました。結果、子どもたち

は、前向きに取り組むことがで

きました。 

自分の思いを伝え、相手の思い

にも気づくことができるように

なり、楽しく生活することで子

ども同士の共感に繋がった。ま

た、小学校生活にもスムーズに

移行できるような内容を味わっ

たので、5点満点中 5点の評価

といたします。 

 

４．研究実施体制 
令和 3 年度計画 令和 3 年度報告（実施結果） 結果自己評価 

・モデル園として 4年目、5歳児 

で実施する。 

子どもの人数も増えて 20名と

なり、一人一人の意見が能動的

にでるように担任のディスカッ

ションの持ち方や、全員の声を

拾うような工夫・課題を検討し

た。 

一人一人の成長に合わせた声か

けすることで全員の声が聞ける

ようになった。ディスカッショ

ンする際の姿勢などに課題が残

るので 5点満点中 4点の評価と

します。 

 

５．研究実施に要する費用 
令和 3 年度計画 令和 3 年度報告（実施結果） 結果自己評価 

計画・報告・製作に使用する紙

代として 5万円。 

研究会への参加交通費 5万円。 

ペープサートや印刷代に使用。 

スクリーンを購入。 

計画内の金額で実施できた。 

5点満点中 5点の評価いたしま

す。 

 

以上 



令和 3 年度 事業計画・事業実績評価報告 
 
１．施設の概要と職員体制 

施設名 上井草保育園 施設住所 東京都杉並区上井草 3-25-19 

開設年月日 平成 30 年 7 月 1 日 運営形態 □公設民営認可・■民設民営認可・□小規模保育所 
土地建物所有

権 
□土地 ■建物 土地建物賃借料 土地 5,400,000 円/年 建物 ０円/年 

敷地面積 1751.71 ㎡ 建物延床面積 1754.31 ㎡ 

開園日 
月から土曜日とする。但し祝日および国民の休日

と 12 月 29 日から 1 月 3 日は休園とする。 開園時間 

7 時 30 分から 19 時 30 分とする。 
但し 18 時 30 分から 19 時 30 分まで

は延長保育時間とし、詳細は別に定

める。 
保育料 所在自治体の定めにより収納する。 

定員数、

入所数、

面積 

年次 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 
内し
ょう
がい
児 

内ア
レル
ギー
児 

内ア
ナフ
ィラ
キシ
ー児 

 一

時 
病後

児 

定員 18 30 32 40 40 40 200       

入所 15 32 32 32 35 19 165 1 10 2    

保育室面積 
A 115.84 ㎡ 

B115.37 ㎡ 
A46.07 

B46.07 

A50.89 

B50.89 

A47.94 

B47.94 

A63.92 

B64.39 
649.32       

担
当
職
務
と
職
員
名 

施 設 長 菊地志江 
■会計責任者 ■防火管理者 ■予算管理者 ■固定資産管理者 ■苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副施設長 齋藤和子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

主任保育士 猪俣大地 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士 渡辺舞 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士 藤田佐織 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

事務員 長田健太 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

看護職責任者 関久美子 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 ■衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

給食職責任者 髙橋亜由美 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 ■食品衛生推進者 ■食品発注担当者 

嘱託医（園

医） 多村幸之進 住所 杉並区上井草 3-31-15     電話 03-5303-5701 

職
員
数 

 
正規 正規短時間 嘱託 フル非常勤 パート非常

勤 
保育職 22 名 4 名 0 名 2 名 20 名 

看護職 1 名 0 名 0 名 0 名 0 名 

給食職 4 名 2 名 0 名 0 名 1 名 

用務職 0 名 0 名 0 名 0 名 2 名 

事務職 1 名 0 名 0 名 0 名 0 名 

苦情解決第三者委員 松淵 昂 三田利春    
今年度変更事項 

定員 200 名だが、段階的に受け入れ人数を増やすこととなっており、今年度の受け入れ定員数は 178 名。 



２．保育園運営に当たっての基本的な方針や目標 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①「かけがえのない命をはぐくむ
場」という保育理念について 

■児童、保護者、職員、地域の方々
に保育理念の理解が進むよう取
り組む。 

■保育園の全ての業務は保育理念
から展開されていることを踏ま
え、各種手順書、各種マニュアル、
各種計画等は保育理念に基づき
策定するよう取り組む。 

■園独自の保育理念に関する取り
組みとして、以下の事を実践す
る。 

自主性を引き出す保育を新た
な 3 年計画に基づき実践す
る。 
子どもと相談し保育をすすめ
る。 
指示語・命令語・禁止語・否
定語を使わない保育の実践。 
自主的に関わることのできる
環境を用意し保育をする。 

②保育目標は全園共通で以下と 
定めている。 
1.心身ともに健康な子ども 
(健康) 
2.誰とでも仲良くできる子ども 
(人間関係、人権) 
3.自分で考え行動できる子ども 
(自主性) 

■児童、保護者、職員、地域の方々
に保育目標に基づく保育をおこ
なっていることの理解が進むよ
う取り組む。 

■保育内容の全ては保育目標から
展開されていることを踏まえ、保
育課程、各種指導計画等は保育目
標に基づき策定する。 

■園独自の保育目標に関する取り
組みとして、以下の事を実践す
る。 

発達をベースに再度 3 か年計
画に基づき保育実践に取り組
む。 
人的環境・物的環境について
理解を深め保育実践につなげ
ていく。 
子どもの発達、養護を意識し
た丁寧な関わり、職員連携の
強化を目指す。 
 
 
 
 
 
 

①②計画どおりに実施。 
 「子どもの自主性を引き出す保

育」「子どもと相談する保育」「指
示語・否定語・禁止語・命令後を
使わない保育」の実施について
は、職員は意識して取り組んでい
た。 

 物的環境への着目はしやすく、保
育環境は年間をとおし、子どもの
様子や発達に応じ環境を設定し、
子どもたちが集中して遊ぶ姿が
見られた。一方で、人的環境とし
ての職員の子どもへの関わりに
ついては、職員によってまだバラ
つきが見られる。 

 
 コロナ禍での保育園運営が継続

した。感染予防対策を取りながら
の保育運営をおこなった結果、全
体休園することなく保育は継続
した。 
子どもと相談する保育は、子ども
たちが遊ぶ場所を選択し活動す
ること、コーナー設定をすること
で密を避けながら遊び、充実させ
てことにつながった。一方で、感
染リスクを鑑み行事の取り組み
方を変えたり、中止するものもあ
った。（プール遊び、お茶会、夏
祭り等）日常生活の中で、子ども
と相談しながら取り組みを考え
ることで、子どもの学びの保証は
しっかりできたと評価する。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
 
①評価 5 
 コロナ禍においても、柔軟に対応 
 しながら方針・目標に基づき保育 

運営が概ねできたため。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②評価 4 
 養護を意識した丁寧な関わりと 
いう点で園内研修等の機会を 
作れず課題を残したため。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



③年間の園内会議日程は以下のと
おりとする。 

月 日 時 会議名 
4 27 13：30 職員会議 
5 25 13：30 職員会議 
6 24 13：30 職員会議 
7 27 13：30 職員会議 
8 25 13：30 職員会議 
9 28 13：30 職員会議 
10 21 13：30 職員会議 
11 25 13：30 職員会議 
12 22 13：30 職員会議 
1 25 13：30 職員会議 
2 25 13：30 職員会議 
3 24 13：30 職員会議 
月 1 回 
月 1 回 
月 1 回 
不定期 
不定期 

14：00 
14：00 
13：30 

 

上井草運営会議 
クラス会議 
食育会議 
乳児会議 
幼児会議 

 
④年間の園内行事日程は以下のと
おりとする。 
※別紙として年間行事予定表を
提出いたします。 
月 日 時 行事名 
4    
5 未

定 
午前 春季健康診断 

クラス毎の 
保護者会 

6  午前 耳鼻科健診 
眼科健診 

7 1 
7 
31 

10:00 
10:00 
午後 

プール開き 
七夕 
夏まつり 

8 31 10:00 プールじまい 
9 3 

 
16:00 
10:00 

引き渡し訓練 
お楽しみ会 

10 16 
下 
旬 

9:00 
 
午前 

運動会 
4・5歳バス遠足 
秋季健康診断 

11 未
定 

 
午前 
10:00 

3歳お散歩遠足 
焼き芋会 
エコ教室 
歯科健診 

12 24 10:00 お楽しみ会 
1 
 
 

7 
12 
29 

10:00 
10:00 
9:30 

新年子ども会 
お茶会 
5 歳大きくな

ったね会・保

護者会 
2 3 

5 
 

 
中

10:00 
10:00 

 
 

 

豆まき 
4 歳大きくな

ったね会・保

護者会 
後期保護者

③計画どおりに実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④コロナウイルス感染予防対策と

して変更した行事は以下のとお
り。 

 保護者会は紙面開催 
 プール遊びは水遊びに変更 

夏まつりは子どものみで開催 
運動会は 3～5 歳児クラスを対象
に入れ替え制で開催 
お茶会は中止 
3・4 歳児クラスの大きくなった
ね会は、子どものみで開催 
会食はクラス単位で開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③評価 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④評価 5 
 コロナウイルス感染症の感染状 

況に応じ保護者理解を得ながら

臨機応変に対応し、子どもにとっ

て十分に経験する機会となって

いたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



旬 会 
3 3 

4 
12 
18 

11:30 
 

9:30 
11:30 

ひな祭り会食 
お別れ遠足 
卒園式 
お別れ会食 

 
⑤年間の園内研修、モデル園として
の取組（法人研修を除く）等は以
下のとおりとする。 
月 日 参加者 研修名 
未
定 

 
 

全職員 ①保育実践

研究 
②アレルギ

ー児の対応

（エピペン

使用含む） 
③嘔吐処理

法 
④心肺蘇生

法 
⑤虐待・個人

情報取り扱

い研修 
 
⑥安全管理対策 
不審者対策 
■園舎内における不審者対応マニ

ュアルを整備、運用する。 
■園舎内への不審者侵入防止措置

を講ずる。 
■園内においてすべての児童、職員
を対象とした不審者対策訓練を
定期的に実施する。 

災害対策 
■園舎内において災害時対応マニ

ュアル、防災マニュアルを整備、
運用する。 

■園内において、すべての児童、職
員を対象とした避難訓練、消火訓
練をおこなう。 

■地域において、児童、職員を対象
とした訓練を実施する。 

■発災時を想定し、児童、職員が最
低 3 日間園舎内に滞在できるよ
うな飲料水、食料、資材等を準備
する。 

■園独自の安全管理対策に関する
取り組みとして、以下の事を実践
する。 

園内地図を活用したヒヤリハ
ットの提出。危険箇所の把握
につなげる。 
安全点検チェックシートの活
用。 
園庭整備実施 

 
⑦個人情報管理 
■個人情報保護マニュアルを整備、
運用する。 

■プライバシーポリシーを公表す

 
 
 
 
 
 
⑤概ね計画どおりに実施 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥重大事故の発生はなかったもの

の、職員の配慮不足からの事故発
生は生じた。その都度共有するよ
うにし、再発防止に努めた。 
ヒヤリハットの提出は少なく思
うような危険個所の把握には至
らなかった。 
 

 不審者対応訓練は、訓練のたびに
職員から改善意見があり、より安
全に対応できるよう改善をおこ
なった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦大きな問題なく運営ができた。 
 
 
 

理由 
 
 
 
 
⑤評価 4 
 保育実践研究は実施せず、クラス 
会議に変更。毎月のクラス会議で 
子どもの様子、発達を職員間で 
共有し指導計画に反映させる 
よう計画を変更した。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥評価 4 
 左記に記載した内容から評価 4
とした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦評価 5 
 
 
 



る。 
■個人情報保護について定期的に

職員研修をおこなう。 
■園独自の個人情報管理に関する

取り組みとして、以下の事を実践
する。 

情報管理の徹底 
 
⑧ハラスメント防止措置 
■セクシャルハラスメント、パワー
ハラスメント防止マニュアルを
整備、運用する。 

■セクシャルハラスメント、パワー
ハラスメント防止のために定期
的に職員研修をおこなう。 

■園独自のハラスメント防止措置
に関する取り組みとして、以下の
事を実践する。 

管理職、指導職は、職員との
コミュニケーション時の傾聴
姿勢を徹底する。 
園長は、園内のラウンドをお
こない職場環境の把握に努
め、ハラスメントの防止に努
める。 

 
⑨職員育成 
■職員の個人目標管理制度を活用

する。 
■職員の自己申告制度を活用する。 
■職種別習熟度指標を活用する。 
■個別参加研修計画を策定し、積極

的に参加させる。 
■法人主催研修（交換研修含む）に
職員を積極的に参加させる。 

■園独自の職員能力向上策に関す
る取り組みとして、以下の事を実
践する。 

園内研修の充実・グループワ
ーク形式で考えながらスキル
アップを目指す。 
杉並区開催研修への参加 
キャリアアップ研修に計画的
に参加し、スキルアップを目
指す。 
メンター制度を取り入れ、新
入職員のサポートをしてい
く。 

 
⑩施設保全・什器備品整備 
■施設点検マニュアルを整備、運用
する。 

■業務開始前および業務終了後の
園舎内の安全確認チェックを実
施する。 

■施設保全に関して、以下の補修、
修繕、交換を実施する。 
時期 内容 概算金額 
2 月 建築設備点検 20 万 
7・1 月 消防設備点検 15 万 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ハラスメントに関しては、園長・

主任が職員と話をする機会を設
けるなど細心の注意をはらった。
しかし、職員の思いと受け止め方
はひとそれぞれの部分もあり、上
井草保育園は職員数が多いため、 

 難しいと感じる場面もあった。 
 ストレスチェックの結果は、概ね

良好であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨職員の個人目標管理シートを活

用し職員育成をおこなった。 
 コロナウイルス感染予防のため、

集合研修への参加を控えた結果、
思うような外部研修参加はでき
なかった。 

 園内研修は、先に記載したように
クラス会議に変更し、子どもの様
子・発達を共有しながら保育実践
をする方向に転換した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩今年度は、認可要件変更のため、

0 歳児室のカウンター撤去と園
児手洗いの移設工事をおこなっ
た。事業計画にはなかったが、稟
議書を提出し実施。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑧評価 4 
 左記の記載のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨評価 4 
 外部研修の機会が少なかったた 
め。 

 職員間で相談することでスキル 
アップにつながっていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩評価 4 
 概ね計画どおり実施できたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



未定 トイレ壁紙張替 5 万 
■什器備品類に関して、以下の補

修、修繕、交換、リース契約更新、
新規購入を実施する。 
時期 内容 概算金額 
5 月 パソコン等 30 万 
1 月 玩具棚 15 万 
1 月 本棚 5 万 
1 月 ロッカー棚 30 万 
1 月 机・椅子 30 万 
随時 玩具類 20 万 
9 月 運動用品 20 万 
2 月 食器 20 万 

 
⑪利用者意向把握 
■外部評価機関による福祉サービ

ス第三者評価を実施する。 
■外部評価機関による利用者アン

ケートを実施する。 
■利用者が園に対し容易に意見要

望を申し出る環境を整える。 
■園独自の利用者意向把握の方法
として、以下の事を実践する。 

保護者から話を聞く時間を設
ける。(個人面談) 

 
⑫苦情解決制度 
■苦情解決対応マニュアルを整備、
運用する。 

■利用者から苦情を受けないよう
な取り組みを実施する。 

■地域から苦情を受けないような
取り組みを実施する。 

■園独自の苦情解決制度に関する
取り組みとして、以下の事を実践
する。 

ご意見ボックスを設置し、保
護者からの意見、意向を掌握
するとともに、改善策を考え、
園運営の安定を図ることとす
る。 

 
⑬虐待防止・早期発見 
■虐待防止・早期発見および対応マ
ニュアルを整備し、運用する。 

■子ども家庭支援センターや児童
相談所と連携を図る。 

 
⑭外部機関との連携 
■地域内の病児、病後児保育室との
連携を図る。 

■地域内の小児科、整形外科、眼科、
耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科等の医
療機関との連携を図る。特に保育
実施時間内に受診可能な医療機
関を 1 つ以上確保する。 

■地域内の小学校や学童クラブ等
との連携を図る。 

■地域内の認可外保育施設との連

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪第三者評価利用者アンケートを

実施。 
 グーグルフォームを活用し運動

会後のアンケートを実施。 
 保護者面談は、コロナ禍のため昨

年度より面談機会が減少したが、
できる範囲で実施した。 

 
 
 
 
 
 
⑫保護者からの意見要望はほとん

どなく運営ができた。 
 日常的な意見等は、クラスで対応

し大きな問題に発展することは
ほとんどなかった。クラスで対応
できない場合は、主任、園長で対
応をおこなった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑬杉並区こども家庭支援センター

や保健センターと連携を図るこ
とができた。 

 
 
 
⑭コロナウイルス感染予防のため、

外部施設との交流はほとんどで
きなかった。 

 杉並区中核園の取り組みである、
地域懇談会に参加し、情報の共有
を図った。 

 就学に向けて小学校との連携を
取ることができた。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪評価 5 

利用者アンケート結果の総合満

足度が前回より上がったため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑫評価 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑬評価 5 
 
 
 
 
⑭評価 5 
 コロナ禍ではあるが、できる範囲 

での連携ができたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 



携を図る。 
 
⑮法人内施設との連携 
■会計業務、給与計算支払業務、職
員採用業務、労務管理業務を本部
事務局に委託する。 

■法人内の他園との交流、連携を図
る。 
 
⑯業務削減への取り組み 

 
 

業務内容の見直しから、削減
ポイントを洗い出す。洗い出
した内容の実践。 
職員から業務削減案を募り実
践し、削減につなげる。 
適材適所の役割分担、職員連
携により、時間を有効活用す
る。 

 
 
⑮大きな問題なく連携がとれた。 
 法人内の他園との交流は実現で

きなかったが、施設長会議等の会
議の場で他園の状況を確認する
ことができた。 

 
 
⑯グーグルフォームやスプレッド

シートを活用することで業務負
担の軽減となった。 

 
 
⑮評価 5 
 
 
 
 
 
 
⑯評価 5 
 グーグルフォームの活用は業務

軽減につながる。活用できる職員

を増やし、さらなる業務削減につ

なげたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．保育内容および保育計画、指導計画 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じ

た場合の理由 
①全体的な計画について 
■保育指針に基づき策定する。 
■保育理念、保育目標の実現を目指

し策定する。 
■全体的な計画の見直しをおこな

う。 
 
②年間指導計画、月間指導計画は以
下の年次および預かり形態の別で
策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
■しょうがい児 □アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
③個別指導計画は月単位で以下の年
次および預かり形態の別で策定す
る。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
□3 歳児 □4 歳児 □5 歳児  
■しょうがい児 □アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
④週間指導計画、日々の指導計画は
以下の年次および預かり形態の別
で策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
■3 歳児 ■4 歳児 ■5 歳児  
□しょうがい児 □アレルギー児 
□アナフィラキシー児 □一時保育 
□病後児保育 
 
⑤園独自の保育関連計画を策定す
る。 

■園独自の取り組みとして、以下の
保育関連の計画を策定する。 

小学校との連携に関わるアプ
ローチプログラムの策定 

 
⑥保育業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 

保育所保育指針 
杉並区立保育園保育実践方針 
杉並区保育実践のてびき 
杉並区危機管理マニュアル 
法人統一マニュアル 
散歩マニュアル 

 
⑦園独自の保育内容を実施する。 
□定期的な体育指導を実施する。 
□定期的な音楽指導を実施する。 
□定期的な学習指導を実施する。 
 

①概ね計画どおりに実施。 
行事については、コロナ禍であるた
め、リスクを回避しながらできる範囲
での実施とした。 
 
 
 

②③④概ね計画どおりに実施。 
 毎月、クラス会議を実施し、子どもの

様子や発達状況、子どもの自主性を引
き出すための環境設定等の話し合い
をもとに策定し実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤小学校との連携については、1 年生の

授業に参加する交流が再開となった
が、まだコロナ禍ということで、思う
ような交流はできなかった。 

 
 
 
⑥杉並区保育実践のてびきを積極的に 

活用すればよかった。このてびきをも 
とに、法人の保育内容作成につなが 
った。 

 
 
 
 
 
 
⑦運動遊びの取り組みは、担任の保育 

計画の中での実施にとどまった。 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
①評価 5 
 
 
 
②③④評価 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤評価 4 
 アプローチプログラムにおい
て計画していた連携が、コロナ
感染予防のため実施できなか
ったため。 

 
 
⑥評価 4 
 マニュアルを活用する職員が 

少ないため、もっと身近に活用
できるよう工夫したい。 
指導職の指導・助言が適切にお
こなわれていることは評価。 
 

 
 
 
⑦評価 5 
 運動遊びは日々の保育の中で、
子どもの興味関心に応じて無
理なく取り組めるようにして
いる。 



■園独自の取り組みとして、以下の
保育内容を実施する 

4・5 歳児クラスの運動遊びの
実施。 

⑧通常日の保育時程は以下のとおり
とする。 
  0 歳 1歳 2歳 幼児 

7:30 順次登園（延長保育・朝保育） 
8:30 
 

クラス保育開始 
（乳児 8:00 幼児 8:30） 

9:30 遊び 
睡眠 

おやつ 朝の会 
遊び 
活動 10 離乳食 遊び 

11 睡眠 
遊び 

食事 11:30～ 
食事 12 午睡 

13 午睡 
 
15:00 
目覚め 

14 離乳食 目 覚 め

（随時） 

15:30 遊び 
睡眠 
順次 
降園 

おやつ 
16 遊び 

夕保育 
順次降園 

17 
18:30 
19:30 18:30～19:30 

延長保育  
 
⑨保護者との情報交換 
□全年齢において連絡帳を交換して

いる。 
■0 歳、1 歳、2 歳児のみ連絡帳を交
換している。 

■クラス全般の保育内容についてク
ラス掲示板に掲示している。 

■ホームページに掲示している。 
■月次で発行するクラスだよりや園

だよりに掲示している。 
■園独自の取り組みとして、以下の

情報交換を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
個別緊急時の情報 
■個別メール送信システムを活用し

ている。 
■電話を活用している。 
全体緊急時の情報 
■一斉メール送信システムを活用し

ている。 
■必要に応じてホームページに掲示

している。 
■電話を活用している。 
 

 
 
 
 
⑧計画どおりに実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨全クラスでの日々のブログ更新、エピ

ソードを掲載したクラスだより、ドキ
ュメンテーションの掲示を積極的に
おこなった結果、上井草保育園の取り
組みが保護者によく伝わったと言え
る。 

 園発信のお知らせ文書等も、メール配
信し、ホームページにアップロードす
ることが定着した。また、Google フォ
ームを活用し、保護者アンケートを実
施することで、保護者も気軽にアンケ
ートに回答できるようになったと感
じる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
⑧評価 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨評価 5 
 園の保育を伝えるため、全職員
がよく取り組んだため。 

 第三者評価の保護者アンケー
ト結果の総合満足度が、前回実
施（平成 30 年度）の時より大
幅上がったことは、園の方針が
保護者に伝わってきていると
評価する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全クラスの保育内容について
ブログ記事を利用し掲示する。
ドキュメンテーションの掲示。 
園発行の各種おたより、お知ら
せ文書のＨＰのアップロード 
クラスだよりにエピソードの
掲載とともに保育の意図を伝え
る。 



■園独自の取り組みとして、保護者
との情報交換において以下の事を
実践する。 

閉園時の電話転送対応 
園からのお知らせ文書の HP
アップロード 

 
 
⑩保育サービス推進事業について以
下の保育サービス推進事業を実施す
る。 
■産休明け保育 
■0 歳児の延長保育 
■1 時間以上延長保育 
□2 時間以上延長保育 
□3 時間以上延長保育 
□病児・病後児保育 
□休日保育 
□4 時間未満一時預かり事業 
□4 時間以上一時預かり事業 
□しょうがい児保育(特児) 
■しょうがい児保育(その他) 
■アレルギー児対応 
□夜間保育 
■育児困難家庭への支援 
■外国人児童受入れ 
□年末年始保育 
■小中高生の育児体験受入れ 
■保育所体験 
□出産を迎える親の体験学習 
■保育拠点活動支援 
 
⑪法人内プロジェクトへの参加 
■主任会議に参加する。 
■給食担当者会議に参加する。 
■保健担当者会議に参加する。 
□発達支援室に参加する。 
□食育推進室に参加する。 
□保育内容統一化研究室に参加す

る。 
□認定こども園化研究プロジェクト

に参加する。 
■法人内プロジェクトで決定した事

項について、園内において実施す
る。 

■園独自の取り組みとして、以下の
プロジェクトを実施する 

 
 

「子どもが遊びこめる環境作
り」をテーマに園庭改造・廊下
改造プロジェクトを実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑩コロナ禍をふまえリスクを回避しな

がらの実施となったため、中止する事
業もあった。 

 育児困難家庭への支援関連として、保
健センター、子ども家庭支援センタ
ー、児童相談所との連携を多くとった
1 年であった。 

 育児体験は学校側から中止との連絡
があり、実施できず。 

 保育所体験として、園庭開放を計画し
ていたが、杉並区では他園との園児交
流を中止していることもあり、中止と
した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪オンラインを活用しての会議参加と

なった。 
 園独自の取り組みとして、園庭改造・

廊下改造を予定していたが、コロナ対
応に終始したこともあり、あまり進ま
なかった。廊下を活用して、日々の活
動をおこなったり、絵本コーナーを整
えたりすることができた。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑩評価 4 
 育児体験や保育所体験等、実施
を中止した取り組みがあった
ため。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪評価 4 
 園庭の水はけが悪く、園庭改造
に課題をのこしたため。次年度
は改善したい。 

 
 
 

  



４．給食・食育 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①給食業務実施にあたり、以下のこ
とをおこなう。 

■給食担当者の日々の健康管理をお
こなう。 

■保育実施日は原則として給食を実
施する。 

■給食内容は完全給食とする。 
■離乳食を実施する。 
■アレルギー食を実施する。 
■延長保育に応じた給食を実施す
る。 

■献立は法人共通献立を使用する。 
■食材の調達は法人共通仕入れ先か

ら調達する。 
■調理方法について、手順書や調理

マニュアル、衛生管理マニュアル
に従っておこなう。 

■調理方法について、他園の担当者
間で情報交換をおこなう。 

■児童の喫食状況に応じて、調理方
法を工夫する。 

■保育職担当者や看護職担当者との
意見交換をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、給食業
務において以下の事を実践する。 

石神井公園こぐま保育園の給
食支援 
石神井公園こぐま保育園の献
立作成、発注業務をおこなう。 
食育だより発行支援。 

 
②給食業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 

保育所給食の衛生管理マニュアル 

離乳のてびき 

食物アレルギーマニュアル 

栄養士業務マニュアル 

 
③食育業務実施にあたり、以下のこ
とをおこなう。 

■年間食育計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、食育業

務において以下の事を実践する。 
食育指導、調理保育等の実践 

 
 

①概ね計画どおりに実施できた。 
 食育会議を年齢ごとに実施する 

ことで、より年齢にそった給食 
実施につながった。 
食数が増え業務量の増加、コロナ 
禍であること、調理員の休職、 
石神井公園こぐま保育園の給食

業 
務全般をおこなう等厳しい状況

の 
中、大きな事故もなく時間どおり 
給食提供をできたことは評価で

き 
る。 
もう少し余裕ができたならば、意 
見交換も活発にでき、さらに子ど 
もとってのよりよい給食提供に

つ 
ながったのではないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
②衛生管理の理解が深まった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
③コロナ禍ではあるため、感染予防

をしながらの実施となった。調理
員、保育士等工夫しながら子ども
の食育につながる取り組みを日
常生活の中に取り入れ実践する
ことができた。 

 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
①評価 5 
 調理員の現状を考えての評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②評価 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
③評価 5 

コロナ禍における最善の取り組
みはできたため。次年度は、もう
少し、積極的に調理員が子どもた
ちとかかわり、より食育をすすめ
たい。 

 

 
  



５．保健 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①保健業務実施にあたり、以下のこ
とをおこなう。 

■年間保健計画を策定する。 
■在園児の成長を記録する 
■在園児に保健指導をおこなう。 
■在園児の健康管理をおこなう。 
■在園児のケガや急な疾病に対応す
るため、マニュアルを整備し、運用
する。 

■保護者からの在園児の成長、発達、
健康に関する相談を受け、適宜助
言をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、保健業
務において以下の事を実践する。 

手洗い指導、うがい指導、感染
予防指導、トイレの使い方指
導等健康維持に必要な指導を
おこなう。 

 
②園内事故防止に取り組む。 
■SIDS 予防を図る。 
■園全体のヒヤリハットを管理す
る。 

■園独自の取り組みとして、園内事
故防止において以下の事を実践す
る。 

園庭遊具、園庭の安全点検を
月単位でおこなう。 
園内、園庭等の危険箇所に把
握し、事故予防につなげる。 

 
③職員の健康管理 
■保健担当者が衛生推進者として職
員の健康管理をおこなう。 

■事業所内健康診断を実施する。 
■職員検便を実施する。 
■園独自の取り組みとして、職員の
健康管理において以下の事を実践
する。 

 
 
 

休憩時間を確保し、心身共に
健康な状態で業務に従事でき
るようにする。 
ストレスチェックを実施し、
職員の心身の健康状況の把握
をする。 
衛生委員会を設置し、月 1 回
衛生委員会を開催する。 

①看護師を中心に計画どおりに 
実施。 

 手洗い指導において、手につく菌
を写真で紹介し、手洗いをするこ
とで、どのように菌が減少するか
を可視化する取り組みは、子ども
たちの手洗いへの意識づけ強化
につながった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②園児数も多いため、受診事故は毎

月のように発生した。 
 専門業者による園庭遊具点検を

実施。早急に対応する案件はなか
ったが、今後考えていく必要があ
る遊具があり、今後の検討課題と
なる。 

 
 
 
 
 
③衛生委員会を開催し、職員の健康

診断後の報告と相談を随時おこ
なった。また、ストレスチェック
後、結果を産業医と共有し、職員
の健康管理に努めた。健診結果と
ストレスチェックの結果を共有
することは、職員の心身の健康状
態を把握することにつながった。 

評価 5 4 3 2 1 
理由 
①評価 4 
コロナ禍で実施できない取り組 
みがあったため。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②評価 4 
 ヒヤリとする場面は多数あった
が、ヒヤリハットの提出が少なく 
園内、園庭等の危険個所の把握 

 が思うように進まなかったため。 
 
 
 
 
 
 
 
③評価 5 
 

 
 



令和３年度 事業計画・事業実績評価報告 
 
１．施設の概要と職員体制 

施設名 石神井公園こぐま保育園 施設住所 練馬区石神井町 3-30-18 

開設年月日 平成 27 年 4 月 1 日 運営形態 □公設民営認可・□民設民営認可・■小規模保育所 
土地建物所有権 □土地 □建物 土地建物賃借料 土地     円/年 建物 5.961.600 円/年 
敷地面積 214.32 ㎡ 建物延床面積 686.04 ㎡ 

開園日 

月から土曜日とする。但し祝日および国民の

休日と 12 月 29 日から 1 月 3 日は休園とす

る。 
開園時間 

午前 7 時 30 分から午後 18 時 30 分とする。

但し短時間保育認定の場合午前 7 時 30 分 
から 8 時 30 分までと午後 16 時 30 分から

18 時 30 分までは延長保育時間とし、詳細

は別に定める。 
保育料 所在自治体の定めにより収納する。 

定員数、

入所数、

面積 

年次 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 内しょう
がい児 

内アレル
ギー児 

内アナフ
ィラキシ

ー児  一時 病後児 

定員 3 8 8    19  ０   ０  

入所 3  8 8    19  2    ０  

保育室面積 22.93 23.3 14         ０  

担
当
職
務
と
職
員
名 

施 設 長 勝見 和美 
■会計責任者 ■防火管理者 ■予算管理者 ■固定資産管理者 ■苦情解決責任者 

□苦情受付担当者 ■衛生推進者 □出納職員 ■食品衛生推進者 ■食品発注担当者 

副施設長  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副施設長  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

主任保育士 飯島 理恵 
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

■苦情受付担当者 □衛生推進者 ■出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

副主任保育士  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

看護職責任者  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

給食職責任者  
□会計責任者 □防火管理者 □予算管理者 □固定資産管理者 □苦情解決責任者  

□苦情受付担当者 □衛生推進者 □出納職員 □食品衛生推進者 □食品発注担当者 

嘱託医（園医） 吉川秀樹 
よしかわこどもクリニック 

住所 練馬区石神井町 6-15-8 2F   電話 03-597373 

職
員
数 

 正規 正規短時間 嘱託 フル非常勤 パート非常勤 
保育職 ５名  1 名  ２名 

看護職      

給食職     ０名(８月で退職) 

用務職      

事務職      

苦情解決第三者委員 松淵昂     

今年度変更事項 

・岩名美穂 退職 
・非常勤管理栄養士が８月末で退職し、９月より保育園開所日には上井草保育園より調理員派遣をしている。 
・高柳智子 令和 3 年 12 月末で退職。 ・令和 4 年 1 月の 1 か月間、非常勤保育士雇用 
・神野亜佳莉 令和 4 年 2 月より入職。 



２．保育園運営に当たっての基本的な方針や目標 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①「かけがえのない命をはぐくむ
場」という保育理念について 

■児童、保護者、職員、地域の方々
に保育理念の理解が進むよう取
り組む。 

■保育園の全ての業務は保育理念
から展開されていることを踏ま
え、各種手順書、各種マニュアル、
各種計画等は保育理念に基づき
策定するよう取り組む。 

■園独自の保育理念に関する取り
組みとして、以下の事を実践す
る。 

・小規模保育園ならではの、
家庭的な雰囲気の中、将来
に向けて人と人のつながり
の基礎が育まれるようにす
る。 

・一人ひとりの子どもの「今」
を大切にしながら、愛され
ている実感、信じ認められ
ている実感、大切にされて
いる実感をもてる保育を
し、自己肯定感が育まれる
ようにする。 
その為に、一人一人の生活
及び遊びの中で基礎となる
よう丁寧な保育を行う。 

 
②保育目標は全園共通で以下と定
めている。 
1.心身ともに健康な子ども 
(健康) 
2.誰とでも仲良くできる子ども 
(人間関係、人権) 
3.自分で考え行動できる子ども 
(自主性) 

■児童、保護者、職員、地域の方々
に保育目標に基づく保育をおこ
なっていることの理解が進むよ
う取り組む。 

■保育内容の全ては保育目標から
展開されていることを踏まえ、保
育課程、各種指導計画等は保育目
標に基づき策定する。 

■園独自の保育目標に関する取り
組みとして、以下の事を実践す
る。 

・方針「子どもの自主性を引
き出す保育」を踏まえ、一
人一人を大切に思い、細や
かに子どもの気持ちに寄り
添い、子どもに相談する保
育、指示語、命令語、禁止
語、否定語を使わない保育
をおこなうことで子どもと

①  
・新型コロナウイルス感染症の流行
がなかなか治まらない中、感染し
ないように感染対策をおこないな
がら日々緊張感をもちながら行動
していた。子ども一人ひとりを大
切にしながら保育する環境を整
え、子どもが安心・安全に過ごせ、
好きな遊びができるよう考えたこ
とで、一人ひとりが自分の好きな
遊びをすることができ、丁寧に保
育をすることができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 
・「子どもの自主性を引き出す保育」
を目指し、子どもに相談する保育
や子どもに寄り添う保育、基本で
ある指示語・命令語・禁止語・否
定語を使わない保育について、話
しをしてきましたが、今年度も新
入職員が入職し、まだ定着できて
いないところもあったり、大人の
声の大きさだったりと課題があ
り、職員が一人ひとり意識して保
育できるよう、職員会議の際に確
認をおこなった。 

・物的環境については、子どもの様
子をみながら部屋のレイアウトを
変え、子どもが楽しめるよう工夫
をしていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
①評価 5 
・保育理念や保育について、新入園

児の保護者の方には 3 月の面接時

と入園式の際に、進級児の保護者

の方には書面での説明をおこなっ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②評価 4 
・自主性を引き出す保育について、

職員の中には意識しながら保育を

していますが、そうだでない職員

もおり、定着していないため。 
・物的環境については職員で相談し

ながら取り組めていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



の愛着関係を築く。 
・「自分で考えて行動できるこ

ども」 
人的環境、物的環境につい
て定期的にグループワーク
を行い、子ども自身が自己
決定でき集中して遊びこめ
る場を整えていく。 

・職員同士の連携を密にし、
グループワークを行ないな
がら、子どもの気づき・職
員の悩みを共有していく。 

・日々の保育の中で、保育所
保育指針に沿った「10 の
姿」を意識しながら、子ど
もの発達に応じた保育環境
を整え、子どもが自主的に
活動できる保育を行う。 

 
③年間の園内会議日程は以下のと

おりとする。 
 毎月 1 回 月末に行なう。 

月 日 時 会議名 
4 1 13：30 職員会議 
4 22 13：30 職員会議 
5 26 13：30 職員会議 
6 23 13：30 職員会議 
7 20 13：30 職員会議 
8 26 13：30 職員会議 
9 28 13：30 職員会議 
10 26 13：30 職員会議 
11 25 13：30 職員会議 
12 23 13：30 職員会議 
1 20 13：30 職員会議 
2 17 13：30 職員会議 
3 23 13：30 職員会議 

※ 職員会議日の 16：30 より 
ワーク会議をおこなう。 
 

 
④年間の園内行事日程は以下のと
おりとする。年間行事予定表参照 
月 日 時 行事名 
4 3 10：00 入園式 
5 10 

～ 
28 

 個人面談 

7 7 １日 七夕の日 
10 2 10：00 プレイデー 
10 未

定 
未定 芋ほり 

12 24 １日 クリスマスの日 

2 3 １日 豆まき 
3 3 １日 ひなまつりの日 

3 5 9：00 お祝い会 
※避難訓練 毎月 1 回 
※防犯訓練 年 1 回 
※0 歳児健診 毎月 1 回 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 
・法人会議や新型コロナウイルス感

染症のために日程変更を行い実施
した。 

 
以下の日程を変更した。 

月 日 時 会議名 
4 3 11：30 職員会議 

4 22 16：30 職員会議 
5 27 16：50 職員会議 
6 23  書面会議 
7 20  書面会議 
8 26  書面会議 
1 20 

 
書面会議 

 
・クラスの報告については、事前に

報告内容を書面にし、最も必要な
内容のみ口頭で伝えることで時間
短縮となり、職員の話し合う時間
がつくれるようになった。 

 
④ 
・入園式は、4 月 1 日の普段の日の

実施をしていましたが、新型コロ
ナウイルス感染症が流行している
中であるため、進級児がいない土
曜日に実施し、新入園児と保護者
の方には 10 日前より健康観察を
していただいた。 

・プレイデーについて、園以外の場
所を借りて実施予定であったが、
借りていた場所が屋内で換気が難
しく、子どもが乳児の為やもえず
中止とした。その後、プレイデー
で行う予定であった内容を動画に
撮り、上映予定表(各年児ごと)を
掲示し観覧してもらう機会をもう
けた。 

・お祝い会については、予定してい
た日が「まん延防止等重点措置」
が発令中であったため 1 週間延期

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
③評価 4 
・グループワークについては実施で

きないこともあった。 
・コロナ禍の中で行事を実施するこ

とについて、職員で話し合いをお

こなった、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④評価 5 
・コロナ禍の、職員と色々と話し合

いの場を持ち、行事を実施するこ

とができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



※全園児健康診断 春・秋 年 2 回 
※身体測定 毎月 1 回 
※誕生会については、子どもの誕生
日を誕生会とし、保護者の保育参
加と共にお祝いしていく。 

 
 
 
 
⑤年間の園内研修等は以下のとお
りとする。 
・平成 30 年度処遇改善Ⅱに基づ
いた職員育成計画の保育士キャ
リアアップ研修に計画的に受講。
1 人一回受講。 
月 日 参加者 内容 
4 1 全職員 法人の理念・

方針・保育の
あり方・ 
人権・虐待・ 
ハラスメント 

6 未   
定 

全職員 救急救護 

未定 全職員 嘔吐処理 
適宜 全職員 外部研修に参

加後、内容に
より園内研修
を実施 

 ・法人研修参加 
・その他随時予定あり 
・前年度の自主性を引き出す保育

の研修で行われた他園のワー
クやエピソードを題材に園内
研修を実施する。 

 
⑥安全管理対策 
不審者対策 
■園舎内における不審者対応マニ
ュアルを整備、運用する。 

■園舎内への不審者侵入防止措置
を講ずる。 

■園内においてすべての児童、職員
を対象とした不審者対策訓練を
定期的に実施する。 

災害対策 
■園舎内において災害時対応マニ
ュアル、防災マニュアルを整備、
運用する。 

■園内において、すべての児童、職
員を対象とした避難訓練、消火訓
練をおこなう。 

□地域において、児童、職員を対象
とした訓練を実施する。 

■発災時を想定し、児童、職員が最
低 3日間園舎内に滞在できるよう
な飲料水、食料、資材等を準備す
る。 

■園独自の安全管理対策に関する
取り組みとして、以下の事を実践
する。 

をしたが、まん延防止もさらに延
期となってしまい、発令中の中で
はありましたが、園児・保護者の
方に 10 日前より健康観察表(朝晩
の検温・体調)に記入していただ
き、ご協力のもと各年児ごとの入
れ替え制で実施することができ
た。 

 
⑤ 
キャリアアップ研修については、申
し込みをおこなったが参加できない
状況であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 
・職員の人数や天候により日程を変

更して実施した月もあったが、地
震、火災、地震からの火災など様々
な内容で避難訓練を実施すること
できた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤評価 3 
・今年度はキャリアアップ研修を受

講できなかったため、来年度は参

加できるよう取り組んでいく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥評価 5 
・全職員(非常勤職員も含む)で避難訓

練、防犯訓練を実施することがで

きた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・石神井消防署で応急救命講習
を受ける。 

・災害備蓄用品チェックリスト
を作成し点検を行う。 

・広域避難場所までの避難経路
の確認を行う。 

 
⑦個人情報管理 
■個人情報保護マニュアルを整備、
運用する。 

■プライバシーポリシーを公表す
る。 

■個人情報保護について定期的に
職員研修をおこなう。 

■園独自の個人情報管理に関する
取り組みとして、以下の事を実践
する。 

・新入園児面接で個人情報の
取り扱いについて説明を
し、書面にて承諾をいただ
く。 

・個人情報書類及びデータ管
理は、施錠できる書庫を使
用。 

・個人情報が記載されている
書類は、シュレッダーにて
破棄。 

 
⑧ハラスメント防止措置 
■セクシャルハラスメント、パワー
ハラスメント防止マニュアルを
整備、運用する。 

■セクシャルハラスメント、パワー
ハラスメント防止のために定期
的に職員研修をおこなう。 

■園独自のハラスメント防止措置
に関する取り組みとして、以下の
事を実践する。 

・職員面談を定期的に行う。 
･ストレスチェックを受ける。 
・職員とコミュニケーション
をとる。 

 
 
⑨職員育成 
■職員の個人目標管理制度を活用
する。 

■職員の自己申告制度を活用する。 
■職種別習熟度指標を活用する。 
■個別参加研修計画を策定し、積極
的に参加させる。 

■法人主催研修（交換研修含む）に
職員を積極的に参加させる。 

■園独自の職員能力向上策に関す
る取り組みとして、以下の事を実践
する。 

・日々の保育に関する疑問及
び改善事項等を職員全体で
話しあい、保育の質の向上
に繋げる。 

 
 
 
 
 
 
 
⑦ 
・個人情報の管理について、職員会
議等で話しをすることで、個人情
報保護・管理の重要性を職員が認
識することができたことで守るこ
とができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ 
・職員面談や日々の保育の中や休憩

等の会話の中で、保育に関するこ
との相談や悩み、職員間の連携に
ついて等を共有することができ
た。 

・職員ひとり一人が面談以外でも話
しやすい・相談しやすい環境とな
るよう取り組むことができた。 

・職員の中で相手に優しい声かけが
できない職員がいるため、毎月の
会議の中で一緒に働く仲間である
ので、相手を思いやる気持ち・コ
ミニケション等について話しをし
た。 

 
⑨ 
・職員の中でやらなくてはならない
役割を果たさない職員がおり、主
任と相談し試行錯誤しながら色々
なかたちで伝えてきたが、聞く耳
をもたないこともあり、気がつい
た時には声をかけるようにした。 

・子どもの気持ちを受けとめ共感す
る保育を心掛けることで、子ども
のために環境構成を色々考え取り
組むことができた。 

・小さい園の中で一緒に働く仲間と
して職員間の「目配り・気配り・
心配り」の大切さを毎月の職員会
議で伝えてきたが、実施できてい
ないところがあった。 

 
 
 
 
 
 
 
⑦評価 5 
・個人情報の保護・管理について重

要性を意識しながら守ることがで

きた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧評価 3 
・園舎内の様子がいつでも見られ、

把握できる環境であるため、職員

とコミュニケーションをとること

ができた。 
・ハラスメントについては、1 年間

の間に繰り返し話しをする必要が

あると感じた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨評価 3 
・一緒に働く職員が変わると、園の

雰囲気も変わってしまうこともあ

り、新人職員より中途採用の職員

の方が育成することが難しかっ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・外部研修の案内を職員に発
信し参加しやすい環境をつ
くる。 

・保育士等キャリアアップ研
修に積極的に参加させ、ス
キルアップに繋げていく。 

・「子どもの発見やできたこと
を受けとめ共感する」「見通
しをもあって活動できるよ
うな声かけをする」「身体づ
くりに繋がる遊びの環境づ
くり」を保育士一人一人が
意識して保育を行ってい
く。 

・保育中や職員間で、目配り・
気配り・心配りが育つよう
な環境づくり。 

・職員がどんなことでも話が
できる環境づくりをしてい
く。 

・定期的に日常業務の見直し
をおこない、業務改善を行
っていく。 

 
⑩施設保全・什器備品整備 
■施設点検マニュアルを整備、運用
する。 

■業務開始前および業務終了後の
園舎内の安全確認チェックを実
施する。 

■施設保全に関して、以下の補修、
修繕、交換を実施する。 
時期 内容 概算金額 
未定 調理室勝手

口のドアノ
ブ交換 

未定 

   
■什器備品類に関して、以下の補
修、修繕、交換、リース契約更新、
新規購入を実施する。 
時期 内容 概算金額 
未定 食器乾燥機 20,000 
未定 調理室内の

配膳台 
10,000 

未定   
 
⑪利用者意向把握 
□外部評価機関による福祉サービ
ス第三者評価を実施する。 

■外部評価機関による利用者アン
ケートを実施する。 

■利用者が園に対し容易に意見要
望を申し出る環境を整える。 

■園独自の利用者意向把握の方法
として、以下の事を実践する。 

・ご意見箱の設置をする。 
・新入園児面接時に、第三者
委員の方の利用方法の説明
を行う。 

・個人面談を随時行う。 

・職員がいつでも相談できる環境を
つくれるよう心掛けた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 
・計画はしておりませんが、トイレ
の流れが悪くなり衛生的にことを
考え、排水溝洗浄を行った。 

・排水溝洗浄を行った関係で、予定
しておりました調理室勝手口のド
アノブの交換ができなかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ 
・新型コロナウイルス感染症の流行

のため、個人面談や保育参加を随
時行うことはできなかったが、様
子をみながら誕生会兼保育参加は
おおむね実施することができた。 

・朝夕の送迎時に感染対策を意識し
ながら短い時間で、できるだけ保
護者の方に声かけをするよう努め
た。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩評価 4 
・実施できないものもありましたが、

優先順位を考えて行うことができ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪評価 5 
・保護者の方に保育参加していただ

くことができ、実際の保育の様子

をみていただくことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・保育参観・参加の随時受け
入れを積極的に行う。 

・いつでも相談できる環境を
整えていく。 

 
⑫苦情解決制度 
■苦情解決対応マニュアルを整備、
運用する。 

■利用者から苦情を受けないよう
な取り組みを実施する。 

■地域から苦情を受けないような
取り組みを実施する。 

■園独自の苦情解決制度に関する
取り組みとして、以下の事を実践
する。 

・１日の登降園時の際に保護
者とのコュニケーションを
大切にし、信頼関係を築く。 

・保護者が相談・話しやすい
環境づくり。 

・保護者に向けて、保育参観、
参加を随時受け入れてい
く。 

・苦情解決制度の周知に努め、
苦情解決第三者委員を行事
にお招きし、保護者へ紹介
していく。 

 
⑬虐待防止・早期発見 
■虐待防止・早期発見および対応マ
ニュアルを整備し、運用する。 

■子ども家庭支援センターや児童
相談所と連携を図る。 

 
 
⑭外部機関との連携 
■地域内の病児、病後児保育室との
連携を図る。 

■地域内の小児科、整形外科、眼科、
耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科等の医
療機関との連携を図る。特に保育
実施時間内に受診可能な医療機
関を 1 つ以上確保する。 

□地域内の小学校や学童クラブ等
との連携を図る。 
■地域内の認可外保育施設との連
携を図る。 

 
⑮法人内施設との連携 
■会計業務、給与計算支払業務、職
員採用業務、労務管理業務を本部
事務局に委託する。 

■法人内の他園との交流、連携を図
る。 

 
 
 
 
⑫ 
・クラスの職員が保護者と丁寧に接

していること、園長もできる限り
朝・夕の送迎の時間帯に保護者に
声かけするよう意識し、コミュニ
ケーションをとるよう心掛けたこ
とで、保護者の方との信頼関係を
築くことができた。 

・保育参加の際に保護者の方に園児
の家での様子や園で生活をしてい
る様子について話しをする機会が
もてたことで保護者とコミュニケ
ーションをとれる場となった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑬ 
・子ども家庭支援センターの方と年

に 2 回連絡をとることや園に来訪
いただき、園の子どもの様子を話
す機会があり、保護者へいただい
た手紙を配布することができた。 

 
⑭ 
・新型コロナウイルス感染症が流行

していたが、予定通り 0 歳児健
診・全園児健康診断・歯科健診を
実施するができた。 

・連携している保育園への行事参加
や園庭に遊びに行くという交流が
実施できなかった。 

 
 
 
 
 
⑮ 
・子ども、職員の食事提供を行うに
あたり、上井草保育園へ調理の派
遣依頼をし、自園の調理員と連携
をおこなうことができた。 

・自園の調理員が 8 月末で退職し、9
月からは園が開園している日にす
べて上井草保育園の職員の方に調
理業務をおこなっていただいてい
る。 

 

 
 
 
 
⑫評価 5 
・毎日、短い時間であっても保護者

と丁寧に話しをしてきたことで信

頼関係を築くことができた。 
・保護者と子どもの話しをする機会

がもて、話しをすることが大切と

改めて感じた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑬評価 5 
・子ども家庭支援センターへ相談で

きる環境にある。 
 
 
 
 
⑭評価 4 
・連携している保育園の園庭に遊び

に行く機会がもてず、来年度は少

しずつでも遊びに行ける機会をつ

くっていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑮評価 5 
・8 月末までは自園の調理員と上井

草保育園の調理員とでノートに伝

言を記載し、連携を図ることがで

きた。 
・上井草保育園の調理員と自園の主

任・園長で何かの際には話しをす

ることができ、引き続きノートを

活用し上井草保育園の調理員も連

携できていた。 
 



３．保育内容および保育計画、指導計画 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じ

た場合の理由 
①保育課程について 
■保育指針に基づき策定する。 
■保育理念、保育目標の実現を目指

し策定する。 
■全体保育計画の見直しをおこな

う。 
 
②年間指導計画、月間指導計画は以
下の年次および預かり形態の別で
策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
□3 歳児 □4 歳児 □5 歳児  
□しょうがい児 ■アレルギー児 
□アナフィラキシー児 ■一時保育 
□病後児保育 
 
③個別指導計画は月単位で以下の年
次および預かり形態の別で策定す
る。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
□3 歳児 □4 歳児 □5 歳児  
□しょうがい児 ■アレルギー児 
□アナフィラキシー児 ■一時保育 
□病後児保育 
 
④週間指導計画、日々の指導計画は
以下の年次および預かり形態の別
で策定する。 

■0 歳児 ■1 歳児 ■2 歳児  
□3 歳児 □4 歳児 □5 歳児  
□しょうがい児 ■アレルギー児 
□アナフィラキシー児 ■一時保育 
□病後児保育 
 
⑤園独自の保育関連計画を策定す
る。 

■園独自の取り組みとして、以下の
保育関連の計画を策定する。 

・異年齢保育 
・一時預かり保育 
・近隣の連携保育園との交流 

 
 
 
⑥保育業務実施にあたり、以下の手
順書やマニュアルを用いておこな
う。 

0.1.2.歳児保育ﾏﾆｭｱﾙを使用 
・乳児保育マニュアル 
・離乳食マニュアル 
・給食衛生管理マニュアル 
・保健業務マニュアル 
・感染症対策マニュアル 
・園外保育マニュアル 

 
 

① 
・全体的な計画を見直し、保育指針に基

づき、保育理念・保育目標を実現でき
るよう策定できた。 

 
 
 
② 
・保育業務システムを通して、個々に計

画の内容について、主任より職員が細
やかな助言を受けながら策定、実施す
ることができた。 

 
 
 
 
③ 
・主任より計画の内容について、職員が

助言を受けながら策定、実施すること
ができ、考察・評価のすることができ
た。 

 
 
 
 
④ 
・主任より計画の内容について、職員が

助言を受けながら策定、実施すること
ができた。 

 
 
 
 
 
⑤ 
・この年度は 0.1歳児の合同クラスと 1.2

歳児合同クラスとがあったが、主任の
指導を受けながら異年齢保育を実施
できる環境の中で、その時にあった計
画を策定することができた。 

・新型コロナウイルス感染症の流行の影
響で連携保育園との交流を実施する
ことができなかった。 

 
⑥ 
・マニュアルについては、いつでも閲覧、

確認できる棚に置き、業務に活用する
よう努めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 

評価 5 4 3 2 1 
①評価 5 
・保育業務システムを通して職員

間で共有し指導計画の内容を
深めた。 

 
②評価 5 
・主任の指導の下、子どもの成長

に合わせた計画を立て、実施す
ることができた。 

 
 
 
5 
 
③評価 5 
・主任より計画の内容について、
職員が助言を受けながら策定、
実施することができた。 

 
 
 
 
 
④評価 5 
・主任より週の計画の内容につい

て、製作や散歩等について、職
員が助言を受けながら策定、実
施することができた。 

 
 
 
 
⑤評価 4 
・0.1 歳児合同クラスは大変であ

ったが、1.2 歳児合同クラスと
同じように、異年齢保育を実施
できる計画を策定し、製作、遊
びや散歩等を実施することが
できた。 

・連携保育園との交流は実施でき
なかった。 

 
⑥評価 4 
・各マニュアルの周知をするため

確認をするよう促したが、なか
なか時間がとれず、活用できて
いない部分もあった。 

 
 
 
 
 
 
 
 



⑦園独自の保育内容を実施する。 
□定期的な体育指導を実施する。 
□定期的な音楽指導を実施する。 
□定期的な学習指導を実施する。 
■園独自の取り組みとして、以下の

保育内容を実施する 
・石神井さくら保育園との交流 
・石神井つつじ保育園との交流 
・高野台保育園との交流 
・月極め一時保育（欠員がある

場合） 
 
⑧通常日の保育時程は以下のとおり
とする。 
  0

歳 

1

歳 

2

歳 

3

歳 

4

歳 

5

歳 

7：30  ○ ○    
8  ○ ○    
8：30 ○ ○ ○    
9 ○ ○ ○    
10 ○ ○ ○    
11 ○ ○ ○    
12 ○ ○ ○    
13 ○ ○ ○    
14 ○ ○ ○    
15 ○ ○ ○    
16：30 ○ ○ ○    
17  ○ ○    
18：30  ○ ○    

 
＊0 歳（1 歳未満） 
 8：30 保育開始 
     順次登園 
     視診・検温・挨拶 
     室内遊び・外気浴・睡眠 
 
 10：00 離乳食 あそび 
 
 11：45 水分補給 睡眠 
 
 14：00 検温 
     離乳食 
     あそび 睡眠 
 
 16：30 保育終了 
 
＊1・2 歳児 
 7：30 保育開始 
     順次登園 
     視診・挨拶 
     自由あそび 
 
9：30 水分補給 （牛乳） 
     あそび・活動 
     着替え 
 
 11：15 給食 
     午睡準備  
     午睡 

⑦ 
・この年度も新型コロナウイルス感染症

の流行の影響があり、石神井さくら保
育園、石神井つつじ保育園、高野台保
育園との交流実施ができなかった。 

 
 
 
 
 
 
 
⑧ 
・子ども一人ひとりの発達や成長を踏ま

えながら、個々の保育時間に合わせ、
生活リズムを整えながら、安心・安
全・安定した保育園生活が送れるよ
う、取り組むことができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦評価 1 
・交流ができなかったため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧評価 5 
・子ども一人ひとりの成長・発
達・生活リズムに合わせること
ができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 14：30 目覚め  

おやつ 
     降園準備 
     自由あそび 
 
 16：30 順次降園 
     延長保育時間 
 18：30 保育終了 
 
⑨保護者との情報交換 
日々の情報や緊急ではない情報 
■全年齢において連絡帳を交換して

いる。 
□0 歳、1 歳、2 歳児のみ連絡帳を交
換している。 

□クラス全般の保育内容についてク
ラス掲示板に掲示している。 

■ホームページに掲示している。 
■月次で発行するクラスだよりや園

だよりに掲示している。 
個別緊急時の情報 
□個別メール送信システムを活用し
ている。 

■電話を活用している。 
全体緊急時の情報 
■一斉メール送信システムを活用し

ている。 
■必要に応じてホームページに掲示

している。 
□電話を活用している。 
□園独自の取り組みとして、保護者
との情報交換において以下の事を
実践する。 

・緊急テストメールを毎月 1
日 10：00 に保護者・職員
へ発信し実施する。 

・保護者からの欠席・遅刻な
どの情報を電話以外にメー
ルでの配信を受け付ける。 

 
⑩保育サービス推進事業について以

下の保育サービス推進事業を実施
する。 

■産休明け保育 
□0 歳児の延長保育 
□2 時間以上延長保育 
□3 時間以上延長保育 
□病児・病後児保育 
□休日保育 
□4 時間未満一時預かり事業 
■4 時間以上一時預かり事業 
□しょうがい児保育(特児) 
□しょうがい児保育(その他) 
■アレルギー児対応 
□夜間保育 
■育児困難家庭への支援 
■外国人児童受入れ 
□年末年始保育 
□小中高生の育児体験受入れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 
・毎日の保育園生活の様子がわかるよう

保護者の方と、その日の子どもの姿を
お話ししたり、ホームページに掲載す
ることや日中の様子や行事の際に動
画を撮り、玄関に設置してあるモニタ
ーで流し、子どもが生き生きと笑顔で
遊んでいる姿や製作をしている姿、
色々なことができるようになり、日々
成長している姿を保護者と職員が共
有することができた。 

・保護者の方には、メールで欠席や遅刻
の連絡することができること伝え、活
用できている。 

・毎月 1 日に緊急テストメールを一斉に
実施することができた。返信のない保
護者の方には、声掛けをおこない、返
信していただくよう依頼することが
できた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 
・外国人受けれを実施し、おたより等や

配布物・掲示物、区からの手紙につい
ては、送迎時に保護者に声をかけ、口
頭で説明をすることができた。保護者
からも、わからないこと等あった際に
は、お問い合わせがあり丁寧に対応す
ることができた。 

・年度当初は鶏卵のみのアレルギーであ
ったが、牛乳を飲むと口周りに湿疹が
できたため、保護者と話し乳製品の追
加での除去をおこなった。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨評価 5 
・保護者と日々の情報や緊急時の

情報等について、スムーズに行
うことができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩評価 5 
・保護者から、お問い合わせがし

やすい環境をつくることがで
きたことで、途中のアレルギー
の追加の対応も迅速にするこ
とができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



□保育所体験 
□出産を迎える親の体験学習 
■保育拠点活動支援 
＊月極め一時保育規定 別紙参照 
⑪法人内プロジェクトへの参加 
■主任会議に参加する。 
■給食担当者会議に参加する。 
■保健担当者会議に参加する。 
■法人内プロジェクトで決定した事

項について、園内において実施す
る。 

 

 
 
 
 
⑪ 
・主任会議は主任がこの年度 0 歳児の担

任をしていたため保育の状況により
出席でいない日もありましたが、給食
担当者会議と保健担当者会議につい
ては園長が参加し、法人統一の情報を
共有し、自園の職員に伝え共通理解・
共通認識することができた。 

 
 
 
 
⑪評価 4 
・保育の状況により、すべての会

議に参加することができなか
ったこともありますが、会議の
内容は職員に伝え、共通理解・
共通認識をすることができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４．給食・食育 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
①給食業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■給食担当者の日々の健康管理をお
こなう。 

■保育実施日は原則として給食を実
施する。 

■給食内容は完全給食とする。 
■離乳食を実施する。 
■アレルギー食を実施する。 
□延長保育に応じた給食を実施する。 
□献立は法人共通献立を使用する。 
□食材の調達は法人共通仕入れ先か
ら調達する。 

■調理方法について、手順書や調理マ
ニュアル、衛生管理マニュアルに従
っておこなう。 

■調理方法について、他園の担当者間
で情報交換をおこなう。 

■児童の喫食状況に応じて、調理方法
を工夫する。 

■保育職担当者や看護職担当者との
意見交換をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、給食業務
において以下の事を実践する。 

・法人統一献立の実施。 
・上井草保育園との連携のも

と、集団給食を実施。 
・食事・おやつを写真に撮り、

毎日、玄関モニターで流す。 
 
②給食業務実施にあたり、以下の手順
書やマニュアルを用いておこなう。 

・衛生管理マニュアル 
・離乳食マニュアル 
・食物アレルギーマニュアル 

 
③食育業務実施にあたり、以下のこと
をおこなう。 

■年間食育計画を策定する。 
■園独自の取り組みとして、食育業務
において以下の事を実践する。 

・子どもの状態に合わせて食
事の提供。 

 
 

① 
・8 月末までは自園の調理職員と上
井草保育園の職員と連携をしな
がら、離乳食・食事を提供し、9
月以降は何かある際に主任・園長
と相談をしながら実施すること
ができた。 

  
・保育の状況により園長が保育に入

らなければならず、全ての給食担
当者会議に園長が出席すること
はできなかったが、会議に出席し
た時や出席できなかった時の内
容は議事録等で確認し、法人内の
情報を把握した内容を、職員へ周
知することができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 
・給食提供をするにあたり、衛生マ

ニュアル・離乳食マニュアルに従
い食事を提供することができた。 

 
 
③ 
・その時に思ったこと感じたことを

直ぐに話しをするようにし、調理
室と保育の連携をとることで、
個々の子どもにあった食事の提
供をすることができた。 

・行事の際には、子どもが喜ぶ盛り
付けをすることで、食べる意欲に
つなげることができた。 

評価 5 4 3 2 1 
①評価 4 
・8 月末までは、自園の職員と上井

草保育園の職員と調理室内にて

ノートへの記載で伝達のやり取

りをおこない、子どもの食事の状

況の把握をすることで、毎日同じ

ように食事提供ができた。 
・保育の状況で園長が保育に入らな

くてはならないことがあり、全て

の会議に出席できなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②評価 5 
・マニュアルに従い、食事提供をす

ることができた。 
 
 
 
③評価 5 
・調理室と保育との連携と子どもが

喜ぶ盛り付けの行事食の実施が

できた。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



５．保健 

今年度計画 今年度実績 計画対実績の評価と差が生じた

場合の理由 
① 保健業務実施に当たり、以下の事

を行う。 
■年間保健計画を策定する。 
■在園児の成長を記録する 
■在園児に保健指導をおこなう。 
■在園児の健康管理をおこなう。 
■在園児のケガや急な疾病に対応する

ため、マニュアルを整備し、運用す
る。 

■保護者からの在園児の成長、発達、
健康に関する相談を受け、適宜助言
をおこなう。 

■園独自の取り組みとして、保健業務
において以下の事を実践する。 
・保健担当者会議に園長出席。 

法人内の情報を把握し、職
員周知を図る。 

・練馬区情報を、職員周知す
る。 

・必要に応じて法人内看護師
の派遣を依頼する。 

 
②園内事故防止に取り組む。 
■SIDS 予防を図る。 
■園全体のヒヤリハットを管理する。 
■園独自の取り組みとして、園内事故

防止において以下の事を実践する。 
・環境構成を子どもの発達に合わ
せて変更する。 

・０歳児室にベビーセンサーを導
入し SID チェックをおこなう。 

・基本の仰向け寝を徹底していく。 
・危険個所のｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞの設置 
・床に敷いてあるマットの点検・
確認。 

 
③職員の健康管理 
□保健担当者が衛生推進者として職員
の健康管理をおこなう。 

■事業所内健康診断を実施する。 
■職員細菌検査を実施する。 
  

・全職員にメンタルヘルスチェッ
クを実施する。 

・職員の健康管理をするため休憩
時間の確保の取り組みを行な
う。 

 
 

① 
・保育の状況により園長が保育に入

らなければならず、全ての保健担
当者会議に出席することができ
なかったが、色々な情報を把握す
ることができ、職員にも周知する
ことができた。 

・自園に看護師がいないため、保健
に関し疑問に思ったことについ
ては、他園の看護師にお問い合わ
せや相談することできた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 
・当たり前ではありますが、午睡中

の仰向け寝または横向き寝を徹
底し、うつ伏せをさせないことを
実行してきた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 
・新型コロナウイルス感染症に感染

しないよう意識して行動するこ
とを周知し、職員の健康管理につ
いて、日々の自己管理が大切なこ
とを伝えてきた。 

・休憩時間をどのような体制でおこ
なえば確保できるのか職員みん
なで考え休憩することができた。 

評価 5 4 3 2 1 
①評価 4 
・保健担当者会議に出席すること
で、色々な情報を職員に周知する
ことができた。 

・保健に関し疑問に思ったことやわ
からないことがあった際に、直ぐ
に他園の看護師にお問い合わせ
や相談できる環境が良かった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②評価 5 
・基本であるが、うつぶせ寝をさせ

ないことを徹底することができ
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③評価 5 
・日ごろから職員に、健康管理につ

いてや自分の行動に責任をもち、
新型コロナウイルス感染症に感
染しないように伝えてきたこと
で、職員が一人も罹患者なしで 1
年を終わることができた。 

・職員の休憩の確保ができるよう職
員と話す機会をもつことができ
た。 
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